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桃
生
町
教
育
委
員
会





今
度
の

「桃
生
・

山
内
首
藤
氏
と
板
碑
」
刊
行
に
当
た
り
一
言
申
し
あ
げ
ま
す
。

桃
生
町
で
は
平
成
八
年
度
ま
で
に
五
巻
の
町
史
を
刊
行
し
て
お
り
ま
す
が
、
板
碑
に
つ
き
ま
し
て
は
そ
の
都
度
悉
皆
調
査
を
し
た
つ
も
り
で
も
、
そ

の
性
格
上
開
発
に
伴

っ
た
り
し
て
後
々

に
発
見
さ
れ
る
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

町
史
に
も

一
巻

・
ニ
巻

・
五
巻
と
発
見
さ
れ
た
毎
に
登
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
、
町
史
刊
行
終
了
後
も
発
見
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

板
碑
は
中
世
を
語
る
第
一
級
の
史
料
で
あ
り
、
単
に
信
仰
の
面
ば
か
り
で
は
な
く
、
わ
か
り
に
く
い
中
世
を
と
き
明
か
す
大
切
な
鍵
と
も
い
え
る
も

の
で
し
ょ
う
。

桃
生
町
の
中
世
は
山
内
首
藤
氏
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
山
内
首
藤
氏
は
葛
西
氏
と
比
べ
る
と
、
そ
の
領
分
が
深
谷
保
を
除
く
桃
生
郡
と

比
較
的
小
さ
く
、
更
に
紡
西
氏
が
、
戦
国
大
名
伊
達
氏
に
よ
っ
て
滅
亡
し
た
の
に
く
ら
べ
、
よ
り
早
い
時
期
に
滅
亡
し
た
た
め
、
そ
の
研
究
は
あ
ま
り
深

く
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

今
回
「
桃
生
・
山
内
首
藤
氏
と
板
碑
」
刊
行
の
た
め
に
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
中
世
に
鎌
倉
御
家
人
山
内
首
藤
氏
が
奥
州
桃
生
郡
と
備
後
地

び
の
し
ょ
う

鵬
庄
（
現
広
島
県
庄
原
市
）
に
分
か
れ
て
い
く
過
程
、
そ
し
て
広
島
に
分
か
れ
た
山
内
氏
は
「
山
内
文
書」

と
い
う
膨
大
な
史
料
を
有
す
る
近
世
の
山

内
家
と
し
て
栄
え
、
一
方
奥
州
桃
生
郡
の
山
内
氏
は
中
世
末
期
の
永
正
時
代
の
合
戦
で
葛
西
氏
に
滅
ぼ
さ
れ
て
い
く
様
子
が
わ
か
り
ま
す
。
更
に
は
桃

生
郡
の
山
内
首
藤
氏
が
度
重
な
る
北
上
川
の
洪
水
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
も
郡
地
頭
職
と
し
て
、
領
地
内
の
開
発
を
行
っ
て
い
く
姿
が
板
碑
造
立
を
通
し

て
見
え
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

町
内
に
は
板
碑
が
小
群
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
幸
し
て
、
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
で
歴
史
考
古
的
な
試
を
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

こ
の
方
法
に
関
し
て
は
諸
々
の
ご
批
判
も
あ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
板
碑
を
中
世
史
料
と
し
て
扱
う
か
ら
に
は
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
冒
険
を
試
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ま
す
。

終
り
に
、

今
後
増
々
桃
生
郡
に
お
け
る
山
内
首
藤
氏
の
研
究
が
す
す
み
、
板
碑
研
究
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

平
成
十
一
年
二
月
十
日

発

刊

に

あ

た

っ

て

桃
生
町
教
育
委
員
会

教
育
長

、上

追

山

博

久



桃
生
・
山
内
首
藤
氏
と
板
碑

前
編
文
献
史
料
に
み
る
山
内
首
藤
氏

一
、
桃
生
郡
地
頭
職
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
、
山
内
首
藤
家
文
書

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
、
時
業
系
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

国
、
各
一
重
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

五
、
「塩
釜
首
藤
氏
系
譜
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

六
、
南
北
朝
•
室
町
期
の
桃
生
山
内
氏

板
碑
一
覧
表

（有
紀
年
）

板
碑
一

覧
表
（
無
紀
年）

144 135 132 130 126 125 125 123 113 107 

桃
生
町
板
碑
図
録

一
、
如
来
板
碑
群

―
一、
寺
崎
・
八
幡
山
板
碑
群

三
、
永
井

•

台
・

種
子
板
碑
群

四
、
時
宗
板
碑
群
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

五
、
永
井
板
碑
群

六
、
城
内
・
板
碑
群

七
、
樫
崎
板
碑
群

八
、
太
田
板
碑
群

九
、
林
昌
院
板
碑
群

101 96 71 66 60 43 36 32 

発
刊
に
あ
た
っ
て

目

桃
生
町
教
育
委
員
会

次

教
育
長

遠

山

博

久

7
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用
語
解
説

年
号
表

後

記

253 252 250 

寺

崎

氏

考

245 

後
編

板
碑
に
よ
る
考
証

第

一
章

鹿
又
•
河
北
の
板
碑

一
、

吉
野
•
鹿
又
の
板
碑

二
、
小
塚
の
板
碑
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
、
七
尾
の
板
碑
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
、
天
星
寺
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

[

n

u

-=--

六
、
福
地
の
板
碑
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

じ
、
大
屎
成
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

八
、
牡
鹿
•
桃
生
郡
境
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

九
、
小
鋭
白
鳥
神
社
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
二
章

桃
生
町
の
板
碑
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
、
如
来
板
碑
群
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―‘
樫
崎
板
碑
群
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
、
頂
叫
反
卑
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
、
永
井
の
板
碑
群
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

五
、
林
昌
院
板
碑
群
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

六
、
桃
生
・
寺
崎
八
幡
山
の
板
碑
に
つ
い
て

七

、

要

結

238 238 236 233 228 219 213 213 209 202 196 189 188 185 179 176 161 161 160 

七
、
山
内
経
之
と
東
福
地
氏

八
、
永
正
合
戦
記

150 146 





桃

t
町
板
碑
図
録



1
、
板
碑
は
群
ご
と
に
主
要
の
も
の
の
み
を
、
ほ
ぼ
年
代
順
に
収
録
し
た
。

2
、
種
子
は
そ
の
都
度
解
説
し
た
。

3
、
銘
文
中
判
読
不
能
部
分
に
つ
い
て
は
口
・

□
口
を
も
っ
て
当
て
た
。

4
、
蓮
座
は
「
蓮
座
」
と
し
、
月
輪
（
円
相
）
は

0
を
も
っ
て
示
し
た
。
ま
た
特
異
語
に
つ

い
て
も
そ
の
都
度
説
明
を
加
え
た
。

5
、
偽
頌
の
解
説
は
加
藤
政
久
『
石
仏
侶
頌
辞
典
』
お
よ
び

『続
同
書
』
『
続
々
同
書
』。

川

勝
政
太
郎

『褐
頌
』
に
よ
っ
た
。

6
、
法
量
は
高

x
巾

x
厚
（
セ
ン
チ
）
で
示
し
高
さ
は
地
上
高
が
原
則
で
あ
る
。

7
、
石
質
に
つ
い
て
は
殆
ど
が
砂
質
粘
板
岩
（
井
内
石
）
で
あ
る
た
め
特
記
す
る
も
の
の
ほ

か
省
略
し
た
。

8
、
銘
文
等
の
解
読
に
つ
い
て
町
史
と
異
な
る
部
分
は
本
書
を
も
っ
て
訂
正
と
す
る
。

9
、
敬
称
は
省
略
さ
せ
て
頂
い
た
。

凡

例

6
 



サ
（
観
音
菩
薩
）

サ
ク
（
勢
至
菩
薩
）

中
央
よ
り
縦
に
割
れ
る
。
種
子
は
ア
（
胎
蔵
界
大
日
如
来
）

の
三
尊
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う

甲
申

叫
D
 

サ
ク
（
カ

（一―

一八
四
）

二
十
□

□
□
白

弘
安
七
年
十
月

大
父

(177 X 37 X 10) 

1
、
牛
田
・
如
来
（
西
條
勝
徳
）

如
来
板
碑
群

7
 



2 ヽ

牛
田
・
五
十
鈴
神
社

8
 



刹
（キ
リ
ー
ク
）

jl: （
サ
ク 'l 

（サ）

弘

安

九

年

末
法
万
加

余
経
悉
國

弥
廂
口
層
i

＿利
物
偏
増
一

決

定

往

生

極

楽

世

界

L
求

下

化

大

願

円

満

法

界

利

益

(122 X 76 X 24) 

蓮
阿
弥
陀
仏

後

生

菩

提

右

志

者

為

(

―
二
八
六
）

大

文

丙

戌

阿
弥
陀
（
キ
リ
ー
ク
）
観
音
（
サ
）
勢
至

（
サ
ク
）
の
い
わ
ゆ
る
阿
弥
陀
三
尊
を
祀
り
蓮

阿
弥
陀
仏

(2
0
6
頁
参
照
、

山
内
首
藤
経
俊

法
名
）
の
後
生
菩
提
を
頻
っ
た
も
の
で
あ
る
。

か
な
ら
ず

褐
「
決
定
往
生
…
」
は
「
決
定
極
楽
世
界
に

じ
ょ
う
ぐ

往
生
し
、

上
求
（
菩
提
）
下
化
（
衆
生
）
の
大

頻
は
円
満
な
ら
ん
こ
と
を
」
。
出
典
は
「
念
仏

略
記
」
（
源
信
撰
）
。
さ
ら
に
「
末
法
万

D
」
は

「
末
法
万
国

に
は
余
経
悉
く
□
こ
し
弥
戸
□
ロ

国
の
み
が
国
を
利
す
る
こ
と
冨
〔
に
属
亨
1)

ん
」
西
方
要
決
釈
疑
通
規
が
出
典
。

こ
の
板
碑
の
形
状
は
高
さ
に
比
し
横
巾
が
大

き
い
ど
っ
し
り
し
た
感
じ
で
彫
技
と
と
も
に
下

総
型
（
常
総
型
）
と
呼
ば
れ
る
タ
イ
プ
に
含
ま

れ
る
も
の
で
あ
る
。
近
年
新
た
に
別
堂
を
設
け

祀
ら
れ
て
い
る
。

，
 



3
、
牛
田

・
如
来
（
西
條
勝
徳
）

（
阿
弥
陀
）

（キ
リ
ー
ク
）

刹

（
サ
ク
）t
 

，
 

（
勢
至
）

種
子
キ
リ
ー
ク
の
右
側
に
光
背
の
一
部
を
表
わ
す
と
み
ら
れ
る
放
射
光
が
み
え
る
。

n
 

(93 X 36 X 6) 

右
志
者
為
過
去

大
文

正
応
三
年
七
月
七

H

(
―
二
九

O
)

庚
刀
（
寅
）

10 



（
阿
弥
陀
）

（キ
リ
ー
ク）．̀ ぷ

往
生
極
楽
平
等
利
益
也

正
応
二
年
十

一
月
十
四

B
(
―
二
九

一
）

右
志
者
三
婦
幽
霊

(120 X 27 X 20) 

11 



祢
（
阿
弥
陀
）

（
キ
リ
ー
ク）

5 ヽ

永

倉
坪
・
大
通
寺

仁
三
年

二
月
H

乙
未

右
為
三
婦

＾ 
一九
五）

(85 X 37 X 8) 

「
三

そ
の

婦
」
に
対
し
重
ね
て
の
造
塔
で
あ
る
。

こ
と
は
地
位
の
高
さ
を
反
映
し
、
館
主
と
の
関
連
を
お
も
わ
せ
る
。

12 



（金

・
大
日
）

.wq 

小
型
な
が
ら
時
代
色
を
伴
う
き
り
っ
と
し
た
彫
り
で
あ
る
。

右
為
過
去
聖
霊

己

延
慶
二
年

二
月
一―-H
(
―
――-0九）

酉

m離
生
死
往
生
極
楽

6
、
脇
谷
・
十
王
庵
跡

(68 X 22 X 11) 

13 



7 ヽ

牛
田
・
五
十
鈴
神
社

阿
弥
陀
三
尊
来
迎
図

阿
弥
陀
如
来
が
観
音
（
右
下
頭
部
だ
け
見
え
る
）
勢
至
（
左
）
の
二
菩
薩
を
伴は

や

な
い
亡
く
な
っ
た
念
仏
行
者
を
雲
に
乗
っ
て
極
楽
か
ら
お
迎
え
に
来
た
様
子
（
早

来
迎
）
を
あ
ら
わ
し
た
図
。

如
来
の
視
線
の
先
に
行
者
が
合
掌
し
て
待
っ
と
さ
れ
る
。

応
長
一
一
年
大
父
千
子(――-＝＝＝-） 

—-— 

（
町
誌

一
巻
よ
り
）

¥． 

(77 X 83 X 6) 

14 



（
種
子
不
明
）

D
口
乃
至
法
界

D利
益

応
長

n
（
一
――――一

I

一
三

―
二）

右
志
趣
者
為
過
去
口

8
、
牛
田
・
如
来
（
西
條
勝
徳
）

(70 X 37 X 4) 

15 



（欠）

（座蓮）

亡
夫
幽
霊
為

五

戌

嘉
暦
三
年
九
月
(
-
三
二
八
）

日

辰

往
生
極
楽
也

一
百
ケ
日

9
、
牛
田
・
如
来
（
西
條
勝
徳
）

(56 X 55 X 6) 

16 



10 
ヽ

図
為

心
対
羨
5

牛
田
・
如
来
ヘ

（金

・
大
日
）

.wq 至
徳
一
一
年
十
一
月
日
／ 

八
五
）

(58 X 12 X 8) 

西
條
勝
徳
）

17 



•Wq 
（金

・
大
日
如
来
）

ゞ

ン

ノ

と
の
こ

現
在
同
寺
山
門
そ
ば
に
建
つ
が
、
山

と。

至
徳
口
二
月
時
正
(
一
三
八
四
ー
1

1

1
 

I

八
七
）

(136 X 63 X 14) 

居
登
り
口
付
近
に
あ
っ
た
も
の
を
移
立
し
た

1
ヽ

ー

倉
埣
・
大
通
寺

18 



12 
ヽ

'lサ：
ウ
ノ．ゑ〉

ア

ll

孝
子

応
永
十
八
年
十
月
日
(
-
四

敬
白

牛
田
・
如
来

（
西
條
勝
徳
）

あ阿
ん
叶
阿
は
口
を
開
い
て
発
す
る
音
声
で
字
音
の
最
初
で
あ
り
、
叶
は
口
を
閉
じ

て
発
し
字
音
の
最
後
で
あ
る
。
密
教
で
は
こ
の
一

―字
を
も
っ
て

一
切
の
法
の
太

初
と
窮
極
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
大
日
如
来
の

二
徳
・
理
・
智
に
当
て
る
。

山
門
に
多
く
建
っ
た
仁
王
（
開
ロ
・
閉

D
)
は
こ
の
思
想
を
表
す
も
の
。

一

）

(75 X 36 X 11) 

19 



＂る

I
q打

キ
ャ
カ
ラ
バ
ア
（
空
風
火
水
地
）
の
五
大
種
子
を
左
右
に
配
し
大
日
志
向
を
示
す
。

道
永

右
志
者
為
応
永
廿
年
四
月
廿
日

禅
門

白 敬

（
一
四
一
三
）

キ

ャ

カ

ラ

バ

＂る

I
q引

(8QX37X 7) 

（五
大
種
子
）

13
、
牛
田
・
如
来
（
西
條
隆
興
）

20 



（金
剛
界
五
仏
）

月
7

ゑ
ら
か
祢
郭
道
祐
七
年
忌

敬

応
水
二
十
九
年
七
月
廿
五

B
施
中

白

（
種
子
欠
）

.1＄
序
甜
祁

逆修善根故

4
ヽ

ー

牛
田
・
如
来

（
西
條
隆
興
）

（
一
四
ニ
―

-）

(100 X 50 X 13) 

金
剛
界
五
仏

金
剛
界
マ
ン
ダ
ラ
の
中
央
五
仏
（
成
身
会
）
を
い
い
、
人

日
如
来
の
総
合
的
知
恵

（五
智
）
を
表
わ
す
。
マ
ン
タ
ラ
で

は
大
日
如
来

（
ハ
ン

）
を
中
心
に
東

（ウ

ン
・
阿
閃
）
西

（
キ
リ
ー
ク
・
阿
弥
陀
）
南
（
タ
ラ
ー
ク

・
宝
生
）

北

（ア

ク
・
不
空
成
就
）
に
配
し
五
智
如
来
と
も
い
う
。

本
塔
の
碑
面
つ
く
り
は
さ
き
の

12
、
認
と
共
通
す
る
点
が

あ
る
。
そ
れ
は
主
尊
を
掲
げ
そ
の
両
側
に
大
日
の
真
言
な
い

し
は
そ
の
仏
徳
を
掲
げ
る
こ
と
に
な
る
、
ま
た
、
認
の
道
永
、

14
の
道
祐
は
道
の
一
字
を
共
通
し
そ
の
間
隔
は
十
一
年
で
あ

る
。
両
者
の
関
係
は
一
族
を
お
も
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

21 



（
大
日
如
来
）

ゞ
ー
ン
ク

えむ
三
十
三
年
忌
辰
故

敬

応
永
一―-+
―
一
年
三
月
十
五

H
白

ェ
イ

右
東
濠

B
公
庵

t

(103 X 40 X 5) 

1
5
、
牛
田
・
如
来

（
西
條
勝
徳
）

（
一
四
一
一五）

ハ
ー
ン
ク
は
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
の

五
点
具
足
（
荘
厳
型
）
如
来
群
で
は
初
見
。
い

わ
ゆ
る
大
日
棠
の
庵
主
か
。

22 



（
胎
蔵
界
大
日
）

ア
ー
ン
ク

坪心
ぅツ
IIl

オ

ン

ア

ラ

禅
尼

右

永

享

D
年

四

月

日

（
一
四
二
九
I

―
四
四
一
）

ぅ
豆

1
J
I
I
n

D
 

6
ヽ

ー

倉
埣
・
老
人
憩
の
家

(82 X 40 X 8) 

（
ア
ラ
ハ
シ
ャ
ナ
ウ
）
は
大
日
如
来
応

身
真―
――口
で
、
オ
ン
は
帰
命

・
帰
順
を
窟

味
す
る
。
応
身
と
は
仏
か
衆
生
を
教
化

す
る
た
め
に
教
化
の
対
象
に
応
じ
て
変

化
し
あ
ら
わ
し
た
身
を
い
う
。

プ
ラ
ス

こ
こ
で
も
大
日
＋
大
日
真
言
の
形
式

が
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
が
如
来
系
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
。

23 



1
8
、
倉
埣
•
老
人
憩
の
家

（
胎
•
大
日

ア
ー
ン
ク

坪心
道
明
禅
門
逆
修

17
、
倉
坪
・
森
笠
（
酒
井
英
七
）

(47 X 33 X 3) 

jt: ロ
亨
徳
三
年
十
一
月
(
-
四
五
四
）

一
周
忌
供
養
に
サ
ク

（勢
至
）
を
祀
る
こ
と
は

+
（
三）

仏
信
仰
に
合
致
す
る

十
五
日
一
周
忌

（ママ）

右
道
赤
禅
門

(84 X 50 X 11) 

24 



げ

じ

ゅ

「
今
此
三
界
云
々
」
を
侶
頌
ま
た
は
偶
と
い
い
仏
尊
ま
た
は
経
典
の
功
徳

を
韻
文
と
し
た
も
の
。
こ
れ
は

「今
此
の
三
界
は
皆
是
れ
我
が
有
な
り
其
の

中
の
衆
生
は
悉
く
是
れ
我
が
子
な
り
」
と
読
む
。
法
華
経
巻
第
二
臀
喩
品
第

三
を
出
典
と
す
る
。

（
阿
弥
陀
）

キ
リ
ー
ク刹
今
此
三
界

皆
是
我
有

其
中
衆
生

悉
是
吾
子

ヽ`
＇ノ

右
欠（

 

(70 X 33 X 20) 

00  
ヽ イ

（
地
蔵
菩
薩
）

1
9
、
倉
埣
•
森
笠

（
酒
井
英
七
）

(61 X 38 X 5) 

20
、
牛
田
・
五
十
鈴
神
社
入
口

（
堤
防
）

25 



i
 u

n↓
"
r
5
t
 

地
蔵

イ
ー
）

ふ
只
F
7、ミょ

可
ィ
9
<
t;
3

日
g
q
u
:
d
(66 X 33 X 4) 

2
1
、
倉
埣
•
大
通
寺

こ
の
種
子
は
特
異
で
あ
る
。
下
段
の
光
明
真
言

に
対
し
や
や
左
寄
り
に
記
さ
れ
て
い

る
点
、
摩
多

の
う
ち

（イ
）
す
な
わ
ち
や
(
(地
蔵
）
に
相
当
す

る
も
の
と
考
え
る
。

こ
の
出
例
は
す
で
に
北
上
町
大
指
嘉
暦
三
年
九

月
八
日

・
一
三
二
八
（
「
北
上
川
下
流
域
の
い

し

ぶ
み
』
）
に
i

(
5
(
)

と
し
て
み
ら
れ
、
地
蔵
と

解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

光
明
真
言
は
殆
ど
梵
字
で
書
か
れ
大
日
如
来
に

滅
罪
を
祈
顔
す
る
も
の
で
あ
る
。

26 



jt: 
上

求

下

化

大

願

円

満

決

定

往

生

極

楽

世

界

（
勢
至
菩
薩

サ
ク

(170 X 25 X 19) 

紀
年
は
な
い
が
鎌
倉
時
代
に
含
ま
れ
る
も
の
。

傷
は
さ
き
の

(
2
)
、
同
所
・
五
十
鈴
神
社
弘
安

九
年
碑
に
用
例
が
あ
る
。

22
、
牛
田
・
如
来
（
西
條
勝
徳
）

27 



(144 X 24 X 10) 

西
條
勝
徳
）

セ
イ
タ
カ
童
子
と
と
も
に
不
動
明
王
の
侍
者
を
つ

と
め
る
コ
ン
ガ
ラ
童
子
の
種
子
（
梵
字
コ
ン
キ
ャ
ラ

の
切
継
）
で
こ
の
出
例
は
珍
ら
し
い
。

紀
年

・
願
文
等

一
切
な
く
造
立
趣
旨
は
不
明
。

（
コ
ン
ガ
ラ
童
子

コ
ン
カ
ラ

23 
ヽ

牛
田
・
如
来

＾ 

'{ 

28 



24 
ヽ

t 
倉
坪

老
妙

開
如

高 来

信
も

人

し

舌、l!.,自ヽ

＜ 
は

の
家

: 

(63 X 37 X 6) 

25 
ヽ

牛
田引ァ 如

l(rl 

胎 ’・ ,, ‘ が＊や ダ 、も夕 ' ＇ 来
蔵 '.t 象 ｀＊ '&: .,' ＾ 界 '.、 .,' IU 

大 沢’ヽ ‘ , . ＇ ゞ . ,. 紗¢費， 西
如 .(. ... , `  ,', 来
日 ' ふ’ ' ,,,. ,. 旦

待,c. ヽ
ヽ

(44 X 33 X 4) 

29 



元
林

上
座

上
座
と
は
曹
洞
宗
に
お
け
る
階
位
の
一
っ

。
出
家

得
度
し
た
者
を
い
う
。

サ
ク
（
勢
至
菩
薩

t
 ，
 
(52 X 36 X 5) 

十
三
仏
信
仰
で
は
薬
師
如
来
は
七
々

日
供
養
本
尊

に
当
て
ら
れ
る
。

そ
バ
イ
（
薬
師
如
来

(67 X 25 X 3) 

2
7
、
倉
埣
•
大
通
寺

30 



28 
ヽ

阜^  
-'Li 旦

埠

は 音" 

貪
T 陪産’’ 

大

に
順

通

通 大

寺

じ
麗る

゜

(35 X 20 X 5) 

29 
ヽ

倉

種
子

坪

は

釈

そ

旦
迦

の か

老

何
Jゞ

人

れ 禅
イ

舌自

と

, I,!,, ヽ

も 門 薬

の

断
師

家

じ
難
し‘

゜

(82 X 27 X 6) 

31 



ーヽ

寺
崎

寺
崎
・
ハ
幡
山

．
 
八
幡
山
板
碑
群

（欠）

（座 蓮）

ニ
ニ魯
）

八
幡
山
に
お
け
る
最
古
、
順
列
板
碑
に
該
当
。

惜
し
む
ら
く
上

・
下
を
欠
失
す
る
が
棠
々
た
る
板
碑

で
そ
の
法
名

(-
白）

も
気
品
が
あ
る
。

一
白
聖
霊 丙

）

弘
安
九
年

欠

□

(

 

右
志
者

(35 X 41 X 7) 

32 



（欠）

→ 
界線

往 延 LJ 
化 慶 母
極

． ． 
＇ 

木北 年 十
故 酉巳 五
也 十 B 

月
廿
日

2
、
寺
崎
・
ハ
幡
山

（
一――10
九）

界
線
を
も
っ
て
銘
文
を
区
切
る
こ
と
は
希
有
で
あ

る
。
丁
重
な
荘
厳
の
手
段
と
い
え
よ
う
。

(58 X 41 X 3) 

33 



3
、
寺
崎
・
ハ
幡
山

（金

・
大
日
）

ゞ
／.wq 褐

は
「
応
に
無
住
所
に
し
て
而
し
て
其
の
心
に
生

ず
べ
し
」
（
『
金
剛
般
若
波
羅
密
教
』
）

而
生
其
心

敬
白

応
永
三
年
一二
月

H
（一

三
九
六
）

応
無
所
住

為
長
元
禅
師

(84 X 40 X 5) 

34 



刹
離
の
た
め
銘
文
不
明
な
る
も
種
子
か
ら
鎌
倉
期

が
確
実
。

引ア：
（
ハ
ク
リ
）

故

也

右

者

為

(82 X 47 X 11) 

あ
ま
ね

褐
「
頻
わ
く
は
此
の
功
徳
を
以
て
普
く

一
切
に
及

ぼ
し
我
れ
等
と
衆
生
と
皆
共
に
仏
道
を
成
ぜ
ん
こ
と

を
」
。
法
苧
経
巻
三
、
化
城
喩
品
を
出
典
と
し
廻
向

文
と
し
て
広
く
唱
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
金
・
大
日
）

ゞ
ン.wq （座 連）

願

以

此

功

徳

普

及

於

一
切

我

等

与

衆

生

皆

共

成

仏

道

4 ヽ

寺
崎
・
ハ
幡
山

5
、
寺
崎
・
ハ
幡
山

(117 X 35 X 12) 

35 



永
井
•
台
・
種
子
板
碑
郡

1
、
永
井
・
台
（
高
橋
一
雄
）

36 



刹 （
阿
弥
陀）

キ
リ
ー
ク

jlい 'lサ：
①
諸
行
無
常

③
為
覚
性
聖
霊

九日

⑤
元
亨
四
年
―
―一
月
十

④
往
生
極
楽
也

②
生
滅
々
己

寂
滅
為
楽

是
生
滅
法

（
一―
――
―
―
四
）

(180 X 100 X 18) 

註
R
は
読
み
順
を
示
す

褐

（①
•
②
)
は
雪
山
褐
と
呼
ば
れ

「
諸
行
は
無
常
な
り
、
是
れ
生
滅
の
法
な
り
生
滅

ぉ
ゎ

の
滅
し
巳
り
て
寂
滅
を
楽
し
み
と
な
す
」
と

（出
典
・

大
般
涅
槃
経
下
）
。

③
•
④
は
顔
文
、
⑤
は
紀
年

。

荘
重
な
種
子

（阿
弥
陀
三
尊
を
掲
げ
丁
重
な
偲
を

供
え
る
。
特
に
「
為
」
を
も
っ
て
は
じ
ま
る
頼
文
の

書
出
、
法
名
（
覚
性
）
の
通
字
（
性
）
、
そ
し
て
何

よ
り
も
永
井
・
台
に
お
け
る
最
古
、
順
列
板
碑
と
認

め
ら
れ
る
点
如
来
系
頭
領
の
一
人
を
葬
る
も
の
と
推

考
さ
れ
る
。

37 



'lサ□
（力）

ロロ

貞
治―

一年
九
月
廿
日

忌
景
当
造
立
塔
婆
―

n

（
一
三
六
三
）

右

n

2
、
永
井
・
仁
田
森

(90 X 20 X 5) 

38 



ヽ
ー
ー
／

種

子

欠
（
 

3 ヽ

康
暦
三
年
二
月
八
日
(
-
三
八
一
）

永
井
•
台

（
高
橋
嘉
代
治）

(105 X 21 X 7) 

（阿
弥
陀
）

キ
リ
ー
ク．̀ そ

名

4 ヽ

（＂楽師
、ゞノー

永
井
・
台

妙
玄
禅
尼

応
永
廿

（
高
橋

I, 

ノ‘
（
一
四

一
九）

一
雄
）

(90 X 25 X 6) 

39 



5 ヽ

永
井
・
仁
田
森

（
種
子
不
明
）

五
輪
種
子

周
遍
法
界

奉
ー
潔

山

清

公

禅

定

門

廿

一

ヶ

年

忌

為

鬼
畜
人
天

皆
是
大
日

（
一
五
0
1
)

種
子
部
分
削
り
落
し
た
と
み
ら
れ
不
明
。

褐
は
「
五
輪
種
子
は
周
遍
法
界
に
し
て
鬼
蓄
人
天

皆
是
大
日
な
り
」

（
出
典
不
明
）
。

頻
文
（
中
央
）
の
初
字
、
奉
か
志
か
判
然
と
し
な

し

孝
子

敬
白

二
月
廿

三

H 辛酉

明
応
十
年

(85 X 50 X 6) 

40 



5ヵ冒

文

安

五

年

十

月

十

日

（
一
四
四
八
）

6

、
永
井
•
台

右
志
者
法
正
禅
門
故

（
高
橋
孝
雄
）

(70 X 29 X 7) 

7 ヽ

（金

・
大
日

、ゞン
ー

●斎

7
如
来

永
井
•
台

右
妙
永
禅
尼
故
也

（
高
橋
一
雄
）

(66 X 19 X 6) 

41 



'lサ`
不

取

正

覚

不

往

救

者

三
称
我
名

衆

生

有

苦

(45 X 16 X 5) 

「
衆
生
苦
有
り
て

三
た
び
我
が
名
を
称
せ
ん
に

往
き
て
救
わ
ず
ん
ば

正
覚
を
取
ら
じ
」
。

「
往
生
要
集
」
に

一
観
世
音
菩
薩
ノ
言」

と
す
る
。

引ア：
悶蓮

（近
世
墓
塔
に
改
刻
）

(100 X 35 X 8) 

8
、
永
井
・
台

（
高
橋
一
雄
）

， ヽ

永
井
・
仁
田
森

4? 



1
、
樫
崎
・
妙
円
寺

時
宗
板
碑
群

（欠）

元
徳
一
一
年
庚
午
十
一
月
廿
日

(
-
三
――-O
)

（等
）

往
生
極
楽
平
ホ
故
也

名
号
（
南
無
阿
弥
陀
仏
）
を
欠
く
が
法
名
見
阿
お

よ
び
願
文
の
構
成
か
ら
時
宗
板
碑
と
見
な
す
。
お
そ

ら
く
移
立
さ
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
が
時
宗
板
碑
の
初

発
が
妙
円
寺
に
在
る
こ
と
に
興
味
を
覚
え
る
。

右
志
者
為
見
阿
過
去

(55 X 42 X 4) 

43 



2 ヽ

永
井
•
台

（
高
橋
一
雄
）

（欠）

名
号
欠
失
す
る
も
時
宗
板
碑
の
公
算
大
、
あ
る

い

は
空
阿
関
連
か

乃
至
法
界
平
日
利
益

者
元
徳
二
年

n
 （

一
三
三

O
)

(53 X 40 X 4) 

44 



）
 

欠

陀

佛

右

志

者

（
 3

、
永
井
・
台

（
高
橋
一
雄
）

（止
む）

け
つ

為
空
阿
百
ヶ
日
忌
欧

辛

元
徳

――
―
年
二
月

H
（

一

未

乃
至
法
界
平
等
利
益
也

三三一
ヽ

(58 X 36 X 45) 

「
歌
」
は
「
止
む
•
つ
く
」
と
、
珍
し
い
用
字
で
あ
る
。

空
阿
（
空
阿
弥
陀
仏
の
略
）
は
時
衆
（
男
性
）
の
法
名

空
阿
は
こ
の
ほ
か
七
年
忌
供
養
塔
も
あ
る
。

こ
の
道
の
要
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

45 



:
南
無
阿
弥
陀
佛

為
悲
母
聖
霊
三
十
一云一年

孝
子

"
 

右
志
者
康
永
三
年
九
月
十
八
日
(
-
三
四
四
）

敬
白

申

乃
□
□
益
故
也

(110 X 31 X 3) 

4
、
永
井
・
糠
塚
（
高
橋
諫
）

い
わ
ゆ
る
初
期
草
書
体
名
号
で
母
（
時
衆
法
号

な
し
？
）
の
三
十
三
年
の
供
養
の
た
め
の
も
の
で

あ
る
。「

康
永
」
は
北
朝
年
号
。
こ
の
時
期
南
朝
方
は

「
興
国
」
を
使
用
石
巻
市
・
多
福
院
に
興
国
四
年

蓮
阿
五
七
日
塔
（
葛
西
七
代
良
清
に
比
定
）
が
あ

る。

46 



南
無
阿
弥
陀
佛

右
志
者
為
師
阿
弥
陀
仏

吋

施

主

貞
治
五
年
十
二
月
十
日
(
-
三
六
六
）

午

敬

白

一
周
忌
記
景
故
也

(116 X 35 X 5) 

5
、
永
井
・
仁
田
森

永
井

・
浮
音
寺
向
い
に
旧
墓
地
が
あ
り
、
こ

こ
に
数
基
の
板
碑
が
混
在
す
る
。
そ
の
な
か
に

時
宗
板
碑
を
含
み
、
永
井
•
台
よ
り
高
橋
一
雄

氏
ら
に
よ

っ
て
移
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い

、つ永
井
•
台
・
時
宗
板
碑
群
の
範
疇
に
入
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

47 



（
南
無
阿
弥
陀
佛

[

向

忌

々

晨

故

也

白

貞
治
六
年
正
月
廿
日
(

1

三
六
ヒ
）

右
志
者
為
神
一
房

敬

(118 X 29 X 6) 

神
一

―尻
は
時
衆
尼
の
法
名
（
ま
た
は
口
仏
場
と
す
る

6
、
永
井
・
台

（高
橋
一

雄
）

48 



（欠）

佛

乃
至
法
界
□
□
益
也

右
志
者
貞
治
七
年
四
月

為
名
阿
弥
陀
佛
七
ヶ
年

（
二
ニ
六
八
）

(95 X 35 X 6) 

7
、
永
井
・
台

「
貞
治
」
は
北
朝
年
号
。
南
朝
方
は
「
正
平
」
。

時
宗
板
碑
の
出
例
に
よ
れ
ば
各
地
と
も
殆
ど
北
朝

年
号
使
用
。

（
高
橋
久
）

49 



南
無
阿
弥
陀
佛

為
重
阿
弥
陀
仏
第
三
年九

月

右
志
者
応
安
元
年

-
H
 

乃
至
法
界
平
ホ
利
益
故
也

白敬
ヘ
． 

二
I, 

尺ヽ

8
、
永
井
・
仁
田
森

(159 X 45 X 6) 

50 



往
生
極
楽
乃
至
法
界
衆
生
平
ホ
利
益

南

無

阿

弥

陀

佛

応

安

二
年
八
月
四
日

二

三
六
九
）

9
、
永
井
・
台

右
志
趣
者
為
相
当
心
阿
三
十
三
年

(63 X 46 X 4) 

（
高
橋
一
雄
）

同
じ
く
草
書
体
名
号
で
あ
る
が
前
回
ま
で
と
異
な
る
点

に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
「
弥
」
の
扁
（
弓
）
が
こ
こ

に
き
て

一
曲
線
に
変
化
し
て
い
る
。
こ
れ
が
本
来
の
時
宗

を
象
徴
す
る
名
号
書
体
で
あ
る
。
全
体
が
流
れ
る
よ
う
な

落
着
い
た
書
体
で
あ
る
。
以
下
こ
の
筆
法
が
主
流
を
な
し

た
。
い
わ
ば
こ
の
塔
が
そ
の
転
換
期
に
当
る
も
の
で
あ
っ

た
。
党
主
（
指
導
者
）
の
交
代
に
よ
る
も
の
か
。

51 



口
令
造
立
所
依
乃
至
法
界

n
（
一
三
六
九
）

□
□
]
 

南

無

阿

弥

陀

佛

応

安

一
一
年
十
二
月
九
H

敬
白

10
、
永
井
・
仁
田
森

右
志
為
過
去
幽
儀
七
々

H

(105 X 50 X 6) 

52 



地
佛

戌刀
p

応
永
五
年

右
志
趣
者
為
十
七
年

、
し
ー
／欠（

 

名
号
は
楷
書
（
慎
書
）
の
初
出
で
あ
る
。

施

（欠）

（
一
三
九
八
） (42 X 22 X 3) 

永
亨
四

□
無
阿
弥
陀
佛
妙
仏

五
月

H
十

三

年

／ 

四
三
二
）

11
、
永
井
・
仁
田
森

12
、
永
井
・
台

（
高
橋
一
雄
）

(32X15X7) 

53 



南
無
阿
弥
陀
佛

平

一
房

九

月
廿

日

大
三
年

13
、
永
井
・
台

（
高
橋
一
雄
）

嘉
吉
三
年
(
-
四
四
三
）

(81 X 34 X 9) 

54 



文
明
二
年
(
-
四
七

O
)

敬白

南
無
阿
弥
陀
佛
乃
阿
弥
陀
仏

二
十
一
年
十
二
月
廿
五

H

1
4、
永
井

•

台
（
高
橋
一
雄
）

(75 X 22 X 12) 

八
月
六
日

南
無
阿
弥
陀
佛

第
三
年

西
阿
弥
陀
仏

文
明
h
年
(
-
四
し
三
）

1
5、
永
井
•
台
（
高
橋
一
雄
）

(、69X 30 X 4) 

55 



――-+-―一年先
に
空
阿
百
ヶ
日
塔
（
元
徳
三
年

・
一
三
三
一

）
あ
り
。

同
人
に
対
す
る

「七
ヶ
年
塔
婆
」
で
あ
れ
ば

(
-
三
三
六

•

延
元
々
年
）
が
相
当
。
し
か
し
書
体
は
9

（応
安
二
年
）

に
通
ず
る
。

迎
空
阿
聖
霊
七
ヶ
年

南
無
阿
弥
陀
佛

□
口
日

塔
婆
造
□
口
]乃
至

n

南
無
阿
弥
陀
佛

(85 X 40 X 6) 

17
、
永
井
・
糠
塚
（
高
橋
諫
）

文
明
八
年
二
月
五
日

(-
四
七
六
）

（
高
橋
一
雄
）

道
阿
弥
陀
仏

(71x16xl2) 

1
6、
永
井
•
台

56 



名
号
書
体
の
類
似
性
か
ら
概
略
の
造
立
年
代
を
知

る
こ
と
が
出
来
る
。

南
無
阿
弥
陀
佛

(119 X 50 X 3) 

安
永
七
年
墓
塔
に
改
刻

南
無
阿
弥
陀
佛

(61 X 36 X 4) 

18
、
永
井
・
仁
田
森

1
9、
永
井
•
台
（
高
橋
久
）

57 



2
1、
永
井
•
台
（
高
橋
一
雄
）

20
、
永
井
・
仁
田
森

南
無
阿
弥
陀
佛

南
無
阿
弥
陀
佛

何
阿
弥
陀
仏 (58 X 30 X 4) 

(61 X 21 X 4) 

58 



「命

一
方
」
は
時
衆
尼
の
法
名

南
無
阿
弥
陀
佛
命

一方

(68 X 20 X 19) 

22
、
永
井
・
台
（
高
橋
一
雄
）

南
無
阿
弥
陀
佛

23
、
永
井
・

入
阿
弥
陀
仏

台
（
高
橋
一
雄
）

(59 X 21 X 8) 

59 



永
井
板
碑
群

（
阿
門
ま
た
は
明
王

）

ゥ
ー
ン

|
―
月
七

H
（一

―
-
七
六
）

大
蔵

丙
子

建
治
二
年

(90 X 40 X 5) 

桃
生
町
最
古
の
板
碑
。
紀
年
の
み
で
頻
文
を
刻
ま

な
い
。
同
趣
の
し
か
も
同
年
建
立
の
板
碑
が
鹿
又
．

光
明
寺
に
あ
る
。

1
、
永
井
・
ハ
幡

（
渥
美
辰
雄
）

60 



断
碑
で
あ
る
が
干
支
か
ら
正
中
三
年
と
認
め
ら
れ
る
。

）

丙

（
欠
）
　
□
中
三
年
　
二
月
十
□
（
一
三
二
六
）

(

4

 

（寅）

2

、
永
井
•
岩
の
沢

（
渡
辺
芳
雄
）

(45 X 14 X 4) 

3
、
永
井
・
観
音
下

（
高
橋
甚
一
）

（
褐
）
「
是
の
法
は
平
等
に
し
て
高
下
有
る
こ
と
な

し
」
（
金
剛
般
若
経
）

ぇむ
尤
有
高
下

是
法
平
等

(54 X 25 X 5) 

61 



4 ヽ

永
井
・
ハ
雲
神
社

62 



其
人
之
功
徳

仏
智
不

n

Iラ

Jゞ
 

n、

頻
以
此
功
徳

我
等
与
衆
生

五
輪
塔
を
線
刻
し
五
大
種
子
（
キ
ャ
カ
ラ
バ
ア
）
を
当
て
、
回
向
文
お
よ
び
若
有
善
男
子

（出
典
不

明
）
の
二
褐
を
そ
え
る
。
法
名
大
全
五
七
日
供
養
の
も
の
で
丁
重
を
極
め
る
。
同
趣
向
の
板
碑

（正
和

三
年
三
月
）
が
河
北
町
成
田
・
境
に
建
つ

。

近
世
に
至

っ
て
裏
面
を
庚
申
塔
と
し
て
再
利
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
八
雲
神
社
社
前
に
あ
る
。

褐
「
若
有
善
男
子
」
は
「
若
し
善
き
男
子
あ
り
て
卒
都
婆
を
造
立
す
れ
ば
其
の
人
こ
の
功
徳
に
よ
り

て
仏
の
智
（
慧
を
得
ん
こ
と
）
量
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
。

若
有
善
男
子

造
立
卒
塔
婆

皆
共
成
仏
道

引ァ
普
及
於
▲
切

乃
至
法
界
平
ホ
利
益
也

霊
三
十
五

B
忌

癸
二
月

正
和
第
一
一

暦

(
-
三

―
――-）

仕
廿

-
B

為
大
全
咄

奉
造
立
所
者

(139 X 60 X 20) 

63 



た
も
の

C
二

「
応
水
年
」
は
四
年
を
意
味
す
る
。

ニ

「
シ
」
す
な
わ
ち
「
死
」
に
通
じ
る
と
し

二

応

永

年二

如
性
禅
門
百
ヶ

H

て
忌
み
嫌
わ
れ

四
月
十

H
（
一
三
九
七
）

(73 X 31 X 5) 

（
阿
弥
陀
）

キ

リ

ク刹

5
、
永
井
・
観
音
下

（
高
橋
甚
一
）

「床
」
は
「

L
永
（
応
永
）
」
の
省
略

右
意
趣
者
床
廿
五
年
二
月

H
（
一
四

一
八
）

6
、
永
井
・
岩
の
沢
（
渡
辺
芳
雄
）

(74 X 23 X 5) 

64 



1
、
城
内
香
積
寺

香
積
寺
境
内
個
人
墓
地
よ
り
発
見
さ
れ
た

C

繊
細
な

線
刻
の
阿
弥
陀
三
尊
像
で
あ
る
。
欠
失
の
た
め
年
代
不

明
で
あ
る
が
南
北
朝
期
が
見
込
ま
れ
る
。

藤沼邦彦• 石黒伸一郎 「宮城県の

図像阿弥陀三尊板碑」より

城
内
・
板
碑
群

66 



（金

・
大
日
）

ゞ
ノ

●斎

7
知
是
心
者

（
マ
マ
）

矧
是
成
就

右
志
者
道
永
禅
門

(73 X 34 X 6) 

侶
「
阿
字
は
本
体
な
り
、
若
し
衆
生
あ
り
て
是
れ
を
知
る

心
有
ら
ば
是
れ
を
知
り
て
（
仏
道
を
）
成
就
せ
ん
」
（
『
仏
説

延
命
地
蔵
菩
薩
経
』
）

（体
）

阿
字
本
林
サ
右
有
衆
生

2
、
城
内
白
鳥
神
社

67 



（
不
明
）

空
与
不
空
畢
意
無
相

右
志
者
妙
祐
禅
尼

心
不
住
法
亦
不
依
空

(65 X 27 X 8) 

3
、
城
内
・
西
嶺
（
佐
藤
善
逸
）

（
偶
）
「
心
は
法
に
住
せ
ず
、
ま
た
空
に
依
ら
ず
空
と
不
空

つ
ま
り

と
は
畢
意
は
無
相
な
り
」
（
『大
毘
慮
遮
那
成
仏
経
疏
』
）

68 



jL:i; 
而
生
其
心

応
無
所
住

妙
金
禅
尼

(47 X 23 X 7) 

（欠）

右
志
者
為
過
去
悲
ー
1

.4ロ

_―
年
十

一
月
口
五
日

□ロ

キ
リ
ー
ン

種
子
キ
リ
ー
ン
に
対
す
る
仏
尊
名
は
不
詳

4
、
城
内
・
山
神
社

(100 X 32 X 6) 

5
、
城
内
若
宮
神
社

69 



jtし
□ロ□

永

―
―
二
年

□ 口

(52X31X 7) 

（
阿
弥
陀
）

キ
リ
ー
ク．．

 刹

(77 X 28 X 3) 

6
、
城
内
・
山
神
社

7
、
城
内
・
若
宮
神
社

70 



（金

・
大
日
）

ゞ
ノ●斎”

時
正

嘉
元
二
年

八
月

図圃

樫
崎
板
碑
群

（
首
藤
辰
雄
）

（ニ
―10
四）

(87X27Xl4) 

樫
崎
に
お
け
る
順
列
板
碑
に
相
当
し
同
地
最
古
。

同
三
位
（
貞
和
三
年

・
一
三
四
七
）
も
同
所
に
在
る

こ
と
か
ら
こ
の
地
域
が
樫
崎
で
も
最
も
早
く
開
発
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

紀
年
を
示
す
露
々
と
し
た
文
字
は
し
た
た
か
に
時

代
色
を
強
調
し
て
い
る
。

1
、
樫
崎
・
高
附

71 



2

‘
樫
崎
•
高
附
（
首
藤
辰
雄
）

（金

・
大
日
）

ゞ
ノ

●斎

7

十
五

B

貞
和
三
年

十

月

（
一
三
四
七
）

(57X38X 5) 

72 



ァ
二

十

六

延
文
年
二
月
(
-
三
五
九
）

―-

B
 

（
地
蔵
）

ヵ

(106 X 15 X 14) 

3
、
樫
崎
・
妙
円
寺

紀
年
の
み
で
頻
文
は
な
い
。

月
日
を
左
右
に
割
書
に
す
る
特
徴
が

み
ら
れ
る
。

73 



（欠）

光
明
真
言

出
離
生
死
頓
證
口
乃
至
法
界
平
口
利
益
也

大

歳

孝

子

応
安
三
年
季

三
月
十
一

h

日
敬
白

庚
戌

右
志
趣
為
者
過
去
悲
拇
幽
儀
妙
阿
禅
尼

(70 X 35 X 8) 

4
、
樫
崎
・
妙
円
寺

種
子
欠
失
不
明
。
光
明
真
言
を
掲
げ

最
大
級
丁
重
な
頻
文
を
供
え
る
。
す
な

わ
ち「右

（
造
塔
の
）
志
趣
は
過
去

（亡
く

な
っ
た
）
悲
母
妙
阿
禅
尼
の
生
死
を
離

れ
頓
か
に
菩
提
を
證
せ
ん

（成
仏
）
こ

と
の
た
め
に
、
あ
わ
せ

て
法
界
の
全
て

に
平
等
に
利
益
あ
ら
ん
こ
と
を
」
。

74 



（
勢
至

サ
ク

後
生
清
浄
士

右
志
趣
者

現
受
無
比
楽

即
滅
無
量
罪

孝
子

応
安
七
年
五
月
十
五
日
(
-
三
七
四
）

敬
白

(124 X 38 X 17) 

5
、
樫
崎
・
妙
円
寺

一
念
弥
陀
仏

傷
は
「
一
た
び
弥
陀
仏
を
念
ず
れ
は

た

だ

ち

ま

の

あ

た

即
に
無
量
の
罪
を
滅
ぼ
し
現
り
に
無
比

の
楽
を
受
く
。
後
生
は
清
浄
上
な
り
」

（『観
世
音
菩
薩
往
生
浄
土
本
縁
経
』）。

75 



（欠）

褐
は
雪
山
褐

（諸
行
無
常
）
と
呼
ば

れ
る
も
の
。

戒
公
禅
師
は
こ
の
地
に
住
し
た
僧
侶

で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
の
地
に
寺

（堂）

が
あ

っ
た
こ
と
を
語
る
。

□
い
為
楽

利
益
故
也

禅
師
五
七

B

□
生
滅

法

庚

施

主

康
暦
一
一
年
八
月
日

□
□
己

申

敬

白
乃
至
法
界
平
等

6
、
樫
崎
・
荒
戸

（
千
葉
慶
志
）

□
□
]常

右
志
者
為
戒
公

（一

三
八
O
)

(42 X 24 X 7) 

76 



（欠）

n是
観

―

―

 

如
夢

D 一

□口

右
志
趣
者
康
暦
三
年
二
月
廿
七
日
（
ニ
ニ
八

一
）

忌
辰

n

(89 X 30 X 11) 

7
、
樫
崎
・
妙
円
寺

金
剛
般
若
経
の
「

一
切
有
為
法
」
の

褐
を
掲
げ
る
が
頻
文
と
も
磨
耗
・
剥
離

に
よ
っ
て
判
読
困
難
。

77 



祢
[

而
生
其
心

8
、
樫
崎
・
妙
円
寺

三
十
三
年

年
号
小
確
「
八
」
か
。

右
志
為
エ
？
兜

三
年
ー

(-
三
九
六
）

応
無
所
住

(74 X 30 X 7) 

78 



（
観
音
）

サ
ー

・

，

至

徳

三
年
二
月
十
一
日敬

白

（一

三
八
六
）

施
‘
下

(74X22Xl4) 

9
、
樫
崎
・
高
附
（
首
藤
信
乃
）

79 



jt:i; 
十
方
仏
士
中

除
仏
方
便
説

n
 

唯
有
一
乗
法
過
去
慈
父
教
永
禅
門
相
当

n

丙

無
二
亦
無
三
右
志
者
至
徳
三
年

□
□
□

(
-
三
八
六
）

寅

(118 X 25 X 16) 

平
成
八
年

荒
戸
・
大
森
秀
一
宅
よ
り
出
土
し
た
。

10
、
樫
崎
・
妙
円
寺

80 



11
、
樫
崎
・
坪
田
（
阿
部
保
行
）

（金

・
大
日

ぐ

／

年
忌
乃
至
法
界
平
ホ
利
益
也

(77 X 42 X 8) 

右
意
者
為
明
徳
二
年
十
一
月
廿
□
(
-
三
九
一
）

月
ー
'
|

＂ 

81 



12
‘
樫
崎
・
内
舘

牙 ノ；旦
種
子
は
月
輪
の
な
か
に
バ
ク

（釈
迦
）

保
存
良
。

乃
至
法
界
衆
生
平
等
利
益

応
永
元
年
八
月
十
七
日

(
-
三
九
四
）

今
此
三
界
皆
是
我
有

其
中
衆
生
悉
是
吾
子

右
志
為
者
慈
父
聖
霊

(79 X 57 X 7) 

82 



（欠）

八
万
諸
聖
教

十
方
三
世
仏

一
切
諸
ザ
サ

皆
是
阿
弥
陀

応
永
五
年
(
-
三
九
八
）

13
、
樫
崎
・
妙
円
寺

(90 X 34 X 9) 

「ザサ
」
は
菩
薩
の
略
。

83 



ァ
（
地
蔵
）

ヵ

十
二
月

右
志
□
山
禅
尼

五

B
 

施
主

応
永
十
六
年

敬
白

（
一
四

0
九）

(68 X 35 X 6) 

山
田
に
お
け
る
初
発
塔
。

月
日
の
位
置
が
特
異
。

14
‘
樫
崎
・
山
田

84 



5
ヽ

ー

坪心
（胎
•

大
日
）

ア
ー
ン
ク

施

t
敬
白

右
志
為
応
永
廿
年

ニ

四

一三）

(65 X 21 X 10) 

樫
崎
・
妙
円
寺

「ア
ー
ン
ク
」
は
ア
と
同
じ
く
胎
蔵
界
大
日
如
来

の
種
子
で
あ
る
が
、
特
に
発
心
（
ア
点
）
修
行
（
ア
ー

点
）
菩
提
（
ン
点
）
涅
槃
（
ア
ク
点
）
そ
し
て
方
便
究
覚

の
五
点
を
具
足
す
る
故
に
五
点
具
足
大
日
と
称
さ
れ

る。

85 



坪心
（
胎

・
大
I
J
)

ア
ー
ン
ク

右
志
者
為
相
当
過
去
玉
庵
清
必
庵
主

(
-
四
四
八
）

（ママ
）（
ママ
）

文
安
五
年
土
辰
月
十
六
日

第
三
十
三
年
意
趣
也

(112 X 34 X 12) 

樫
崎
・
山
田

こ
の
板
碑
に
よ

っ
て
山
田
に
庵

（草
堂
）
が
あ
り

少
な
く
と
も
三
十
数
年
継
続
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
知
る
。

6
ヽ

ー

86 



17 
ヽ

（虚
空
蔵
菩
憐
）

タ
ラ
ー
ク序

而
生
其
心

応
無
所
住

了
西
禅
門ロ

享
徳
四
四
月
十

H
(
―
四
五
五
）

亥

孝
子
敬
白

(68 X 18 X 11) 

種
子
タ
ラ
ー
ク
は
虚
空
蔵
尊
を
表
し
、
こ
の
時
期

三
十
三
年
忌
供
養
本
尊
と
し
て
祀
ら
れ
た
。

樫
崎
・
妙
円
寺

87 



8
ヽ

ー

'l 
（
観
音
）

サ

一
周
忌

妙
林
禅
尼

(-五

一九）

享
禄
二
年
八
口
□
日

樫
崎
・
妙
円
寺

(62 X 22 X 6) 

こ
の
時
期
永
正
合
戦
終
了
し
て
十
数
年
。
つ
ま
り

樫
崎
の
城
主
と
し
て
新
し
く
男
沢
氏
が
入
っ
て
か
ら

の
造
立
で
あ
る
。

88 



9
ヽ

ー

占
5

（胎
•
大
日
）

ア
ン
ク

（存
）

法
界
平

D
利
益
頓
證
菩
薩

樫
崎
・
妙
円
寺

現
棋
安
穏
後
生
善
処
乃
至

右
志
者
依
逆
修
之
善
根
故

(109 X 30 X 9) 

中
央
部
に
割
れ
が
あ
る
が
刻
字
は
明
瞭
。
ア
ン
ク

は
胎
蔵
界
大
日
如
来
「
右
（
造
立
）
の
志
は
逆
修
の

善
根
故
。
依
っ
て
現
世
で
は
安
穏
に
後
（
世
）
は
善

処
（
極
楽
）
へ
生
ぜ
ん
こ
と
を
。
ま
た
世
の
全
て
の

も
の
が
平
等
に
利
益
を
う
け
す
み
や
か
に
菩
提
を
證

せ
ん
こ
と
を
」
。

89 



ノク:（釈迦）
久

一

― 右
志
趣
為
慈
父
口

釈
迦
如
来

21
、
樫
崎
・
妙
円
寺

(70 X 26 X 6) 

1t:b冒

2
0
‘
樫
崎
・
妙
円
寺

「
前
住
」
は
「
前
の
住
職
」
、
従
っ
て
こ
の
地
に
寺
が
あ
っ

た
證
左
と
な
ろ
う
。

而
生
其
心

応
無
所
住

布
[

憶
住
文
斐
tJ
和
尚

(56 X 27 X 6) 

90 



（欠） 22 ヽ

□ 諸 太
1 1 行 田

価"" ． 
寂嘉慶常是 北
滅為 二 4 沢

楽
年 滅 ＾ 
二法月 ： 甫
十 ヽ

敬二施 豊ヽ
白 H 主 志

,,...___ 

八
八
ヽ

(110 X 29 X 11) 

91 



23 
ヽ

太

...:. 可ハ金-
田

ン・
大 北
日 沢

＾ 而 応
稲

牛 価‘‘‘‘ 
イ一可

其 応 所 神
心 永 住 社

廿 ヽ
I, 

/¥ 

年

＇ 

月
B 
（

四

九ヽ

(77 X 36 X 6) 

92 



敬
白

（
阿
弥
陀
如
来
）

キ
リ
ー
ク．．
 刹

応
永
廿
九
年
十
月
九
日
(
-
四
一
三
）

孝
子

24
、
太
田
・
北
沢
（
稲
荷
神
社
）

(65 X 25 X 5) 

過
去
妙
金
大
姉

応
永
川
三
年
十
二
月
B

（
一
四
二
五
）

25
、
太
田
・
北
沢
（
稲
荷
神
社
）

(79 X 32 X 4) 

93 



（欠）

[口

飯
故
教
西
禅
門

永
享
三
年
十
一
月
六

H
(
―
四
三

一
）

二
十
三
□

(60 X 31 X 5) 

26
、
太
田
・
北
沢

（
稲
荷
神
社
）

27
、
樫
崎
・

十
方
仏
士
中

矢

唯
有

一
乗
法

尤
二
亦
元
三

除
仏
方
便
説

出
雲
神
社

(55 X 21 X 5) 

94 



.wc7康□□年十一月廿三日口

（金・大日）
ノゞ

(110x12x 9) 

29 
ヽ

樫
崎

北
沢

＾ 稲
-何

神
社
、一

95 

28 
ヽ

太
田

こ ゥ愛 北

遵I染
沢

ン明
へ 王

＾ 力 - 稲
力

何一‘ 

神
社

（欠）
ヽ

(110x12x9) 



太
1 川
ヽ

応

太 板
田 碑

永
十

I, 

群
ノ‘

日

年
一c::, 
向

見
月 神
四
日

社

（

四

゜九'-_,/ 

(57 X 34 X 6) 

96 



（
大
日
）
（
阿
閃
か
明
王
力
）

ウ
ー
ン

●賣
7
．乏ツ

2 ヽ

太
田
・
拾
貫

寂
滅
為
楽

生
滅
□
ロ
口

（
高
橋
昇
）

応
永
皿

一年

一
□

(
-
四
二
五）

是
生
滅
法

諸
行
無
常

(96 X 45 X 9) 

97 



3
、
太
田
・
上
入
沢

（
今
野
秀
一
）

00ィ扇
9 巳

ム
1

世

9
乙

永
享
七
年
ー
十

一
月
□口／

（
一
四
一二
五）

g
 

一 □
□
]
地
獄
令
離
苦

褐
の
出
典
は
「
仏
説
延
命
地
蔵
菩
薩
教
」
で
「
毎

日
晨
朝
入
諸
定
入
諸
地
獄
令
離
苦
無
仏
世
界
度

衆

生

今

世
後
世
能
引
導
」
と
な
る
。

五
七
日
供
管

に
建
つ

こ
と
が
多
い
。

一

(57 X 40 X 4) 

98 



4
、
太
田
・
拾
貫

（
阿
部
将
司
）

-1L: i; 

長
享
二
年

(
-
四
八
八
）

右
妙
永
禅
尼

(44 X 41 X 6〉

99 



長
享
三
い
六
月
廿
八

H
(
―
四
八
九
）

浄
清
禅
門

(75 X 25 X 10) 

5
、
太
田
・
細
谷
（
赤
間
恒
夫
）

（欠）

6
、
太
田
・
吉
祥
寺

十
方
三
世
仏

一
切
諸
菩
薩

妙
本
禅
尼

八
ガ
諸
聖
教

皆
是
阿
弥
陀

永
正
一一
年
十
二
月
十
四
日
(
-
五
0
六）

(24 X 36 X 8) 

100 



幽
儀
四
十
九
日
也

ァ

右

志

者

為

過

去

ー言
J

文
保
一
一
年
一
月

n(―
―――
―
八
）

(104 X 38 X 7) 

1
、
給
人
町
・
新
墾
神
社

林
昌
院
板
碑
群

旧
来
給
人
町
吹
上
墓
地
に
あ
っ
た
が
、
近
年
新
墾

神
社
に
移
し
た
も
の
。
し
か
し
、
八
幡
山
が
お
そ
ら

く
本
来
の
建
立
地
で
あ
っ
た
ろ
う
。

101 



2 ヽ

給
人
町
・
新
墾
神
社

（
一―
――ニ
―-）

(80 X 43 X 5) 

線
彫
で
厨
子
型
を
つ
く
り
な
か
に
二
重
月
輪
に
お

さ
ま
る
種
子
ア
（
胎
•
大
日
）
を
蓮
座
上
に
安
置
、

一
対
の
花
瓶
を
供
え
る
、
な
ど
た
ぐ
い
稀
な
気
品
溢

れ
る
構
図
の
板
碑
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
鹿
又
•
桃
生
山
内
氏
嫡
流

一
族
に
よ

る
建
立
と
の
推
測
（
後
述
）
を
肯
定
す
る
根
拠
の

一

つ
で
あ
る
。

102 



右
志
趣

n禅
門

（
不
動
明
王
）

カ
ー
ン

女
ウ

ロ
に

n
□
證

n
（
一
三
五
五
因）

(119 X 45 X 9) 

板
碑
と
同
面
を
近
世
墓
塔
に
改
刻
さ
れ
て
い
る
。

乙

紀
年
は
干
支
と
禅
門
な
ど
か
ら
「
文
和
四
年
」未

が
想
定
さ
れ
る
。

3

、
神
取
•
林
昌
院

103 



（阿
弥
陀
）
十

方

三
世

仏

キ

リ

ー

ク

右

志

者
逆
修
善
根
成
仏
得
道施‘

r

．．
 
一
切
諸
菩
薩

（
一
三
六
二
）

敬
白

康
安
一
一
年
四
月
十
九

H

八
ガ
諸
聖
教

＼
 

乃
至
法
界
平
等
利
益
為
也

名
皆
是
阿
弥
陀

4

、
神
取
•
林
昌
院

(105 X 43 X 6) 

も
ろ
も
ろ

偽
は
「
十
方
三
世
の
仏
、

一
切
諸
の
菩
薩
、
八
万

の
諸
の
聖
教
は
皆
是
れ
阿
弥
陀
な
り
」（
出
典
不
明
）
。

自
分
自
身
の
逆
（
予
）
修
の
た
め
の
建
立
で
あ
る
。

104 



5 ヽ

神
取
・
林
昌
院

こ
れ
も
近
世
に
至

っ
て
墓
塔
に
改
刻
利
用
さ
れ
て

い
る
。

頻
文

•

紀
年
を
刻
ま
ず
そ
の
目
的
は
定
か
で
は
な

い
が
、
こ
の
特
異
種
子
が
何
か
を
語
る
も
の
の
如
く

で
あ
る
。

（
特
異
種
子
）

『
桃
生
町
史
巻
五
』

(90X37X 6) 

105 



6 ヽ

神
取

•

林
昌
院

こ
れ
も
近
世
墓
塔
に
改
刻
さ
れ
て
い
る
。
種
子
は

．．
 

サ
ク
を
表
わ
す
と
お
も
わ
れ
る
が
、
そ
の
書
体
は
稚

拙
で
彫
り
は
浅
く
平
で
一
面
を
な
す
独
特
の
も
の
。

彫
技
の
伝
播
を
考
え
る
上
で

―
つ
の
段
階
を
示
す
も

の
と
い
え
よ
う
。

（
勢
至
）

サ
ク

卍

（近
世
墓
塔
改
刻
）

t
 ，
 

(90 X 36 X 14) 

106 



板碑 覧表 （ 有 紀 年 ）

No. 紀 年 西暦 種子（主尊） イ 願 文 等 法 亘早 所在地等

建治 2年

1 
大歳 1276 ウーン 90X40X 5 

永井 八幡 I 

丙子 渥美反雄

11月 7日

弘安 7年

2 
大歳 1284 ァロサク 177 X37X10 

1田 ・如米

甲申 四條勝徳

10月20日

決定往生極楽世界上
蓮阿弥陀仏

弘安 9年大歳 キリーク サ 後生菩提 牛田
3 1286 求下化大頻円満末法

右志者為
122X76X24 

五十鈴神社丙戌 サク
万D余経悉□弥ロニー 法界利益

4 弘安 9年喜 1286 （欠）＼ヘヘ／
右志者 35X41X 7 寺崎八幡山

二
ー白聖霊

5 
正応 3年 1290 

キリーク 右志者為過去 93X36X 6 
牛円・如来

7月 7日 サク ［ニ 西條勝徳

6 
正応 4年

1291 キリーク
右志者三婦幽霊往生

120 X 27 X 20 
倉埠

11月14日 極楽平等利益他 大通寺

永仁 3年

7 
乙 1295 キリーク 右為三婦 85X37X 8 

倉坪

未 大通寺

2月日

8 
嘉元 2口 1304 Jゞ ン 87X27Xl4 

樫崎

八月時正 首藤辰椎

， 延疫 2年日 1309 （折断）
右為過去聖霊

68X22Xll 
倉坪

2月13日
出離生死往生極楽 脇谷

延慶 2年 D母三十五日
寺崎

10 已 酉 1309 往生極楽故地 58X41X3 
｝＼開番ネ旧ネ十

10月20日 （界線）

11 
応長 2年

1312 ア
右志者過去聖霊 90X35X 8 倉坪

2月22日 往生極楽成仏 大通寺

12 
応長 2年大オ

1312 （図像） 79X83X 6 
牛田

壬子 五十鈴神ネ］ ！ 
二

1311 右志趣者為過去
牛田 ・如来

13 応長□□ （上下欠） D口乃至法界 70X37X 4 
内條勝徳

1312 D利益

願以此功徳
普及於一切

正和第二暦癸丑
我等与衆生

奉造立所者為大全
キャカラバア 皆共成仏道 水井

14 1313 
（線刻五輪塔） 若有善男子

聖霊三十五日忌 139 X 60 X 20 
八雲神社

2月21日
造立卒塔婆

乃至法界平等利益也

其人之功徳
仏智不亡二

15 正和 2年大オ 1313 ア＼ヘダ （欠） 80X45 X 4 
牛FB. 如来

亡 西條勝徳

右志者為慈父 ! 
16 

文保 2年
1318 キリーク

聖霊第三年
l 75X45 X 15 

神取

林昌--院」！ I ！ ！ 
6月25日 乃至法界平等也

敬白
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No. 紀 年 西暦 種子（主尊） 願 文 等 法 量 所在地等

17 
文保 2年

1318 ア
右志者為過去

104X38X 7 
給人町

1こ二 幽儀四十九日也 新墾神社

18 
元享 2年

1322 
ァvv./ 厨子型線刻

80X43X 5 
給人町

亡 0(下欠） 花瓶一対 吹上墓地

サ
諸行無常

19 
元亨 4年甲子

1324 キリーク
是生滅法 為覚性聖霊

180X lOOX 18 
永井• 台

2月19日
サク

生滅々己 往生極楽也 裔橋一雄

寂滅為楽

国中因3年 永井・ 岩ノ沢
20 丙 カ） 1326 45Xl4X 4 

渡辺芳雄
2月10日

嘉暦 3年戊辰
亡夫幽霊

牛田・如来
21 

9月 5B 
1328 （上欠） 往生極楽也 56X55X 6 

西條勝徳
ー百ケ日

元徳 2年
右志者為見何過去 樫崎

22 庚午 1330 55X42X 4 
11月20日

往生極楽平等故也 妙円寺

23 元徳 2年 1330 
＂旦白 ？戸 53X40X 4 

永井• 台
高橋一雄

元徳 3年辛未
為空阿百ケ日忌歌

永井• 台
24 1331 （上欠）陀仏 乃至法界平等利益 58X36X45 

2月日
也

高橋一雄

二: 今此三界

25 
1338 

Jゞ ン
皆是我有 右為口去幽□出仁二

173X47X 4 
神取

4亡二
（力） 其中衆生 孝子敬白 林昌院

悉是吾子

右志者為悲母聖霊三

26 
康永 3年甲申

1344 南無阿弥陀仏
十三年乃亡コ利益

110X31X 3 
永井・ 糠塚

9月18日 故也 高橋諌

孝子敬白

1342 
十方仏土中

27 
康永

タラーク
唯有一乗法 栄西大姉三十三年

79X26X 8 
樫崎• 荒戸

に二月27日 無二亦無三 敬白 大森清市
1345 

除仏方便説

28 
貞和 3年

1347 Jゞ ン 57X38X 5 
樫崎•高附

10月15日 首藤辰雄

29 
亡乙未 1355 

カーン
右志趣仁二］禅門

119X45X 9 
神取

に （力） ［二證ロニ 林昌院

30 
延文 4年

1359 力 106Xl5Xl4 
樫崎• 荒戸

2月16日 千葉均

十方三世仏
右志者逆修善根

康安 2年 一切諸菩薩
成仏得道

神取
31 

4月19日
1362 キリーク

八万諸聖教
乃至法界平等 105X43X 6 

林昌院

皆是阿弥陀
利益為也

施主敬白

貞治 2年
右

永井
32 1363 サ 忌景当造立 90X20X 5 

9月20日
塔婆ーロニ

仁田森

若人欲了知

33 
貞治 2年

1363 イ
三世一切仏 右志趣者為

76X26X 7 
樫崎• 荒戸

亡二 応当如是観 三十五日忌 千葉慶志

心造諸如来
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No. I 紀 年 I西暦 I 種 子 （主尊） 偽•真言 願 文 等 法 量 I所在地等

ー ・←―い〒—- - " , • • 

丙
1366 南無阿弥陀仏

右志者為師阿弥陀

34 I 貞治 5年午 仏一周忌
116X35X 5 

永井

忌景故也 j llJ森
12月10日

施主敬白

貞治 6年
1367 南無阿弥陀仏

右志者為神一房
118X29X 6 永井・

35 I 正月20日 一周忌忌晨故也

敬白
I 

貞治 7年
1368 バイ

我此名号

36 I戊申
ー経其耳 85X35X 8 i ! 樫崎

2月20日
衆病悉除 祝南崎

身心安楽

37 I 貞治 7年 1368 二仏

為名阿弥陀仏
95X35 X 6 l 永井台七ケ年乃至法界

4月亡二
［二滋岳也

高橋久

為重阿弥陀仏
！ 

38 I 応安元年 1368 南無阿弥陀仏
第三年乃至法界 l 永井

九月一 日 平ホ利益故也
159X45X 6 仁山森

敬白

右志趣者為

39 I 応安 2年 1369 南無阿弥陀仏
相当心阿三十三年 63X46X 4 水井• 台

8月 4日 往生極楽乃至法 高橋一雄

界衆生平等利益

右志為過去幽儀

応安 2年
1369 南無阿弥陀仏

七々日ロニ

105X50X 6 永井 仁田森40 I 12月 9日 今造立所依

乃至法界□□

敬白

右志趣為者過去悲母

応安 3年
1370 (欠） 光明真言（一部）

幽儀妙阿禅尼

相当三十三年忌辰 樫崎
41 I 大歳庚戌 出離生死頓証井乃至 70X35X 8 妙円寺

3月14日
法界平等利益也

孝子敬白

一念弥陀仏

応安 7年
1374 サク

即滅無鍼罪 右志趣者
124X38Xl7 樫崎 妙円も42 I 5月15日 現受無比楽 孝子敬白

後生清浄土

右志相当過去

永和 2年
1376 サ

蓮玄禅門
113X44X5 樫崎 妙円寺43 I 9月27日 ー百ケ日忌

辰塔婆造立早

仁常
右志者為戒公

禅師五七日
44 I 康暦 2年 1380 

こコ生滅法
乃至法界平等 42X24X 7 樫崎 • 荒戸

8月日 亡二二々己
利益故也

千葉慶志

亡二二］為楽
施主敬白

45 I 康暦 3年 1381 キリ'vv-./ーク
応元所在 右志為

71X30X 7 樫崎 妙円寺
［二ニ］ 而生其身 三十三仁二

如夢亡ロコ
右志趣者［ロ

康暦 3年
1381 I I 

忌辰出離生死
89 X30X 11 

樫崎
46 I 2月27日

二是観
□大仁二］ 妙円寺

孝子敬白

47 I 康暦 3年 1381 105X21X7 
水井• 台

2月 8日 高橋喜代治

48 I永徳 2天 1382 （断碑） 39Xl4X 6 
永井 • 台

高橋一雄
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No 紀 年 西暦 種子（主尊） ｛易•真言 願 文 等 法 量 所在地等

49 
至徳 2年

1385 Jゞ ン 58Xl2X 8 
牛田・如来

11月日 西條勝徳

50 
至徳 3年

1386 サ 74X22Xl4 
樫崎

2月11日 首藤辰雄

至徳 3年
乃至法界平ホ利益

永井• 台
51 1386 南無阿弥陀仏 成阿弥陀仏 63X25X 7 

2月11日
敬白

一つ仏

十方仏土中

52 
至徳 3年丙寅

1386 サク
唯有一乗法 過去慈父教永禅

118X25Xl6 
樫崎

二 無二亦無三 門相当ロニ 大森秀一

除仏方便説

至徳□年
1384 

倉砕
53 

2月時正
Jゞ ン 136 X63X 14 

大通寺
1387 

嘉艇 2年
諸行無常

太田 ・北沢
54 

2月12日
1388 是生滅法ロニ 施主敬白 110X29X 11 

三浦豊志
寂滅為楽

こニニ］仏 倉埠

55 
明徳元年庚牛

1390 I I 元仲禅門聖霊
74X37X 6 老人憩いの家

9月 2日 I I 亡 得ニコ （円通寺跡）
こ二］不成

明口

56 
明徳 2年

1391 Jゞ ン
右意者為口~ 74X37X4 

樫崎・埠田

11月 2D日 年忌乃至法界 阿部保行

平等利益也

今此三界

57 
応永元年

1394 0バク
皆是我有 右志為者慈父聖霊

79X57X 7 
樫崎

8月17日 其中衆生 乃至法界衆生平綽利益 内館
悉是吾子

58 
応永 3年

1396 バ‘ン
応無所住 為長元禅師

84X40X 5 
寺崎

3月日 而生其心 敬白 J¥胤番1上1

59 
応永 4年

1397 サ 如性禅門百ケ日 73X31X5 
永井・観音下

4月10日 高橋甚一

十方三世仏

60 
応永 5年

1398 （欠）
一切諸菩薩

90X34X 9 
樫崎

亡 八万諸聖教 妙円寺
皆是阿弥陀

61 応永 5年： 1398 こ二佗仏
右志趣者 42X22X 3 

永井

為十七年 仁田森

右志者為佃妙

62 
応永 8年

1401 アーンク
是法平等 禅尼七年忌

102X49X7 
太田・北沢

2月日 無有高下 乃至法界平亡二 三浦豊志

敬白

63 
応永16年

1409 サク 57X34X 6 
太田

3月 4日 日高見神社

応永16年
右志ニコ

樫崎
64 1409 力 山禅尼 68X35X 6 

12月 5日
施主敬白

山田

応永18年

゜
カーン、バク、マン、 逆修善ロニ

永井
65 

2月17日
1411 

Jゞ ーンク
アン、ユ、バイ、サ、 性幸 75X50X 7 

観音山
サク、キリーク 敬仁二］

応永18年
サ 孝子 牛田・如来

66 
10月日

1411 ア
敬白

75 X36X 11 
西條勝徳

ウーン
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No. 紀 年 西暦 種 子 （主尊） i易 • 真言 願 文 等 法 量

牛所田 仕館地前等

67 
応永20年

1413 サ
キャカラバア 右志者為道永禅門

80X37X 7 
4月20日 キャカラバア 敬白

68 
応永20年胃 1413 

Jゞ ン
右意者為 85Xl3X 8 心家 !I ， 

11月日
キャカラバア

[T]; 国,¥ 廿亦）

69 応永20年 1413 アーンク
右志為

65X21X10 
樫崎• 荒J」

施主敬白 T葉均

- -

応永23年靡
是法平等

右志者D阿

Ii ： オ恩崎70 1416 サク 一周忌之為也
（力） 無有高下

孝千敬白
83X37X 8 妙「l守

11月日

' 
71 

応永25年
1418 キリーク 右意趣者 74X23X 5 ’永井 ・店の訳

2月日 設辺芳雄

・-ヤー・--・・・ー一 ， ． 

72 応永26年 2月 1419 ノゞン
応無所住

77X36X 6 
).、こl且.1じiJ{ i I I 

而生其心 .f且ィ府ネ車ネ上

， I 

73 応永26年 1419 
バイ

妙玄禅尼 90X25X 6 
永井▼ 台

キリーク 料橋―雄

- . 

バン、ウン、タラーク、
道祐七年忌

74 
応永29年

1422 （欠）
キリーク、アク、バン、

逆修善根故
牛l且・如米

7月25日 ウン、タラーク、
施主敬白

両條降判

キリーク 、アク

75 
応永29年

1422 キリーク 孝子敬白 65X25X 5 
）べ日[,北沢

10月9日 ofii五i訂ネ車ネL

―̀ --

76 
応永30年

1423 キリーク D第三年 55X37X7 
倉珂脇谷

9月 Y-FI奄跡

I 

77 
応永32年

1425 
Jゞ ン 諸膚寂行滅無為常パ DD信□□D 96 X45X 9 

1□月 ウーン

右東凜日公

78 
応永32年

1425 バーンク
庵主三十三

3月15日 年忌辰故
敬白

79 
応永33年

1426 過去妙金大姉 79X32 X 4 
12月日

応永こニ
1394 

キャカラバア
80 Jゞ ン 81X24X 6 

D月
1428 

キャカラバア

1394 
□D者

81 応永 力
二1428 

82 
永享 3年

1431 南無阿弥陀仏 朋仏坊
8月20日

83 
永享 3年

1431 
□D故教西禅門

60X31X 5 太
11月6日 三十三

84 
永享 4年

1432 両国阿弥陀仏
妙仏 32 X 15 X 7 ,k 

5月日 十三年
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No. 紀 年 西暦 種子（主尊） 願 文 等 法 量 所在地等

性明大師

85 
永享 7年

1435 バイ
四十九日造立 80X30 X 6 

永井• 岩ノ沢

12月23日 故也 渡辺信
敬白

乙 I I 

86 永享 7年卯 1435 イ
地獄令離苦

57X40X4 
太田 ・上入沢

11月ご二］
I I 今野秀一
今世□~

永亨D年
1429 

アラハシヤナ
倉婢

87 アーンク こコ禅尼 82X40 X 8 老人憩いの家
4月□日

1441 
アラハシヤナ

（円通寺跡）

88 
嘉吉 3年

1443 南無阿弥陀仏
平ー坊

81 X34 X 9 
永井• 台

9月21日 大三年 漑橋一雄

89 
文安 5年

1448 力 右志者法正禅門故 70X29X 7 
永井・台

12月10日 裔橋孝雄

文安 5年
第三十三年意趣也

樫崎
90 1448 アーンク 右志者為相当過去 112X34Xl2 

D月16日
玉庵清必庵主

山田

91 文安 6年 1449 Jゞ ン
是法阿屑〕 妙性禅尼 72X42 X 4 

太田
2月23日 無有高下 右志 日高見神社

享徳 3年 D道（赤ママ禅］門 倉婢

92 1454 サク 84X50Xll 老人憩いの家
10月15日 一周忌

円通寺跡

93 享徳140団日 1455 タラーク
応元所在 了西禅門

68Xl8Xll 
樫崎

4月 而生其心 孝子敬白 妙円寺

文明 2年
乃阿弥陀仏

永井 • 台
94 1470 南無阿弥陀仏 二十一年 75X22Xl2 

12月25日
敬白

高橋一雄

95 
文明 5年

1473 南無阿弥陀仏
西阿弥陀仏

69X30 X 4 
永井• 台

8月 6日 第三年忌 裔橋一雄

96 
文明 8年

1476 南無阿弥陀仏
道阿弥陀仏

71Xl6Xl2 
永井• 台

2月 5日 三十三年 裔橋一雄

97 長享 2年 1488 サク 右妙永禅尼 44X41X6 
太田・ 十貰

阿部将司

98 長享 3年旦 1489 サ 浄清禅門 75X25X 10 
太田・ 細谷

6月28日
赤間恒夫

十方三世仏

99 
明応 3年

1494 キリーク
一切諸菩薩 妙金禅定尼

56X33X 7 
倉埠

5月11日 八万諸聖教 第三年忌故 大通寺
皆是阿弥陀

明応10年ニ

五輪種子 志潔山清公

100 1501 サ（力 ）
周遍法界 禅定門廿ーケ年

85 X50X 6 
永井

鬼畜人天 忌為 仁田森
3月23日 皆是大 日 孝子敬白

十方三世仏

101 
永正 3年

1506 
一切諸菩薩

妙本禅尼 26X34X 8 
太田

12月14日 八万諸聖教 吉祥寺
皆是阿弥陀

大永 3年 匿 花岩省公禅
樫崎

102 1523 ウーン 尼七周忌 95 X35X 9 
4月17日 一如 孝子敬白

妙円寺

103 享禄8阿2年日 1529 サ
一周忌

62X22X 6 
樫崎 • 荒戸

妙林禅尼 千葉均
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板碑 覧表（無紀年）

No 種子 （主尊） 偽 • 真言 願 文 等 法 旦里ヨ． 所在地等

今此三界

1 キリーク
皆是我有

右［ニ 70X33X20 
牛田

其中衆生 堤防上がり口

悉是吾子

2 サ
匿］月Jl三禅尼之

63X38X 7 
牛田・如来

ー百ヶ日故也 西條隆興

諸行無常

3 キリーク
是生滅法 32X35X 3 

牛田・如来

生滅々己 西條隆典

寂滅為楽

決定往生

4 サク
極楽世界 170 X25X 19 

牛田・如来

上求下化 西條勝徳

大願円満

5 サ 42X30X 4 
牛田 ・如来

西條勝徳

6 サ 45X27X 3 ,, 

7 ア（下欠） 44X33X 4 ,, 

8 Jゞ ン 66X 24X 7 ケ

， サク 70X30X 5 ,, 

10 キリ ーク 62X38X 5 ,, 

11 Jゞ ン 61 X 18X 7 ，，， 

12 コンカラ 144 X24Xl0 ,, 

13 キリ ーク （墓塔に改刻） 79X63Xl5 
牛田・如来

西條隆興

14 サ 延亡二年十一月 廿五日 80X35 X 8 
倉埣•脇谷

塞の神

右志者
倉辟・ 要害

15 アー ンク
二年口ロ十二月こ二

62X31X 8 
和泉雄一

16 （不明） 光明真言 志者ニニ 66X33X 4 
倉坪

大通寺

17 キリーク ［二往生極楽世界 88X59X 9 
倉埠

大通寺
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No. 種子 （主尊） 願 文 等 法 量 所在地等

18 サク 万法一如 妙春禅尼 57X38X 9 
倉埣•老人憩の家

（円通寺跡）

19 Jゞ ン 南無阿弥陀国］ 55X28X 9 
倉婢

深山神社

20 サ 道徳禅門一周D 55X27X 5 
倉坪

大通寺

キリーク 倉坪
21 サ 妙貞 58X40X 5 

大通寺
サク

22 サク 元林上座 52X36X 5 
倉坪

大通寺

23 キリーク 高弥 70X37X 8 
倉埠

大通寺

24 サ
芳清禅定尼

66X26 X 7 
倉坪

百ケ日故也 大通寺

25 
サ

了順大亡二 （下欠） 30X25X 5 
倉砕

大通寺

26 サク 妙永禅尼一周忌故也 65 X23X 5 
倉坪

大通寺裏山寺場

27 サ 道意禅門百ケ故也 70Xl5X 9 
倉坪

大通寺裏山寺場

28 バーンク 妙泉禅尼 58X42X 8 
倉培

大通寺裏山寺場

29 Jゞ ン 道林禅門 85X21X 9 
倉辟

大通寺裏山寺場

30 Jゞ ン 登順禅門 60X29X 7 
倉坪

大通寺裏山寺場

31 サ 栄弥禅門 81X32X 4 
倉埠

大通寺裏山寺場

倉埠

32 バク（力） 註美禅門 82X27X 6 老人憩いの家
円通寺跡

倉坪

33 ウン 妙高禅尼 63X37X 6 老人憩いの家

（円通寺跡）

34 サク 道□禅門一周忌 60X32 X 7 
倉坪 ・要害

和泉雄一

35 アーンク 道明禅門逆修 47X33X 3 
倉坪•森笠

酒井英七
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No. 種 子 （主尊） 真言 願 文 等 法 量 所在地等

36 バイ 右四 仁□： 36X20X 5 脇谷

（下欠）

37 サ D禅尼D□□ 77X22X8 脇谷

38 バイ 二二月［二 67X25X 3 
倉埠

大通か

39 ビ 87X32 X 7 倉坪
大通寺

40 サク 38X42X 4 
倉坪

大通寺

41 ア 68X40X 7 倉坪
k通寺

42 ア （墓塔改刻） 120X46Xll 
倉弊

大通寺

43 キリーク＼＾へ／ （墓塔改刻） 130X41Xl0 
倉坪

大通寺

44 
イー 70X29X 7 

倉坪
（力） 大通寺

45 48X36X 5 
倉坪

八雲神社

倉砕
46 . Jゞン 56X32X 6 老人憩いの家

円通寺跡

47 キリーク 143X78X 9 倉埠
明神

48 ／ゞン 63X30X 6 
倉玲

明 神

49 バーンク 仁二 90X28Xl3 
倉坪 • 新改道

高橋義秋

50 イ 61X38X 5 
倉埣 森笈

酒井栄七

51 （欠） ニコ也 70X37X 5 倉坪
大通寺

52 道宗禅門 60 X36X 5 
倉坪

大通寺

53 亡禅尼 45X27X 8 
倉埣・森笠

酒井英七
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No. 種子 （主尊） 偶•真言 願 文 等 法 量 所在地等

頻以此功徳

54 バン 'vv./ 普及於一切
117X35Xl2 

寺崎
我等与衆生 ;¥軋愉111
皆共成仏道

55 ア
右者為ロニ 82 X47X 11 

寺崎
に二故也 八幡山

56 
ア

57 X31 X 7 
寺崎

（力） 八幡山

57 Jゞ ン 52X30Xl2 寺崎・舟場

58 Jゞン 万法
道鋭 70X29Xl4 

永井• 台
一如 高橋孝雄

59 バーンク
道久禅門

52Xl6X 4 永井 • 台
七年忌故也

60 タラーク
妙春禅尼

66 X20X Jl 永井• 台
二十二年忌故

61 ウン 道仏禅門 53X28Xl0 永井• 台

62 Jゞン 右妙永禅尼故也 66Xl9X 6 
永井• 台

高橋一雄

衆生有苦

63 サ
三称我名

45Xl6X 5 
永井 • 台

不往救者 高柏←雄
不取止捻

64 （欠）
二こ二三卒塔悪婆道

悲母逆修善根 47X28X 2 
永井 ・台

D況造立者 高橋久
□ 成菩提

65 （欠）
光明真言

]¥8X39X 6 
永井・棟塚

（一部） 大泉勝

66 
ニコ大師故也 44Xl9X 7 

永井• 台
（断碑） 高橋一雄

67 アーンク 44Xl5X 5 
永井• 台

高橋一雄

68 力 70X20X 7 
永井 • 台

高橋一雄

69 Jゞン 46 X20X 6 
永井• 台

高橋一雄

70 キリ ーク （断碑） 34X20X 5 
永井• 台

高橋一雄

71 バーンク 65X25X 6 
永井• 台

島橋一雄
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No 種子（主尊） 願 文 等 法 量 所在地等

72 タラーク 63X27X 6 
永井• 台

高橋雄

73 サク 36X25X 6 
永井• 台

高t喬久

74 ア （墓塔改刻） 100X35 X 8 
永井・

し田森

75 サク 62 X40 X 6 
永井・

仁田森

76 バーンク
是法平綽

54X25X 5 
永井・観；；；↑

元有高下 高橋払一

77 バーンク t生冒滅 攣已々 62 X35X 4 永井・表

寂滅為楽

（欠）
三十三年忌

永井
78 

（墓塔改刻）
法界平等利益 133X53X 9 

浄音守
故也

79 バク 姫口 110X43X 10 
永井• 八幡

渥美辰雄

80 サ 70 X26X 15 水井
I. 手 ド

81 南無阿弥陀仏 二 十月四日
迎空阿聖霊七ヶ年

85X40X 6 
永廿 ．糠塚

二二］ 婆造 こコ 乃至 ロニ 高橋諌

82 南無/iii)弥陀仏 イ可仰］炭1>!11'..イム 61X21X 4 水井台
高橋一雄

83 南餌岡弥陀仏 入阿弥陀仏 59X21X 8 
永井• 台

高橋 •雄

84 南無阿弥陀仏 命一方 68X20Xl9 
永井 • 台

高橋一雄

85 南無阿弥［二］ 68X27X 7 
永井• 台

高橋久

86 南無阿弥陀佛 （墓塔改刻） 61X36X 4 
永井• 台

高橋久

87 圃無阿弥陀仏 61X23X 6 永井• 台

88 南無阿弥陀仏 58X30 X 4 
永井・

仁田森

89 南無阿弥陀仏 1]9X50X 3 
永井 ・

仁田森
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No. 種子（主尊） 偶• 真言 願 文 等 法 量 所在地等

90 南無阿弥陀仏 （縦に割れ） 72Xl8X 7 
樫崎坪田

菅原公夫

右志者為悲母出離生［ニ
樫崎・坪田

91 （欠） 二三月日 孝子等敬白 88X70X 6 
往生極楽成仏得道也

阿部保行

92 
タラ ーク

一弥一礼
妙幸禅尼 58X36X 6 

樫崎
自然成仏 妙円寺

93 サク
応尤所在

前住文斐口和尚 56X27X 6 
樫崎

而生其心 妙円寺

94 アク 壽公庵主 76X41X 4 
樫崎

妙円寺

95 Jゞ
是法平等

妙春大姉 64Xl4X 9 
樫崎 • 荒戸

元有高下 千葉均

96 力
是法平ホ

妙春大姉 59Xl5X 5 
樫崎

無有高下 妙円寺

右志者依逆修之善根故

97 アーンク
現世安穏後生善処乃至

109 X30X 9 
樫崎

法界平等利益頓 妙円寺
証菩提也敬白

98 ハーンク
応元所住

法春禅尼 77X30 XlO 
樫崎 • 荒戸

I 
而生其心 千葉均

I 

99 ウン
ア ウーン

明空禅尼 60Xl9X 6 樫崎・山田
アバンバク

100 サ 栄秀禅門 58X33X 4 
樫崎

妙円寺

101 力 了満禅門 47X27X 5 
樫崎

妙円寺

102 アーン ク 秀以 45X27X 5 
樫崎• 荒戸

千葉慶志

103 ／ゞン 妙偲禅尼 50X l 7X 6 
樫崎• 荒戸

千葉慶志

I 
樫崎 • 荒戸

' 101 タラーク 道念禅門 50Xl5X 4 
千築均

105 ／ゞ 口往禅門［二］ 117X37Xl0 
樫崎• 荒戸

千葉均

106 力
若三I世ーこ二I 

100X48X 6 
樫崎• 荒戸

I I 大森清市
I I 

107 パク＼ゾゾJ 釈迦如来
右志趣為慈父 70X26X 6 

樫崎• 荒戸

久□成口 千葉均
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No. 種子（主尊） 1易• 真言 願 文 等 法 量 所在地等

108 ノゞン
応元所住 71Xl4Xl4 

樫崎

而生其心 妙円寺

109 単木国土悉皆成仏 敬臼 21X24X 5 
樫崎

内舘

十方仏土中

110 タラーク
唯有一乗法 55X21X 5 

樫崎

無二亦無三 出雲神社

除仏方便説

111 バク
--念弥陀仏 84Xl8X 9 

樫崎

即滅無量罪 鹿島神社

112 力 116X38X 6 
樫崎

妙円寺

113 サ 60 X30X 5 樫崎
妙円寺

114 Jゞイ 68X32 X 8 
樫崎

妙円寺

115 サク 67X23X 6 
樫崎

妙円寺

116 キリーク （欠） 53X33X 3 樫崎• 荒戸

117 キリーク 82X31Xl0 
樫崎

内舘

118 サ 90X 29X 6 
樫崎眸田

菅原公夫

119 （欠）
霜月八日 85X39X 5 

樫崎
孝子敬白 妙円寺

120 Jゞ ン 康D年十一月廿三日七［口］ 110Xl2X 9 
太田 ・北沢

稲荷神社

121 （欠）
アビラウンケン

過去□三年忌也 63X32X 5 
太田 ・北沢

アビラウンケン 稲悔神社

十方仏土中

122 バン （力）
唯有一乗法 74X34X 6 

太田 ・北沢

無二亦無三 稲荷神社

除仏方便説

123 ア 右志者じ二 60X33X 3 
太田・北沢

日野良二

124 キリーク 84X27X 8 
太田 ・北沢

日野良二

125 Iゞン 44X25X 4 太田・北沢
稲荷神社
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No. 種子 （主尊） 願 文 ・等 法 曼 所在地等

126 ウン 60X29X 3 
太田 ・北沢

稲荷神社

127 バク 114X41 X 15 
太田・北沢

稲荷神社

128 （欠）
□妙覚

80X27X 6 
太田 ・北沢

者決定成菩提 稲荷神杜

ア 城内
129 

（力）
□永二年 52X3] X 7 

若宮神社

右志者為過去悲しニ 城内
130 キリーク コ ニ年 二

100X32X 6 
山神社

阿字本体

131 バ`ン
若有衆生

右志者道永禅門 73X34 X 6 
城内

知是心者 白烏神社
知是成就

132 （線刻阿弥陀三尊） 73X55X 3 
城内

来迎板碑 香積寺

十方仏士中

133 ァ'vvv 唯有一乗法 100 X 30 X 13 
城内

元二亦元三 香積寺
除仏方便説

134 サク
応無所在 47X23 5X 7 城内
而生其心 若宮神社

135 キリーク 77X28X 3 
城内

山神社

136 （欠）
心不住法亦不依空

右志者妙祐禅尼 65X27X 8 
城内• 西嶺

空与不空畢党無相 佐藤善逸

137 サ 梅偲慶公庵主 64X47X 4 
太田

吉祥寺

138 タラーク 道金 46Xl6X 4 
太田

吉祥寺

139 サク 道春禅門 40Xl9X 3 
太田 ・拾貫

今野幸雄

140 バーンク 過去道秀 78X35 X 6 太田 ・金山下

141 サク 妙祐善女 45Xl6X 8 
太田・十貰

阿部将司

142 Jゞ ン 77X33X 7 
太田

日高見神社

143 ウーン （断碑） 21X24X 5 
太田

L 
吉祥寺
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No. 種子（主尊） 偽•真言 願 文 等 法 量 所在地等

144 イー 35X24 X 5 
太田 ・拾貰

高橋洋治郎

145 バイ 56X30X 4 太田 ・金山下

146 サク 浄蓮庵口 55X32X 4 
神取

林昌院

147 カン ・マン （念仏塔に改刻） 130 X 60 X 14 
神取

鹿島神社

148 ア 83X38X 8 
給人町

吹上墓地

149 ア 107X31X 6 
神取

林昌院

150 （特異種子） 90X37X 6 
神取

林昌院

151 （特異種子） （墓塔に改刻） 157X45X 7 
神取

林昌院

152 サク （墓塔に改刻） 90X36Xl4 
神取

林昌院

153 （欠） に亡二志者為過去悲母 100X43X 4 
神取

至法界平等利益也 林昌院
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は
し
め
に

当
石
巻
地
方
で
中
世
を
通
し
て
最
も
著
名
な
武
将
と

い
え
ば
、
先
す
葛
西
氏
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
。

事
実
そ
の
晩
期
に
は
、
牡
鹿
か
ら
磐

廿
•
江
刺
に
通
じ
る
北
上
川
中
・

下
流
域
の
七
郡
を
制
し
、
東
奥
の
雄
と
し
て
威
勢
を
誇
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
。
し
か

し
そ
の
葛
西
氏
と
敢
え
て
一
戦
を
交
え
、
結
果
文
治
以
来
三

二
0
年
の
歴
史
の
幕
を

閉
じ
た
、
あ
る

一
氏
族
の
こ
と
は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
当
時
の
桃
生
郡
を
領
有

し
た
山
内
首
藤
氏
が
そ
れ
で
あ
る
。

敗
者
の
歴
史
は
消
滅
す
る
と
い
う
。
た
し
か
に
郡
地
頭
山
内
首
藤
氏
の
事
績
は
、

桃
生
•
山
内
首
藤
氏
と
板
碑

河北町中島・杉部落

文永 5年 (1268)板碑

地
も
と
で
す
ら
殆
ど
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
因
の
一
っ
は
史
料
の
消
滅
に
あ

る
。
戦
い
利
あ
ら
ず
命
か
ら
が
ら
城
を
落
ち
る
身
に
は
、
累
代
の
古
文
書
の
類
を
顧

り
み
る
暇
も
な
く
、
む
な
し
く
主
家
と
運
命
を
共
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
れ
が
敗
者
の
た
ど
る
常
道
と
納
得
し
な
が
ら
も
、

一
面
同
じ
大
地
に
生
き
る
我
々

と
し
て
は
ま
こ
と
に
残
念
至
極
で
あ
る
。

何
と
か
し
た
い

。
そ
の
想
い
の
窮
ま
り
と
し
て
浮
J
し
た
の
か
中
世
の
遺
物
板
碑

の
存
在
で
あ
る
。
幸
い
こ
の
地
域
は
板
碑
が
多
い
。
そ
の
殆
ど
が
こ
の
地
に
住
ん
だ

鎌
倉
御
家
人
や
そ
の
関
係
者
の
遺
し
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
こ
に
、
僅
か
に
伝
わ
る
文
献
史
料
を
基
幹
（
前
編
）
に
据
え
、
そ
れ

ら
板
碑
の
声
な
き
声
（
後
編
）
を
枝
葉
に
新
た
な
桃
生

•
山
内
首
藤
氏
像
を
画
き
出

し
て
み
た
い
。
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本稿関連桃生周辺地名略図

I桃生町位置図I

寺
池

善王寺

登米郡

横山不動尊

志津川湾

柳津

△大土山

北上町

合戦谷

福地

雄勝

'<" 

漆

石巻
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平
泉
合
戦
の
軍
功
と
し
て
山
内
首
藤
経
俊
が
頼
朝
よ
り
受

じ
と
う
し
き

け
た
の
は
、
桃
生
郡
地
頭
職
と
い
う
職
権
で
あ
っ
た
。
（『山

内
家
譜
」
は
「
陸
奥
・
越
後
で
数
郡
」
と
す
る
）
。

守
護
を
置
か
な
か
っ
た
奥
羽
―
一
国
で
は
、
地
頭
は
郡
の
行
政
官
で
あ
り
、
幕
府
の

命
令
が
直
接
郡
地
頭
に
与
え
ら
れ
、
守
護
に
匹
敵
す
る
役
割
を
果
し
地
域
支
配
を
確

立
し
て
い
た
。

地
頭
は
所
掌
す
る
郡
・
保
な
ど
の
年
貢

•
公
事
の
徴
収
·
検
断
（
警
察
・
裁
判
）

地

頭

職

山
内
首
藤
経
俊

平
泉
の
藤
原
泰
衡
征
討
の
た
め
鎌
倉
を
発
っ
た
源
頼
朝
軍

は
、
阿
津
賀
志
山
の
戦
を
勝
ち
抜
き
、

一
路
半
泉
に
氾
る

C

そ
の
軍
勢
の
な
か

に
葛
西
清
重
ら
と
と
も
に
、
山
内
首
藤
経
俊
•
小
野

寺
道
綱
ら
の

名
が
あ
っ
た
（
『
吾
妻
鑑
』
文
治
五
年
七
月
十
九
日
条
）
。

圧
勝
し
た
頼
朝
は
泰
衡
か
ら
没
収
し
た
所
領
を
、
従
軍
し
た
御
家
人
た
ち
に
恩
賞

と
し
て
分
け
与
え
た
。
但
し
そ
れ
は
、
郡

・
保
を
単
位
と
す
る
地
頭
職
と
し
て
の
職

権
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち

（
『
吾
妻
鑑
』

葛
西
清
重
、
牡
鹿
・
胆
沢
・
磐
井
な
ど
五
郡
二
保

五
年
九
月
一

―十
四
日
条
）

す
と
う
つ
ね
と
し

山
内
首
藤
経
俊
桃
生
郡

小
野
寺
道

綱

登

米

郡

長
江
義
景
深
谷
保
（
現
矢
本
・
鳴
瀬
町
及
び
河
南
町
の
大
部
）

な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

一
、
桃
生
郡
地
頭
職

文
治

前
編
文
献
史
料
に
み
る
山
内
首
藤
氏

桃

生

郡

下
地
（
土
地
）
管
理
な
ど
に
つ
い
て
の
権
限

•

得
分
を
持
つ
。

慕
府
は
地
頭
の
新
田
間
発
を
奨
励
し
た
。
地
頭
は
開
拓
に
伴
な
う
所
当
徴
収
権
を

拡
大
し
、
ま
た
自
ら
も
開
発
に
努
め
た

3

し
か
も
そ
れ
ら
の
上
納
負
担
に
つ
い
て
は
、
公
田
と
呼
ぶ
図
田
帳
（
七
地
台
帳
）

な
と
に
公
式
に
登
録
さ
れ
た
耕
地
面
積
の
み
で
、
祈
規
開
田
分
は
そ
の
対
象
に
な
ら

な
か
っ
た
。
さ
ら
に
自
己
の
間
発
私
禎
は
、
地
頭
職
の
安
堵
と
い
う
形
で
継
承
が
認

め
ら
れ
た
。

郡
地
頭
を
拝
命
し
た
宗
家
は
、
そ
の
所
領
の
一
部
を
庶
子
に
分
け
与
え
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
こ
れ
を
＾
分
地
頭
職
と
称
し
本
来
の
宗
家
を
惣
地
頭
職
と
い
う
。
惣
地
頭

職
は
郡
全
体
の
代
表
権
を
持
ち
、
嫡
流
系
が
こ
れ
を
代
々
受
け
継
い
だ
。

一
分
地
頭
職
の
得
分
は

一
般
に
、
そ
の
所
領
か
ら
あ
が
る
収
益
に
見
合
う
額
を
金

銭
で
受
け
る
と
い
っ
た
方
式
を
と
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
所
領
の
運
営
は
惣
領
家

（惣
地
頭
職
）
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

桃
生
郡
は
宮
城
県
の
北
東
部
に
位
置
し
、
桃
生
•
河
北
・

河
南

•

矢
本
・
鳴
瀬

•

北
上
各
町
を
包
含
す
る
領
域
を
指
す

。

し
か
し
こ
れ
は
近
世
以
降
の
姿
で
、
中
世
の
場
合
大
き
く
そ
の
形
を
変
え
る
。
吉

田
東
伍

「大
日
本
地
名
辞
書
』
（
昭
和
四
六
年
）
に
は
桃
生
郡
に
つ
い
て

「
近
世
に
及
び
深
谷
庄
並
び
に
小
田
保
の
大
部
を
合
わ
せ
て
今
の
郡
域
を
な
す
」

と
あ
る
。
つ
ま
り
中
世
の
桃
生
郡
は
、
現
在
の
郡
域
の
う
ち
お
よ
そ
深
谷
地
方

（中

世
の
深
谷
保
。
矢
本
町
・
鳴
瀬
町
・
河
南
町
の
大
部
）
を
除
い
た
郡
の
北
部
地
域
を

指
し
、
桃
生
町
全
域
•
河
北
町
北
部
地
域
•
鹿
又
•
北
上
町
の

一
部
が
相
当
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

中
世
に
お
け
る
桃
生
郡
の
領
域
を
明
確
に
指
摘
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ

は
郡
を
構
成
す
る
郷
そ
の
も
の
が
範
域
（
面
積
）
に
よ
ら
ず
単
に
戸
数
を
基
準
と
し

て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
現
状
に
近
い
姿
を
と
る
の
は
お
そ
ら
く

太
閤
検
地
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
、
す
な
わ
ち
桃
生
郡
を
支
配
し
た
中
世
山
内
首

藤
氏
（
以
下
「
桃
生
山
内
氏
」
と
称
す
）
の
所
領
に
つ
い
て
は
一
般
に
「
桃
生
廿
四
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―一、

郷
」
（
公
簿
上
の
郷
数
か
）
あ
る
い
は
「
桃
生
北
方
」

さ
れ
て
い
る
。

桃
生
建
郡
の
時
期
は
定
か
で
は
な
い
が
、
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
（
七
五

七
）
四
月
四
日
条
に
、
は
じ
め
て
「
陸
奥
国
桃
生
」
が
み
え
、
そ
れ
以
前
は
牡
鹿
郡

に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
（
『
桃
生
町
史
』
）

山
内
首
藤
家
文
書

国
の
や
や
漠
と
し
た
表
現
で
示

一
八

0
)
源
頼
朝
の
挙
兵
に
応
ぜ
ず
、

や
ま
の
う
ち
す
と
う

も
ろ
た
だ

山
内
首
藤
氏
は
藤
原
姓
師
手
の
流
れ
（
『大
日
本
古
文
書
』

家
わ
け

一
五
•
山
内
首
藤
家
文
書
・
東
大
史
料
編
纂
所
）
、

山

内

首

藤

氏

し

ゅ

め

の

か

み

す

け

き

よ

主
馬
首
と
な
っ
た
資
清
は
首
藤
氏
を
名
乗
り
（
資
・

1
)
、
そ
の
子
資
通
は
前
九
年
・

後
三
年
の
役
で
源
義
家
に
従
い
、
資
通
の
孫
俊
通
の
と
き
、
相
模
国
山
内
荘

（鎌
倉

市
）
を
本
拠
と
し
て
こ
れ
を
名
字
と
し
、
山
内
首
藤
氏
を
称
し
、
源
義
朝
に
従
っ
て

保
元
•
平
治
の
乱
を
戦
う
な
ど
、
源
氏
譜
代
の
郎
党
で
あ
り
、
し
か
も
代
々
主
家
の

め

の

と

乳
人
を
つ
と
め
る
家
柄
で
も
あ
っ
た
。

つ
ね
と
し

し
か
し
俊
通
の
子
経
俊
は
、
治
承
四
年
（

一

（資

・
1
)

山
内
首
藤
氏
関
係
略
系
図

〇
印

備
後
宗
俊
系

●

時
業
系

山
内
通
長

．． 

広
沢
与
三
入
造
「
時
通
ー
松
若
丸

（く
ま
ま
丸
）

俊

直

丁

尼

に

ん

け

ん

ー
俊
業
二
町
業
ー
町

vわ
ん

（亀
鶴
）

俊
家

[
°
 

資
清
ー
資
通
ー
通
義
ー
俊
通
ー
経
俊
ー
重
俊

l
宗

俊

時

通

ー

通

綱

ー

通

資

ー

通

時

通

継

義

通

L
翌
右
丸

L
:通
|
同
通
ー
察
通
ー
豊
成
ー
直
通

（
通
忠
）

却
っ
て
背
き

ま
ま
の
つ

ぽ
ね

そ
の
た
め
に
捕
ら
え
ら
れ
、
死
罪
と
な
る
と
こ
ろ
を
母
摩
々
局
（
頼
朝
の
乳
母
）

の
懇
頻
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
許
さ
れ
る
が
、
山
内
荘
は
没
収
さ
れ
た
。
や
が
て
経
俊

は
鎌
倉
幕
府
御
家
人
と
し
て
次
第
に
頭
角
を
あ
ら
わ
し
伊
勢
•
伊
賀
の
守
護
と
な
る

（
文
治
元
年
・
元
久
元
年

・
『
吾
妻
鑑
』
）。

と
し
な
り

承
久
の
乱
（
一
―
―

―
―
-）

の
と
き
、
経
俊
の
孫
俊
業
は
京
方
へ
、
そ
の
弟
宗
俊
は

幕
府
方
へ
と
分
か
れ
て
つ
く
か
そ
の
結
果
敗
れ
た
俊
業
は
誅
さ
れ
、
宗
俊
が
父
の
跡

す

け

み

ち

し

び

の

し

ょ

う

を
継
ぐ
。
こ
の
系
は
鎌
倉
末
期
・
資
通
の
と
き
（
異
説
あ
り
）
備
後
・
地
砒
庄
（
広

島
県
庄
原
市
）
へ
本
拠
を
移
し
、
備
後
・
宗
俊
系
を
確
立
す
る
。

と
き
な
り

一
方
、
俊
業
（
承
久
の
乱
で
誅
死
）
の
子
時
業
は
、
祖
父
重
俊
よ
り
譲
り
を
受
け

（
山
内
首
藤
家
文
書
•
3
1、
以
下
「
山

•
3
1」
と
略
す
）
時
槃
系
を
興
し
、
以
後
尼
い

く
わ
ん
・
時
通
と
つ
づ
く
。
南
北
朝
初
期
、
相
模
に
在
っ
た
時
通
は
足
利
方
と
し
て

各
地
に
転
戦
し
、
度
々
忠
節
を
賞
せ
ら
れ
る
。
（
山

•
4
5
建
武
三
年
・
山
•
4
2
歴

応
二
年
等）。

時
通
に
は
子
が
な
く
備
後
嫡
流
通
継
の
弟
松
若
丸
を
養
子
と
し
、
尼
い
く
わ
ん
よ

り
受
け
た
時
業
系
所
領
を
譲
る

（山

•
4
9
)
。
と
こ
ろ
が
通
継
も
ま
た
子
が
な
か
っ

た
た
め
松
若
丸
が
呼
び
戻
さ
れ
、
通
忠
と
し
て
宗
俊
系
嫡
流
に
復
帰
し
た
（
山
•
5
2

貞
治
四
年
・
一

三
六
五
）。

結
局
通
忠
は
時
業
系
（
時
通
）
と
宗
俊

系
（
通
継
）
を
併
わ
せ
て
相
続
し
た
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
両
系
事

実
上
の
合
併
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

通
忠
の
あ
と
は
煕
通

・
時
通
と
続
く
。

桃
生
の
山
内
首
藤
氏
が
敗
北
し
た
永
正
代
(
-
五

―
―
―こ
ろ
）
、

備
後
系
は
直
通
の
代
と
な
る
が
、
明
応
五
年

(
-
四九
六
•
山
・

一

九
五
）
と
大
永
七
年
(

-
五
二
七
•
山
・

一
九
八
）
の
間
、
文
書
欠

失
の
た
め
。
そ
の
影
響
の
有
無
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
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関

東

下

知

状

「
山
内
首
藤
家
文
書
」
に

「
尼
い
く
わ
ん

と
呼
ば
れ
る
次
の
文
書
が
あ
る
。

（亀
鶴
）
譲
状
」

関
東
下
知
状
（
山

•
3
2
)

字
亀

可
早
藤
原
氏
巨”

領
知
、
相
模
国
早
河
庄
一
得
名
内
屋
敷
賦
所
、
名
田
壱

侑

町
陣
段
小
、
備
後
国
地
咄
庄
内
原
下
村
‘

井
伊
与
西
村
内
半
矢

一
色
、
及

同
庄
本
郷
内
新
御
堂
敷
地
、
伯
孝El
国
宇
多
河
上
庄
、

陸
奥
国
桃
生
郡
内
吉

野
村
地
頭
職
等
事

法
名

右
任
亡
父
左
衛
門
尉
時
業
法
師
妙
道
文
応
元
年
七
月
八
日
譲
、
井
去
年
九

月
十
六
日
同
二
日
四
通
譲
状
等
、
為
彼
職
、
守
先
例
可
致
沙
汰
之
状
、
依

仰
下
知
如
件

文
永
七
年
六
月
十
三
日

(
―
二
七

O
)

（時
宗
）

相
模
守
平
朝
臣
（
花
押
）

左
京
権
太
夫
平
朝
臣
（
花
押
）

こ

れ
は
亡
き
父

、

左
衛
門
尉
時
業
（
山
内
首
藤
氏

•

生
前
に
出
家
・
法
名
妙
道
）

む
す
め
き
か
く

が
女
亀
鶴
に
宛
て
た
譲
り
状
（
四
通
）
に
対
し
、
幕
府
か
ら
そ
の
領
知
を
認
め
ら
れ

た
安
堵
（
許
可
）
状
で
あ
る
。

時
業
は
重
俊
の
孫
、
父
俊
業
は
重
俊
の
長
男
で
あ
る
が
承
久
の
乱
（
同
三
年

・
一

ニ
ニ
―

)
の
と
き
京
方
に
味
方
し
て
誅
死
、
そ
の
た
め
次
弟
宗
俊
が
嫡
流
を
継
ぎ
、

父
に
代
っ
て
時
業
が
祖
父
か
ら
譲
り
受
け
た
所
領
に
拠

っ
て
時
業
系
を
分
立
す
る
。

時
業
は
さ
ら
に
そ
の
所
領
を
女
亀
鶴
に
譲
り
与
え
て
い

る
。

こ
の
下
知
状
に
よ

っ
て
亀
鶴
は
正
式
に
前
記
の
土
地
の
領
知

（地
頭
職
）
を
認
め

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
所
領
は
相
模
国
（
神
奈
川
県）

・
備
後
国
（
広
島
県
）
、

じ
と
う
し
き

伯
者
国
（
鳥
取
県
）
と
並
ん
で
陸
奥
国
に
も
あ
っ

た
。
桃
生
郡
吉
野
村
地
頭
職
が
そ

れ
で
あ
り
、
文
献
上
吉
野
村
の
初
出
で
あ
る。

そ
れ
は
ま
た
山
内
首
藤
氏
が
桃
生
郡

（吉
野
村
）
を
所
領
し
た
こ
と
を
証
す
る
根
本
史
料
で
あ
る
。

時
業
か
ら
吉
野
村
ほ
か
を
譲
り
受
け
た
亀
鶴
は
、
時
業
に
男
子
が
な
か
っ
た
た
め

山
内
首
藤
氏
が
、
そ
の
所
領
の
地
と
し
て
唯

一
桃
生
郡
内

の
地
名
を
具
体
的
に
し
た
吉
野
村

（山
•

3
2、

尼
い
く
わ
ん

譲
状

・
文
永
七
年

．
―
二
七
0
)
と
は
何
処
か
。

現
在
桃
生
郡
に
吉
野
村
を
称
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

か
ら
探
っ
て
み
る
と
、

「
本吉
南
、
桃
生
南

•

北
方
風
上
記
」
（文
政
十

一
年
七
月

・

飯
野
村
ノ
内
吉
野
村

小
名
大
吉
野

・
外吉
野

•

岩
崎

「嘉
永
三
年
書
出
」
(
-
八
五
O
)

飯
野
村
之
内
吉
野
風
土
記

屋
敷
名
岩
崎

•

吉
野
・
外
吉
野

こ
れ
ら
に
示
さ
れ
た
岩
崎

・
（大
）
吉
野

・
外
吉
野
の
小
名
は
、
い
ま
も
飯
野
地

区
の
字
名
と
し
て
通
用
し
て
い
る
。
こ
の
状
況
か
ら
推
察
す
る
と
、
近
世
に
お
け
る

吉
野
村
と
は
、
現
在
の
岩
崎

・
大
吉
野

・
外
吉
野
を
含
む
領
域
で
、
飯
野
村
の
端
郷

に
当
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

で
は
、
中
世
に
お
け
る
吉
野
村
と
は
何
処
か
。

桃
生
郡
吉
野
村

女
な
が
ら
時
業
系
の
惣
領
と
し
て
の
資
格
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

亀
鶴
は
の
ち
そ
の
所
領
を
受
け
た
ま
ま
広
沢
与
三
入
道
（
行
実
、
武
蔵
国
）
に
嫁

す
。
但
し
当
時
は
夫
婦
別
財
で
あ
る
か
ら
妻
の
所
有
物
が
故
な
く
夫
の
名
義
に
代
わ

る
こ
と
は
な
か

っ
た。

そ
し
て
そ
の
時
業
系
と
し
て
の
所
領
は
、
む
す
め
に
ん
け
ん

（山
内
五
郎
道
長
と

結
婚
）
の
男
子
く
ま
つ
る
丸

（
の
ち
時
通
、
尼
い
く
わ
ん
に
は
外
孫
）

へ
と
受
け
継

が
れ
て
い
く
。
こ
の
時
期
、
い
く
わ
ん
は
勿
論
時
通
も
終
始
鎌
倉
在
住
が
う
か
が
わ

れ
る
。

い
ま
そ
の
該
当
地
を
古
記
録

一
八
二
八
）
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河北町飯野・大吉野の集落

そ
も
そ
も
中
世
の
「
村
」
の
概
念
は
近
世
の
そ
れ
と
根
本
的
な
差
異
が
あ
る
。
た

と
え
ば『

日
本
史
大
辞
典
』
は
村
に
つ
い
て

古
代
以
来
史
料
上
何
々
村
と
い
う
語
は
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
の
実
態
は

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
通
常
中
世
初
期
村
落
と
称
さ
れ
る
村
は
、

領
域
的
形
成
は
未
だ
行
な
わ
れ
ず
、
村
は
主
と
し
て
人
的
集
団
を
指
す
語

と
し
て
使
用
さ
れ
た
。

ま
た
、

『日
本
史
用
語
辞
典
』
（
柏
書
房
）
は
「
村
」
と
し
て

自
然
集
落
。
里
制
あ
る
い
は
郷
里
制
に
お
い
て
は
戸
が
行
政
区
画
で
あ
っ

た
が
、
村
は
そ
れ
と
全
く
関
係
な
く
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
地
域
を
さ
し
、

農
民
の
生
活
単
位
と
し
て
存
続
し
た
。

つ
ま
り
中
世
に
い
う
村
と
は
、

近
世
の
そ
れ
の
よ
う
に
行
政
単
位

と
し
て
の
存
在
で
は
な
く
、
単
な

る
人
家
の
集
合
と
い
っ
て
よ
い
。

従
っ
て
そ
こ
に
は
、
村
と
し
て
規

制
さ
れ
る

一
定
の
領
域
は
な
く
、

ま
た
戸
数
の
制
約
も
な
い
。
い
わ

ば
生
活
上
の
利
便
の
た
め
の
集
団

で
あ
っ
て
制
度
的
な
存
在
で
は
な

、。し
こ
こ
で
い
う
吉
野
村
も
そ
の
範

疇
に
入
る
も
の
で
、
現
在
の
大
吉

野
を
中
心
と
し
た
農
民
の
自
然
集

落
に
附
さ
れ
た
呼
び
名
で
あ
り
、

そ
の
範
域
・
戸
数
を
規
格
す
る
性

河北町飯野 飯野山神社

質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

と
も
あ
れ
少
な
く
と
も
鎌
倉
中
期
ご
ろ
か
ら
、
こ
こ
に
―
つ
の
集
落
が
形
成
さ
れ
、

そ
れ
が
吉
野
村
を
称
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
丘
陵

山
裾
の
僅
か
な
広
が
り
に
群
が
り
、
現
在
の
南
面
の
広
大
な
水
田

（
飯
野
谷
地
な
ど
）

は
近
世
は
じ
め
ご
ろ
の
開
拓
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
大
吉
野
周
辺
に
は
多
く
の
板
碑
が
遺
存
す
る
。

大
吉
野
•
岩
崎
・
外
吉
野
の
集
落
は
、
飯
野
丘
陵
の
東
南
麓
に
在
り
、
入
江
状
に

南
に
開
い
た
奥
に
大
吉
野
、
そ
の
西
の
縁
部
に
岩
崎
、
そ
し
て
外
吉
野
は
東
に
支
陵

を
挟
ん
で
隣
接
し
、
さ
ら
に
境
集
落
に
続
く
。

こ
の
大
吉
野
の
う
ち
岩
崎
寄
り
の
付
近
を
中
里
と
呼
び
、
吉
野
地
区
の
板
碑
の
殆

ど
が
こ
の
地
に
集
中
す
る
。

こ
の
吉
野
周
辺
は
古
代
に
遡
る
歴
史
的
遺
産
に
恵
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
式
内
社
・
飯
野
山
神
社
は
大
吉
野
集
落
の
背
後
の
丘
陵
に
あ
り
、
同
じ
く
式
内

社
で
あ
り
川
の
神
と
し
て
三
大
実
録
（
貞
観
元
年
・
八
五
九
）
に
も
載
る
日
高
見
神
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社
（
桃
生
町
太
田
）
は
、
同
丘
陵
北
麓
に
在
る
。
同
じ
く
二
俣
神
社
（
河
北
町
二
俣
）

も
古
く
は
同
町
小
船
越
•
川
の
上
（
吉
野
の
南
方
）
に
鎮
座
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

ぷ
ー

し

『続
日
本

さ
ら
に
海
道
蝦
夷
舒
営
の
重
変
拠
点
と
し
て
の
桃
生
柵
に
つ
い
て
は

、

紀
』
天
半
宝
宇
四
年

（七
六

O
)
正
月
四
日
条
に

「
大
河

二
跨
リ
峻
刷
ヲ
浚
エ
テ
桃
几
ノ
柵
ヲ
作
リ
賊
ノ
肝
謄
ヲ
尊
フ
」
と
あ
り
そ
の

場
所
は
、
附
和
四
十
九
年
の
発
掘
瀾
査
の
結
果
、
同
じ
飯
野
丘
陵
上
、
土
口
野
の
内
力

約

一
•
五
粁
の
河
北
町
飯
野
新
田
に
比
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

変
す
る
に
、
中
世
吉
野
村
に
該
当
す
る
と
み
ら
れ
る
こ
の
地
域
は
、
蝦
夷
経
営
と

し
て
の
桃
生
の
城
柵
に
近
く
、
あ
る
い
は
同
じ
丘
陵
上
に
一

―
つ
の
式
内
社
を
祀
る
な

ど
、
軍
事
・
政
治
上
の
要
衝
の
地
で
あ
っ
た
。
中
世
に
お
い
て
も
周
辺
よ
り
一
歩
進

ん
だ
豊
か
な
生
活
環
境
の
、
先
進
的
・
中
心
的
集
落
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。

『
山
内
首
藤
山
内
首
藤
家
文
書
は
旧
萩
藩
（
山
口
県
）
藩
士
山
内
家
伝

家

文

書

』

来
の
文
書
で
、
原
本
は
江
戸
時
代
中
期
、
当
主
広
直
（
宝
永

七
年
没
•

一
七

―
0

•

五
一
オ
）
が
「
文
徴
」
と
題
し
、
甲
I

戌
の
順
に
当
主
歴
代
・

支
族
・
家
臣
な
ど
に
つ
い
て
記
し
た
一
一
六
巻
と
、
「
山
内
氏
占
譜
」
と
し
て
系
図
を

収
め
た

一
巻
よ
り
成
り
、
特
に
系
図
五
帖
の
う
ち
最
古
の
も
の
は
、
貞
治
三
年
（

一

三
六
四
）
八
月
の
年
紀
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

桃
生
郡
地
頭
職
と
し
て
こ
の
地
に
在
っ
た
桃
生
山
内
氏
に
関
す
る
史
料
は
極
め
て

少
な
い

。
そ
う
し
た
な
か
で
本
書
の
存
在
の
意
義
は
大
き
い
。
特
に
桃
生
郡
吉
野
村

地
頭
職
に
関
す
る
伝
承
経
緯
を
知
り
得
た
こ
と
、
そ
れ
に
反
し
て
桃
生
郡
地
頭
職

（
惣
地
頭
職
）
に
つ
い
て
は
全
く
記
迩
が
な
く
、
こ
れ
は
む
し
ろ
備
後
系
と
桃
生
系

は
全
く
別
系
で
あ
っ
た
こ
と
の
反
証
と
し
て
う
け
と
れ
る
。

そ
も
そ
も
幾
多
戦
乱
の
年
月
を
越
え
て
数
百
年
、
父
祖
伝
来
の
古
文
書
類
を
今
に

伝
え
残
す
こ
と
は
、
正
に
難
事
で
あ
り
、
稀
少
と
言
え
る
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
そ
の

子
孫
が
連
綿
と
栄
え
、
伝
来
の
遺
品
に
充
分
な
保
存
の
手
を
加
え
る
こ
と
が
出
来
た

重

（
北
条
梵
時
）

陸
奥
守
平

（
花
押
）

『
山
内
文
書
』

は
ま
さ

と
い
う
、
恵
ま
れ
た
環
境
が
も
た
ら
し
た
結
果
と
い
え
る
。

に
そ
の
典
刑
訟
的
好
例
と
い
え
よ
う

C

こ
れ
を
桃
生
山
内
氏
の
場
合
と
対
比
す
る
と
き
、
正
史
知
の
一
片
も
遺
せ
な
か
っ

た
同
氏
は
、
永
正
の
合
戦
(
-
五
―
―
I

□
九
）
に
一
敗
地
に
ま
み
れ
、
富
も
栄
誉

も
そ
し
て
三

―
10
年
の
輝
く
歴
史
を
も
捨
て
、
出
奔
せ
さ
る
を
得
な
か
っ
た
、
敗
者

の
身
故
の
必
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
皮
肉
に
も
そ
の
こ
と
が
、
ヒ
尾
で
減
亡
し
た
桃
生
山
内
氏
こ
そ
、
桃
生
郡

地
頭
職
を
名
乗
る
正
系
で
あ
っ
た
こ
と
の
反
証
と
い
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

関
東
下
知
状
（
山
・

1
)

備
後
国
地
砒
庄
半
、
地
頭
重
俊
之
子
息
太
郎
、
於
京
方
雖
令
死
去
、
同
次

郎
於
御
方
致
合
戦
之
忠
畢
、
然
者
、
重
俊
地
頭
職
無
相
違
可
令
安
堵
之
状
、

依
仰
下
知
如
件

承
久
三
年
七
月
廿
六
日
（
一
―

―ニ
―
)

重
俊
の
本
領
、
備
後
国
地
砒
庄
（
広
島
県
庄
原
市
）
の
地
頭
職
を
二
男
宗
俊
に
譲

あ

ん

ど

る
に
当
っ
て
、
幕
府
の
安
堵
状
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
山
内
文
書
」
の
冒
頭
を
飾
る
も

の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
れ
以
前
の
文
書
の
記
載
は
な
い
。
つ
ま
り
重
俊
が
そ
れ
以

外
の
庶
子
な
ど
に
与
え
た
で
あ
ろ
う
譲
状
、
さ
ら
に
は
経
俊
か
ら
重
俊
へ
の
譲
り
関

係
の
文
書
は

一
切
不
明
な
の
で
あ
る
。

重
俊
の
持
っ
て
い
た
本
領
地
砒
庄
地
頭
職
、
そ
し
て
相
模
国
早
河
庄
一
得
名
田

（
山
•
3

)
は
何
れ
も
次
郎
宗
俊
に
譲
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
父
経
俊
か
ら

譲
り
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
嫡
流
と
し
て
の
宗
俊
系
の
成
立
を
み
る
。

で
は
経
俊
が
頼
朝
か
ら
軍
功
と
し
て
授
与
さ
れ
た
桃
生
郡
地
頭
職
は
ど
う
な
っ
た

俊
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「
山
内
文
書
」
文
徴
甲
羞
―
一
は
、
重
俊
か
ら
時
業
へ
の
譲
り

に
対
す
る
安
堵
状
（
政
所
下
文
。
山

•
3
1
)には
じ
ま
り
、

（
山
•
5
1
)ま
で
全
て
時
業
系
関
係
文
書
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
吉

野
村
地
頭
職
の
流
れ
は
全
て
「
甲
三
」
に
ま
と
ま
り
、

一
切
他
に
分
散
す
る
も
の
で

は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
備
後
系
に
と
っ
て
系
流
の
異
な
る
時
業
系
（
吉
野
村
地
頭
職
）

文

徴 三、

甲 時

業

系

の
か
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
重
俊
の
代
は
勿
論
、
「
山
内
文
書
」
全
編
を
通
し
て
、

さ
ら
に
は
熊
寿
丸
（
通
継
）
代
道
円
に
よ
る
文
書
目
録
（
山
・

24
．
貞
和
五
年
）
に

も

一
切
の
記
述
も
な
い
。
こ
の
事
実
は
、
宗
俊
系
は
桃
生
郡
に
関
し
て
は
全
く
無
縁

の
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
の
反
証
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
（
後
述
）
経
俊
六
男
通
基

に
も
桃
生
郡
に
つ
い
て
は

一
切
（

一
分
地
頭
職
も
）
譲
ら
れ
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な

い
。
但
し
状
況
か
ら
推
し
て
経
俊
か
ら
重
俊
へ
譲
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

と

き

な

り

さ

か

く

そ
れ
は
重
俊
の
長
男
俊
業
（
承
久
の
変
で
誅
死
）
の
遺
児
時
業
が
、
娘
亀
鶴
（
の

ち
尼
い
く
わ
ん
）
に
対
し
て
「
桃
生
郡
吉
野
村
地
頭
職
」
を
譲
与
（
山

•

3
2・
文
永

七
年

・
一
―
―
七

O
)
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
時
業
は
こ
れ
よ
り
早
く
、
重
俊
か
ら

「
地
砒
庄
内
下
原
村
地
頭
職
」
を
受
け
て
い
る
（
山
•
3
1•
正
嘉
二
年
・
一
―一
五八
）。

父
俊
業
は
承
久
の
変
で
京
方
と
し
て
誅
死
し
て
い
る
の
で
、
当
然
父
か
ら
の
遺
産
は

な
い
。
と
す
れ
ば
吾
が
子
亀
鶴
へ
委
譲
し
た
所
領
の
全
て
は
、
祖
父
重
俊
か
ら
受
け

た
と
解
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
重
俊
は
父
経
俊
か
ら
受
け
て
い
た
桃

生
郡
地
頭
職
の
一
部
を
時
粟
へ
譲
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
亀
鶴
へ
渡
っ
た
と
み
る
べ
き

で
あ
る
。

亀
鶴
は
女
な
が
ら
時
業
の
後
継
者
と
し
て
跡
を
受
け
た
ま
ま
広
沢
家
へ
嫁
す
が
、

時
業
系
の
所
領
は
亀
鶴
の
娘
に
ん
け
ん
の
子
時
通
へ
と
つ
な
が
れ
て
い
く
。
こ
こ
に

時
業
系
の
実
在
を
知
る
の
で
あ
る
。

は
、
異
系
と
の
認
識
の
も
と
に
別
枠
と
し
た
こ
と
を
示
す
。
事
実
あ
る
時
期
ま
で
両

系
は
異
な
る
道
を
歩
ん
で
き
た
。
以
下
、
そ
の
概
略
を
述
べ
る
。

時

業

系

成

立

宗
俊
系
の
成
立
（
承
久
三
年
七
月
・

一
――
――
-
•
山
・
1

)

後
、
重
俊
は
さ
ら
に
時
業
宛
二
通
の
譲
状
（
安
貞
三
年

・
一

ニ
ニ
九
、
貞
永
三
年
・

―二
三
二
）
を
発
し
正
嘉
―

一年
（

一
―
―五
八
）
安
堵
さ
れ
て

い
る
（
山

•
3
1
)
。
こ
の
譲
状
の
出
た
時
点
で
、
時
業
系
の
実
質
成
立
と
認
め
て
よ

い
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
点
で
は
ま
だ
「
吉
野
村
地
頭
職
」
の
文
言
は
み
え
な
い
。
し
か
し
、
時
業

の
も
と
に
は
す
で
に
吉
野
村
地
頭
と
し
て
の
職
権
が
握
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
（
前
記
）
。
と
も
あ
れ
「
山
内
文
書
」

中
、
「
桃
生
郡
吉
野
村
地
頭
職
」
の
記
録
は

時
業
系
に
の
み
遺
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
系
の
独
立
性
は
、
次
の
條
項
に
よ
っ
て
確
か
で
あ
る
。

1
、
時
通
譲
状
（
山
．

49
．
貞
和
元
年

・
一
三
四
五
）
に
「
右
の
所
々
は
山
内
刑

部
左
衛
門
時
業
重
代
相
伝
の
所
領
」
と
あ
り
、
こ
の
系
が
時
業
を
も
っ
て
初

祖
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

2
、
南
北
朝
初
期
の
動
乱
の
際
、
時
通
が
首
藤
三
郎
を
称
し
関
東
方
面
の
戦
に
幕

府
方
と
し
て
参
戦
し
、
し
ば
し
ば
着
到
状
を
発
し
、
ま
た
再
々
軍
忠
状
を
受

け
て
い
る
こ
と
（
山
•
3
4
ー
4
0
.
4
3
.
4
4
.
4
6
.
4
7
)

3
、
時
通
に
よ
っ
て
宗
俊
系
と
の
併
合
が
計
ら
れ
て
い
る
こ
と

今
者

4
、
山
内

一
族
新
恩
拝
領
人
交
名
（
山
・

26)
に
「
首
藤
三
郎

時

通

子

息

松

死
去

若
丸
が
あ
る
こ
と

亀

鶴

先
述
、
左
衛
門
尉
時
業
（
成
）
か
ら
、
そ
の
女
子
亀
鶴

（
尼
い
く
わ
ん
）

（
の
ち
尼
い
く
わ
ん
）
へ
の
譲
状
に
対
す
る
幕
府
の
安
堵

（
認可
）
状
（
山

•
3
2
)に
よ
れ
ば

、

相
模
国
早
河
庄
（
神
奈
川
県
）
備
後
国
地
砒

庄
（
広
島
県
庄
原
市
）
の

一
部
所
領
と
共
に
、
桃
生
郡
吉
野
村
地
頭
職
が
含
ま
れ
る
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（
関
東
安
堵
外
題
）
（
略

―-'位
千

-

t

ぃ

ゆ
つ
り
あ
た
う
や
う
新
く
ま
る
丸
二

心
は
さ

（
略
）
ミ
ち
の
国
も
ん
の
う
の
こ
ほ
り
の
う
ち
よ
の
、
む
ら
の
ち
と
う

（桃

牛

郡

）

盃

g

又

）

（

下
須
江｝

し
き
（
中
略
）
ミ
ち
の
く
に
も
ん
の
う
の
こ
ほ
り
か
の
ま
た
の
し
も
す

（
越

）

（
存
家
一
宇
）

（
留

）

｛屹
り
網
）

ヘ
ニ
こ
し
新
三
郎
入
道
か
さ
い
け
一
う

一
の
と
と
め
の
わ
た
り
あ
み
壱
帖

事
（
略
）元

享
四
年
三
月
廿
九
日

（略）

こ
こ
に
新
に
「
桃
生
郡
鹿
又
下
須
江
」
の
「
越
新
三
郎
入
道
在
家
一
宇
、

の
渡
り
網
一
丁
」
の
項
目
が
増
え
て
い
る
。

「
鹿
又
の
下
須
江
」
と
は
、
鹿
又
の
西
方
須
江
丘
陵
寄
り
の
地
域
を
指
す
も
の
と

解
さ
れ
て
い
る
。
近
世
の
場
合
、
こ
の
丘
陵
に
近
い
細
沼
の
中
央
が
、
鹿
又
村
と
須

江
村
の
境
界
で
あ

っ
た
と
い
う。

在
家
と
は
田
地
と
と
も
に
領
主
に
隷
属
す
る
農
民
で
、
一
般
に
本
家
を
中
心
に
数

軒
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
、
こ
れ
が
一
字
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
越
新
三
郎
入
道
を
頭
（
本
家
）
と
す
る
数
家
族
が

一
組
と
な
っ
て
、
尼

い
く
わ
ん
の
所
領
で
あ
る
下
須
江
に
住
み
田
畑
を
耕
し
、
ま
た
一
の
留
に
於
け
る
漁

業
に
も
従
事
し
、
そ
れ
ら
の
下
地
権
な
ら
び
に
所
当
権
は
尼
い
く
わ
ん
に
帰
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
「

一
の
留
の
渡
り
網
」
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
説
明
は
出
来
な
い
が
、

鮭
を
と
る
た
め
川
を
せ
ぎ
止
め
（
留
）
て
仕
掛
け
た
網
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

い
く
わ
ん
（
花
押
）

一
の
留

も
の
で
あ
っ
た
。
吉
野
村
地
頭
職
の
初
見
で
あ
る
。

次
い
で
尼
い
く
わ
ん
か
ら
熊
鶴
丸
へ
の
譲
状
を
掲
け
る
（
山
•
3
3
•
一
部
省
略
）

熊
鶴
丸
は
尼
い
く
わ
ん
の
娘
（
の
ち
尼
に
ん
け
ん
）
が
山
内
止
郎
通
長

（
「
山
内
文

書
」
系
図
に
な
し
）
に
嫁
し
生
れ
た
了
で
、
の
ち
二
郎
時
通
を
名
乗
る

時
通
は
建
武
三
年
(
-
三
三
六
）
よ
り
康
永
二
年
(
-
三

四
―
-
）
ま
で
、
幕
府
方
（
高
師
冬
）
と
し
て
関
東
他
方
を
舞

台
に
活
躍
、
特
に
暦
応
二
年
十
二
月
(
一
三
四
三
）
に
は
駒
館
城
（
茨
城
県
）
合
戦

に
参
加
「
忠
節
之
条
尤
神
妙
也
」
と
し
て
幕
府
よ
り
感
状
（
山

•
4
3)
を
受
け
て
い

る。
そ
の
こ
ろ
す
で
に
地
貶
庄
内
下
原
村
地
頭
職
が
、
広
沢
孫
三
郎
子
息
小
法
師
丸
に

よ
っ
て
押
領
さ
れ
て
い
た
。
時
通
は
こ
れ
を
不
当
と
し
て
幕
府
に
訴
え
る
（
山
•
4
1
.

暦
応
元
年
・
一
三
三
八）
c

幕
府
は
そ
の
違
法
を
停
止
す
べ
く
、
小
法
師
丸
に
対
し

再
三
沙
汰
を
下
す
（
山

•
4
2
.
4
5
.
4
8
)

が
一
向
に
改
め
ず
、
押
領
は
さ
ら
に
読
い

こ°t
 い

う
ま
で
も
な
く
地
砒
庄
内
下
原
村
地
頭
職
は
、
時
業
系
の
本
領
と
し
て
重
俊
ー

時
業
I

亀
鶴
と
継
承
さ
れ
て
き
た
。
亀
鶴
は
そ
れ
を
受
け
た
ま
ま
広
沢
家
に
嫁
し
た
。

当
時
結
婚
に
よ
っ
て
妻
の
財
産
が
夫
の
名
義
に
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
、
亀

鶴
（
尼
い
く
わ
ん
）
の
時
業
系
と
し
て
の
所
領
持
分
は
、
全
て
時
通
に
譲
ら
れ
た
。

一
方
、
備
後
に
は
亀
鶴
の
婚
家
広
沢
氏
の
庶
流

（
備
後
広
沢
氏
）
が
居
た
。

服
部
英
雄
氏
（
九
州
大
学
教
授
）
『
景
観
に
さ
ぐ
る
中
世
変
貌
す
る
村
の
姿

と
荘
園
史
研
究
』
(
-
九
九
五
•
新
人
物
往
来
社
）
に
よ
れ
ば
、
広
沢
氏
族
の
所
領

で
あ
る
「
和
知
庄
は
地
毗
庄
の
西
に
隣
接
」
し
、
「
田
利
·
仁
賀
・
光
清
•
湯
谷
な

ど
広
沢

一
門
が
苗
字
と
し
た
村
々
（
中
略
）
か
ら
北
方
に
一
っ
峠
を
越
え
れ
ば
、
そ

こ
に
は
山
内
時
業
が
女
子
い
く
わ
ん
に
譲
っ
た
地
砒
庄
下
原
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。

同
書
に
掲
げ
る
系
図
に
は
小
法
師
丸
の
名
は
な
い
が
、
何
れ
こ
れ
ら
諸
系
に
含
ま

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

小
法
師
丸
が
頑
強
に
そ
の
権
利
を
主
張
し
て
返
還
に
応
じ
な
か
っ
た
理
由
と
は
何

だ
っ
た
の
か
。
亀
鶴
が
時
業
か
ら
譲
り
を
受
け
、
そ
れ
を
時
通
に
譲
る
ま
で
五
四
年
、

広
沢
家
に
嫁
い
で
か
ら
も
四

0
年
ほ
ど
も
経
た
と
お
も
わ
れ
る
。
本
来
そ
の
管
理
は

嫡
流
家
で
な
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
尼
い
く
わ
ん
そ
し
て
時
通
も
鎌
倉
在
住

が
見
込
ま
れ
る
。
宗
俊
系
も
未
だ
備
後
へ
の
移
住
を
果
た
し
て
い
な
い
。
結
局
婚
家

の
縁
を
頼
っ
て
広
沢
孫
三
郎

（小
法
師
丸
）
に
下
原
村
の
管
理
を
委
託
し
た
こ
と
に

時

通
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始
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

幕
府
か
ら
の
押
領
停
止
の
令
も
四
度
に
及
ん
だ
が
一
向
に
効
果
が
な
い
。
さ
ら
に

数
年
。
実
子
の
な
か
っ
た
時
通
は
、
備
後
惣
領
通
時
の
次
男
松
若
丸
（
通
忠
）
を
養

子
と
し
て
迎
え
る
。
そ
の
譲
状
（
山
•
4
9
．
貞
和
元
年
・
一

三
四
五
）
の

一
文
に

時
通
の
意
図
を
汲
み
と
る
こ
と
が
出
来
る。

「
こ
の
所
々
は

一
族
の
ほ
か
知
行
す
べ
か
ら
ざ
る
間
松
若
子
な
く
ば
そ
の
兄
熊
寿

丸
（
通
継
）
に
相
伝
せ
さ
す
べ
き
也
」
。

備
後
系
と
縁
を
結
ぶ
こ
と
で
そ
の
力
を
背
景
に
小
法
師
丸
の
横
領
を
排
除
し
所
領

地
の
確
保
に
努
め
最
悪
の
場
合
は
備
後
系
へ
の
合
併
も
止
む
な
し
と
す
る
も
の
で
あ
っ

こ
°

t
 譲

状
を
発
し
た
時
通
は
以
後
大
和
地
方
へ
転
戦
。
（
山
．
4
7
．
貞
和
四
年
・

一
三

四
八
）
こ
れ
は
戦
局
の
変
化
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
備
後
系
を
意
識
し
て
の
行
動
と
も

と
れ
る
。
こ
こ
に
時
通
の
備
後
系
へ
の
傾
斜
度
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
以
後
時
通

の
名
は
見
え
ず
、
松
若
丸
（
代
）
と
な
る
。

通
忠
（
松
若
丸
）

時
業
系
時
通
の
養
子
（
山
．
4
9
．
貞
和
元
年
・
一
三
四
五
）

と
な
っ
た
松
若
丸
で
あ
っ
た
が
、
―

10
年
後
（
貞
治
四
年

・

一
三
六
五
）
改
め
て
実
兄
通
継
よ
り
備
後
惣
領
の
地
位
を
譲
ら
れ
る
（
山

•
5
2
)
。

そ
の
二
年
後
に
通
継
死
亡
。
二
五
歳
。
従
っ
て
松
若
丸
の
時
業
系
へ
の
入
嗣
は
一

―歳

ご
ろ
と
な
ろ
う
。

通
忠
（
松
若
丸
）
が
備
後
系
へ
帰
参
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
業
系
の
所
領
も
ま

た
全
て
備
後
系
へ
吸
収
さ
れ
る
形
と
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、

下
文
・
下
知
状
・
譲
状

な
と
伝
来
の
文
書
の

一
切
が
、
備
後
嫡
流
へ
伝
承
さ
れ
て
い
る
事
実
（
「
文
徴
甲
三
」）

に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
若
し
仮
に
通
忠
が
、
吉
野
村
な
ど
時
通
よ
り
の
譲
り
分
を

返
還
し
て
備
後
へ
復
帰
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
時
通
の
晩
年
は
そ
の
後
継
者
と
と
も

に
あ
る
べ
き
で
、
（
山
・
2
6•
山
内

一
族
新
恩
拝
領
人
交
名
）
に
み
る
「
首
藤
三
郎

（通
竺

時
通
託
者
元
子
息
松
若
丸
」
の
一
項
は
あ
り
得
な
い
。

以
上
、
時
業
系
に
つ
い
て
そ
の
流
れ
を
み
て
き
た
。
そ
の
帰
す
る
と
こ
ろ
は
吉
野

八
幡
庄
（
仙
台
市

・
多
賀
城
市
）
の
境
相
論
に
実
検
使
と

し
て
派
遣
さ
れ
た
高
泉
太
郎
信
跨
に
関
す
る
史
料
は
不
備
だ

が
、
高
清
水
（
栗
原
郡
）
に
居
城
し
た
大
橡
氏
が
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

品

泉
四‘

氏

飯
断
左
衛
門
次
郎
胤
員
与
那
須
肥
前
次
郎
左
衛
門
尉
資
長
相
論
、
陸
奥
国

八
幡
庄
内
萩
園
・
蒲
生
両
郷
堺
事

（
マ
マ）

右
対
決
之
列
（
中
略
）
被
差
遣
山
内
中
務
三
郎
経
通
、
高
泉
太
郎
信
袴
等

之
処
（
略
）
依
鎌
倉
殿
仰
下
知
如
件

文
永
九
年
四
月
五
日
（

一―

―七
―
-）

（北
条
時
宗
）

相
模
守
平
朝
臣
（
花
押
影
）

（北
条
政
村
）

左
京
権
太
夫
平
朝
臣
（
花
押
影
）

関
東
下
知
状
（
「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
』
小
泉
文
書
）

重
俊
に
は
俊
業
・
宗
俊
に
次
い
で
、
中
務
三
郎
を
称
し
た
三
男
が
い
た
。
経
通
と

い
う
（
山
•
5
6
9
)
経
通
の
名
は
『
吾
妻
鑑
』
寛
元
四
年
(
一
二
四
六
）
八
月
十
五
日
、

鶴
岡
放
生
会
の
条
に
み
え
、
ま
た
、
陸
奥
国
八
幡
庄
萩
園
・
蒲
生
両
郷
の
境
相
論
に
、

山
内
中
務
三
郎
経
通
と
高
泉
太
郎
信
翰
の
両
人
が
、
幕
府
の
実
検
使
と
し
て
派
遣

（
文
永
九
年
・
一
―

―
七
二
）
さ
れ
て
い
る
。

経

通

村
地
頭
職
に
つ
い
て
、
そ
の
行
方
を
追
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
時
業
I

尼
い

く
わ
ん
ー
時
通
I

忠
通
と
伝
承
さ
れ
、
忠
通
が
備
後
へ
復
帰
す
る
に
及
ん
で
、
備
後

嫡
流
へ
吸
収
合
併
す
る
こ
と
で
落
着
く
。
さ
ら
に
こ
の
の
ち
、
煕
通
・
時
通
と
受
け

継
が
れ
る
が
、
そ
の
譲
状
は
「
時
忠
の
跡
を
残
さ
ず
」
ま
た
は
こ
れ
と
同
趣
旨
の
も

の
で
あ
り
、
吉
野
村
地
頭
職
は
忠
通
以
後
も
他
に
流
れ
る
こ
と
な
く
、
備
後
系
に
連

綿
と
受
け
継
が
れ
、
や
が
て
永
正
合
戦
に
よ
る
終
末
を
迎
え
た
と
み
る
。
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刹
摂
取
不
捨

念
仏
衆
生

十
方
世
界

平
行
悴
敬
白

（
一
―
―
八
〇

歳
次
庚
辰

lヽ-

季
春
上
旬

p
J
安
―
―
季

キ
リ
ー
ク

右

奉

為

成

仏

得

道

光
明
偏
照

先
考
幽
霊

栗原郡

栗原郡高清水町福現寺

弘安三年板碑拓影

（
資
•
2
)

高
清
水
町
福
現
寺

「
余
目
旧
品
」
1
[

貿
守
じ
代
の
天
竹
守
家
高
の
間
‘

IPj
内
し
郡
に
は
渋
谷
・
大
杯
〔
採
）
．

泉
田
•
四
訂
田
と
て
文
冶
五
年
二
当
囚
ニ
ト
、
外
様
二
四
頭
一
揆
に
て

候
し
か

T
隣
米
だ
り
）

に
名

と
あ
る
。
留
守
し
代
家
高
は
相
馬
氏
と
の
相
ム
．PIm

（貞

tll_―
年
・

一

．
四
六
）

か
見
え
る
。

河
内
四
頭
の
一
人
大
採
氏
は
平
姓
、
常
陸
大
橡
同
香
の
孫
維
袴
の
流
れ
で
常
陸
国

に
本
領
が
あ
っ
た
。
奥
州
へ
は
文
治
五
年
以
来
の
入
部
で
、
『
吾
妻
鑑
』
建
暦
元
年

（
一
―
―
―
-
）
四
月
二
日
の
条
に
、
長
岡
（
葛
岡
）
郡
小
林
の
新
熊
野
杜
（
古
川
市
）

杜
僧
と
争
う
大
橡
氏

（
平
賀
的
）
の
名
が
あ
る
。

葛
岡
郡
は
、
平
泉
合
戦
の
結
果
畠
山
重
忠
に
与
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
滅
亡

（
文
久

二
年
•
一

10
五
）
後
は
大
掠
氏
が
跡
を
受
け
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
時
代

の
高
清
水
地
方
は
、
大
橡
氏
の
領
知
す
る
と
こ
ろ
と
み
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
高
清
水
町
福
現
寺
に
一
基
の
板
碑
が
あ
る
（
資
•
2
)
。
平
行
轑
に
よ
る
亡

資
•
3

)

大
橡
氏
略
系

（
『高
清
水
町
史
』
よ
り
）

父
の
た
め
の
供
食
塔
て
あ
る
こ
の
行
位
は
孝
了
す
な
わ
ち
家
督
と
し
て
、
先
考
す

ぉ
・
ト
ん
だ
心

な
わ
ち
亡
ぎ
父
の
外
提
供
養
を
行
）
だ
も
切
で
、
木
乃
（
こ
の
開
期
の
通
例
で
は
地

頒
級
の
当
工
□
多
く
川
い
ら
れ
だ
）
と
し
侶
を
掲
け
歳
次
十
支
を
附
し
、
特
に
そ
の

形
状
の
人
な
る
こ
と
、
神
了
・
銘
文
の
袖
庫
な
る
書
体
に
お
い
て
、
超
一
流
の
荘
重

竹
を
訊
め
、
こ
の
地
域
の
地
頸
に
対
す
る
も
の
と
陪

L
て
説
り
な
い
も
の
と
い
え
よ

良
幹
（
多
岐
太
郎
）

「
忠
幹

（
東
條
五
郎
）

維
幹
ー
為
幹
ー
重
幹
ー
政
幹
ー
直
幹
長
幹
（
直
壁
六
郎
）

清

幹

ー

盛

幹

ー

0

|

0
ー
資
幹
（
馬
場
大
橡
）

忠
幹
（
行
方
四
郎
）

成
幹
（
鹿
島
の
祖
）

（
註
）
通
字
「
幹
」
に
つ
い
て
。

『吾
妻
鑑
』
は
「
的
」
輻
現
寺
板
碑
も

る
。
本
書
も
こ
れ
に
従
う
。

「
鍔
」
と
す
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さ
て
、
実
検
使
の
一
人
、
高
泉
太
郎
信
乾
と
は
如
何
な
る
人
物
か
。

高
泉
は
現
在
の
高
清
水
の
旧
名
。
高
泉
を
団
字
と
す
る
こ
と
は
高
泉
（
高
清
水
）

を
領
知
す
る
地
頭

（
一
族
）
を
音

i

味
し
、
太
郎
は
惣
領
す
な
わ
ち
当
‘
干
に
当
る
。
し

か
も
「
的
」
は
大
橡
氏
の
通
字
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
高
泉
人
郎
信
臀
は
、
こ
の
闘
期

（文
永
代
）
高
清
水
の
地
頭
で
あ
っ

た
と
解
さ
れ
る
。
実
検
使
の
派
遣
は
文
永
九
年
（
一
ニ
七
ニ
）
。
福
現
寺
•
平
行
轑

弘
安
三
年
碑

(
―
二
八
0
)
よ
り
八
年
早
い
。
季
春
上
旬
は
旧
三
月

L
旬
。
造
立
月

日
を
明
出
し
な
い
こ
と
は
当
時
の
常
識
か
ら
し
て
五
じ
日
忌
供
歪
と
み
る
の
が
適
切

で
あ
ろ
う
。
し
か
も
倍
吟
が
太
郎
を
称
し
て
い
る
点
、
行
的
の
父
に
擬
定
し
て
も
矛

盾
は
な
い

。

こ
の
板
碑
を
倍
愕
を
供
養
し
た
も
の
と
解
す
る
と
ぎ
‘
信
袴
は
こ
の
地
を
治
め
て

永
く
住
み
、
そ
の
実
績
に
よ
っ
て
幕
府
実
検
使
を
つ
と
め
、
そ
し
て
こ
の
地
に
崩
じ

た
も
の
と
い
え
る

。）

以
ー
に
よ
っ
て
高
泉
太
郎
信
鰐
は
、
平
姓
大
橡
氏
（
資
笥
の
流
れ
か
）
高
清
水
城

主
と
解
し
て
可
な
る
も
の
と
な
ろ
う
。

そ
の
信
的
と
肩
を
並
べ
て
、
山
内
中
務
三
郎
経
通
が
実
検
使
に
選
ば
れ
た
坪
由
、

そ
れ
は
大
橡
氏
に
匹
敵
す
る
出
自
、
高
清
水
城
主
に
劣
ら
ぬ
地
位
の
ほ
か
、
さ
ら
に

相
論
の
現
地
に
近
く
仕
む
と
い
う
、
高
清
水
同
様
の
立
地
的
条
件
が
加
味
さ
れ
た
上

で
の
指
名
で
あ
っ
た
ろ
う
。

つ
ま
り
八
幡
庁
に
対
す
る
高
清
水
、
そ
れ
と
同
範
囲
内
に
位
而
直
す
る
桃
生
。
す
な

わ
ち
経
通
は
当
時
桃
生
郡
に
居

11し
、
山
内
首
藤
氏
の
流
れ
を
汲
む
名
門
と
し
て
、

し
か
も
そ
の
実
力
が
認
め
ら
れ
て
実
検
使
に
任
命
さ
れ
た
と
理
解
し
た
い
。

実
力
、
そ
れ
は
高
泉
氏
の
場
合
地
頭
職
で
あ
っ
た
。
経
通
の
場
合
も
桃
牛
郡
地
頭

繊
こ
そ
相
応
し
い
。
否
、
事
実
と
認
め
る
。
（
後
述
）
。
信
悴
は
地
頌
職
と
し
て
こ
の

地
に
没
し
た
と
の
批
論
が
成
立
す
る

C

経
通
も
ま
た
こ
の
地
に
在
住
し
、
こ
の
地
に

終
わ
っ
た
可
能
性
も
大
い
に
有
り
得
る
。

経
通
に
つ
い
て
「
山
内
文
書
」
系
図
（
山
•
5
6
8
・
貞
治
三

年
・
一
三
六
四
）
は
宗
俊
四
男
•
三
郎
経
通
と
し
、
室
町
初

期
編
と
す
る
も
う
一
つ
の
系
図
（
山
•
5
6
9
)
は
重
俊
三
男
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
何

れ
に
も
江
書
し
て
「
文
水
二
年
(
―
二
六
―
-
）

二
月
十
二
日
於
京
都
死
去
ク
J
」
と
あ

る
。
も
し
こ
の
註
書
の
死
，
L
年
を
採
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
お
く
れ
る
実
検
使

（
文
永
九
年
）
と
し
て
の
経
通
は
あ
り
得
な
い
。

次
に
飢
出
関
東
卜
知
状
（
文
永
九
年
・
一
―

一六
九
）
の
経
通
は
中
務
三
郎
を
称
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
そ
の
父
は
中
務
丞
を
称
し
た
重
俊
で
あ
る
べ
き
で
、

そ
の

二
男
と
み
る
の
が
正
し
い

。

因
み
に
宗
俊
は
左
兵
衛
尉
で
あ
り
、
そ
の
子
息
は
兵
衛
三
郎

（嫡
男
時
通
）
兵
衛

四
郎
（
清
俊
）
を
称
し
た
。
こ
の
場
合
の
経
通
は
四
男
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
し
か
も

な
お
三
郎
を
称
す
る
の
も
不
審
で
あ
る
。
何
れ
も
誤
り
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

経
俊
が
拝
領
し
た
桃
生
郡
の
所
領
は
誰
に
譲
ら
れ
た
か
。
し
か
し
そ
れ
を
徴
す
べ

き
史
料
は
な
い
。
経
俊
に
は
重
俊
を
頭
に
俊
明
・
通
直
・
通
貞
・
通
元
（
仙
台
・
首

藤
氏
系
の
祖
・
後
述
）
の
五
人
の
子
息
が
居
た
が
少
な
く
と
も
俊
明
以
下
に
譲
ら
れ

た
形
跡
は
な
い

C

お
そ
ら
く
惣
領
と
し
て
重
俊
が
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ

と
は
時
業
か
ら
女
亀
鶴
へ
の
譲
り
（
山

•
3
2
)の
な
か
に

吉
野
村
地
頭
職
の
こ
と
が

み
え
、
こ
れ
が
重
俊
か
ら
受
け
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
重
俊
が
桃
生
郡
地
頭

職
を
受
け
、
そ
の
一
部
を
時
業
に
譲
っ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
桃
生
郡
地
頭
職
は
次
は
何
処
へ
？
。
長
男
俊
業
は
誅
死
(
>
次
の
宗
俊
は

嫡
流
（
の
ち
備
後
系
）
を
受
け
る
が
桃
生
郡
は
含
ま
れ
て
い
な
い

。
結
局
消
去
法
か
ら

三
男
で
あ
る
経
通
が
相
続
者
と
し
て
最
も
近
い
位
置
に
あ
り
、
そ
の
可
能
性
が
高
い
。

（
山
•
5
7
2
)
「
山
内
重
俊
子
孫
系
図
」
（
通
継
の
代
、
貞
和
・
貞
治
の
こ
ろ
成
立
か
）

は
、
頭
初
の
重
俊
に
傍
註
し
て
「
地
尉
じ
郷
の
‘
干

C

こ
れ
よ
り
は
う
は
う
（
方
々
）

ヘ
御
ゆ
す
ら
る
、
也
。
り
（
理
）
あ
る
な
り
」
。

こ
の
註
書
の
真
底
は
計
り
か
ね
る
が
、
重
俊
の
代
に
多
く
の
分
系
が
独
立
し
、
領

主
制
を
営
む
様
子
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
分
系
の
な
か
に
時
菜
系
・
経
通
系
か

経

通
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ィ
、
首
藤
氏
系
譜

宮
城
県
利
府
町

・
首
藤
義
昭
氏
（
も
と
塩
釜
市
在
住
）
は

桃
生
山
内
氏
末
裔
と
し
て
、
数
種
の
系
譜
・
系
図
類
を
伝
承

保
有
し
て
い
る
（
以
下
「
塩
釜
系
譜
」
と
略
称
す
る
）
。

「
塩
釜
系
譜
」
は
そ
の
内
容
（
執
箪
者
）
か
ら
、
次
の
四
類
に
大
別
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。

概 含
ま
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

重
俊
が
何
故
複
数
の
庶
流
の
独
立
を
認
め
る
多
系
制
を
採
る
の
か

C

そ
れ
は
す
で

に
承
久
の
変
に
そ
の
先
例
を
み
る

e
m俊
は
二
人
の
息
子
（
俊
業

・
宗
俊
）
を
そ
れ

そ
れ
京
方
•
幕
府
方
に
つ
け
た
。
そ
れ
は
名
跡
を
保
っ
た
め
の
―
つ
の
手
段
で
あ
っ

た
C

そ
れ
か
市
俊
の
流
儀
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
も
紆
通
系
成
立
の
可
能
性
を
感
じ
る

の
で
あ
る
。

1
、
頼
広
撰
す
る
と
こ
ろ
の
記
録
（
貞
亨
三
年
・

一
六
八
六
）

2
、
知
平
記
述
、
首
藤
先
祖
之
事
聞
伝
井
考
え
の
覚

3
、
儀
兵
衛
知
通
記
、
桃
生
領
主
山
内
伝

4
、
上
記
そ
れ
そ
れ
の
写
本
お
よ
び
分
家
系
図

こ
れ
ら
の
大
要
を
述
べ
る
と

1
、
は
本
系
譜
の
主
要
を
な
す
も
の
で
、
そ
れ
は
さ
ら
に
次
の
四
項
よ
り
成
る

元
祖
の
出
自
、
経
俊
の
桃
生
郡
拝
領
、
そ
し
て
知
貞
が
葛
西
宗
清
に
攻
め
滅
ぽ
さ

れ
相
馬
へ
出
奔
。
さ
ら
に
相
馬
で
の
変
転
の
の
ち
頼
広
に
よ
る
本
系
譜
修
撰
が
企
画

さ
れ
る
に
至
る
大
要
が
記
さ
れ
、
「
貞
亨
三
年

(
-
六
八
六
）
歳
在
丙
寅
孟
春
十
一
日
、

首
藤
太
郎
左
衛
門
頼
広
謹
撰
」
の
奥
書
が
あ
る
。

五、

要

「
塩
釜
首
藤
氏
系
譜
」

ロ
、
修
撰
系
図
記

顎
広
が
本
系
譜
を
ま
と
め
る
に
主
る
ま
で
の
具
体
的
な
経
緯
を
綴
っ
た
も
の
。

二
、
代
々
系
脈
図

も
っ
と
も
紙
数
を
割
き
各
世
代
の
事
績
を
述
べ
、
特
に
経
俊
・
経
通

・
成
通
（
資

・

4
)
、
後
代
の
義
通
・
貞
通
・
知
貞
に
つ
い
て
詳
し
い
、
い
わ
ゆ
る
「
永
正
合
戦
記
」

は
貞
通

・
知
貞
の
項
の
内
容
そ
の
も
の
の
別
称
で
あ
る
。

2
、
知
平
説
は
父
頼
広
の
主
張
と
対
立
す
る
場
面
が
多
く
、
た
と
え
ば
桃
生
郡
拝

領
を
経
俊
の
末
弟
と
し
、
以
下
義
通
ま
で
十
余
第
名
諒
知
れ
ず
な
ど
。
但
し
そ
の
主

張
の
根
拠
は
殆
ど
「
云
伝
え
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

3
、
知
通
に
よ
る
「
桃
生
領
主
山
内
伝
」
は
永
正
合
戦
の
様
相
を
述
べ
た
も
の
で

あ
る
が
、
頼
広
の
合
戦
記
と
内
容
を
異
に
し
、
む
し
ろ
「
日
形
系
」
（
後
述
）
に
近

い
も
の
で
あ
る
。

4
、
後
代
分
家
用
に
模
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

す
で
に
頼
広
・
知
平
説
の
対
立
に
み
る
よ
う
に
、
本
系
譜
に
対
す
る
識
者
の
認
識

は
多
様
で
あ
る
。
た
し
か
に

一
部
問
題
視
さ
れ
る
記
述
の
み
ら
れ
る
こ
と
も
否
め
な

い
。
か
と
い
っ
て
そ
れ
を
も
っ
て
全
て
を
否
定
し
さ
る
こ
と
も
妥
当
で
は
な
い
。
す

と
き

で
に
数
代
な
い
し
十
数
代
に
亘
る
悠
久
の
刻
が
流
れ
去
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し

ろ
証
酷
が
あ
っ
て
も
当
然
。
そ
う
し
た
な
か
か
ら
よ
り
正
し
い
事
実
を
抽
出
し
、

一

歩
で
も
真
実
に
迫
る
姿
勢
こ
そ
望
ま
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
口
伝
・
伝

承
と
い
え
ど
も
耳
を
傾
け
る
心
構
え
が
求
め
ら
れ
る
も
の
と
い
え
る
。

子
孫
に
対
し
正
し
い
家
紋
の
伝
承

ハ
、
家
紋
·
幕
紋
•
旗
紋
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郎
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近
世
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系
図

系

（
「
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釜
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譜
」

．
墓
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よ
り
）

女
（
登
米
行
賢
室
）

經
俊
－
經
通
－
成
通
－
隆
知
－
秀
知
I
－
秀
章
－
忠
清
－
矩
清
－
頼
通
－
義
通
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－
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－
頼
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頼
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二
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頼
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4
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（
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釜
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藤
氏
系
譜
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代
々
系
脈
図
よ
り
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経 経

代
々
系
脈
図
は
経
通
の
条
に
次
の
記
述
が
あ
る
。

①
経
俊
之
嫡
子

②
任
左
衛
門
尉

③
四
條
院
仁
治
二
年
(
―
二
四
一
）
正
月
廿
三
日
、
将
軍
頼
経
公
出
遊

通

桃
生
山
内
氏
の
成
立
を
考
え
る
上
で
代
々
系
脈
図
に
も
と

づ
ぎ
初
期
三
代
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
本
系
譜
の
経
俊
に

関
す
る
記
事
は
頗
る
多
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
内
容
が
、
用
語
・

日
時
を
含
め
全
て

『吾
妻
鑑
』
（
最
終
的
に
は
嘉
元
代
・

ニ
―1
0
五
こ
ろ
成
立
）
に
類
似
し
、
建
保
四
年

七
月
廿
九
日
条
を
も
っ
て
終
る
こ
と
も
『
吾
妻
鑑
』
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
正
し

く
同
書
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
『
吾
妻
鑑
』
に
通
暁
し
た
人
物
の
介
在
が
う
か
が
わ

れ
、
そ
の
こ
と
は
経
通

・
成
通
に
つ
い
て
も
そ
の
條
向
が
強
い
。
た
だ
、
い
わ
ゆ
る

天
文
二
年
旧
記
と
す
る
古
記
、
ま
た
善
堂
記
か
ら
の
引
用
文
が
註
記
の
形
で
挿
入
さ

れ
て
い
る
の
が
目
を
引
く
。
以
下
そ
の
部
分
を
記
す
。

天
文
二
年
(
-
五
三
三
）
八
月
中
旬
所
書
写
之
記
文
云
。
当
国
東
奥
大

守
葛
酉
二
郎
壱
岐
守
清
重
、
文
治
年
中
領
五
郡
二
保
而
下
経
十
余
代
、
又

隣
郡
太
守
鎌
倉
山
内
首
藤
刑
部
丞
経
俊
、
彼
亦
同
年
中
領
桃
生
廿
四
郷
而

経
十
余
代
云

善
堂
記
云
、
刑
部
大
夫
経
俊
公
、
従
鎌
倉
殿
拝
領
桃
生
廿
四
郷
下
向
、

之
今
按
経
俊
桃
生
之
後
至
建
仁
三
年
(
―
二

0
三
）
猶
住
勢
州
守
護
所
、

然
則
其
始
則
使
嫡
男
経
通
住
桃
生
永
井
城
治
郡
内
之
事
、
経
俊
被
罷
勢
州

守
護
職
之
後
、
来
築
七
尾
城
而
為
居
城
乎
未
詳

経
俊
は
嘉
禄
元
年
(
―
ニ
―

―五
）
六
月
廿
一
日
没
·
八
九
歳
と

（山

•
5
6
8
)。
但

し
代
々
系
脈
図
は

「
某
年
月
日
卒
法
名
蓮
阿
弥
陀
仏」
。
こ
の
蓮
阿
弥
陀
仏
に
つ
い

て
は
後
述
「
如
来
の
板
碑
」
で
取
り
上
げ
る
。

俊

①
経
通
は
経
俊
の
嫡
子
で
は
な
い
。

⑦
す
で
に
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
経
通
は
中
務
三
郎
を
称
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

重
俊
三
男
が
妥
当
で
あ
り
、
こ

こ
で
い
う
経
俊
嫡
子
と
す
る
は
誤
り
と
な
る
。

⑪
経
俊
の
死
亡
は
嘉
禄
元
年
・
(
―ニ

ニ
五
）
八
十
九
オ
。
経
通
の
実
検
使
拝

命
は
文
永
九
年
（

一―

―七
―
-）
。
そ
の
間
四
七
年
。
こ
れ
に
よ
り
経
通
の

一
―

代
目
は
年
齢
的
に
適
合
し
な
い
。
因
み
に
重
俊
は
仁
治
三
年
（
一
―

一四―

-）

没
•
八
六
オ
（
山
•
5
6
8
)

②
経
通
は
果
し
て
左
衛
門
尉
を
称
し
た
か
。

『
吾
妻
鑑
』
寛
元
四
年

（一

―
一四
六
）
八
月
十
五
日
の
条
。
鶴
岡
放
生
会
に
当
り

将
軍
頼
嗣
御
車
の
左
右
の
十
人
の
供
奉
人
の
な
か
に
、
山
内
中
務
三
郎
の
名
が
あ
る
。

こ
の
十
人
は
、
佐
原
七
郎
左
衛
門
尉
な
ど
衛
門
尉
•

兵
衛
尉
を
称
す
る
も
の
三
人
は

頭
初
に
記
さ
れ
、
以
下
七
人
は
那
須
次
郎
な
ど
単
に
通
称
の
み
で
官
途
は
な
い
。
従
っ

て
山
内
中
務
三
郎
は
む
し
ろ
多
数
派
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
佐
衛
門
尉
に
任
じ
ら
れ

て
い
た
と
は
お
も
わ
れ
ず
、
ま
た
そ
の
後
の
関
東
下
知
状
（
文
永
九
年
・

一―

一七
二）

に
も
そ
の
官
途
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の

「任
左
衛
門
尉
」
は
誤
り
と
指
摘
さ
れ

よ
う
。但

し
系
脈
図
は
こ
の

『吾
妻
鑑
』
寛
元
四
年
条

「山
内
中
務
三
郎
」
の
記
事
を
見

落
と
し
た
か
そ
の
事
績
と
し
て
採
り
上
げ
て
い
な
い
。

③
代
々
系
脈
図
に
よ
れ
ば
、
仁
治
二
年
（
一
―

一四

一
）
正
月
廿
三
日
、
将
軍
頼
経

が
馬
場
殿
に
渡
御
し
、
将
士
の
射
術
を
御
覧
に
な
り
、
そ
の
人
数
の
な
か
に
「
経
通

が
居
た
」
と
す
る
。
た
し
か
に
『
吾
妻
鑑
』
同
日
条
は
右
行
事
を
あ
っ
た
こ
と
を
記

以
下
こ
れ
ら
に
つ
き
考
証
を
加
え
る
。

子
馬
場
殿
命
堪
能
輩
射
遠
笠
懸
次
於
弓
場
相
加
宿
老
輩
有
的
之
儀

経
通
為
其
人
数
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イ
、
御
格
子
番
と
し
て
、
山
内
新
左
衛
門
尉
成
通

成

④
経
通
第
一
之
子

⑤
小
名
左
衛
門
太
郎
後
任
左
衛
門
尉
称
新
左
衛
門
尉

⑥
後
深
草
院
建
長
四
年
(
―
二
五
二

）
四
月
朔
日
、

宗
尊
親
王
為
鎌
倉
主

而
下
着
焉

⑦
同
一
―一
日
被
定
御
格
子
上
下
番
成
通
為
其
五
番
結
衆

⑪
同
六
年
六
月
十
六
日
、
鎌
倉
中
物
怠
（
騒
）
自
作
（
昨
）
夕
諸
子
群

参
御
所
、
成
通
亦
参
上
見
干
著
到
記

◎
同
八
年
六
月
廿
九
日
放
生
会
、
将
軍
宗
尊
親
主
参
宮
仕
奉
人
之
事
越

州
任
例
注
穂
人
数
申
下
御
点
成
通
入
御
点
散
状

た
し
か
に
『
吾
妻
鑑
』
は
、
右
（
イ
・
ロ
・
ハ
）
そ
れ
ぞ
れ
の
同
日
条
に
成
通
の

名
を
記
す
。

通

系
脈
図
は
次
に
成
通
を
た
て
る
。
そ
れ
に
は
。

す
が
、
経
通
の
名
は
な
い
。
た
だ
同
書
に
は
「
笠
懸
の
射
手
」
と
し
て
十
人
の
名

が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
な
か
に
「
山
内
左
衛
門
尉
（
次
郎
）
」
が
あ
る
。
あ
る
い
は
系

脈
図
は
こ
の
人
物
を
経
通
に
当
て
た
も
の
で
は
あ
ま
い
か
。
で
あ
れ
ば
先
の
「
任
左

衛
門
尉
」
と
も
符
合
す
る
。
し
か
し
こ
の
山
内
左
衛
門
尉
（
次
郎
）
は
経
通
と
は
別

人
で
あ
る
。

左
衛
門
尉
（
次
郎
）
に
つ
い
て
は
こ
の
あ
と
、
『
吾
妻
鑑
』
仁
治
―
―
年
(
―
二
四

-
）
十
一
月
廿
七
日
条
（
関
東
射
芸
名
人
の
肖
像
を
画
か
し
む
）
ほ
か
二
度
（
仁
治

四
年
・
寛
元
二
年
）
そ
の
名
を
み
る
が
何
れ
も
別
人
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

つ
ま
り
系
脈
図
が
、
山
内
左
衛
門
尉
を
も
っ
て
経
通
に
当
て
た
の
で
あ
れ
ば
、
大

い
な
る
誤
り
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

ロ
、
鎌
倉
中
物
騒
二
付
、
山
内
新
左
衛
門
尉
（
成
通
）

ハ
、
放
生
会
御
参
宮
の
供
奉
人
と
し
て
、
山
内
新
左
衛
門
尉
（
成
通
）

従
っ
て
成
通
が
、
右
時
代
に
実
在
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
認
め
得
る
。
し
か
し

『山
内
文
書
』
系
譜
（
山

•
5
6
8
)
は
経
通
の
嫡
子
と
し
て
太
郎
経
重
を
つ
く
り
、
こ

こ
に
は
成
通
の
名
は
な
い

。
な
お
、
成
通
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

成
通
以
下
は
、
隆
知
ー
秀
和
I

秀
章
ー
忠
清
ー
矩
清
ー
頼
通
I

義
通
I

貞
通
I

知

貞
と
つ
づ
く
。
こ
の
う
ち
隆
知
か
ら
矩
清
ま
で
に
つ
い
て
は
通
字
の
使
用
も
な
く
、

系
脈
図
の
記
事
も
釈
然
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
知
平
の
い
う
「
十
余
代
名
緯
知
ら

ず
」
（
後
述
）
と
は
こ
の
時
期
を
指
す
も
の
か
。

た
だ
頼
通
・
義
通
に
つ
い
て
は
後
段
で
そ
の
都
度
ふ
れ
、
貞
通
・
知
貞
に
つ
い
て

は
特
に
「
永
正
合
戦
記
」
と
し
て
記
述
し
た
い

。

首
藤
先
祖
之
事
「
首
藤
先
祖
之
事
聞
伝
井
考
之
覚
」（
以
下
「
考
之
覚
」
と

聞
伝
井
考
之
覚

略
称
）
筆
者
知
平
（
宝
水
六
年

・

一
七
0
九
卒
•
五
一
オ
）

は
頻
広
（
「
代
々
系
脈
図
」
な
ど
撰
）
の
嫡
子
、
文
箪
を
も
っ
て
仙
台
藩
に
仕
え
る

身
で
実
直
の
士
で
あ
っ
た
。

頼
広
は
知
平
に
系
譜
の
修
撰
を
任
せ
た
か
っ
た
ら
し
い
が
、
意
見
の
相
違
も
あ
っ

て
か
そ
れ
が
実
現
し
た
様
子
は
見
え
な
い

。

頼
広
の
撰
し
た
代
々
系
脈
図
に
つ
い
て
知
平
は
不
満
を
い
だ
き
、
自
ら
の
見
解
に

も
と
づ
く
先
祖
に
つ
い
て
の
「
考
え
」
を
、
子
孫
の
た
め
に
「
覚
え
」
と
し
て
書
き

遺
し
た
の
が
こ
の
一
文
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
父
の
死
後
で
あ
っ
た
か
。
自
筆
署
名
あ

。
り

全
文
十
項
目
。
こ
こ
で
は
便
宜
上
項
目
順
に
番
号
を
附
し
、
内
容
の
大
意
（
主
と

し
て
桃
生
山
内
氏
初
祖
に
関
わ
る
）
と
そ
の
論
拠
を
括
弧
内
に
記
し
た
。

1
、
出
自
に
つ
い
て
。
藤
原
姓
秀
郷
の
後
胤
（
大
系
図
？
）

2
、
「
我
ら
共
首
藤
は
奥
州
桃
生
郡
主
首
藤
の
嫡
流
と
云
伝
う
。

其
の
申
伝
の
趣
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頼
広
説
と
知
平

説

の

比

較

図
）
は
『
吾
妻
鑑
』

は
鎌
倉
山
内
酋
藤
刑
部
丞
俊
通
始
て
奥
州
桃
生
を
領
し
て
下
向
」
。
（
言
い
伝

え）

3
、
右
―一
□
い
仏
え

（俊
逍
桃
生
下
向
）
は
訊
り
て
あ
る
と
し
、
「
俊
通
の
末
子
、

文
治
五
年
平
泉
合
戦
に
従
い
軍
功
あ
り
て
頼
朝
公
よ
り
桃
生
を
允
行
は
れ
た

こ
と
必
定
と
名
る
也
」
。
「
然
る
間
我
家
は
俊
通
の
末
＋
の
流
れ
と
心
得
へ
き

也」
e

（
知
半
の
推
論
）
c

4
、
「
桃
牛
首
藤
の
元
祖
俊
通
」
と
す
る
こ
と
は
一
口
い
伝
え
の
ほ
か
天
文
二
年
旧

記
（
後
迩
）
に
も
あ
り
。

5
、
「
居
城
は
中
島
村
じ
尾
舘
」
こ
れ
は
申
し
伝
え
な
ら
び
に
天
文
一
年
旧
記
に

あ
り
。

6
、
葛
西
に
降
参
の
こ
と
言
い
伝
え
に
は
誰
代
と
も
な
し
。
天
文
二
年
旧
記
に
は

貞
通
代
と
。

7
、
桃
生
没
落
の
こ
と
。

言
い
伝
え
の
み
で
天
文
二
年
旧
記
に
は
見
え
ず
。

8
、
桃
生
没
落
の
根
本
は
叔
母
聟
登
米
城
主
（
そ
の
名
言
い
伝
え
な
し
）
の
ざ
ん

言
（
言
い
伝
え
）
。
天
文
二
年
旧
記
は
登
米
太
郎
行
賢
と

9
、
家
紋
、
幕
紋
等
（
言
い
伝
え
）
天
文
二
年
旧
記
に
あ
り

10
、
先
祖
代
々
の
名
誰
、
「
経
俊
ま
で
は
大
系
図
に
も
あ
り
。
」

し
か
し
、
「
桃
生
居
住
以
来
の
先
祖
の
名
緯
は
義
通
よ
り
前
は
相
知
れ
ず
」
と
そ

の
理
由
と
し
て
天
文
二
年
旧
記
に
「
俊
通
よ
り
十
余
代
義
通
嫡
子
貞
通
」
と
し
る
し

た
る
を
み
れ
ば
、
十
余
代
知
れ
さ
る
な
り
、
に
よ
る
と
す
る
。
義
通
以
後
の
こ
と
は

天
文
―
―
年
旧
記
と
頼
常
（
頼
広
父
）
の
書
き
記
し
た
も
の
に
よ
る
と
。

こ
れ
ら
を
通
し
て
感
じ
る
こ
と
、
そ
れ
は
知
平
主
張
の
根
拠
は
殆
ど
「
言
い
伝
え
」

に
基
づ
く
も
の
で
、

一
部
天
文
―
一
年
旧
記
が
こ
れ
を
補
足
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
代
々
系
脈
図
」
と
「
考
之
覚
」
の
相
違
点
、
そ
れ
は
頼
広

と
知
平
の
見
解
の
差
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
頼
広
（
代
々
系
脈

•
天
文
二
年
旧
記
・
善
堂
記
な
ど
か
ら
の
引
用
を
柱
と
す
る
に

知
平
説
の
疑
惑

対
し
、
知
平

（
考
之
覚
）
は
殆
ど
の
項

目
に
つ
い
て
、
「
云
伝
ニ
ョ
レ
バ
」
「
云

伝
フ
」
と
す
る
。
つ
ま
り
知
平
の
諭
旨

は
「
百
い
伝
え
」
を
根
拠
と
す
る
も
の

で
、
何
か
に

一
部
天
文
二
年
旧
記
・
大

系
図
(
?
.
)
を
引
く
程
度
で
あ
る
c

次
に
両
論
の
、
干
た
る
対
立
点
を
表

（
資
•
6
)
と
し
て
示
す
。

「
塩
釜
首
藤
系
譜
」
中
、
頻
広
説
を

採
る
も
の
と
し
て
、
「
首
＂
膝
氏
系
譜
」

「
修
捩
系
図
記
」
「
代
々
系
脈
図
」
（
何

れ
も
和
式
漢
文
）
が
あ
り
、
知
平
説
と

し
て
は
、
知
平
自
箪
「
首
藤
先
祖
之
事

聞
伝
井
考
之
覚
」
（
平
仮
名
混
1
1
文
語

体
、
能
書
）
「
首
藤
氏
系
図
」
（
和
式
漢

文
・
系
譜
体
、
知
平
筆
と
異
な
る
）
が

あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
写
本
二
種
が

あ
る
。

知
平
説
に
つ
い
て
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ
を
挙
げ
て
検
討
す

る。

1
、
桃
生
郡
拝
領
者

頼
広
は
「
『
吾
妻
鑑
』
文
治
五
年
七
月
」
と
し
て
経
俊
の
平
泉
合
戦
従
軍
を
認
め
、

そ
の
勲
功
に
よ
っ
て
桃
生
郡
を
拝
領
し
た
と
明
言
す
る
。

（資 .6)頼広説と知平説の対比

No. 項 目 頼広 9代 々系脈図」 知 ・1i 「考え党」

1 平 泉 合 戦 経 俊 参 戦 俊追の末 f 某参戦

2 桃 生郡の拝領 経 俊 俊 通 の 末 子

3 経通について 経俊の嫡子 認めなし'(名諒知れず）

4 桃 生 山 内 氏 の 祖 経俊一経通 佼 追 0) 末 子

5 世 系 経 俊以来十二代 ー系十余代（一部名諱知れず）

6 永正合戦第三次 永正十一年 =ー．次にはふれず否定的

7 登米太郎行賢 貞 通 姉 婿 千代竹の叔父（父方か丹方かオヽ明）

8 桃生山内氏没落のこと 永正十二年 天文ニ年旧記になし（永正九年以降）降二） I 
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こ
れ
に
対
し
知
平
は
、
「
言
い
伝
え
」
と
し
て
「
鎌
倉
山
内
首
藤
刑
部
丞
俊
通
始

テ
奥
州
桃
生
ヲ
領
シ
テ
下
向
、
代
々
葛
西
氏
卜
傍
輩
ナ
リ
」
と
し
、
ま
た
天
文
二
年

旧
記
「
山
内
首
藤
刑
部
丞
俊
通
文
治
年
中
桃
生
廿
四
郷
ヲ
領
知
ス
」
を
引
く
。
さ
す

が
に
俊
通
下
向
は
誤
り
と
し
、
俊
通
の
末
子
（
経
俊
の
末
弟
）
某
が
、
平
泉
合
戦
に

従
い
そ
の
軍
功
で
頼
朝
よ
り
桃
生
を
「
充
行
わ
れ
た
る
べ
き
な
り
」
と
す
る
が
、
何

れ
に
し
て
も
頼
広
説
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
『
吾
妻
鑑
』
に
は
、
経
俊
の
桃
生
郡
拝
領
の
記
事
は
な
い
。
し
か
し
若

し
知
平
が
『
吾
妻
鑑
』
文
治
五
年
七
月
十
九
日
条
に
示
さ
れ
た
、
平
泉
へ
向
う
頻
朝

軍
の
な
か
に
、
山
内
一二
郎
経
俊
の
名
を
見
出
し
て
い
れ
ば
、
お
そ
ら
く
俊
通
拝
領
の

発
言
は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
お
も
う
。

2
、
「
十
余
代
名
諒
知
れ
ず
」

知
平
は
桃
生
居
住
以
来
の
先
祖
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

先
祖
の
名
緯
等
刑
部
丞
経
俊
迄
の
代
々
は
大
系
図
に
も
見
え
た
り
。
桃

生
居
住
以
来
の
先
祖
名
諒
は
備
前
守
義
通
よ
り
前
は
相
知
れ
ず
候
。
天
文

二
年
の
記
に
俊
通
よ
り
十
余
代
備
前
守
義
通
嫡
子
刑
部
大
夫
貞
通
と
し
る

し
た
る
を
み
れ
ば
十
余
代
知
れ
ざ
る
也

た
し
か
に
今
回
も
経
通
・
成
通
ま
で
は
辛
う
じ
て
そ
の
裏
付
け
が
と
れ
た
が
、
以

降
の
五
代
に
つ
い
て
は
通
字
も
用
い
ず
そ
の
事
績
も
あ
い
ま
い
で
、
累
代
と
し
て
認

め
る
に
は
躊
躇
す
る
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
知
平
の
言
い
分
は
個
々
に
つ
い
て
の
当
否
で
は
な
く
、
む
し
ろ
二
十
余
代
」

と
す
る
表
現
に
つ
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
十
余
代
と
す
る
不
正
確
な
表
現
は
、
歴
代

個
有
名
が
明
白
で
な
い
こ
と
に
因
る
も
の
で
、
そ
の
名
諒
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
当
然

代
数
も
確
か
な
数
字
と
し
て
出
る
筈
で
、
よ
っ
て
こ
の
歴
代
の
名
諒
は
疑
問
視
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
す
る
知
平
流
の
論
理
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

『

知

平

撰

』

は

あ

っ

た

か

3
、
頼
通
に
つ
い
て

代
々
系
脈
図
は
後
年
の
頼
通
の
代
よ
り
俄
に
記
事
量
を
増
す
。
し
か
し
頼
通
の
項

の
内
容
は
、
嫡
子
義
通
が
父
の
廿
七
回
忌
（
文
亀
二
年
正
月
廿
日
・
一
五

0
-
―)
供

養
を
一
一
カ
月
繰
り
上
げ
、
前
年
の
十
一
月
廿
日
天
星
寺
海
雲
和
尚
に
よ
る
、

二
夜
三

日
に
亘
る
盛
大
な
法
要
を
行
っ
た
こ
と
を
記
す
も
の
で
、
正
し
く
は
頼
通
で
は
な
く

義
通
の
事
績
を
つ
づ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
来
の
年
忌
相
当
日
に
は
、
義
通

に
よ
る
修
善
堂
落
慶
の
儀
を
修
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
修
善
堂
の
建
立
は
、
実
は
父
頼
通
の
菩
提
成
就
を
兼
ね
る
も

の
で
も
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

し
か
も
頼
通
は
、
子
や
孫
で
あ
る
義
通
・
貞
通
と

「通
」
の

一
字
を
共
有

（通
字
）

す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
天
星
寺
開
基
と
し
て
「
天
星
寺
殿
太
白
道
智
大
禅
定
門
」

の
称
号
を
持
ち
（
天
星
寺
位
牌
に
は
「
七
尾
舘
主
・
花
輪
院
殿
」
）
、
そ
の
没
年
は
位

牌
と
合
致
す
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
頼
通
の
実
在
は
動
か
し
難
い
も
の
と
な
ろ
う
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
知
平
は
こ
れ
を
無
視
し
、
頼
通
を
含
め
て
「
名
詭
不
明
」
と
し

て
い
る
。
お
も
う
に
こ
れ
は
知
平
が
、
あ
る
い
は
「
善
棠
記
」
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ

た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
彼
の
作
「
考
之
覚
」
は
善
堂
記
に
つ
い
て
は

全
文
を
通
し
て
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
。

残
念
な
が
ら
「
善
棠
記
」
と
す
る
そ
の
も
の
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
修
善

望
そ
の
も
の
は
確
か
に
造
ら
れ
た
形
跡
が
あ
る
。
現
在
天
星
寺
に
保
管
す
る
木
像
二

体
は
同
祠
党
の
礼
拝
仏
、
阿
弥
陀
三
尊
の

一
部
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
後
述
）
。

4
、
知
平
は
江
田
七
郎
の
族
系
を
知
ら
ず
「
首
藤
一
家
の
者
か
。
貞
通
の
弟
な
ど

に
も
有
之
か
。」
な
ど
と
し
て
い
る
（
「
考
之
覚
」
）
。

こ
の
よ
う
に
知
平
の
自
家
の
系
図
に
対
す
る
認
識
は
充
分
に
透
徹
し
た
も
の
で
は

な
く
従
っ
て
そ
の
発
言
に
つ
い
て
は
一
考
を
要
す
べ
き
で
あ
る
。

頼
広
は
系
譜
を
修
す
る
に
当
っ
て
「
家
伝
・
略
系
図
•
古

記
ヲ
モ
ッ
テ
知
平
二
修
補
セ
シ
メ
子
孫
二
永
々
伝
フ
」
と
し
、
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ま
た
「
知
平
ノ
官
暇
（
ヲ
利
シ
テ
）
草
稿
ヲ
撰
シ
メ
」
た
と
す
る
。
し
か
し
果
し
て

知
平
は
こ
の
撰
の
み
な
ら
す
系
譜
の
作
成
一
般
に
携
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
疑
わ
し

い
。
）
そ
の
坪
由
と
し
て

l
、
代
々
系
脈
図
の
経
俊
・
経
通
・
成
通
二
代
に
つ
い
て
、
事
績
と
し
て
掲
げ
る

内
容
は
、
日
時

・
用
語
を
含
め
て
殆
ど

『吾
妻
鑑
』
か
ら
の
流
用
で
あ
り
、
加

え
て
経
俊
の
項
に
は
「
東
鑑
所
載
不
詳
」
と
す
る
註
釈
が
三
ヶ
所
に
み
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
著
者
は
『
吾
妻
鑑
』
に
関
し
て
は
か
な
り
精
通
し
た

造
詣
の
深
い
人
物
が
想
定
さ
れ
る
。

一
方
知
平
は
経
俊
の
平
泉
合
戦
従
軍
（
同
書
・
文
治
五
年
七
月
十
九
日
条
）
を
知

ら
な
か
っ
た
。

2
、
代
々
系
脈
図
は
経
俊
の
項
に
平
泉
従
軍
を
認
め
、
そ
の
武
功
に
よ
る
桃
生
郡

拝
領
を
記
す
。
若
し
知
平
が
頼
広
の
い
う
よ
う
に
こ
れ
ら
の
修
撰
に
関
わ
っ
た
と
す

れ
ば
、
当
然
経
俊
の
平
泉
参
戦
を
了
知
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
、
「
考
之
覚
」
は
平
仮
名
混
り
達
筆
で
、
さ
す
が
文
筆
を
も
っ
て
藩
仕
え
る
知

平
自
筆
と
認
め
得
る
も
の
で
あ
る
（
末
尾
に
知
平
自
身
の
名
乗
り
あ
り
）
。
そ
れ
に

比
し
代
々
系
脈
図
は
和
式
漢
文
体
で
書
体
も
巧
者
と
は
い
え
ず
、
一
連
す
る
修
撰
系

図
記
・
首
藤
氏
系
譜
と
同
箪
同
様
式
を
採
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
両
記
は

筆
者
を
異
に
し
著
者
を
異
に
す
る
と
い
え
る
も
の
で
、
知
平
の
代
々
系
脈
図
等
へ
の

関
与
は
考
え
難
い
。

4
、
代
々
系
脈
同
に
は
知
平
の
主
張
（
た
と
え
ば
俊
通
の
末
子
の
従
軍
、
そ
れ
に

よ
る
桃
生
郡
拝
領
、
数
代
名
詭
知
ら
ず
、
疑
わ
し
き
は
記
さ
ず
等
）
は
全
く
反
映
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
修
撰
の
意
を
な
さ
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
任
に
当
た
ら
な
か
っ

た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

知
平
は
博
学
・
能
書
を
も
っ
て
伊
達
綱
村
に
仕
え
る
頼
広
自
慢
の
男
子
で
あ
っ
た
。

修

善

堂

記

し
か
し
両
者
の
編
集
に
対
す
る
姿
勢
に
は
、
根
本
的
な
大
き
な
開
き
が
あ
っ
た
。

「
疑
わ
し
き
は
記
さ
す
」
と
す
る
知
半
。
先
祖
の
系
譜
を
こ
の
際
何
と
し
て
も
纏
め

て
子
孫
に
遺
し
た
い
、
そ
の
強
い
想
い
の
穎
広
と
の
間
に
は
深
い
溝
が
あ
り
、
そ
の

た
め
の
相
剋
の
場
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
知
平
は
お
そ
ら
く
こ
の
仔
を
辞
し
た
と
み

る
べ
き
で
、
結
局
頼
広
の
意
向
に
そ
う
内
容
に
ま
と
ま
っ
た
と
み
る
の
が
至
当
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
頼
広
の
死
後
、
知
平
の
見
解
を
示
す
「
考
之
覚
」
が
書
か
れ
た
、
と

考
え
る
。

要
す
る
に
代
々
系
脈
図
な
ど
の
発
刊
に
知
平
は
関
わ
ら
な
か
っ
た
と
す
る
。
従
っ

て
知
平
は
、
こ
れ
ら
記
述
の
依
拠
す
る
と
こ
ろ
の
史
科
に
つ
い
て
、
充
分
熟
知
し
て

い
な
か
っ
た
疑
い
が
残
る
。
知
平
が
否
定
し
た
な
か
に
も
、
一
部
真
実
が
か
く
さ
れ

て
い
た
可
能
性
も
否
定
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

頼
広
が
「
塩
釜
系
譜
」
を
草
す
る
に
当
っ
て
、
直
接
的
な

史
料
（
種
本
）
と
し
た
―

一種
の
古
記
録
が
あ
る
。

―
つ
は
相
馬
小
高
（
福
島
県
）
・
同
慶
禅
寺
雷
峰
和
尚
よ
り
受
け
た
と
す
る
「
修

善
堂
記

（
善
堂
記
）
」
で
、
こ
こ
に
は
先
祖
九
代
の
影
像
と
そ
れ
に
対
す
る
讃
詞
、

そ
し
て
粘
香
法
語
が
あ
り
「
文
亀
年
中
(
-
五

0
-
|
0
四
）
述
作
ス
ル
所
」
と
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
先
祖
九
代
（
経
俊
ー
経
通
ー
成
通
ー
隆
知
I

秀
知
I

秀
章
ー
忠

清
ー
矩
清
ー
頓
通
）
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
と
し
、
ま
た
経
俊
の
桃
生
拝
領
、
経
通

の
永
井
居
城
を
知
る
の
で
あ
る
（
修
撰
系
図
記
）
。

こ
の
「
善
堂
記
」
に
つ
い
て
代
々
系
脈
図
（
義
通
の
項
）
に
よ
れ
ば
、
貞
通
の
父

義
通
は
隠
居
後
入
道
を
称
し
、
七
尾
城
西
舘
に
祠
堂
を
つ
く
り
こ
れ
を
修
善
堂
と
名

付
け
阿
弥
陀
三
尊
を
安
置
、
あ
わ
せ
て
鼻
祖
以
来
九
代
の
霊
位
を
祀
っ
て
日
々
礼
拝

を
怠
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
祠
堂
の
落
慶
に
当
り
、
梅
渓
寺
（
石
巻
市
湊
•
曹
洞
宗
）

極
浦
和
尚
に

「作
堂
記
」
を
請
う
て
い
る
。

そ
の
作
堂
記
の
日
附
が
「
文
亀
二
年
孟
春
（
一
月
廿
日
(
-
五

0
1
―)
」
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
（
修
）
善
堂
記
は
、
そ
の
名
称
（
七
尾
城
内
の
霊
堂
）
内
容
（
先
祖
九

代
の
影
像
な
ど
）
成
立
年
（
作
堂
記
の
年
記
に
通
じ
る
）
か
ら
、
義
通
（
も
し
く
は

141 



と
す
る
。

ま
た
代
々
系
脈
図
・
経
俊
の
項
に
も

と
し
そ
の
成
立
に
つ
い

て

そ
の
指
名
者
）
作
が
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
う
で
あ
れ
ば
時
あ
た
か
も
貞
通
の
代
、

世
系
最
大
の
隆
盛
期
に
当
り
、
そ
の
記
述
は
世
に
憚
る
こ
と
な
く
自
由
率
直
な
発
言

が
出
来
た
わ
け
で
、
内
容
的
に
は
一
応
信
の
お
け
る
も
の
と
解
し
て
可
な
る
も
の
と

い
え
よ
う
。

「
天
文
二
年
八
月
中
旬
誌
之
」
の
奥
書
を
も
つ
古
記
録
の

こ
と
で
、
頼
広
は
こ
れ
を
玉
造
郡
岩
手
山
・
実
相
禅
寺

（岩

出
山
町
字
大
学
町

―
二
二
）
よ
り
贈
ら
れ
た
と
す
る
（
修
撰
系
図
記
）
。
そ
の
内
容

ょ

「其
の
始
め
に
葛
西
家
の
こ
と
を
記
し
、

次
に
専
ら
我
が
家
の
こ
と
を

記
す
。
い
わ
ゆ
る
元
祖
経
偵
（
俊
の
誤
り
か
）
と
す
る
桃
生
の
こ
と
、

貞

通
・
知
貞
二
代
と
葛
西
の
戦
闘
の
事
跡
な
り
」

「
永
正
年
中
に
撰
す
る
所
に
し
て
天
文
二
年
書
写
す
る
と
こ
ろ
の
本
な
り
」

「
天
文
二
年
旧
記
に
云
う
。
隣
郡

（桃
生
郡
）
大
守
首
藤
刑
部
丞
経
俊
、

文
治
年
中
桃
生
郡
廿
四
郷
を
領
す
」

が
あ
る
。

こ
の
「
貞
通

・
知
貞
二
代
と
葛
西
の
戦
闘
」
と
は
永
正
合
戦
の
こ
と
、
こ
れ
ら
が

戦
後
間
も
な
く
永
正
年
中
に
撰
述
さ
れ
た
も
の
か
ら
書
写
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ

の
信
愚
性
が
買
わ
れ
高
い
評
価
を
受
け
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

天
文
二
年
旧
記

さ
て
知
平
は
、
俊
通
を
桃
生
山
内
氏
の
元
祖
と
す
る
根
拠
と
し
て
、
「言
い
伝
え

ば
か
り
で
な
く
」
と
し
て
天
文
二
年
旧
記
の
「
山
内
刑
部
丞
俊
通
文
治
年
中
桃
生
廿

四
郷
ヲ
領
知
ス
」
を
挙
げ
て
い
る
。

つ
ま
り
同
じ
天
文
二
年
旧
記
か
ら
引
く
と
し
な
が
ら
、
全
く
異
な
る
二
説
が
生
れ

て
い
る
。
こ
の
誤
り
が
何
に
よ
り
生
じ
た
の
か
決
し
難
い
が
、
結
果
論
か
ら
す
れ
ば

当
然
知
平
の
誤
り
で
あ
る
。

頼
広
は
さ
ら
に
「
善
堂
記
云
」

と
し
て

「経
俊
鎌
倉
殿
ヨ
リ
桃
生
郡
拝
領
」
の
こ

と
を
記
し
、
続
い

て
経
通
が
永
井
城
に
住
み
郡
内
を
治
め
た
こ
と
を
記
す
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
知
平
説
は
彼
の
曲
解
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
た

い
。

い
ま
、
こ
れ
ら
の
古
記
類
は
二
冊
と
も
残
存
し
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
記
述

が
何
に
も
と
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
か
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
術
が
な
い
。

た
だ
善
堂
記
が
先
述
の
よ
う
に
、
義
通

（ま
た
は
そ
の
命
に
よ
る
）
の
作
と
す
る

な
ら
ば
、

時
代
背
景
か
ら
し
て
も
そ
の
信
度
は
高
い
と
み
る
べ
き
で
、
同
じ
く
天
文

―
一年
旧
記
に
し
て
も
、
永
正
合
戦
記
に
み
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
戦
闘
に
参
加
し
た

桃
生
山
内
氏

一
族
武
士
の
著
述
が
考
え
ら
れ
、
か
な
り
信
の
お
け
る
も
の
と
い
え
よ

、つ桃

生

山

内

氏

桃
生
山
内
氏
の
初
代
と
し
て
経
通
の
名
を
挙
げ
る
の
は
、

の

初

祖

代
々
系
脈
図

（大
籠
首
藤
系
図
）
の
み
で
あ
る
。

そ
れ
は
善
堂
記
に
因
る
と
い
う
。
善
堂
記
は
七
尾
城
西
舘
に
義
通
が
新
設

（文
亀

二
年
）
し
た
、
先
祖
の
霊
位
を
祀
る
修
善
堂
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

義
通
は
学
識
高
く
道
心
に
富
み
し
か
も
崇
祖
の
念
篤
く

、

先
祖
の
武
威

•

功
績
を

尋
ね
、
こ
れ
を
記
し
て
後
世
に
伝
え
る
こ
と
に
努
め
た
。
ま
た
始
祖
経
俊
以
来
九
代

の
影
像
を
飾

っ
た
の
も
そ
の

一
端
で
あ
る
。

「善
堂
記
二
云
フ
。
刑
部
大
夫
経
俊
公
鎌
倉
殿
ヨ
リ
桃
生
廿
四
郷
ヲ
拝
領

シ
下
向
ス
。
今
コ
レ
ヲ
按
ズ
ル

ニ
、
経
俊
桃
生
ヲ
領
ス

ル
ノ
チ
建
仁
三
年

な

お

す

な

わ

(
―
二

0
三）

二
至
リ
猶
勢
州
守
護
所
二
住
ス
。
然
レ
バ
則
チ
其
ノ
始
メ
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ハ
、
嫡
男
経
通
ヲ
桃
生
永
井
城
二
住
セ
シ
メ
郡
内
ノ
事
ヲ
治
ム
。
経
俊
伊

勢
守
護
職
ヲ
罷
ム
ル
ノ
ノ
チ
来
リ
、
じ
尾
城
ヲ
築
キ
テ
居
城
ト
ナ
ス
カ
。

未
だ
詳
カ
ナ
ラ
ズ
」
（
代
々
系
脈
図
．
絆
俊
の
項
、
祝
み
下
し
r
)

し
か
し
経
通
に
は

右
は
全
て
善
宜
記
か
ら
の
転
晶
と
み
る
。
と
す
れ
ば
そ
の
な
か
の
「
今
コ
レ
ヲ
按

ズ
ル
ニ
」
も
ま
た
、
著
者
（
義
通
）
の
見
解
と
い
え
よ
う
。
義
通
は
こ
こ
で
経
通
の

桃
生
着
任
を
認
め
る
が
、
経
俊
の
下
向
に
つ
い
て
は
‘
疑
間
を
呈
す
る
も
の
で
あ
っ

こ
°

t
 善

堂
記
の
著
者
は
義
通
も
し
く
は
そ
の
意
を
体
し
た
代
人
で
あ
る
と
し
た
、
桃
生

山
内
氏
は
義
通
の
代
ま
で
順
調
な
成
長
を
続
け
て
き
た
と
み
る
。
相
応
の
古
文
書
・

古
記
録
の
類
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
義
通
自
身
、
興
味
を
も
っ

て
先
祖
の
記
録
収
集
に
挑
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
充
実
し
た
内
容
で
あ
っ

た
こ
と
が
想
定
出
来
る
。

善
堂
記
で
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
「
鼻
祖
以
来
九
代
の
影
像
」
を
祀
っ
た
と
す
る

点
に
あ
る
。
系
脈
図
は
経
俊
か
ら
頼
通
ま
で
た
し
か
に
九
代
を
数
え
る
。
影
像
と
は

肉
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
当
然
こ
の
時
期
に
作
製
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
代
々

の
実
像
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
す
れ
ば
当
然
そ
の
九

代
の
名
諒
も
伝
承
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
代
々
系
脈
図

に
お
け
る
名
諒
に
一
部
不
審
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

経
通
を
桃
生
山
内
氏
の
初
祖
と
す
る
記
録
は
極
め
て
少
な
い
。

そ
れ
を
肯
定
す
る
次
の
数
々
の
有
力
な
傍
証
が
あ
る
。

1
、
重
俊
か
ら
宗
俊
（
備
後
）
系
・
時
業
系
が
分
か
れ
た
。
そ
の
こ
ろ
経
通
系
も

分
立
し
た
公
算
大

2
、
桃
生
郡
地
頭
職
は

『山
内
文
書
』
に
み
る
限
り
宗
俊
系
（
そ
の
他
の
備
後
系

を
含
め
て
）
・
時
業
系
に
は
伝
わ
っ
て
い
な
い

3
、
関
東
下
知
状
（
文
永
九
年
）
に
よ
っ
て
経
通
の
桃
生
在
住
の
可
能
性
が
高
ま
っ

た

桃

生

第

二

代

4

、

そ
れ
は
塩
釜

•
大
籠
両
系
譜
（
図
）

と
解
し
て
矛
盾
は
な
い

5
、
知
平
が
宇
張
す
る
論
拠
は
薄
弱
な

頼
広
説
を
覆
す
に
は
平
ら
な
い

の
経
通

（
父
重
俊
欠
落
）

□
言
い
伝
え
」

に
相
当
す
る

に
よ
る
も
の
が
殆
ど
で
、

以
ヒ
、
塩
釜
首
藤
氏
系
譜
（
頼
広
説
を
採
る
も
の
）
・
大
籠
首
藤
系
図
は
、
経
俊

の
嫡
男
と
す
る
誤
り
は
あ
る
が
、
経
通
を
桃
生
に
お
け
る
山
内
氏
の
初
代
に
当
て
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
義
通
著
す
と
お
も
わ
れ
る
蒋
堂
記
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ

り
、
一
部
に
不
備
な
点
を
含
む
も
の
の
こ
の
件
に
つ
い
て
は
充
分
に
侶
頻
に
足
る
も

の
と
思
考
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
板
碑
ほ
か
数
々
の
充
分
な
傍
証
に
支
え
ら
れ
る

も
の
で
も
あ
る
。

一
方
反
対
（
知
平
）
説
は
そ
の
論
拠
頗
る
薄
弱
で
、
む
し
ろ
信
を
お
く
に
足
り
な

い
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

依
っ
て
本
書
は
、
以
下
経
通
を
桃
生
山
内
氏
の
初
祖
と
認
識
し
、
そ
れ
に
沿
っ
て

論
を
す
す
め
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
点
に
つ
い
て
前
述
服
部
英
雄
氏
『
景
観
に
さ
ぐ
る
中
世
]
も
ま
た
、
「
経
通

の
陸
奥
国
八
幡
庄
両
使
（
実
検
使
・
文
永
九
年
・

一―

―
七
一
）
と
し
て
の
行
動
は
、

桃
生
郡
に
所
領
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
関
連
し
よ
う
」
、
と
し
、
さ
ら
に
「
桃
生
郡

は

一
部
（

一
分
地
頭
職
）
が
備
後
山
内
氏
に
与
え
ら
れ
、
大
部
分
（
惣
地
頭
職
）
が

経
通
流
山
内
氏
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

経
通
は
「
山
内
中
務
三
郎
」
と
し
て
一
度
だ
け
、
『
吾
妻
鑑
』
（
寛
元
四
年
八
月
十

五
日
条
•
一
―

一四
六
）
鶴
岡
放
生
会
の
供
奉
人
と
し
て
そ
の
名
が
出
る

。
そ
し
て
実

検
使
と
し
て
の
下
知
状
は
、
二
十
五
年
後
の
文
永
九
年
(
―
二
七

一
）
で
あ
る
。
そ

の
間
に
桃
生
へ
下
向
か
。
彼
の
晩
年
で
あ
っ
た
。
河
北
町
川
向
、
文
永
五
年
板
碑
は

経
通
と
関
わ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
後
述
）
。

前
述
の
と
お
り
系
脈
図
は
経
通
の
嫡
子
と
し
て
成
通
を
据

え
る
が
疑
問
が
残
る
。
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と
こ
ろ
が
服
部
英
雄
氏
同
書
に
よ
れ
ば
、
重
俊
の
弟
俊
明
の
嫡
男
盛
通
の
別
名
が

成
通
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
場
合
、
経
通
と
成
通
（
盛
通
）
は
い
と
こ
同
士
と
な
る
。

も
し
も
こ
の
成
通
（
盛
通
）
と
系
脈
図
の
成
通
を
同
一
人
物
と
す
れ
ば
、
経
通
と

の
間
に
養
子
縁
組
が
な
さ
れ
た
も
の
か
。

さ
ら
に
経
通
に
は
嫡
男
太
郎
経
重
が
い
た
（
山
•
5
6
8
)

。
但
し
こ
の
経
通
に
は
註

書
が
あ
り
、

「文
永
二
年
二
月
十
―
一日
於
京
都
死
去
了
」
と
す
る。

こ
れ
は
経
通
の

文
永
九
年
(
―

二
七
0
)
実
検
使
任
命
と
相
容
れ
な
い
。

成
通
に
つ
い
て
は
な
お
究
明
の
要
が
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
桃
生
第
二
代
の
名
誰
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
経
通
に
よ
る
造
立
と
お
も

わ
れ
る
板
碑
（
文
永
五
年
）
、
そ
し
て
経
通
の
た
め
の
供
養
塔
か

（建
治
―

一
年
）
と

す
る
板
碑
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
経
通
は
こ
の
地
に
没
し
、
そ
れ
を
供
養
し
た
二
代
も

ま
た
こ
の
地
に
在
住
し
た
こ
と
が
思
量
さ
れ
、
そ
れ
に
相
応
し
い
年
代

・
状
況
の
板

碑
も
指
摘
出
来
る
も
の
で
あ
る
。

（資

・
7
)

山
内
首
藤
氏
（
初
期
）
略
系
図

（服
部
英
雄
氏

『景
観
に
さ
ぐ
る
中
世
ー
変
貌
す
る
村
の
姿
と
荘
園
史
研
究
』

び
『
山
内
首
藤
家
文
書
』

系
譜
よ
り
）

お
よ

五

郡

揆

さ
き
に
「
塩
釜
首
藤
氏
系
譜
」
を
介
し
て
、
鎌
倉
期
に
お
け
る
桃
生
山
内
系
の
頭

初
を
飾
る
人
物
若
干
の
事
歴
な
ど
に

つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
み
て
き
た
。
次
に
南
北

朝
•

室
町
期
の
同
氏
の
動
向
を

、

数
少
な
い
史
料
か
ら
い
く
つ
か
を
拾
い
出
し
て
み

た
い
。

桃
生
山
内
氏
の
存
在
を
鮮
明
に
す
る
最
も
有
力
な
史
料
と

し
て、

五
郡
一
揆
契
約
の
締
結
が
あ
る
。

「
余
目
旧
記
」
（
註
）
に

又
、

留
守

・

葛
西
・
山
内

•

長
江

・

登
米
五
郡

一
揆
い
た
さ
れ
候

、

連

判
も
文
書
に
添
え
候

一
揆
契
約
と
は
王
と
し
て
国
人
武
士
た
ち
が
、
所
領
保
全
を
目
的
と
し
て
結
ば
れ

た
同
盟
で
あ
り
、
こ
こ
で
い
う
五
郡
と
は
、
宮
城
郡

（留
守
氏
）
牡
鹿
郡

（葛
西
氏
）

桃
生
郡
（
桃
生
山
内
氏
）
深
谷
保
（
長
江
氏

・
郡
に
準
ず
）
登
米
郡
（
登
米
氏
）
を

い
い
、
仙
北
地
方
東
部
を
占
め
る
諸
郡
を
代
表
す
る
地
頭
（
国
人
）
に
よ
る

一
揆
連

判
で
、
そ
の
成
立
は
南
北
朝
後
期

（『石
巻
の
歴
史
』）

と
す
る
。

桃
生
山
内
氏
が
こ
こ
に
名
を
連
ね
る
こ
と
は
、
同
氏
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
桃
生
郡
を

代
表
す
る
国
人
で
あ
り
、
そ
れ
を
認
め
て
の
調
印
で
あ
る
。
ま
た
他
の
一
揆
人
の
何

れ
も
が
、
文
治
以
来
の
御
家
人
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
桃
生
山
内
氏
の
場
合
も
そ

れ
に
比
肩
す
る
家
柄
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

た
だ
惜
し
む
ら
く
、
こ
の
契
約
状
に
署
名
し
た
で
あ
ろ
う
桃
生
山
内
当
主
を
は
じ

め
各
人
の
名
諒
と
そ
の
時
期
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
本
状
は
伝
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

註
•

余
目
旧
記

奥
州
留
守
氏
庶
流
余
目
氏
に
伝
わ
る
文
書
で
、
主
と
し
て
中
世
留
守
氏
の
由
緒
や
伝
承
を

記
し
た
記
録
。
当
地
方
の
中
世
武
士
た
ち
の
動
向
を
知
る
上
で
貴
重
な
史
料
と
し
て
、
倍
頼

度
が
高
い
。
永
正
十
一
年
(
-
五

―
四
）
成
立
。
「
奥
州
留
守
氏
旧
記
」
な
ど
の
別
名
あ
り
。

六
‘
南
北
朝
•

室
町
期
の
桃
生
山
内
氏
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守

氏

と

「
余
目
旧
記
」
に
は
、
桃
生
山
内
氏
の
女
子
が
留
守
氏
に

婚

姻

嫁
い
だ
ケ
ー
ス
と
し
て

ー
一
例
を
組
介
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
嫡
流
家
に
嫁
し
、
た
ま
た
ま
事
が
起
り
記
録
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
ほ

か
に
も
庶
流
と
の
縁
組
を
含
め
、
さ
ら
に
数
を
増
す
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
当
然、

留
守
氏
か
ら
桃
生
山
内
氏
へ
嫁
い
で
き
た
女
子
も
あ

っ
た
筈
で
あ
る
。

「
余
目
旧
記
」

む
こ

「
家
助
は
男
子
を
持
ち
た
ま
わ
ず
桃
生
山
内
方
の
知
写
な
り
。」

岩
切
城
合
戦

（観
応

二
年

・
一
三

五
i

)

に
敗
れ
切
腹
し
た
留
守
当
主
家
助

（『水
沢
市
史
』
は
但
馬
守
家
次
の
誤
り
と
す
る
）
に
は
白
拍
子

（
遊
芸
の
女
）
に
生

ま
せ
た
三
歳
に
な
る
男
子
が
あ
っ
た
。
城
主
の
敗
死
に
よ
っ
て
童
子
を
抱
え
た
白
拍

子
は
、
家
助

（
家
次
）

夫
人
の
実
家
で
あ
る
桃
生
山
内
方
を
頼
っ
た
が
保
護
し
て
も

ら
え
ず
、
牡
鹿
の
葛
西
氏
を
訪
ね
て
も
析
ら
れ
、
止
む
な
く
糠
部
の
南
部
氏
方
に
落

着
く
の
で
あ
る。

同
旧
記
に
も
う

一
っ
‘

「
十
二
代
四
郎
詮
家
母
山
内
方
息
女
し
う
て
ん
（
主
典
か
）
腹
也
。
大
崎
朔
の
上

様
（
六
代
持
詮
）
之
御
判
形
ニ
テ
留
守
の
家
を
つ
か
れ
候
を
御
沙
汰
ニ
テ
被
腹
切
。
」

詮
家
は
大
崎
持
詮
の
支
援
で
留
守
嫡
流
家
を
継
い
だ
が
、
の
ち

一
族
宿
老
の
村
岡

氏
に
お
き
た
家
督
相
続
の
争
い
に
巻
き
こ
ま
れ
、
遂
に
持
詮
か
ら
切
腹
を
命
ぜ
ら
れ

る
。
こ
の
時
期
は
応
永
の
中
ご
ろ
(
-
四
一

0
こ
ろ
）
と
さ
れ
る
が
、
留
守
詮
家
の

母
の
出
自
が
桃
生
山
内
氏
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

こ
の
よ
う
に
留
守
家
嫡
流

（
八
代
家
次
•
十
一
代
家
明
）
へ
吾
が
女
を
嫁
が
せ
た

山
内
氏
の
実
在
そ
し
て
そ
の
実
力
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

の留

鎌

倉

府

出

仕

明
徳
二
年
(
-
三
九

一）

鎌
倉
公
方
に
よ
る
奥
羽
直
務
支

配
が
は
じ
ま
る
。
こ
の
時
点
で
具
州
管
領
は
そ
の
実
を
失
な

う
。
そ
し
て
奥
羽
の
有
力
国
人
層
は
鎌
倉
に
参
勤
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
余
目
旧
記
」
に

「
+
―
年
つ
め
候
人
も
有
、
九
年
つ
め
候
人
も
有
、
留
守
殿
駿
河
守
家

明
（
ト
一
代
）
は
十
九
年
在
鎌
倉
ヲ
す
。一

人
ほ
う
し
（
宝
寺
）
方
と
山

内
方
よ
り
あ
い

（
寄
合
）

て
廿
間
の
家
を
二
百
貰
文
二
か
（
買
）
い

、
は

ん

（半
）
分
ツ
ツ
宿
ニ
ス

九
年
・
十

一
年

・
十
九
年
と
長
期
に
亘
る
勤
務
が
多
く
、
桃
生
山
内
氏
と
大
宝
寺

氏
（
出
羽
国
庄
内
）
は
共
同
で
廿
間
の
屋
敷
を
求
め
て
、

半
分
ず
つ
を
そ
れ
ぞ
れ
住

ま
い
に
し
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
の
次
の
事
柄
が
読
み
と
れ
る
。

1
、
桃
生
山
内
氏
に
は
従
来
鎌
倉
に
住
居
が
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
桃
生
に
常

住
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
語
る
。

2
、
備
後
宗
俊
系
は
甘
縄
に
屋
敷
を
持
っ
て
い
た
（
山
・
1
6
譲
状
）
。

桃
生
山
内
氏
と
宗
俊
系
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
住
居
を
持
つ
こ
と
に
な
る

従
っ
て

3
、
出
仕
は
有
力
国
人
と
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
桃
生
郡
地
頭
職
と
し
て
の
地
位

を
認
め
ら
れ
た
も
の

4
、
何
ら
か
の
官
途
を
受
け
て
い
た
か
。

十
九
年
間
鎌
倉
在
勤
の
留
守
家
明

(+

一
代
、
室
町
初
期
の
人
）
は
駿
河
守
の
官

途
を
持
つ

。
こ
の
場
合
桃
生
山
内
氏
の
勤
務
年
数
は
不
明
だ
が
、
屋
敷
を
求
め
て
い

る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
留
守
氏
同
様
長
期
に
亘
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
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大
崎
氏
が
奥
州
探
題
と
し
て
威
勢
を
張

っ
て
い
た
こ
ろ
、
大
崎
サ
イ
ド
と
し
て
桃

生
山
内
氏
の
名
が
あ
る
。

以
上
、
名
謡
・
年
代
こ
そ
明
示
出
来
な
い
が
、
桃
生
山
内
氏
が
南
北
朝
•
室
町
期

を
通
じ
て
、
桃
生
郡
を
代
表
す
る
国
人
と
し
て
活
躍
す
る
様
を
史
料
上
か
ら
見
て
き

「
大
崎
ヲ
守
候
外
様
ハ
留
守

・

八
幡
•
国
分

・

山
内
•

長
江
・
登
米
（
略
）
」

て
何
ら
か
の
官
途
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。
系
脈
図
は
代
々
そ
れ
ぞ
れ
官
途
を
有

し
て
い
た
。

5
、
大
宝
寺
氏
と
屋
敷
を
共
同
購
入
す
る
に
至
っ
た
理
由
は
不
明
だ
が
、
同
輩
で

あ
っ
た
こ
と
は
い
え
よ
う
。さ

ら
に

「
余
目
旧
記
」
に
み
る
出
例
と
し
て

「
又
於
登
米
い
た
ち
沢
卜
い
う
所
二
か
さ
い
（
葛
西
）
衆

・

桃
生
・
深
谷
其
外
奥
六
郡
同
心
也
。
張
陣
ス
」

応
水
九
年
(
-
四
0
二
）
関
東
管
領
足
利
満
兼
が
伊
達
政
宗
（
九
世
）
の
反
抗
を

封
ず
べ
く
出
兵
、
こ
れ
に
対
し
大
崎

・
登
米
氏
は
伊
達
方
、
惹
西

・
桃
生

・
深
谷
ほ

か
奥
方
は
管
領
方
と
し
て
登
米
の
イ
タ
チ
沢
に
布
陣
、
合
戦
に
及
ん
だ
が
葛
西
方
は

敢
え
な
く
敗
れ
る
。

葛
西
氏
と
行
動
を
共
に
し
て
い
る
桃
生
山
内
氏
の
姿
が
み
え
る
。

「
大
崎
ニ
ハ
両
国
諸
侍
の
御
座
前
々
よ
り
相
定
候
、
伊
達

・

岱
西
•
南
部

三
人
ハ
何
事
も
同
輩
御
座
ス
（
略
）
桃
生

・

登
米

•

深
谷

（略
）
ハ
ニ
間

口
さ
か
り
候

大
崎
探
題
御
所
に
お
け
る
席
順
を
示
す
も
の
で
、
室
町
時
代
の
大
小
豪
族
の
地
位

の
概
略
を
知
る
こ
と
が
出
来
る。
桃
生
山
内
氏
は
登
米

•

長
江
氏
と
同
格
で
葛
西
氏

と
は
格
段
の
差
が
あ
っ
た
。

い
た
ち
沢
の
戦

山

内

経

之

た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
留
守
氏
の
姻
戚
と
し
て
そ
れ
と
比
肩
す
る
勢
力
を
、
長
く
持

ち
続
け
て
き
た
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

山
内
経
之
と
東
福
地
氏

日
野
市
高
幡
不
動
明
王
の
胎
内
か
ら
発
見
さ
れ
た
多
数
の
文
書
か
ら
、
山
内
経
之

な
る
武
士
の
名
が
浮
上
し
、
そ
れ
が
奥
州
に
所
領
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
桃
生
山
内

氏
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い

る。

ま
た

『
留
守
文
書
』
に
遵
行
使
と
し
て

「東
福
地
刑
部
左
衛
門
尉
」
の
名
が
出
る
。

こ
れ
が
そ
の
名
字
、
「
福
地
の
東
」
か
ら
桃
生
山
内
氏
の
分
族
か
と
の
疑
問
が
も
た

れ
て
い
る
。

こ
こ
で
こ
れ
ら
に
つ
い
て
そ
の
是
非
を
礼
し
て
お
き
た
い
。

東
京
都
日
野
市
高
幡
不
動
明
王
の
胎
内
か
ら
多
数
の
文
書

が
発
見
さ
れ
、
そ
の
調
査
結
果
が
平
成
五
年
発
表
さ
れ
た

（
『
日
野
市
史
史
料
集
』
高
幡
不
動
胎
内
文
書
編）。

そ
れ
は
日
野
市

（土
渕
本
郷
）
に
住
む
山
内
経
之
な
る
武
士
が
、
南
北
朝
期
の
は

じ
め

（暦
応
二
年

・
ニ――
三
九
）
ご
ろ
の
動
乱
の
時
期
、

戦
場
へ
向
う
途
中
か
ら
あ

る
い
は
戦
場
か
ら
、
留
守
家
族
に
当
て
た
私
信
を
再
利
用
し
て
、
そ
の
裏
に
不
動
明

王
あ
る
い
は
大
黒
天
の
印
を
押
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た

留
守
宅
に
は
妻
と
「
又
け
さ
」（
童
名
）
と
い
う
長
男
が
居
た
が
ま
だ
幼
く
、
ま

た
安
心
し
て
留
守
を
托
せ
る
従
僕
も
な
く
、
財
政
的
に
も
か
な
り
窮
迫
し
た
状
態
に

あ
っ
た
ら
し
い
。

当
時
、

高
師
冬

（武
蔵
守
護
）
の
摩
下
に
あ

っ
た
経
之
は
、
常
陸
方
面
に
従
軍
、

駒
館
城
合
戦

（茨
城
県
）
な
ど
に
参
加
し
、
南
朝
方

（北
畠
親
房）

と
激
戦
の
末
討

死
。
そ
の
所
領
で
あ
る
土
渕
本
郷
な
ど
を
失
な
っ
た。

経
之
の
名
字
は
胎
内
文
書
か
ら
山
内
氏
が
確
認
さ
れ
、
そ
の

「経
」
は
山
内
首
藤

七
、
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氏
の
通
字
と
陪
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
山
内
首
藤
氏
の
―
放
と
の
見
方
が
強
い
。
＂
さ
ら

に
『
山
内
文
書
』
系
図
（
山
•
5
6
9
)
は
、
経
通
（
重
俊
三
男
）
の
孫
と
し
て
経
行
を

つ
く
る
（
資
•
7
)
文
字
は
異
な
る
か
何
れ
も
「
ツ
ネ
ユ
キ
」
と
読
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
日
一
人
と
の
見
解
か
有
力
化
し
つ
つ
あ
る
。

し
か
も
経
之
は
、
上
渕
本
郷
な
と
日
野
市
域
の
所
禎
の
ほ
か
、
奥
州
に
も
所
領
を

存
し
て
い
た
こ
と
が、

胎
内
文
書
の
文
面
か
ら
知
る
こ
と
か
出
来
る
。
特
に
「
お
く
」

「
ぬ
ま
と
」
の
地
名
は
、
「
奥
州
」「
沼
津
（
石
巻
市
沼
津
）
」
に
当
て
ら
れ
、
こ
れ
に

よ
っ
て
経
之
は
、
中
己
時
桃
牛
郡
を
領
し
た
桃
生
山
内
氏

一
族
に
比
定
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
（
冒
口
野
市
史
』
）
。

以
下
は
そ
の
反
論
で
あ
る
。

1
、
沼
津
は
そ
の
始
め
よ
り
一
貰
し
て
牡
鹿
郡
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

間
桃
生
郡
に
編
入
さ
れ
た
事
実
は
な
い

。
ま
た
牡
鹿
郡
は
文
治
以
来
葛
西
氏
の
所
領

で、

一
時
的
に
し
ろ
桃
生
山
内
氏
に
帰
属
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

2
、
当
時
の
桃
生
郡
域
内
に

「
ぬ
ま
と
」
と
す
る
地
名
は
な
く
、
安
永
風
土
記
書

出
に
も
そ
れ
ら
し
き
地
名
は
見
当
ら
な
い

。

3

、
経
之
の
財
政
逼
迫
は
、
土
渕
本
郷
領
民
ら
の
年
貢
•
諸
役
不
納
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
経
之
の
経
済
基
盤
が
、
全
面
的
に
士
渕
本
郷
の
所
領
に
依

存
す
る
こ
と
を
語
る
。
若
し
桃
生
郡
に
所
領
を
有
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
土
渕
農
民

の
不
納
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
打
撃
は
受
け
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

4
、
経
之
の
交
友
関
係
は
、
士
渕
本
郷
周
辺
の
領
主
た
ち
、
そ
し
て
裔
幡
不
動
の

僧
侶
な
ど
で
、
桃
生
郡
な
い
し
は
そ
の
近
在
に
居
住
す
る
人
物
の
名
が
見
え
な
い
。

5
、
経
之
は
子
息
又
け
さ
に
、
逃
亡
し
た
又
家
来
（
強
制
的
に
駆
り
出
さ
れ
て
き

た
下
人
た
ち
）
を
さ
が
し
て
送
り
還
す
よ
う
厳
命
し
て
い
る
が
、
そ
の
又
家
来
の
出

ダ

tリ

て
＼
ー
／
＼
、

っ

2

、
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6
、
桃
生
山
内
氏
分
流
で
あ
る
大
籠
首
藤
氏
系
図

（
寛
永
十
六
年
・
一
六
三
九
・

首
藤
三
右
ヱ
門
書
写
・
後
述
）
は
、
七
代
基
通
が
北
畠
顕
家
に
従
い
延
元
三
年
（
一

三
三
八
）
五
月
廿
二
日
、
泉
州
・
阿
倍
野
合
戦
で
討
死
に
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

当
時
葛
西
氏
は
、
奥
州
に
於
け
る
南
朝
方
の

一
方
の
雄
と
し
て
忠
勤
を
は
げ
む
状
況

か
ら
す
れ
ば
、
桃
生
山
内
氏
も
お
そ
ら
く
そ
の
傘
下
と
し
て
南
朝
方
で
あ
っ
た
と
思

量
さ
れ
る
。

そ
の
こ
と
は
桃
生
山
内
嫡
流
の
所
領
と
見
な
さ
れ
る
鹿
又
（
河
南
町
）
・
小
塚

（
河
北
町
）
に
興
国
元
年
・
同
一
一
年
(
-
三
四0

•

四
一
）
の
南
朝
年
号
を
刻
む
板

碑
の
建
立
に
よ
っ
て
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
経
之
は
終
始
北
朝
方
と

し
て
、
高
師
冬
旗
下
に
行
動
て
い
た
。

7
、
こ
の
駒
舘
城
合
戦
に
は
山
内
首
藤
三
郎
時
通
（
尼
い
く
わ
ん
外
孫
・
時
業
系
・

在
鎌
倉）

も
出
陣
し
、
そ
の
忠
節
に
対
し
高
師
冬
よ
り
軍
忠
状
を
受
け
て
い
る
（
暦

応
二
年
・
一

三
三
九
•
山

•
4
3
)
。

こ
の
場
合
の
時
通
は
、
独
立
し
た

一
軍
（
時
業

系
）
を
率
い
る
頭
領
と
し
て
の
立
場
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
経
之
は
、
武
蔵
武
士
と

し
て
守
護
師
冬
の
直
轄
軍
の

一
員
と
し
て
の
従
軍
で
あ
っ
た
。
桃
生
山
内
氏
と
の
関

わ
り
は
考
え
ら
れ
な
い
。

8
、
経
之
の
居
所
は
土
渕
本
郷
に
あ
り
、
そ
の
留
守
宅
に
は
妻
と
幼
い
長
男
の
み

で
、
安
心
し
て
留
守
を
托
せ
る
郎
党
も
居
な
か
っ
た
。
ま
た
経
之
の
手
勢
は
少
な
く

装
備
も
貧
弱
で
兵
糧
に
も
事
欠
く
有
様
だ
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
桃
生
山
内
氏
の
実

力
に
そ
ぐ
わ
な
い

。

9
、
経
通
が
山
内
中
務
三
郎
と
し
て
は
じ
め
て
『
吾
妻
鏡
」
に
登
場
す
る
の
は
寛

元
四
年

(
―
二
四
六
）
で
あ
り
、
八
幡
庄
実
検
使
拝
命
は
そ
れ
か
ら
一
―六
年
を
経
た

文
永
九
年
(
―
二
七
二
）
で
あ
る
。
一
方
経
之
が
常
陸
合
戦
で
討
死
を
遂
げ
る
の
は
、

身
は
土
渕
農
民
で
あ

っ
た
。

暦
応

一
一
年
末
か
ら
同
三
年
初
頭
に
か
け
て
(

-
三
三
九
•
四
0
)
と
見
込
ま
れ
る
。

そ
の
経
之
が
留
守
宅
と
か
わ
し
た
書
簡
に
よ
れ
ば
、
当
時
嫡
子
又
け
さ
は
ま
だ
幼

名
を
名
乗
り
、
留
守
を
あ
ず
け
る
に
は
心
も
と
な
い
と
嘆
く
様
が
み
え
る
。
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
経
之
は
ま
だ
年
若
（
三

0
代
か
）
だ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
従
っ
て
中

務
三
郎
の
初
見
か
ら
経
之
の
死
亡
ま
で
の
間
九
三
年
、
こ
れ
を
系
図
（
山

•
5
6
9
)
に

従
っ
て
経
通
の
子
経
重
一
代
に
当
て
る
の
は
年
齢
的
に
無
理
が
あ
ろ
う
。

10
、
経
之
の
戦
死
後
又
け
さ
ら
は
こ
の
地
に
定
着
す
る
こ
と
な
く
没
落
し
た
模
様

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
桃
生
山
内
氏
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

以
上
、
経
之
が
奥
と
よ
ん
だ
そ
の
所
領
を
、
桃
生
郡
に
求
め
る
こ
と
に
は
無
理
が

あ
る
。
ま
た
経
之
を
桃
生
山
内
氏
も
し
く
は
そ
の

一
族
に
比
定
す
る
こ
と
に
も
疑
問

が
残
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
留
守
家
文
書
」
（
文
和
四
年
四
月
廿
七
日
・
一
三
五
五
）

左
近
将
監
施
行
状
（
『
岩
手
県
中
世
文
書
・
下
）
に
、
下
地

東

福

地

氏

じ
ゅ
ん
ぎ
ょ
う
（
註

）

だ

い

じ

ょ

う

遵
行
使
と
し
て
大
橡
下
総
守
と
共
に
東
福
地
刑
部
左
衛
門
尉
の
名
が
あ
る
。

岩
切
城
合
戦
に
畠
山
方
に
味
方
し
て
大
敗
を
喫
し
、
領
地
を
没
収
さ
れ
た
留
守
氏

で
あ
っ
た
が
、
松
法
師
丸
（
余
目
持
家
）
の
と
き
、
尊
氏
の
御
教
書
（
文
和
元
年
・

一
三
五
二
）
に
よ
っ
て
、
本
領
な
ら
び
に
恩
賞
の
地
を
安
堵
さ
れ
た
。

し
か
し
そ
れ
ら
の
下
地
は
す
で
に
八
幡
氏
の
手
中
に
あ
り
、
直
ち
に
松
法
師
丸
に

返
還
さ
れ
な
か
っ
た
。
管
領
斯
波
家
兼
は
曹
氏
御
教
書
の
施
行
の
た
め
、
東
福
地
・

大
橡
両
氏
を
下
地
遵
行
使
に
任
命
（
文
和
四
年
・

一
三
五
五）

そ
の
執
行
を
命
じ
た
。

し
か
し
八
幡
氏
に
よ
る
押
領
は
な
お
つ
づ
き
、
さ
ら
に
延
文
元
年
(
-
三
五
六
）

同
六
年
二
回
遵
行
使
を
派
遣
、
よ
う
や
く
貞
治
三
年
(
-
三
六
四
）
十
三
年
目
に
し

て
返
付
が
叶
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
遵
行
使
を
拝
命
し
た
東
福
地
氏
に
つ
い
て
、
一
部
に
「
桃
生
山
内
氏
の

一
族

か
」
の
疑
問
の
声
を
聞
く
。

た
し
か
に
義
通
弟
頻
重
（
貞
通
の
叔
父
）
は
福
地
左
馬
助
を
称
し
（
代
々
系
脈
図
）
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福
地
（
河
北
町
）
在
住
を
伝
え
る
が
、
こ
の
地
に
東
福
地
の
地
名
は
勿
論
、
東
福
地

氏
を
称
し
た
人
物
の
叫
録
・
伝
承
も
．
切
な
い
ぐ

東
福
地
氏
に
つ
い
て
は
「
余
目
旧
晶
」
に
も
そ
の
記
載
か
あ
る
‘
「
東
福
地
対
馬

守
十
七
人
御
供
の
う
ち
た
り
し
か
云
々
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

応
水
六
年
(
-
三
九
九
）
鎌
倉
公
方
満
兼
は
、
弟
の
満
直
と
満
貞
を
奥
州
に
下
し
、

現
地
支
配
の
強
化
を
図
っ
た
。
そ
の
際
奥
州
の
武
将
た
ち
に
所
領
の
献
上
を
求
め
た

あ
し

な

た
め
、
伊
逹
．
蓋
名
氏
ら
が
反
発
し
た
。

こ
の
と
き
斯
波
（
大
崎
）
詮
持
は
鎌
倉
府
を
飛
び
越
え
て
、
直
接
幕
府
（
京
都
）

に
画
策
し
て
奥
州
一
円
を
支
配
す
る
奥
州
探
題
職
を
か
ち
と
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
詮
持
は
鎌
倉
方
か
ら
敵
視
さ
れ
る
。

、

鎌
倉
・
瀬
ケ
崎
の
屋
敷
に
居
た
詮
持
は
身
の
危
険
を
感
じ
、
家
族
・
近
臣
ら
と
と

も
に
急
ぎ
逃
れ
て
大
崎
へ
向
っ
た
が
、
途
中
力
尽
き
て
仙
道
大
越
（
福
島
県
）
で
自

害
し
て
果
て
る
。
大
崎
氏
の
世
系
を

一
貫
し
て
記
す

「
系
図
纂
要
」
は
「
応
永
七
年

九
月
七
日
田
村
領
大
越
に
て
討
死
」
と
記
す
。

こ
の
と
き
十
五
オ
に
な
る
孫
（
五
代
満
詮
）
ら
十
七
人
が
同
行
し
て
い
た
が
、
東

福
地
対
馬
守
の
機
転
に
よ
っ
て
女
装
し
て
逃
れ
、
無
事
大
崎
に
帰
着
す
る
こ
と
が
出

来
た
と
い
う
。

「
大
崎
家
武
鑑
」
に
よ
る
と
当
時
侍
大
将
と
し
て
六

0
名
ほ
ど
の
人
名
の
な
か
に

加
美
郡
名
切
谷
城
主
東
福
寺
尾
張
守

東
福
寺
備
前
守

東
福
寺
隠
岐
守

の
東
福
寺
氏
を
称
す
る
三
人
が
い
る
。
侍
大
将
と
し
て
同
族
か
ら
三
人
も
名
を
連

ね
る
こ
と
は
、
名
家
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
家
格
の
高
さ
を
お
も
わ
せ
る
。

ま
た
、
東
福
寺
氏
は
、
奥
州
管
領
府
の
奉
行
人
で
あ
っ
た
と
い
う
（
『
中
新
田
の

歴
史
』
）。

と
こ
ろ
で
留
守
参
河
松
法
師
の
遵
行
使
と
し
て
任
命
さ
れ
た
の
は
、
は
じ
め
（
文

和
四
年
・
一
三
五
五
）
東
福
地
刑
部
左
術
門
尉
と
大
橡
下
総
守
。
第
一
一
回
（
延
文
元

年
・
一
三
五
六
）
は
大
橡
下
総
守
と
氏
家
彦
十
郎
で
あ
る
。
こ
の
氏
家
彦
十
郎
は
斯

波
家
兼
の
奥
州
下
向
に
同
行
し
た
旧
臣
で
、
岩
手
沢
（
岩
手
山
）
に
住
し
た
と
い
う
。

つ
ま
り
遵
行
使
ニ
人
の
う
ち
大
掾
氏
は
動
か
な
か
っ
た
か
、
他
の
一
人
は
交
代
し

た
C

J

'

父
伏
し
た
氏
家
氏
は
斯
波
氏
の

IH臣
で
あ
る
っ
と
す
る
と
束
福
地
氏
も
ま
た
同

等
の
家
格
の
人
で
あ
っ
た
信
で
あ
る

C

す
な
わ
ち
同
音
異
字
、
斯
波
氏
家
臣
東
幅
I
寸

氏
こ
そ
同
人
に
当
て
ら
れ
て
可
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
ぐ

要
す
る
に
遵
行
使
と
し
て
の
東
福
地
氏
、
あ
る
い
は
余
目
旧
記
に
あ
る
末
福
地
対

馬
守
は
、
実
は
「
大
崎
家
武
鑑
」
に
み
る
東
福
む
氏
と
同
族
で
、
大
崎
氏
の
旧
い
で

あ
り
、
管
領
府
の
役
人
も
兼
ね
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
従
っ
て
、
こ
の
東
福
地

刑
部
左
衛
門
尉
と
桃
生
山
内
氏
は
無
縁
で
あ
っ
た
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

（
註
）
遵
行
使

南
北
朝
後
期
以
降
、
管
領
の
発
給
し
た
押
領
停
止
命
令
を
伝
達
・
執
行
す
る
役
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旨
の
こ
と
が
あ
る
。

永
正
合
戦
誘
因
の
最
た
る
も
の
、
そ
れ
は
葛
西
嫡
流
家
に

生
じ
た
内
紛
、
す
な
わ
ち
伊
達
氏
よ
り
の
入
夫
に
発
す
る
新

旧
体
制
の
軋
礫
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。

永
正
合
戦
記
に

要

永

正

合

戦

記

中
世
に
お
け
る
桃
生
郡
は
、
文
治
以
来
一
貫
し
て
桃
生
山
内
氏
の
領
地
す
る
と
こ

ろ
と
し
て
、
約
三
二

0
年
間
つ
づ
い
た
が
、
永
正
八
年
(
-
五

―
-
）
貞
通
の
と
き
‘

世
系
最
大
の
危
機
を
迎
え
る
。

そ
れ
は
、
牡
鹿
ほ
か
数
郡
を
掌
握
す
る
葛
西
氏
（
宗
清
）
と
不
和
を
生
じ
、
こ
の

年
遂
に
干
文
を
交
え
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
合
戦
の
様
相
を
伝
え
る
希
少
な
史
料
の

一
っ
に
、
塩
釜
首
藤
氏
系
譜
（
代
々

系
脈
図
）
に
お
け
る
貞
通
・
知
貞
の
事
績
と
し
て
の
記
述
（
「
永
正
合
戦
記
」
と
仮

称
）
が
あ
る
。

同
系
譜
の
成
立
は
江
戸
期
に
入

っ
て
で
あ
る
が
、
こ

の
部
分
に
つ
い

て
は
、

永
正

年
中
に
撰
す
る
所
の
古
記
よ
り
天
文
二
年
に
書
写
し
た
と
す
る
「
旧
記
」
を
底
本
と

し
た
も
の
で
、
戦
闘
場
面
な
ど
詳
細
且
つ
実
地
に
則
し
た
描
写
と
し
て
評
価
を
得
て

い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
永
正
合
戦
記
に
則
り
、
そ
の
経
過
の
概
要
を
述
べ
る
も
の
で

あ
る
。

「
明
応
八
年
(
-
四
九
九
）
十
月
、

葛
西
家
臣
末
永
能
登
守
・

筑
後
守

兄
弟
は
、

主
君
宗
清
の
殺
害
を
謀
る
が
未
然
に
事
が
露
顕
し
、
兄
弟
は
剃

髪
し
て
謝
罪
し
辛
う
じ
て
死
罪
を
免
れ
た
」

八
ヽ

因

宗
清
は
、
伊
達
嫡
流
成
宗
の
第
二
子
で
、
葛
西
満
重

（仙
台
葛
西
系
図
十
二
代
）

に
男
子
が
な
い
た
め
、
そ
の
養
子
と
し
て
石
巻
城
に
入
り
、
十
三
代
当
主
を
継
い
だ

一
方
末
永
氏
は
初
代
葛
西
清
重
か
ら
の
分
れ
で
、
相
模
国
橘
村
末
永
（
現
神
奈
川

県
）
を
本
領
と
し
、
そ
の
地
名
を
名
乗
る
葛
西
重
臣
の
一
人
で
あ
る
。

こ
の
伊
達
氏
よ
り
の
入
夫
に
つ
い
て
、
懃
西
内
部
に
賛
否
二
派
を
生
じ
、
特
に
譜

代
の
家
臣
の
な
か
に
は
、
伊
達
勢
力
の
浸
透
に
よ
る
隷
属
化
を
お
そ
れ
、
あ
る
い
は

古
系
を
誇
る
自
ら
の
地
位
の
失
墜
を
慮
り
、
こ
れ
に
反
発
す
る
声
も
大
き
か
っ
た
。

そ
の
最
右
楓
の
人
物
が
末
永
兄
弟
だ
っ
た
の
で
あ
る。

た
ま
た
ま
事
露
見
に
お
よ
び
末
永
ら
は
髪
を
お
ろ
し
て
死
罪
を
免
れ
た
も
の
の
、

主
従
の
間
の
確
執
は
消
え
ず
釈
然
と
し
な
い
も
の
が
あ

っ
た
。
そ
の
反
宗
清
の
想
い

が
、
末
永
氏
を
し
て
急
速
に
桃
生
山
内
氏
に
近
づ
け
る
ぎ

っ
か
け
と
な

っ
た
も
の
で

相
履

あ
ろ
う
。

末
永
氏
の
本
領
（
相
模
国
橘
村
）
は
山
内
首
藤
氏
本
領
（
相
模
国
早
河
庄
•
神
奈

川
県
）
に
近
く
、
そ
う
し
た
先
祖
の
地
縁
も
加
わ
り
、
両
氏
は

一
そ
う
親
密
度
を
深

め
て
い

っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

こ
の
両
者
の
接
近
は
さ
ら
に
宗
清
の
感
情
を
刺
激
し
た
。
そ
れ
ま
で
に
も
境
を
接

す
る
桃
生
山
内
氏
と
は
、

た
び
た
び
領
界
侵
犯
な
ど
の
こ
と
で
争

っ
て
き
た
。
加
え

て
末
永
氏
ら
を
蔭
で
支
援
す
る
桃
生
山
内
氏
の
姿
勢
は
、
宗
清
に
は
不
快
の

一
言
に

尽
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
貞
通
撃
つ
べ
し
、
宗
清
の
心
底
に
そ
の
想
い
が
固
ま

っ
て

し

V一
方
貞
通
が
わ
に
も
反
窃
西
の
気
運
が
濫
れ
て

い
た。

深
谷
住
人

鬼
越
某

登
米
住
人

長

江

某

横
山
住
人

海

老

名
某

（代
々
系
脈
図
）

そ
し
て
貞
通
の
姉
知
写
に
当
る
登
米
太
郎
行
賢
が
加
わ
り
、
い
わ
ゆ
る
三
郡

一
揆

（桃
生
・

登
米

・
深
谷
）
契
約
が
成
立
、
こ
こ
に
反
葛
西
体
制
の
結
集
を
み
る
。
そ

の
か
げ
に
は
勿
論
、
末
永
氏
と
の
暗
黙
の
諦
契
が
あ

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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永正合戦時の葛西の総西氏進撃ルート略図 i

登米町

凡例

①第 1次戦

0---0--0--0 

②第 2次戦

町境

) II 

関連街道

網
地
島

①
石
巻
I

志
津
川
（
水
戸
辺
）
ー
横
山
峠
ー
柳
津
I

樫
崎
（
合
戦
谷
）
ー
中
島
ー
七
尾

櫻

台

②
石
巻
I

志
津
川
ー
長
谷
山
（
中
田
町
）
〈
（
東
和
町
）
〉
牛
田
ー
太
郎
山
（
樫
崎
）
ー
内
館
城
（
樫
崎
）
ー
中
島
ー
七
尾

イ
タ
チ
沢
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「
太
郎
山
の
陰
難
を
越
え
て
合
戦
崎
辺
界
に
着
く
」

宗
清
の
決
断
の
日
は
来
た
。
そ
れ
は
伊
達
系
葛
西
当
主
と
し
て
の
宗
消
か
、
江
刺
．

磐
井
・
気
仙
•
本
吉
な
ど
磨
下
全
軍
に
発
す
る
軍
勢
催
促
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
宗
清
に
対
す
る
臣
従
度
な
い
し
は
信
頼
度
を
試
す
好
機
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
大
軍
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
桃
生
山
内
軍
の
主
城
で
あ
る
七
尾
城
堅
固
な
り
と

雖
も
、
敗
れ
る
懸
念
は
ま
ず
な
い
。
貞
通
を
葬
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
清
の
武
威
を
内

外
に
誇
不
す
る
と
と
も
に
、
間
接
的
に
は
末
永
氏
ら
反
伊
達
派
の
台
頭
を
押
さ
え
る

こ
と
が
出
来
る
。

第

一

次

合

戦

永
正
八
年
八
月
四
日

二
五

―
-
•
太
陽
暦
・
八
月
廿
七

日
）
宗
清
は
桃
生
攻
略
の
た
め
の
行
動
を
起
す
。

す
な
わ
ち
自
ら
兵
船
を
率
い
て
牡
鹿
湊
（
石
巻
市
湊
）
を
発
ち
、
遠
島
（
牡
鹿
半

島）

を
迂
回
し
て
本
吉
郡
着
岸。

そ
れ
は
志
津
川
町
水
戸
辺
付
近
か
。
こ
こ
は
砂
浜

で
人
馬
揚
陸
に
適
し
、
し
か
も
桃
生
の
背
後
を
衝
く
最
短
距
離
（
現
四
五
号
線
経
由
）

の
位
置
。
こ
の
水
軍
の
勢
力
に
つ
い
て
は
詳
細
を
欠
く
が
、
二
次
戦
で
は
一

千
余
騎

と
あ
る
。

水
戸
辺
海
岸
に
上
陸
し
た
宗
清
軍
本
隊
は
、
陸
路
を
西
進
し
て
八
月
九
日
、
早
く

も
合
戦
崎
を
襲
う
。
同
城
は
現
在
の
樫
崎
城
（
内
舘
城
・
桃
生
町
樫
崎
）
。
そ
の
こ

と
は
西
方
大
将
本
吉
春
継
（
志
津
川
城
主
）
の
行
動
と
し
て

と
す
る
太
郎
山
は
、
樫
崎
丘
陵
の
中
央
部
に
あ
り
、
こ
れ
を
越
え
て
峯
つ
た
い
に

東
進
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

あ

そ

う

だ

一
方
東
方
大
将
柳
津
通
継
は
、
阿
僧
田
（
朝
生
田

・
津
山
町
柳
津
に
属
す
。
桃
生

い
り
っ
ち

町
山
田
の
北
一
粁
•
山
あ
い
に
近
年
ま
で
民
家

一
軒
が
あ
っ
た
）
入
土
（
津
山
町
柳

津
）
の
険
路
を
経
て
山
田
に
着
、
合
戦
崎
城
に
対
抗
し
て
布
陣
す
る
。

山
内
方
は
こ
の
北
方
か
ら
の
急
襲
を
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
く
、
貞
通
は
急

遠
援
兵
を
送
っ
て
合
戦
崎
城
を
支
援
、
城
主
合
戦
崎
入
道
（
名
諒
不
明
）
は
「
難
所

に
敵
を
迎
え
て
之
を
撃
つ
」
と
善
戦
力
闘
す

る
が
、
遂
に
八
月
廿
一
日
に
は
、
中
津
山

か
じ

（
桃
生
町
）
揖
取
（
神
取
・
桃
生
町
）
飯
野

（
河
北
町
）
各
城
と
と
も
に
葛
西
方
の
手
に

落
ち
た
。

八
月
十
九
日
に
は
奥
方
の
軍
勢
二
千
余
騎

が
到
着
、
柳
津
大
田
（
？
）
に
陣
を
備
え
、

一
方
、
深
谷
、
留
守
氏
（
宮
城
郡
）
、
牡
鹿

の
士
卒
二
千
余
騎
は
、
宗
清
嫡
男
重
清
の
指

揮
の
も
と
に
、
南
よ
り
陸
路
諏
訪
森
（
該
当

地
不
明
・
ト
ヤ
ケ
森
か
）
を
抜
き
、
翌
日
大

森
に
向
っ
て
柴
垣
(
?
)
に
陣
を
布
き
戦
い

を
挑
む
。

九
月

一
日
に
は
さ
ら
に
江
刺

•
薄
衣
な
ど

奥
方
の
軍
勢
北
よ
り
来
り
、
中
島
・
七
尾
城

（
河
北
町
）
に
備
え
賓
山
（
不
明
。
山
畑
・

小
泉
附
近
か
）
に
布
陣
。
こ
れ
に
対
し
江
田

七
郎
清
通
（
貞
通
弟
）
は
軽
卒
百
余
を
も
っ

て
夜
間
ゲ
リ
ラ
戦
を
展
開
、
大
い
に
敵
を
悩

ま
せ
た
。

斯
く
し
て
葛
西
勢
は
大
軍
を
も
っ
て
遠
く

七
尾
城
を
囲
み
持
久
戦
に
入
る
。
城
中
の
将

兵
堅
く
守
っ
て
ひ
た
す
ら
堪
え
る
が
、
既
に

十
余
日
を
経
て
兵
糧
も
尽
き
餓
死
者
も
出
、

十
月
八
日
貞
通
は
士
卒
の
飢
餓
の
姿
を
見
る

に
忍
び
ず
、
遂
に
葛
西
方
に
和
を
乞
い
、
桃

生
の
う
ち
十
郷
（
太
田
を
含
む
近
郷
か
）
を

割
き
、

且
つ
麿
下
に
降
る
こ
と
を
條
件
に
許

七尾城跡を望む 桃生町樫崎遠景
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さ
れ
る
。

貞
通
は
嫡
子
千
代
若
丸
(
+
三
歳
）
に
跡
を
譲
り
、
弟
江
田
七
郎
、
叔
父
福
地
頼

重
に
そ
の
補
佐
を
託
し
、
経
俊
以
来
十
余
代
、
桃
生
を
領
し
来
っ
た
家
系
を
汚
し
た

こ
と
を
恥
じ
て
、
薙
髪
し
て
高
野
山
に
去
り
、
独
楽
庵
と
号
し
て
大
永
二
年
(
-
五

ニ
―
-
）
五
五
歳
の
と
き
彼
の
地
に
亡
じ
た
。

第

二

次

合

戦

―
た
び
は
納
ま
っ
た
桃
生
の
地
に
再
び
戦
火
の
匂
い
が
漂

う
の
は
早
く
も
翌
永
正
九
年
秋
七
月
の
こ
と
で
あ
る
。

後
見
役
江
田
七
郎
は
密
か
に
千
代
若
に
奨
め
た
。

先
代
貞
通
公
の
と
き
、
兵
糧
尽
き
て
葛
西
方
に
降
伏
、
重
代
の
邑
地
を
割
き
与
え

て
彼
の
磨
下
に
降
っ
た
。
こ
の
ま
ま
年
を
経
る
の
で
あ
れ
ば
、
葛
西
の
家
人
と
何
の

変
り
が
あ
ろ
う
。
い
ま
葛
西
方
は
内
紛
で
混
乱
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
兵
を
興
し
旧

領
を
奪
守
し
て
精
鋭
を
も
っ
て
城
を
堅
守
す
れ
ば
、
こ
の
山
内
首
藤
家
は
再
び
元
の

威
勢
に
復
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
。

若
年
の
千
代
若
は
も
と
よ
り
こ
れ
を
拒
む
術
を
知
ら
ず
、
易
々
と
し
て
そ
の
言
を

容
れ
る
。
そ
こ
で
江
田
は
ひ
そ
か
に
、
登
米
太
郎
行
賢
（
登
米
城
主
・
貞
通
の
姉
聟
）

と
謀
り
賛
意
を
得
、
さ
ら
に
合
戦
崎
入
道
・
山
田
次
郎
入
道
・
飯
野
左
衛
門
・
交
谷

十
郎
·
牛
E
E
i典
厩
・
鴇
波
駿
河
守
（
登
米
郡
）
•
河
野
兵
庫
助
•
伊
藤
豊
後

（
東
和

町
棲
台
）
な
ど
の
親
族
・
旧
好
の
有
志
を
集
め
、
軍
議
を
策
し
固
く
結
束
す
る
こ
と

を
誓
約
す
る
。

永
正
九
年
七
月
九
日
(
-
五
―
―

-
・
太
陽
暦
・
八
月
廿
日
）
江
田
七
郎
清
通
は
、

桃
生
・
登
米
の
精
鋭
を
率
い
、
太
田
城
ほ
か
近
隣
の
数
邑
を
攻
め
取
る
。
そ
し
て

「
こ
れ
ら
の
地
は
本
来
当
家
伝
来
の
地
、
た
ま
た
ま
戦
い
に
敗
れ
葛
西
に
割
譲
し
た

旧
領
で
あ
る
」
と
し
、
こ
こ
に
精
強
の
士
を
配
置
し
て
守
ら
し
め
た
。

こ
の
報
に
接
し
た
宗
清
の
憤
激
は
一
方
な
ら
ず
、
江
田
七
郎
・
登
米
太
郎
誅
す
べ

し
と
の
議
を
決
し
、
急
遠
兵
を
集
め
る
。

七
月
十
六
日
、
宗
清
は
嫡
子
三
郎
重
清
に
江
田
・
登
米
の
討
伐
を
命
じ
た
。
重
清

は
前
年
の
佳
例
に
倣
っ
て
牡
鹿
湊
（
石
巻
市
）
よ
り
兵
船
に
よ
っ
て
本
吉
海
岸
に
到

河北町大森城遠望

着
。
お
そ
ら
く
水
界
峠
（
志
津
川
町
）
を
越
え
、
廿
一
日
に
は
米
谷
•
長
谷
に
陣
を

張
る
。

廿―

一日
、
重
清
良
代
（
棲
台
）
城
を
攻
め
る
。

ろ
う
だ
い

廿
三
日
、
良
代
城
主
伊
藤
豊
後
、
忽
ち
謝
罪
し
て
降
る
。

こ
こ
に
お
い
て
登
米
城
主
太
郎
行
賢
・
防
戦
も
利
な
き
を
悟
り
兜
を
脱
ぎ
弓
を
伏

せ
て
重
清
の
陣
に
来
て
陳
謝
す
る
。
そ
の
ほ
か
登
米
郡
の
諸
将
悉
く
降
伏
し
た
。

七
月
廿
八
日
、
本
吉
・
気
仙
沼
両
郡
の
士
卒
五
百
余
騎
は
、
桃
生
郡
に
攻
め
入
り

牛
田
城
を
囲
む
。
城
主
牛
田
典
厩
、
防
戦
及
ば
ず
と
し
て
夜
に
入
り
出
奔
す
る
。

七
月
廿
九
日
、
登
米
城
を
降
し
た
葛
西
勢
は
長
谷
を
発
ち
、
「
楡
山
（
此
城
未
詳

在
何
邑
）
．
腱
沢
（
在
皿
貝
村
）
の
兵
を
追
い
散
ら
し
、
当
家
（
山
内
方
）
の
兵
討

た
れ
る
も
の
多
し
」
と
。
但
し
こ
の
皿
貝
の
い
た
ち
沢
は
河
北
町
中
島
•
清
水
田
付

近
に
あ
り
、
こ
の
戦
闘
場
面
に
合
致
せ
ず
、

む
し
ろ
こ
の
場
合
は
登
米
•
浅
部
の
い
た

ち
沢
が
該
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
楡
山

も
ま
た
そ
の
近
辺
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た

ら
し
い
。

八
月
十
五
日
、
富
沢
勢
を
合
流
し
た
岱

西
の
軍
兵
五
千
余
騎
は
、
陣
を
整
え
柳
津
・

長
江
（
桃
生
町
永
井
か
）
よ
り
合
戦
崎
城

に
攻
め
入
り
、
急
撃
し
て
こ
れ
を
落
す
。

城
主
合
戦
崎
入
道
以
下
、
山
田
次
郎
入
道
・

交
谷
（
合
戦
ケ
谷
か
）
十
郎
父
子
そ
の
ほ

か
、
山
内
方
一
族
従
臣
戦
死
者
百
余
人
。

太
田
城
主
・
飯
野
城
主
は
城
を
守
る
こ
と

叶
わ
ず
と
し
て
七
尾
城
に
退
く
。

八
月
廿
日
、
重
清
は
中
島
に
兵
を
進
め
、
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七
尾
城
の
北
の
山
麓

一
帯
、
塚
崎
・
泉
沢

（
河
北
町
）
か
ら
橋
浦
•
長
尾
（
北
上
町
）

の
間
、
尺
地
を
残
さ
ず
陣
を
張
っ
た
。

真
野
•
水
沼
•
沼
津
な
ど
の
一
千
余
騎

は
、
七
尾
城
の
南
、
中
野
の
辺
り
に
布
陣

す
る
。

・

宮
城
の
援
兵
、
深
谷
・
牡
鹿
・
遠
島
の

士
卒
は
、
船
で
海
上
よ
り
北
上
川
を
遡
り
、

川
股
（
鹿
又
）
よ
り
飯
野
川

（現
在
の
地

名
で
な
く
河
の
名）

へ
転
漕

（
こ
の
と
こ

ろ
の
系
譜
の
記
述
は
逆
か

）
、
皿
貝
の
杉

の
渡
（
該
当
地
不
明
）
よ
り
七
尾
城
外
堀

に
船
を
寄
せ
、
海
陸
呼
応
し
て

一
時
に
襲

撃
す
る
。

然
し
七
尾
城
は
三
方
は
大
沼
で
、
し
か
も
北
上
川
に
通
じ
、
残
る
西
方
も
湿
泥
の

地
で
橋
を
架
け
往
来
す
る
有
様
で
、
実
に
近
隣
無
類
の
堅
城
の
た
め
、
容
易
に
兵
を

こ
ま

進
め
る
こ
と
が
出
来
な
い

。
各
陣
と
も
手
を
批
ね
い
て
数
日
を
送
っ
た
。

妥
に
畑
崎
安
芸
入
道
、
重
清
の
陣
に
来
っ
て
進
言
す
る
（
読
み
下
し
）
。

大
軍
城
ヲ
囲
ミ
未
ダ
一
戦
モ
遂
ゲ
ズ
シ
テ
空
シ
ク
日
ヲ
送
ル
、
真
二
勇

ナ
キ
ニ

似
タ
リ
、
自
他
嘲
笑
ヲ
免
レ
難
シ
、
タ
ダ
頼
ワ
ク
バ
試
ミ
ニ
諸
陣

ヲ
シ
テ
昼
夜
一
時
ヲ
限
リ
矢
ヲ
射
テ
遠
ク
攻
ム
レ
ハ
、
敵
ハ
必
ズ
出
デ
テ

戦
ワ
ン
、
ソ
ノ
時
急

二
撃
ソ
テ
攻
メ
入
ラ
バ
、
則
チ
登
城
ヲ
抜
カ
ザ
ル
ベ

ケ
ン
ヤ

と
。
重
清
こ
れ
を
聞
き
入
れ
、
諸
陣
ご
と
に

一
時
矢
い
く
さ
を
命
じ
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て

一
番
隊
は
戌
刻
（
ほ
ぼ
午
後
じ
時
I

九
時
）
、
二
番
隊
は
亥
刻
（
午
後
九
時
ー

十
一
時
）
な
ど
辰
の
刻
（
午
前
じ
時
ー
九
時
）
ま
で
七
隊
に
分
け
、
各
一
刻
（
約
二 中島城跡を望む（左の島状のもの）

,
9
]

去
l

時
間
）
城
門
に
向
け
矢
を
射
さ
せ
間
の
声
を
學
げ
た
。

七
番
辰
刻
は
登
米
行
賢
の
番
。
行
賢
は
初
め
山
内
方
と
計
り
兵
を
起
し
、
重
清
の

登
米
に
兵
を
進
め
る
に
及
ん
で
俄
か
に
恐
れ
て
和
を
請
い
、
い
ま
は
却
っ
て
七
尾
の

旧
友
を
攻
め
る
。
そ
の
愧
じ
る
想
い
は
兵
卒
も
同
じ
く
、
心
を
鬼
に
堀
を
越
え
橋
を

渡
っ
て
矢
を
放
つ
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
い
く
日
か
過
ぎ
、
城
中
の
兵
も
か
な
り
疲
労
の
色
が
濃
く
な
っ
て
き
た
頃
、

葛
西
方
は
富
沢
三
郎
ら
を
城
中
に
遣
わ
し
、
千
代
若
と
江
田
七
郎
を
な
だ
め
諭
し
て

降
伏
を
す
す
め
、
重
清
も
こ
れ
を
拒
ま
ず

「千
代
若
未
ダ
成
童
二
至
ラ
ズ
謀
反
ヲ
タ

ク
ラ
ム
コ
ト
ア
ル
ベ
ク
モ
ナ
シ
。
コ
レ
ラ
ハ
偏
エ
ニ
江
田
七
郎
ラ
ノ
所
為
ナ
リ
。
唯

七
郎
ヲ
退
ク
ベ
シ
」
と
し
て
、
千
代
若
を
し
て
旧
地
を
領
し
七
尾
在
城
を
認
め
、
江

田
七
郎
・
船
越
•
清
水

・
飯
野
・
橋
浦
ら
を
排
斥
し
た
。
貞
通
は
七
尾
城
を
出
て
蒜

香
に
落
ち
た
と
も
国
分
実
沢
へ
向
っ
た
と
も
伝
え
る
が
定
か
で
は
な
い
。

第

三

次

合

戦

永
正
十
二
年
(
-
五
―
四
）
千
代
若
丸
十
七
オ
に
達
し
、

元
服
し
て
刑
部
丞
知
貞
と
名
乗
っ
た
。

某
日

（月
日
不
詳
）

葛
西
宗
清
大
軍
を
率
い
、
登
米
行
賢
を
先
鋒
と
し
て
突
如
七

尾
城
を
急
襲
す
る
。
不
意
を
打
た
れ
た
知
貞
は
応
戦
の
準
備
も
な
い
ま
ま

一
挙
に
七

尾
の
本
城
を
抜
か
れ
、
一
族
・
従
臣
ら
の
多
く
が
戦
死
あ
る
い
は
逃
亡
し
た
。

こ
れ
は
登
米
行
賢
が
密
か
に
宗
清
に

と
進
言
、

し
と
、

古
城
書
上
）

こ
の
ざ
ん
訴
を
侶
じ
た
宗
清
が
、
後
日
の
禍
根
を
絶
っ
た
め
に
は
止
む
な

俄
か
に
襲
滅
の
策
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

斯
く
し
て
桃
生
の
城
邑
は
全
て
紡
西
の
手
中
に
落
ち
、
知
貞
も
ま
た
相
馬
に
向
け

て
出
奔
し
た
と
い
う
。

こ
の
あ
と
七
尾
城
は
葛
西
の

一
族
葛
西
六
郎
（
『仙
台
叢
書
』

城
と
な
る
。

の
居

あ
ま
つ

「
知
貞
元
服
任
官
し
て
よ
り
葛
西
の
命
に
従
わ
ず
、
剰
さ
え
謀
反
の
志
あ
り
」
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ま
た
、
曽
っ
て
の
桃
生
山
内
氏
領
袖
た

ち
、
人
田
・
飯
野
・
樫
崎
・
佃
地
氏
ら
は
、

許
さ
れ
て
旧
地
を
宛
行
わ
れ
館
主
と
し
て

残
っ
た
。

知
貞
は
桃
牛
出
奔
の
の
ち
相
馬
に
逃
れ
、

名
を
伊
勢
と
改
め
、
相
馬
の
賓
客
と
し
て

食
邑
を
賜
わ
っ
た
と
い
う

c
f永

正
合
戦
の
記
録
と
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
数
種
が
あ
る
。

そ
の
概
要
は
（
資

•
8
)

A
、
代
々
系
脈
図
（
永
正
合
戦
記
）
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。

B
、
「
桃
生
領
主
山
内
伝
」
は
同
じ
く
「
塩
釜
系
譜
」
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り

な
が
ら
、
代
々
系
脈
図
と
は
や
や
そ
の
論
旨
を
異
に
し
、
「
永
正
の
合
戦
記
」
（
仮
）

寄
り
の
内
容
と
な
る
。
末
尾
に
「
万
延
元
庚
申
年
(
-
八
六

0
)
六
月
十
七
日
」
附

の
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
成
立
は
か
な
り
お
く
れ
る
。
箪
者
、
儀
兵
衛
知
通

に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
だ
が
、
お
そ
ら
く
江
戸
初
期
、
中
島
村
杉
屋
敷
に
防
棲
し
た

貞
偏
（
知
貞
孫
）
の
末
裔
で
あ
ろ
う
。

C
、
「
永
正
の
合
戦
記
」
（
仮
称
）
（
『
桃
生
町
史
』
第
二
巻
）
は
末
尾
に

そ
の
他
の
永
正

合

戦

の

記

録

東和町米谷 良代城跡

ま
た
そ
の
相
違
点
を
あ
げ
れ
ば

水
正
年
中
桃
生
領
主
門
葉
ノ
牢
人
、
寺
崎
殿
ヨ
リ
磐
井
郡
日
形
村
ノ
内
ニ

テ
中
神
二
后
ヲ
給
ワ
リ
件
ス
」

と
附
記
す
る
。
こ
れ
か
ら
こ
の
筆
者
（
原
本
）
は
、
永
正
年
中
桃
牛
郡
の
領
主
で

あ
っ
た
山
内
首
＂
膝
氏
の

一
族
で
、
永
正
合
戦
に
参
加
、
敗
れ
た
の
ち
浪
人
と
な
り
、

寺
崎
殷
（
峠
城
主
か
）
の
庇
護
の
も
と
に
中
神
（
サ
東
海
七
日
町
の
対
年
）
に
仕
み
、

こ
の
予
叫
を
執
竿
し
た
も
の
と
思
量
さ
れ
る
の
で
あ
る

C

D
、
『
同
町
史
』
所
載
「
永
正
年
間
戦
乱
記
」
は
、
冒
頭
か
ら
全
く
と
い
っ
て
い

い
ほ
ど
「
永
正
の
合
戦
記
」

(
C
)
に
酷
似
す
る
記
述
で
（
但
し
誤
記
多
し
）
、
末
尾

に
同
じ
く
「
永
正
年
中
云
々
」
の
附
記
が
あ
る
が
、
下
半
部
（
寺
崎
殿
よ
り
以
下
）

を
欠
く
。
同
じ
底
本
か
ら
の
書
写
と
み
ら
れ
る
。

以
上
の
う
ち
B
.
C
•
D

は
、
そ
の
叙
述
に
一
貫
し
た
共
通
性
が
あ
り
、
底
本
を

同
じ
く
す
る
写
本
と
見
倣
し
得
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
乙
類
と
呼
び
、
こ
れ
に
対
し
、

戦
闘
場
面
で
は
前
者
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
り
な
が
ら
、
主
要
人
物
の
去
就
等

に
つ
い
て
は
見
解
を
異
に
す
る

A
を
、
甲
類
と
す
る
。

い
ま
（
資
•
8
)
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
比
較
す
る
と
、
共
通
す
る
点
と
し
て

1
、
桃
生
郡
拝
領
を
経
俊
と
す
る
こ
と
。

2

、

一
次
•

一
一
次
と
も
開
戦
日
を
同
じ
く
す
る
こ
と
。

3
、
戦
闘
場
面
の
内
容
は
大
す
じ
で
一
致
す
る

(
A
、
が
も
っ
と
も
詳
細
）
こ
と
。

ーヽ

一
次
戦
の
終
了
に
伴
う
貞
通
の
進
退
に
つ
い
て
討
死
・
退
去
の
一
一
説
が
あ
る
。

2

‘
―
一次
戦
後
の
知
貞
に
つ
い
て
「
知
貞
残
留
•
清
通
退
去
」
と
「
知
貞
•
清
通

共
に
退
去
」
の
一
―
説
に
分
れ
、
さ
ら
に
そ
の
行
先
に
つ
い
て
国
分

(
B
)
と
蒜
香
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（資.8)永正合戦の諸記録の対比

甲 類 乙 類

(A) (Bl (C) (D) 

永 正 合戦記 桃 生 領 主 山 内 伝 永正の合戦記（仮称） 永正年間戦乱記

刑部大輔（貞通）討
汐＜ 貞通 薙髪高野山へ去る 本城明け渡す 本城明け渡す
戦 死

開戦日 永正9年9月3日 同 左 同左 同左

次
千代若旧領安堵、 千代若、江出七郎ら 千代若、江田七郎ら 千代若、江田七郎ら戦 知貞
江田じ郎退去 国分実沢へ落ちる 蒜香へ落ちる 蒜香へ落ちる

開戦日 永正12年（月日不詳） な し な し な し

次
戦 知 貞 相馬へ退去

永正の合戦記（桃生町史 2巻より）

(
C
•
D

)
に
分
れ
る
。

3
、
乙
類
は
二
次
戦
を
も
っ
て
終
結
と
す
る
か
ら
当
然
三
次
戦
を
認
め
ず
、

は
三
次
戦
を
認
め
な
が
ら
も
そ
の
日
時
を
明
か
に
し
な
い
。

甲
類一

＿
忍
信
frt
心
岱

t
-

し
心
松
刃
浪
を
お
そ
麻
だ
ii
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梵

3

笠
牛
K
た
令
七
凡
令
ゑ

g{
,

筍

i柘
奴
峠
t
代
げ
ヽ

争
Tsよ
穿
帆
？

4
i紅

名
応
和
鍔
ャ
な
だ
合
も
E

お

’

体
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嘔
玄
あ

i

べ
亙
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A

狂
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Y
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翌
計
弁

↑
パ
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i
i
を
令
ヤ
ふ
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名
な
ネ
49名
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逹
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必
梵

1

信
入
↓
[
”
で
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ふ
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緊
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云
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2
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E
ば
！
i
往
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：
ぷ
，
ご
約
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1
8人
択
戎
太

1

り
か

t
t窃
兄
t
f杖
的

J

函‘
，ん
な
瓦
凶
ャ
合
1
ー
丸
t

1
い
み
父
．

h
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1
ボ？

パ
裏

t
”
ぷ
び
盆
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公
高
咋
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f
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i
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の
で
あ
る
と
し
た
。

(
C
)

・

(
D
)
は
殆
ど
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、

(
D
)
は
誤
字
が
多
く
ま
た
末

尾
の
附
記
も
そ
の
後
半
を
欠
く
。
こ
の
こ
と
は
少
な
く
と
も

(
C
)
よ
り
お
く
れ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
写
本
も
考
え
ら
れ
る
。

(
B
)
は
万
延
元
年
(
-
八
六

0
)
の
記
事
を
書
き
留
め
る
こ
と
か
ら
も
っ
と
も

お
そ
く
、
そ
の
基
本
は

(
C
)
に
あ
っ
た
と
思
量
さ
れ
る
。

そ
の

(
C
)
は
た
し
か
に
文
章
も
整
い
達
筆
で
、
筆
者
の
人
柄
を
偲
ば
せ
る
も
の

が
あ
る
。
そ
の
手
記
年
を
記
さ
な
い
が
、
文
中
に
文
治
五
巳
酉
年
、
永
正
八
辛
未
年
、

永
正
九
壬
申
年
の
表
記
が
あ
り
、
こ
の
干
支
を
「
年
」
の
前
に
お
く
書
式
は
近
世
に

お
け
る
も
の
で
、
中
世
の
場
合
は
年
の
次
に
お
く
の
が
通
例
で
あ
る
。

従
っ
て
文
治
代
は
勿
論
、
永
正
八
年
(
-
五
―

-
）
の
時
点
で
も
こ
の
書
式
を
使

用
す
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
結
局
近
世
に
至
っ
て
の
書
写
と
の
見
解
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
。

と
こ
ろ
で
代
々
系
脈
図
は
、
そ
の
作
成
に
当
っ
て
天
文
二
年
旧
記
・
善
堂
記
に
よ

る
と
こ
ろ
甚
だ
大
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
天
文
―

一年
旧
記
は

「
永
正
年
中
撰
す
る

と
こ
ろ
の
本
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
い
ま
両
者
と
も
伝
わ
ら
な
い
の

が
残
念
だ
が
、
こ
の
永
正
年
中
と
す
る
種
本
は
、
あ
る
い
は
こ
の
「
永
正
年
中
云
々
」

を
末
尾
に
も
っ
「
永
正
の
合
戦
記
」

(
C
)
の
原
本
を
さ
す
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知

れ
な
い
。

と
も
あ
れ

(
C
)
は
そ
の
内
容
の
充
実
、
虚
飾
の
な
い
記
述
に
好
感
が
も
た
れ
、

特
に
豊
か
な
士
地
鑑
に
も
と
づ
く
戦
闘
場
面
に
真
実
性
を
覚
え
、
記
録
と
し
て
の
評

価
は
高
い

。
こ
れ
は
実
際
に
戦
線
に
加
わ
り
、
し
か
も
こ
の
地
に
生
れ
育
っ
た
過
去

を
持
つ
人
物
、
す
な
わ
ち
「
桃
生
山
内
氏

一
族
の
一
人
で
、
戦
後
中
神
の
地
に
隠
れ

住
み
、
こ
の
手
記
を
著
わ
し
た
」
と
す
る
附
記
の
言
葉
ど
お
り
の
人
物
が
想
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

桃
生
山
内
氏
と
磐
井
郡
流
（
花
泉
地
方
）
の
寺
崎
氏
と
の
関
わ
り
は
、
特
に
永
正

成

立

年

代

さ
き
に
、
乙
類
は
全
て
―
つ
の
原
本
に
も
と
づ
く
写
本

（
一
部
加
箪
）
で
あ
り
、
甲
も
ま
た
そ
の
影
響
を
受
け
る
も
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合
戦
に
お
い
て
深
い
も
の
が
あ
り
、
こ

の
中
神
住
人
を
は
じ
め
、
二
次
戦
に
敗
れ
た

江
田
じ

郎
が
落
ち
た
先
も
蒜
香
で
あ
っ
た

(C
•
D
)。
こ

れ
も
寺
崎
氏
の
所
領
故
の

も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。

さ

ら
に

(B
)
で
は

、

二
次
戦
に
敗
れ
た
知
貞
•
江
田
ら
は
宮
城
•
国
分
実
沢
村

ヘ
洛
ち
、
こ
の
地
で
も
結
城
氏
と
戦
い

（永
禄
年
中
？

•

一
五
五
八
ー

七
0
)
再
び

敗
れ
て
定
俊

（知
貞
改
名
。
四
0
歳
？

）
打
死
。
そ
の
十

T
代
若
丸
兄
弟
三
人
と
江

田
の
子
ら
合
わ
せ
て
六
騎
は
、
磐
井
郡
流
寺
崎
城
主
、
寺
崎
下
野
守
止
次
を
頼
っ
て

逃
れ
た
と
す
る
。
こ
の
正
次
は
定
俊

（知
貞
）
に
は
外
祖
、
千
代
若
丸
兄
弟
に
は
外

祖
父
に
当
る
と
す
る
か
ら
、
知
貞
の
父
貞
通
の
妻
の
実
家
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
兄

弟
は
正
次
の
好
意
に
よ
っ
て
日
形
村
に
隠
れ
住
み
、
浪
人
と
な
り
田
畑
を
耕
し
て
暮

ら
し
た
と
し
て
い
る
。

何
れ

(
C
)
の
原
本
は
そ
う
し
た
人
々
の
う
ち
の
誰
か
に
よ

っ
て
書
か
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

た
だ
こ
の
「
永
正
年
中
撰
」
に
依
拠
し
た
と
さ
れ
る
天
文
二
年
旧
記
に
つ
い
て
、

一
部
に

「江
田
清
通
に
よ
っ
て
天
文
二
年
(
-
五
三
三
）
に
記
さ
れ
た
手
記
」
と
の

見
解
（
『
石
巻
の
歴
史
』
）
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
系
図
が
調
整
さ
れ
た
と
す
る
も

の
が
あ
る
。

こ
の
根
拠
と
な
る
の
は
お
そ
ら
く
代
々
系
脈
図
（
知
貞
の
項
）
の
「
宗
清
聞
此
事

不
堪
憤
激
議
誅
張
本
江
田
七
郎
旧
記
作
中
島
七
郎
同
人
也
」
の
解
釈
に
よ
る
も
の
と

お
も
う
。
こ
こ
は
む
し
ろ
「
宗
清
此
事
ヲ
聞
キ
憤
激
二
堪
エ
ズ
張
本
江
田
七
郎

（旧

記
二
中
島
七
郎
卜
作
ル
同
人
也
）
ヲ
誅
ス
ル
ヲ
議
ス
」
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
。
清
通
は
「
永
正
十
二
年

(
-
五
一
五
）
某
月
八
日
死
、
法
名
鉄
関
良
金
」
（
代
々

系
脈
図
）
と
あ
り
、
天
文
―
一年

(
-
五
三
一
―
-
）
に
は
死
亡
し
て
い
る
。

伊
達
家
の
正
史
で
あ
る

『伊
達
家
正
統
世
次
考
』（
元
禄

期
成
立
）
は
、
桃
生
山
内
氏
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
記
す

（原
本
漢
文
）

又
古
書
二
曰
ク
、
桃
生
ノ
主
、
山
内
首
藤
俊
通
十
余
代
ノ
後
胤、

備
前
守

義
通
ノ
嫡
子
刑
部
大
輔
貞
通
、
永
正
八
年
十
月
、

葛
西
宗
清
卜
戦
イ
敗
績

シ
、
降
ル

コ
ト
ヲ
乞
テ
ソ
ノ
子
千
代
若
ヲ
留
メ
テ
之
ヲ
主
ト
シ
、
終
二
自

ラ
出
亡
ス
。
ソ
ノ
明
年
秋
、
家
臣
江
田
七
郎
清
通
。
復
夕
中
島
城
二
拠
リ、

ひ
き

以
テ
葛
西
ヲ
拒
ム
。
葛
西
宗
清
大
軍
ヲ
帥
イ
テ
囲
ミ
攻
ム
。
九
月
三
日
和

議
に
就
テ
、
而
シ
テ
清
通
千
代
若
丸
ヲ
奉
ジ
テ
城
ヲ
出
デ
、
綾
二
首
領
ヲ

全
ウ
ス
。
此
二
至
リ
テ
桃
生
ノ
首
藤
家
亡
ブ
ト
云
ウ
。か

つ

登
米
太
郎
行
賢
、
千
代
若
丸
ガ
伯
母
ノ
夫
ト
シ
テ
嘗
テ
貞
通
ヲ
葛
西
二

議
シ
、
以
テ
之
ヲ
悪
ウ
ス
是
レ
葛
西

・
桃
生
争
乱
ヲ
為
ス
所
以
ナ
リ
。
此

ノ
後
、

登
米
モ
亦
葛
西
二
亡
サ
ル
ル
所
卜
為
ス

こ
の

「
世
次
考
」
に
み
る
桃
生
山
内
氏
に
つ

い
て
の
伊
達
氏
が
わ
の
認
識
の
基
礎

は
「
古
書
」
に
よ
る
と
す
る
。
古
書
と
は
何
か
。

そ
の
内
容
か
ら

①
「
桃
生
山
内
氏
の
元
祖
を
俊
通
」
と
す
る
こ
と
は
、
知
平
の
「
考
之
覚
え
」
に

通
じ
、
そ
れ
は
ま
た
「
天
文
二
年
八
月
中
旬
誌
之
」

の
奥
書
の
あ
る
、
い
わ
ゆ
る

「
天
文
旧
記
」
に
も
記
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

②
「
二
次
戦
を
も
っ
て
終
了
、
千
代
若

•
清
通
主
従
共
に
七
尾
城
退
去
」
は
、
さ

き
の
乙
類
の
論
旨
に
同
じ
、
す
な
わ
ち

「
日
形
村
在
住
、
桃
生
領
主
門
葉
の
牢
人
」

書
す
る
と
こ
ろ
の

「永
正
の
合
戦
記
」
に
通
じ
る
。

し
か
も
な
お

「
世
次
考
」
説
は
、
知
平
説
（
二
次
戦
の
結
果
知
貞
安
泰
、
江
田
七

伊

達

正

統

世

次

考
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前
武
蔵
守
宗
清

（葛
西
武
蔵
守
宗
清
）

平
清

（葛
西
三
郎
重
清
・
宗
清
嫡
男
）

元
吉
播
磨
守
春
継

（元
吉
播
磨
守
春
継
）

柳
津
通
継

（柳
津
甲
斐
守
通
継
）

藤
原
畑
崎
玄
薫

（畑
崎
安
藝
入
道
玄
薫
）

平
重
治

（江
刺
播
磨
）

柏
山
伊
予
守
重
勝
（
柏
山
伊
予）

（以
下
略
）

熊野速玉大社奥州葛西奉賀帳

郎
退
去
•
第
三
次
戦
あ
り

）
と
も

異
な
り
、
ま
た
桃
生
山
内
氏
の
祖
を
経
俊
と
す
る

乙
類
系
と
も
合
致
し
な
い

。

当
時
桃
生
山
内
氏
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
永
正
合
戦
に
つ
い
て
の
著
述
は
極
く
稀

少
と
の
考
え
か
ら
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は

「天
文
旧
記
」
と
「
永
正
の
合
戦
記
」
両
書

の
主
張
を
、
当
時
の
史
観
に
基
づ
い
て
取
捨
選
択
さ
れ
て
生
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。

と
も
あ
れ
「
世
次
考
」
が
永
正
三
次
合
戦
を
認
め
ず
第
二
次
を
も
っ
て
終
了
と
の

見
解
を
示
し
た
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

熊

野

葛

西

永
正
合
戦
記
録
は
数
種
伝
わ
る
が
、
そ
の
内
容
は
必
ず
し

奉

賀

帳

も

一
致
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た

「伊
達
正
統
世
次

考
」
も
同
合
戦
に
関
す
る
限
り
、
な
お
不
充
分
な
事
項
が
散
見
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、

こ
の
合
戦
そ
の
も
の
の
実
在
性
さ
え
疑
わ
し
く
す
る
。
そ
う
し
た
折
、
そ
の
疑
惑
を

一
掃
す
る
よ
う
な
好
史
料
が
あ
っ
た
。

和
歌
山
県
新
宮
市
・
熊
野
速
玉
大
社
蔵
の
奉
賀
帳
（
同
神
社
へ
の
寄
進
者
の
名
簿
）

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
永
正
・
大
永
の
こ
ろ
(
-
五

0
四
ー

ニ
八
）
の
葛
西
の

頭
領
宗
清

•
重
清
父
子
以
下
、
有
力
武
将
た
ち
の
名
詭
•
花
押
が
ず
ら
り
と
並
ぶ

。

そ
れ
を
永
正
合
戦
記
（
代
々
系
脈
図
）
に
登
場
の
人
名
（
括
弧
内
に
示
す
）
と
対
比

す
る
と

な
ど
が
対
応
す
る
。

す
な
わ
ち
奉
賀
帳
と
永
正
合
戦
記
の
人
名
（
葛
西
方
）
は
見
事
に
合
致
す
る
。

ま
た
「
宗
清
の
署
名

・
花
押
は
中
禅
寺
文
書
の
そ
れ
と
全
く
相
似
」
す
る
と
い
う

（
佐
藤
正
助
氏
『
葛
西
中
武
将
録
』
）
。

永
正
合
戦
記
に
名
を
の
こ
す
葛
西
方
武
将
た
ち
の
多
く
が
、
奉
賀
帳
に
よ
っ
て
そ

の
実
在
が
証
明
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ま
た
合
戦
が
、
記
帳
時
期
と
大
差
な
い
こ
と
を
示

す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
合
戦
そ
の
も
の
の
侶
憑
性
が
高
ま
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。

永
正
合
戦
は
桃
生
山
内
氏
は
勿
論
そ
の

一
族
に
と
っ
て
も
、

一
家
存
亡
を
賭
け
た
一
大
決
戦
で
あ
っ
た
。
近
隣
在
住
の
同

内

義

利こ
ぞ

族
一
門
は
、
挙
っ
て
貞
通
の
傘
下
に
結
集
行
動
を
共
に
し
た
筈
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
永
正
合
戦
記
に
み
る
限
り
、
参
戦
し
た
武
将
の
う
ち
山
内

（首
藤
）
を

名
乗
る
の
は
宗
家
貞
通
・
知
貞
の
み
で
、
貞
通
の
叔
父
頼
重
は
福
地
を
称
し
、
貞
通

の
弟
清
通
は
江
田
（
中
島
と
も
）
な
ど
何
れ
も
在
地
名
を
名
字
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
合
戦
崎
（
樫
崎
）
入
道
は
勿
論
、
そ
の
ほ
か
開
戦
謀
議
に
参
画
し
た
山

田
入
道
・
飯
野
・
交
谷
（
合
戦
ヶ
谷
か
）氏
ら
も
、
一
族
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

そ
う
し
た
な
か
で

「永
正
の
合
戦
記
（
仮
称
）
」
に
江
田
七
郎
と
協
力
す
る
山
内

良
利
が
登
場
す
る
。
し
か
も
三
度
も
。
こ
れ
は
「
永
正
年
間
戦
乱
記
」
で
同
じ
場
面

に
出
る
山
内
良
信
と
同
一
人
と
お
も
わ
れ
る
。
さ
ら
に

「桃
生
領
主
山
内
伝
」
で
も

同
場
面
に
そ
れ
ら
し
き
記
述
を
み
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
代
々
系
脈
図
は
貞
通
の
弟
（
江
田
七
郎
の
兄
）
と
し
て
義
利
を
つ
く
る
。

こ
の
義
利
が
さ
き
の
良
利
、
さ
ら
に
は
良
信
と
同

一
人
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い

あ
る
ま
い

。

い
ま
こ
れ
ら
の
関
係
を
知
る
た
め
に
（
資
•
9

)
を
作
成
し
た

。

代
々
系
脈
図

(
A
)
は
系
図
に
義
利
を
つ
く
り
な
が
ら
、
合
戦
の
場
に
は
江
田
七

郎
が
専
ら
で

一
度
も
名
が
出
な
い

。
し
か
も
そ
の
項
に
「
永
正
八
年
十
月
貞
通
遁
世

ノ
時
共

二
出
奔
」
と
す
る
。
と
す
れ
ば

二
次
戦
に
は
登
場
し
な
い
筈
だ
が
、
乙
類

山
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（資.9) 山内義（良）利に対する記述の対比

甲類 乙類

(A) (B) (C) ：[)＼ ! I ! 

代々 系脈図（永正合戦記） 桃生領主山内伝 永正の合戦記（仮称） 永什年間戦乱品

（イ）
永正 8年 8月 9日 山内の良ホ（等）

! 
合戦崎合戦 多く討死す

！ 

永正 8年 9月 1日 名なし（系譜に「永正 8 山内良ホ• 江田七
（口）

中島賓山の夜襲
年10月貞通遁世ノ時共

郎計略を廻し
山内良利・江田じ郎 山内良信•江田七郎

二出奔ス」と

（ハ）
二次戦に臨み謀議 謀議者の中に名な 山内千代若丸致良 山内千代若丸良1言 山内千代若丸良信

す し 臣江田七郎 江田七郎 江mし郎
- -

（二）
永正 9年 8月15日 名なし当家一族従 山内の一族良ホ弐 山内一族良侶扱白 山附ー放良信数百

合戦崎城戦 臣戦死百余人 百余人討死 人討死 人討死
J 

(
C
)
(
D
)
で
は
共
通
す
る
場
面
に
一
貫
し
て
山
内
良
利
あ
る
い
は
山
内
良
信

と
し
て
一
二
度
も
出
る
(
-
さ
ら
に

(
B
)
、
の
同
場
血
で
は
「
山
内
の
良
ホ
（
竹
・
郎

党
か
）
」
と
し
て
三
度
み
え
る
。

こ
の
状
況
は
何
ら
か
の
日
的
の
故
に
愈
図
的
に
衣
利
の
名
を
批
作
し
た
と
し
か
思

え
な
い
。

同
系
図
は
清
通
（
江
田
じ
郎
）
の
項
に
「
半
牛
武
略
二
通
ジ
一
ム
々
」
と
す
る

C

事

実
合
戦
を
通
じ
て
大
奮
闘
の
七
郎
で
あ
っ
た
。
智
•
武
と
も
に
備
え
た
武
将
で
あ
っ

た
C

一
方
義
利
の
場
合
、
弟
（
七
郎
）
が
す
で
に
江
田
（
あ
る
い
は
中
島
）
と
称
し
分

家
独
立
し
た
と
お
も
わ
れ
る
の
に
対
し
、
な
お
山
内
を
名
乗
る
こ
と
は
、
未
だ
分
独

し
な
い
部
屋
住
み
故
の
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
あ
る
い
は
病
弱
故
の
も
の
で
あ
っ

た
か
。
何
れ
に
し
ろ
謎
の
人
物
と
し
て
後
考
に
期
待
し
た
い

。
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板
碑
は
仏
塔
（
石
塔
婆
）
で
あ
り
、
仏
尊
を
祀
る
こ
と
を
も
っ
て
本
義
と
す
る
。

仏
尊
を
祀
る
こ
と
は
仏
教
に
い
う
善
行
で
あ
り
、
そ
の
善
行
（
作
善
）
に
よ
っ
て
仏

の
利
益

（加
護
）
を
自
ら
も
得
、
ま
た
他
（
死
者
）
に
回
ら
し
て
そ
の
菩
提
成
就
を

願
う
の
が
、
板
碑
造
立
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
。

遺
存
す
る
板
碑
は
、
当
時
其
の
地
に
人
が
住
み
生
活
を
営
ん
だ
証
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
歴
史
的
考
古
史
料
で
あ
る
。

し
か
し
板
碑
は
塔
婆
の
様
式
に
則
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
内
容
は

お
の
ず
と
制
約
を
受
け
、
我
々
が
期
待
す
る
歴
史
資
料
と
し
て
の
要
素
を
必
ず
し
も

充
分
に
持
ち
合
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
性
格
上
実
証
的
価
値
に
富
む
。

従
っ
て
板
碑
に
歴
史
を
語
ら
せ
る
こ
と
は
至
難
だ
が
、
状
況
証
拠
と
し
て
あ
る
事

実
の
検
証
（
裏
付
け
）
に
は
、
か
な
り
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。

ま
た
板
碑
は
、
自
領
内
に
建
て
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
板
碑
の

建
つ
と
こ
ろ
す
な
わ
ち
造
立
者
の
所
有
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
。

さ
ら
に
こ
の
板
碑
が
、
集
中
的
（
こ
の
稿
で
は
こ
れ
を
「
群
」
と
称
す
る
）
に
残

留
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
計
的
効
果
を
発
揮
し
、
新
し
い
状
況
把
握
に
結
び
つ
い
て

＜
 

し

以
上
、
板
碑
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
と
し
て

1
、
板
碑
の
存
在
は
あ
る
時
期
あ
る
人
物
が
、
こ
の
地
に
実
在
し
た
証
拠
と
な
る
。

2

、
被
葬
者
・
造
立
者
の
お
お
よ
そ
の
地
位
•
財
産
・
年
令
な
ど
を
推
測
す
る
こ

と
が
出
来
る
。

3
、
僅
か
で
は
あ
る
が
族
姓
・
出
自
を
記
す
も
の
が
あ
る
。

4
、
男
女
の
区
別
が
ほ
ぼ
可
能
で
あ
る
。

は

じ

め

に

後
編
板
碑
に
よ
る
考
証

5
、
建
立
場
所
・
年
代
・
様
式
が
、
そ
の
族
の
系
統
を
模
索
す
る
端
緒
と
な
る
。

6
、
同
系
の
移
動
を
あ
る
程
度
察
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

7
、
信
仰
宗
派

（
関
係
僧
侶
）
の
傾
向
は
、
族
制
の
判
断
を
助
け
る
。

8
、
板
碑
の
分
布
か
ら
当
時
の
地
形
な
ど
の
大
略
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

当
地
方
に
お
け
る
中
世
史
料
は
甚
だ
少
な
く
、
殊
に
山
内
首
藤
氏
関
連
の
基
本
史

料
は
皆
無
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
に
反
し
当
地
方
は
、
板
碑
の
宝
庫
と
も
い
え
る

ほ
ど
遺
存
す
る
板
碑
の
数
が
多
い
。
こ
の
板
碑
、
す
な
わ
ち
歴
史
的
遺
物
を
考
古
学

的
史
料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
献
史
料
の
不
足
を
い
く
分
な
り
と
も

補
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
し
た
期
待
の
も
と
に
板
碑
に
対
処
す
る

も
の
で
あ
る
。
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吉
野
•
鹿
又
の
板
碑

吉

野

の

板

碑

尼
い
く
わ
ん
譲
状
（
前
述
）
に
み
る
、
桃
生
郡
吉
野
村
に

比
定
さ
れ
る
河
北
町
飯
野
・
大
吉
野
附
近
に
は
、
正
和
三
年

(

i

-

―二

四
）
を
箪
頭
に
、
鎌
倉
後
期
の
板
碑
七
基
が
あ
り
、
さ
ら
に
南
北
朝
期

・

室
町
初
期
の
四
基
が
続
く
（
有
紀
年
板
碑
に
つ
い
て
の
み
。
以
下
同
じ
）
。

こ
れ
ら
の
原
位
置
は
殆
ど
中
里
地
区
に
集
中
す
る
。
す
な
わ
ち
地
形
の
も
っ
と
も

奥
に
当
る
大
吉
野
は
造
立
者
の
居
住
地
に
、
そ
の
入
口
（
南
）
に
当
る
中
里
は
埋
葬

の
地
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

一
方
丘
陵
の
西
麓
に
当
る
飯
野
地
区
に
は
、
延
文
四
年
(
-
三
五
四
）
以
下
応
永

・

文
明
代
四
基
が
あ
る
。
時
期
・
数
最
と
も
に
吉
野
地
区
よ
り

一
歩
お
く
れ
る
も
の
で

つ
ま
び

あ
っ
た
。
ま
た
、
飯
野
地
区
の
板
碑
は
移
動
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
原
位
置
を
審
ら

か
に
し
な
い
。
（
資
•
1
0
)

鹿

又

の

板

碑

鹿
又
の
板
碑
は
一

―群
に
分
れ
る
。

1

、
光
明
寺
（
東
区
）
板
碑
群
（
資
•
1
1)

河
鏡
山
光
明
寺
（
曹
洞
宗
・
天
正
三
年
・

一
五
七
五

•

中
興
開
山
）
に
は
現
在
十

一
基
（
有
紀
年
の
み
・
近
世
墓
塔
に
改
刻
し
た
三
基
を
含
む
）
が
本
堂
前
に
建
つ
。

こ
れ
ら
の
う
ち
一
、

二
を
除
い
て
、
原
位
置
を
特
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
光
明
寺
か
ら
東
へ
五

0
0
米
ほ
ど
の
地
点
で
、
旧
北
上
川
本
流
は
直
角
に
転

回
し
て
石
巻
へ
南
下
す
る
か
、
そ
の
近
く
の
堤
外
の
畑
地
に
、
正
応
•
永
仁
な
ど
大

小
三
基
、
さ
ら
に
堤
防
上
に
興
国
一
―
年
一
基
が
あ
る
。

道
的
・
高
橋
専
市
郎
氏
墓
地
に
あ
る
三
基
は
、
新
田
町
（
矢
袋
屋
敷
）
同
氏
宅
裏

か
ら
出
上
し
た
も
の
。
昭
和
五
年
頃
、
防
火
用
水
池
を
つ
く
る
た
め
、
同
氏
屋
敷
裏

．
 
ヽ

第

章
　
鹿
又
•
河
北
の
板
碑

河南町鹿又道的作楽神社板碑

を
一
畝
（
約
一
ア
ー
ル
）
ほ
ど
を
約
一
・

五
米
の
深
さ
に
掘
り
下
げ
た
と
こ
ろ
、
中

央
附
近
で
高
さ

一
米
、
文
土
二
米
ほ
ど
の
大

き
さ
の
餞
頭
型
の
盛
上
塚
が
出
現
し
、
そ

の
周
辺
に
不
規
則
に
倒
れ
た
板
碑
六
基

（
う
ち
有
紀
年
三
基
）
が
発
見
さ
れ
た
。

後
年
こ
れ
を
自
宅
墓
地
に
移
し
祀

っ
た
も

の
と
い
う
。
副
葬
品
・
遺
骨
の
類
は
発
見

さ
れ
な
か
っ
た
（
河
南
町
文
化
財
保
護
委
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員
大
森
初
蔵
氏

・
斉
藤
右
仲
氏
談
）
。
こ
れ
ら
の
板
碑
を
特
に
「
矢
袋
屋
敷
板
碑
」

と
呼
び
、
光
明
寺
板
碑
と
同
系
統
と
認
め
、
同
板
碑
群
に
組
み
入
れ
る
。

2

、
道
的
（
西
区
）
板
碑
群
（
資

•

1
2
)

道
的
・
作
楽
神
社
の
一

0
基
は
、
現
位
置
よ
り
水
田
の
な
か
を
南
へ
約
二

0
0
米

の
、
か
つ
て
「
オ
カ
ネ
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
こ
は
、
蛇
田
・

三
軒
谷
地
へ
通
じ
る
三
叉
路
で
、
旧
河
道
の
自
然
堤
防
上
に
あ
た
り
、
馬
頭

・
庚
申

な
ど
の
石
塔
類
と
と
も
に
数
多
く
の
板
碑
が
散
乱
し
て
い
た
が
、
戦
後
の
耕
地
整
理

の
際
現
在
地
に
移
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
同
大
森

•

斉
藤
氏
談
）

（
な
お
こ
の
ほ
か
無
紀
年
碑
若
干
を
含
む
も
の
で
あ
る
）
。

鹿
又
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
建
立
地
と
し
て
、
殆
ど
自
然
堤
防
上
が
選
ば
れ
、
後
述

の
よ
う
に
、
長
期
空
白
を
経
て
再
開
さ
れ
た
板
碑
が
、
再
び
従
来
の
建
立
地
に
建
つ

こ
と
に
注
意
し
た
い
。

（資・ 10)

吉野

No. 紀 年 西紀 種子 （干支） 1局 願 文 （その他） 所在地

1 正和 3.3. 下 1314 五大種子 （甲口） 所奉造立者 為法界平ホ利益（五輪塔） 成田、 境

諸行無常

若有重業障

2 文保元.11.25 1317 （欠） 右造立志者為過去悲母聖霊相当十三年忌 飯野、岩 崎

忌辰出口生死往生極楽乃至I I利益

3 元亨元 11.29 1321 ノゞ ン （大オ辛酉） ，，， 、大吉野

4 ク 2.10. 5 1322 0 バク 為大夫太郎幽儀往生極楽也 ケ 、岩 崎

5 ,,, 2 . 11.10 ,, ィ 右為慈父三十五日 法界平ホ利益 成 田、 境

6 嘉暦 3.9. 2 1328 ウーン （戊辰） 飯野、外吉野

7 元弘 4.2 .15 1334 サ （甲戌） ，，， 、 境

諸行無常

8 貞和 2.11. 6 1346 サ ク 十方仏土中 右志者 徳隆尼一周忌平ホ故也 〃 ヽ
ケ， 康安 2.3. 24 1362 サ ク ケ 、大吉野

10 貞治 2. 11. 日 1363 ／ゞ ク 諸行無常 五七日追善 ,, 
ヽ

,, 

11 至徳 3.11. 8 1386 ノゞ ン 諸行無常 ，，， 
ヽ

// 

12 ,, 4 .10. 15 1387 サ ク （丁卯） 一周忌追善 ,, 、岩 崎

諸行無常

13 応永20.正.24 1413 キ リーク 応無所住 二 禅尼大三年為 // 、大吉野

14 ,, 33. 7 . 1 1426 Jゞ ン ケ // 

15 応永34.正.14 1427 タラーク 是法平ホ ,, 
ヽ 1-
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註（以下、銘文資料全般に通じる）

1 . 紀年欄の（下）は下旬を示す、また （日） は (X月日）を省略したもの。

2. 種子の欄の (0) は月輪、 vvvは、蓮座を示す。

3. 褐頌は第一句のみ。干支を附すものは（ ）につつみ（干支）傷、欄に。

4. (ホ）は等の unは菩提。略字、不明文字は口印。

飯野

No. 紀 年 西紀 種子 （干支）｛局 顔 文（その他）

1 文保 3.3. 2 1319 （欠） 右志者為亡妻第三年、乃至頓証 （欠）

2 延文 4.3. ロ 1359 サ ク 今此三界

3 康暦 2.7 .16 1380 力

4 応永 5.2 .13 1398 ケ 若有間法者

5 // 18. 5 . 28 1411 ，，， 是法平ホ

6 文明 4.2. 下 1472 ア （壬辰） 逆修炎用大姉清月和尚

是法住法位

7 ク 11.8. 4 1479 バーンク （己亥） 妙嘉禅尼

深入禅定

小船越

1 正応 6.8. 時正 1293 ノゞ ン 右□二］幽儀往生極楽也

2 嘉元 2. 11. D 1304 ウーン （欠） 出離生死往生極楽也

3 応長元.10.日 1311 キリーク、サ、サク （大オ辛亥）

4 元応 2.9. 24 1320 キリーク 右志者為亡妻尼之往生極楽也

5 応永 9.8. 7 1402 ノゞ イ 是法平ホ

6 ,, 11.11.27 1404 Jゞ ン 明道大師小祥忌

7 ,, 14.D. 日 1407 ,, 

8 ,,, 24.11. 5 1417 サ ク 一見卒塔婆 相当月窓桂公庵主一周忌故也， 享徳 3.8 .18 1454 ノゞ ン 右よ者妙清禅尼法界平ホ利益故也

鶴家・五十五人

弘安元.9. 口 1278 ア 右志者為□

2 正安 3.11. 16 1301 カーンマン （大歳□□］）

3 嘉元 3.6. 20 1305 バ ン
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飯野、宮下北

ク、 // 

ク、新 m
，，、光厳古

ケ、 ク

ク、宮下南

ク、ク北

小船越、延命寺

// 、上納

// 、沢出山

ク ケ

ク 、山虹II

ク 、延命寺

ク 、中門

,;, 、山畑

，， 、延命寺

小船越、五十五人

ク、鶴家

ク、五十五人



（資 ・11)

河南町鹿又、光明寺板碑群

No. 紀 年 西紀 種子 （干支）傷 願 文（備考） 所在地

1 建治 2.8. 29 1276 ア （大歳丙（マ丑マ）） （近世墓塔に改刻） 光明寺

2 弘安 8.7. 21 1285 ウーン （乙酉） 右志者為□母幽儀□三年□善往□利益□ ，，， 

3 正応元． 口．ロ 1288 キリーク 伊字三点及び下蔀二点 （梵字陀羅尼）（安永風土記書出より推定） ，，， 

4 ヶ 4.7. 日 1291 ウーン （欠）幽儀七々口為往生極〇 ，， 

5 ,, 5 . 12. 26 1292 力 ク 右旨趣者相当過去聖哭五七日忌辰所也 ，， 

6 þÿ0�0��6�.4. 5 1293 （欠） （欠） 本町堤外

7 永仁元．こ二」 1293 カーンマン 右志者為過去幽儀往生極楽証大井也 ，，， 

8 ,,, 2. 仁ニコ 1294 Jゞ
,, 

， 乾元 2.8. 時正 1303 Jゞ ン 伊字三点 右志者為悲母聖霊十三年也 光明寺

10 嘉元 4.2. ロ 1306 カーンマン 右造立旨趣者為慈父往生極楽也 本町堤外

11 建武元.10.26 1334 キリーク （甲戌）

若有女人聞是経典 右意趣者為悲母幽儀三十三ケ年善根之也 光 明 寺

12 興国 2.3. 日 1341 （欠） 本町堤外

13 貞治 6.2. 日 1367 ノゞ ン 右D者相当D栂幽儀DD雛生死頓證井乃至怯界利益也 光明寺

14 応安 2.3. 日 1369 （欠） （己酉） 右志者為悲母幽霊三十三年忌景故也 ケ

15 文安 4.ロニコ 1447 ア 真言不思議 右志者為佐阿弥禅門 // 

16 正応 3.12. 日 1290 特異種子 右志過去幽儀百ケ日為建 矢袋屋敷

17 嘉元 4.2. 5 1306 （欠） （丙午） 為過去大夫二郎幽霊之百ケ日 // 

18 元徳 2.2. 時正 1330 キリーク〇 （庚子） 右志者為藤原氏図廿五逆修善根也 // 

19 建武 2.9 .14 1335 カ〇 為亡子六郎幽儀五七日善根也 ,, 

20 （欠） 十三仏（一部） （不明） // 

21 （欠） ／ゞン （欠） ,, 

22 （欠） 訥性醗疇） 為仏亡二百ヶ日□二］根 // 

（資 ・12)

河南町鹿又・道的板碑群

No. 紀 年 西紀 種子 （干支）褐 願 文（備考） 所在地

1 正応 3.3. 8 1290 （不明） （庚寅） 右志者相当先批幽儀忌景亡二：也 作楽神社

2 ,,. 4.0□ 1291 （欠） （不明） ，， 

3 永仁 3.ロロ 1295 ／ゞ ン （不明） ケ

4 正和元 4.24 1312 キャカラバア （双円性海塔） 為仏口幽儀□□ ，，， 

5 ,, 4 . ロロ 1315 キリーク（三尊、 右為［二こ 幽儀往生極□□ 〃

月輪蓮座つき）

6 文保 3.2口 1319 特異種子 為過去慈父□ 聖霊口 ，，， 

7 元徳□□ 1329-31 ア 右志者為過去聖霊口 /,, 

8 応安 3.7. 日 1370 （欠） 為先批幽霊ロニ ，， 

， 康暦 2.10. 26 1380 ウ ン 右志者相当父幽儀乃至法界衆生善根也 ，，， 

10 嘉暦 3.2. 日 1443 サ ク 帰命月天子 右志趣者過去祐春善尼 ，，， 

11 応永18.2. ロ 1411 サ 諸行無常 右志者為宗通禅師ー百ケ日 八幡社

12 建□．（欠） ウ ン 右志者口往生口 四家

13 D慶 2.8. 5 1309 （欠） （乙酉） □大日如来三□法器口證遮那之位妥相当 曽波神

先考□造立也願阿早亡二

註• 有紀年のみ
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＠
 

五

為
大
夫
太
郎
幽

元
亨
―
一
年
十
月
(
-
三
一
――-）

日

儀
往
生
極
楽
也

河
北
町
飯
野
ふ
石
崎
前
、
古
川
と
呼
ぶ
水
路
の
そ
ば
に
建
つ
。
し
か
し
状
況
か
ら

推
し
て
初
め
か
ら
こ
の
地
へ
の
建
立
は
考
え
に
く
く
、
む
し
ろ
五

0
米
ほ
ど
北
の
山

裾
附
近
が
原
位
置
と
お
も
わ
れ
る
。

種
子
ハ
ク
（
釈
迦
）
を
月
輪
に
納
め
、
大
夫
太
郎
の
極
楽
往
生
を
顔
っ
て
の
造
立

で
あ
る
。
簡
素
で
あ
る
が
堂
々
と
威
厳
に
満
ち
た
風
が
感
じ
ら
れ
る
。

葬
ら
れ
た
の
は
大
夫
太
郎
で
あ
る
。
大
夫
太
郎
と
は
大
夫
の
長
男
（
太
郎
）
を
意

味
す
る
。
当
時
、
父
の
名
を
冠
し
て
呼
び
名
と
す
る
の
が
一
般
的
な
慣
習
で
あ
っ
た
。

大
夫
は
本
来
五
位
の
官
人
を
指
す
。
桃
生
山
内
氏
の
祖
経
俊
は
従
五
位
下
に
叙
さ

れ
、
刑
部
大
夫
を
称
し
た
。
し
か
し
時
代
が
下
る
に
つ
れ
大
夫
を
自
称
す
る
者
が
出

現
す
る
。
「
一

―
世
紀
ご
ろ
か
ら
は
、
国
の
行
政
に
も
参
画
す
る
よ
う
な
地
方
豪
族

が
、
み
な
大
夫
を
称
す
る
よ
う
に
な
る
」
（
『石
巻
の
歴
史
』

一
巻
p
4
2
0
)
と
の

大

夫

太

郎

の

板

碑

①
河
北
町
飯
野
•
岩
崎
前

見
解
も
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
大
夫
の
場
合
、
果
し
て
そ
の
何
れ
に
該
当
す
る
も
の
か
。

仮
り
に
後
者
の
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
太
郎
の
父
が
国
の
行
政
に
参
画
す
る
地

方
豪
族
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
え
よ
う
。

こ
の
大
夫
太
郎
の
板
碑
は
、
さ
き
の
吉
野
群
と
飯
野
群
の
中
間
地
点
に
あ
り
、
周

辺
に
他
の
板
碑
の
存
在
を
認
め
な
い
。
他
の
兄
弟
ら
（
次
項
）
の
板
碑
が
矢
袋
屋
敷

に
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
孤
立
の
状
態
で
何
故
離
れ
て
こ
の
地
に
建
つ
の
か
。
そ
の
理

由
の
一
っ
と
し
て
、
こ
の
時
期
矢
袋
屋
敷
な
ど
鹿
又
の
地
区
が
、
お
そ
ら
く
水
害
な

ど
に
よ
り
造
立
不
能
の
状
況
に
お
ち
い
り
、
そ
の
間
一
時
的
に
仮
の
建
立
地
と
し
て

選
ば
れ
た
と
思
量
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
後
述
）
。

大

夫

二

郎

・

矢
袋
屋
敷
板
碑
の
出
土
状
況
に
つ
い
て
は
前
に
述
べ
た
。

六

郎

板

碑

こ
こ
に
再
び
大
夫
を
冠
す
る
板
碑
が
出
現
す
る
。
板
碑
に
俗

名
を
記
す
こ
と
自
体
が
珍
ら
し
く
、
ま
し
て
や
大
夫
名
を
冠
す
る
な
ど
稀
有
と
い
え

る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
一
―
基
は
年
代
的
に
も
、
ま
た
建
立
地
も
近
い
こ
と
に
よ
っ
て
、 大夫太郎板碑（河北町飯野岩崎前）
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③
河
南
町
鹿
又
（
高
橋
専
市
郎
氏
墓
地
）

（欠）

両
碑
は
大
夫
を
父
と
す
る
兄
弟
と
解
し
差
支
え
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

よ
り
十
六
年
早
い
生
涯
で
あ
っ
た
。

為
過
去
大
夫
二
郎

丙

嘉
冗
四
年
二
月
五
日

午

幽
霊
之
百
ヶ
日

②
河
南
町
鹿
又
（
高
橋
専
市
郎
氏
墓
地

（
三
一〇
六
）

さ
ら
に
同
所
に
、
③
「
亡
子
六
郎
」
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
小
型
な
が
ら
武
蔵
型

を
線
刻
す
る
丁
重
な
扱
い
で
あ
る
。

為
亡
子
六
郎
幽
儀
五
七
日
善
根
也

建
武
二
年
九
月
十
四
日
施
主
敬
日

(
-
三
三
五
）

R
 

―
一郎
は
太
郎

こ
の
亡
子
六
郎
が
大
夫
―

一郎
と
同
じ
墓
地
に
葬
ら
れ
た
こ
と
で
二
人
は
兄
弟
、
太

郎
・
―

一郎
に
次
ぐ
六
番
目
の
男
子
を
指
す
も
の
と
推
最
さ
れ
る
。
こ
こ
で
六
郎
が
大

夫
を
冠
し
な
い
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
「
亡
子
」
と
す
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、

幼
年
だ
っ
た
故
と
解
し
た
い
。

こ
の
場
合
供
養
者
が
施
主
と
す
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
惣
領
と
し
て
両
親
・
先

祖
の
仏
事
を
営
む
に
当
っ
て
の
孝
子
、
そ
れ
以
外
（
夫
も
し
く
は
妻
あ
る
い
は
子
）

に
は
施
主
と
す
る
の
が
通
例
、
六
郎
の
場
合
「
亡
子
・
施
主
」
か
ら
父
で
あ
る
大
夫

に
よ
る
造
立
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

藤
原
氏
女
鹿
又
・
道
的
、

④
•
月
輪
キ
リ
ー
ク
・
元
徳

二
年
(
-
三

の

板

碑

三

0
)
板
碑
は
現
在
所
在
不
明
で
あ
る
が
、
幸
い
『
わ
が
ま

ち
河
南
町
の
文
化
財
』
（
河
南
町
教
育
委
員
会
•
昭
和
六
一
年
）
に
そ
の
拓
影
と
銘

文
読
み
が
遺
っ
て
い
る
。
同
読
み
に
は
単
に
「
為
藤
原
氏
」
と
あ
る
が
、
拓
影
か
ら

さ
ら
に
「
女
」
が
読
め
、
「
為
藤
原
氏
女
」
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
藤
原
氏
か
ら
嫁
入
り
し
た
女
性
の
た
め
の
逆
修
板
碑
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

に
妻
女
の
出
自
を
明
記
す
る
板
碑
は
少
な
く
、
そ
れ
だ
け
に
記
さ
れ
た
女
性
の
生
家

の
家
格
は
高
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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④
 

敬

右
十
心
者
朽
藤
原
氏
女

庚

白

元
徳
二
年
二
月
時
正

午

甘
五
逆
修
善
根
也

こ
の
藤
原
氏
女
の
板
碑
の
あ
っ
た
道
的
は
、
さ
き
の
大
夫
二
郎
碑
な
ど
の
出
土
し

た
矢
袋
屋
敷
に
近
い
。
こ
の
周
辺
に
他
に
板
碑
の
出
例
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

お
そ
ら
く
同
じ
墓
域
に
あ
っ
た
も
の
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た

と
の
指
摘
が
可
能
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
藤
原
氏
女
は
、
大
夫
一
一
郎
系
の
誰
か
に

嫁
入
り
し
て
き
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

い
ま
こ
の
藤
原
氏
女
を
特
定
す
る
の
は
困
難
で
は
あ
る
が
、
藤
原
氏
を
名
乗
る
近

隣
在
住
の
家
系
と
し
て
は
、
桃
生
山
内
氏
を
除
く
と
宮
城
郡
を
領
知
し
た
留
守
氏
が

距
離
的
に
も
っ
と
も
近
く
、
ま
た
可
能
性
も
高
い
。

留
守
氏
は
既
述
の
と
お
り
、
桃
生
山
内
氏
と
再
々
婚
姻
を
重
ね
て
い
る
。
さ
ら
に

は

一
揆
契
約
の
盟
友
と
し
て
、
よ
り
深
く
結
束
し
合
う
間
柄
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は

こ
の
板
碑
の
時
期
よ
り
若
干
お
く
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
そ
の
前
徴
と
し

て
の
結
縁
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
語
る
事
例
の
一
っ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
余
目
旧
記
」
に
「
大
崎
ニ
ハ
両
国
諸
侍
の
御
座
前
々
よ
り
相
定
候
」
と
し
て
、

大
崎
殿
へ
出
仕
の
折
の
座
席
が
身
分
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
と
あ
る
。
そ
し
て

④
河
南
町
鹿
又
・
道
的

大
夫
と
は
誰
か
。

二桃
生
山
内
氏
は
留
守
氏
よ
り
二
間
口
さ
が
り
候
」
と
あ
る
。
そ
の
留
守
氏
（
藤
原

姓
）
か
ら
の
入
嫁
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
当
然
そ
の
相
手
は
桃
生
山
内
氏
嫡
流
で
な
け

れ
ば
な
る
ま
い

r)

こ
の
こ
と
は
、
こ
の
地
鹿
又
に
桃
几
山
内
氏
嫡
流
か
屈
什
し
て
い

た
こ
と
を
衷
付
け
る
も
の
て
あ
る
。

大

夫

の

素

性

1
、
石
巻
地
方
で
「
人
夫
」
を
刻
む
板
碑
は
、
前
出
岩
崎
前
（
元
亨
―

一年
）
と
欠
袋

屋
敷
（
嘉
元
四
年
）
以
外
そ
の
出
例
を
見
な
い
。

前
述
の
と
お
り
大
夫
と
は
本
来
五
位
の
官
人
を
さ
す
の
で
あ
る
が
、
十
一
世
紀
ご

ろ
か
ら
国
政
に
参
画
す
る
地
方
豪
族
が
、
自
ら
大
夫
を
称
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た

と
い
う
。
こ
こ
に
み
る
大
夫
は
、
果
し
て
そ
の
何
れ
で
あ
る
か
定
め
難
い
が
、
何
れ

に
し
て
も
地
方
で
の
豪
族
、
最
古
向
位
者
と
の
位
置
づ
け
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

2
、
大
夫
人
郎
・
大
夫
．

一郎
を
刻
む
板
碑
の
建
つ
地
す
な
わ
ち
飯
野
（
吉
野
）
と

鹿
又
矢
袋
屋
敷
は
大
夫
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
こ
ろ
が
尼

い
く
わ
ん
関
係
譲
状
（
山
•
3
2
・
文
永
七
年
・
一
二
七
〇
。
山
•
3
3
・
元
亨
四
年
・

一
三
二
四
）
に
よ
れ
ば
、
桃
生
郡
吉
野
村
お
よ
び
鹿
又
の
う
ち
下
須
江
は
時
業
系
所

領
と
し
て
尼
い
く
わ
ん
の
保
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
い
ま
こ
の
吉
野
村
・
下
須

江
を
正
確
に
指
摘
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
少
な
く
と
も
大
夫
太
郎
碑
の
建
つ
飯

野
•
岩
崎
前
と
旧

吉
野
村
は
重
複
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

し
か
も
そ
の
地
を
大
夫
が
占
有
す
る
こ
と
は
、
尼
い
く
わ
ん
の
所
領
は
一
分
地
頭

職
と
し
て
の
権
限
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
か
げ
に
そ
れ
ら
を
総
括
す
る
惣
地

頭
職
と
し
て
の
大
夫
の
存
在
が
浮
ぶ
。

つ
ま
り
大
夫
は
桃
生
郡
惣
地
頭
職
と
し
て
の
立
場
に
あ
り
、
そ
の
故
の
大
夫
の
称

号
で
あ
ろ
う
。
当
然
桃
生
山
内
氏
嫡
流
当
主
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

3
、
大
夫
太
郎
碑
は
唯
一
基
岩
崎
前
に
離
れ
て
建
つ
が
、
大
夫
二
郎
・
六
郎
の
板
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碑
の
あ
る
矢
袋
屋
敷
が
大
夫
（
地
頭
職
）
一
家
本
来
の
墓
地
で
あ
っ
た
ろ
う
。
さ
ら

に
こ
こ
に
は
「
藤
原
氏
女
」
の
逆
修
碑
（
元
徳
二
年

・
一
三
三
0
)
も
あ
る
。

留
守
氏
（
藤
原
姓
）
と
桃
生
山
内
氏
は
再
々
婚
姻
を
重
ね
て
い
る
（
余
目
旧
記
）

そ
の
事
実
に
照
ら
し
、
こ
の
藤
原
氏
女
を
留
守
氏
か
ら
の
入
嫁
と
解
す
る
こ
と
も
不

自
然
で
は
あ
る
ま
い
。
と
す
れ
ば
そ
の
相
手
は
、
家
格
か
ら
し
て
桃
生
山
内
氏
嫡
流

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
逆
修
碑
が
建
つ
こ
と
に
よ
っ
て
矢
袋
屋
敷
が

嫡
流
家
の
墓
地
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
太
郎
の
妻
で
あ
っ

た
ろ
う
。

4
、
矢
袋
屋
敷
に
み
る
盛
上
墓
構
の
出
例
は
当
地
方
で
は
極
め
て
珍
ら
し
く
、
こ

の
ほ
か
小
塚
•
福
地
（
何
れ
も
河
北
町
）
各
一
例
の
み
で
、
共
に
権
威
の
象
徴
と
見

な
さ
れ
る
の
で
あ
る

。

し
か
も
矢
袋
屋
敷
•
小
塚
の
場
合
、
そ
の
墓
地
に
は
先
ず
祖

霊
と
し
て
当
主
の
父
を
祀
る
（
註
）
こ
と
で
共
通
す
る
。
小
塚
の
先
代
の
墓
地
が
矢

袋
屋
敷
と
考
え
ら
れ
る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

5
、
俗
名
を
刻
む
こ
と

大
夫
の
称
号
と
共
に
太
郎
・
ニ
郎
・
六
郎
、
ま
た
藤
原
氏
女
な
ど
俗
名
を
板
碑
に

刻
む
こ
と
が
、
矢
袋
屋
敷
板
碑
に
共
通
す
る
特
徴
と
い
え
る
。
さ
ら
に
後
述
の
「
安

陪
氏
女
法
忍
房
（
河
北
町
源
光
寺
・
延
慶
三
年
・

一
三

一
0

•

逆
修
碑
）
、
乙
鶴
御

前
（
同
町
小
塚
・
元
応
三
年

・
ニ
ニ
ニ
―
)
も
ま
た
矢
袋
屋
敷
系
と
見
な
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
出
自
・
俗
名
は
大
夫
の
称
号
と
相
侯
っ
て
、
桃
生
山
内
氏
嫡

流
と
し
て
の
家
格
を
証
し
確
か
な
も
の
に
し
て
い
る
。

要
す
る
に
こ
こ
で
大
夫
を
称
し
た
人
物
は
、
桃
生
郡
地
頭
職
•
山
内
首
藤
氏
当
主

に
比
定
し
可
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

註
•
伊
藤
唯
眞
氏
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
第
五
巻
に
、
「
子
孫
に
記
憶
の
あ
る
聖
霊
の
墓

を
通
し
て
家
の
列
祖
の
聖
霊
を
供
餐
す
る
と
い
う
形
式
の
祭
祀
が
出
現
す
る
の
は
さ
き
に
み

た
よ
う
に
中
原
（
師
右
）
家
の
場
合
で
貞
治
五
年
（

ニ
ニ
六
六
）
が
最
初
で
あ
っ
た
」
。
そ
う

し
た
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

大

夫

の

家

族

イ
、
正
応
三
年
十
二
月
日
(
―
二
九

0
)
過
去
幽
儀
百
ヶ
日

ロ
、
嘉
冗
四
年
一
一
月
五
日
(
-
三

0
六
）
大
夫
―

一郎
百
ヶ
日

ハ
、
延
慶
三
年
九
月
十
五
日
(
-
三

一
0
)
大
施
主
等
に
よ
る
安
陪
氏
女
法
忍
房
逆

修
塔

二
、
元
応
三
年
三
月
四
日
(
-
三
ニ

―
)
為
乙
鶴
御
前
井
子
息
等
聖
霊
往
生
極
楽

ホ
、
元
亨
一
一
年
十
月
五
日
(
-
三
ニ
―-
）
大
夫
太
郎
幽
儀
往
生
極
楽

へ
、
元
徳
二
年
一
一
月
時
正
(
-
三
三
0
)
藤
原
氏
女
逆
修

ト
、
建
武
二
年
九
月
十
四
日
（

二
ニ
三
五
）
亡
子
六
郎
五
七
日

こ
の
ほ
か
同
所
に
は
、
双
円
性
海
塔
の

一
部
（
為
仏
□
口
百
ヶ
日
）
、
十
三
仏
と

お
も
わ
れ
る
も
の
、
バ
ン
種
子
な
ど
の
断
碑
三
基
が
あ
る
が
、
紀
年
欠
失
な
ど
の
た

め
考
察
対
象
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
。

1
、
矢
袋
屋
敷
最
古
の
正
応
三
年

(
―
二
九

0
)
「
過
去
幽
俵
百
ヶ
日
」
と
す
る

板
碑
は
、
年
代
か
ら
推
し
て
お
そ
ら
く
大
夫
の
父
が
想
定
さ
れ
る

次
い
で
大
夫
の
家
族
の
横
韻
を
板
碑
を
通
し
て
推
考
し
て

み
た
い
。
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2

、
大
夫
の
子
息
二
郎
•
六
郎
は
夭
折
し
矢
袋
屋
敷
墓
地
に
葬
ら
れ
た
。
こ
の
地

が
生
活
の
本
拠
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う

C

3
、
太
郎
碑
は
矢
袋
屋
敷
の
北
約
五
粁
、
山
沿
い
の
岩
崎
前
に
建
つ
。
し
か
し
こ

れ
は
此
処
に
太
郎
が
住
ん
で
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
鹿
又
が
水
害
の
た

め
埋
葬
（
居
住
）
不
可
能
と
な
り
（
後
述
）
、
止
む
な
く
仮
の
葬
所
と
し
て
選
ば
れ

た
も
の
と
解
す
る
。
父
よ
り

一
0
年
以
上
早
い
生
涯
で
あ
っ
た
。

4

、
同
じ
こ

と
が
（
ハ
）
•
安
陪
氏
女
法
忍
房
に
つ
い
て
も
い
え
る

。

河
北
町
相

野
谷
•
源
光
寺
（
浄
土
宗
•
矢
袋
屋
敷
北
東
約
五
粁
）
に
あ
り
、
（
近
世
墓
塔
に
改

刻
）
「
大
施
主
等
」
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
逆
修
塔
で
あ
る
。
法
忍
房
に
つ
い
て
は

不
明
。
太
郎
の
死
亡
よ
り
十
二
年
早
い
造
立
で
、
特
大
型
か
ら
大
夫
の
妻
（
太
郎
の

母
）
か
。
少
な
く
と
も
矢
袋
屋
敷
に
は
大
夫
の
妻
に
比
定
さ
れ
得
る
板
碑
は
見
当
ら

な
い
。5

、
（
ハ
）
の
建
立
者
「
大
施
主
」
は
、
先
例
か
ら
地
頭
と
解
す
。
法
忍
房
を
大

夫
の
妻
（
太
郎
の
母
）
と
す
る
と
大
施
主
は
太
郎
で
あ
り
。
大
夫
の
後
継
者
を
意
味

す
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
「
等
」
と
は
お
そ
ら
く
大
夫
の
兄
弟
が
健
在
だ
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

6
、
乙
鶴
御
前
碑
も
同
称
に
矢
袋
屋
敷
系
で
あ
り
な
が
ら
、
小
塚
に
建
立
さ
れ
た

終
り
に
大
夫

一
家
の
経
歴
を
想
定
す
る
。

と
考
え
ら
れ
る
も
の
。
そ
れ
は
太
郎
の
死
よ
り
一
年
早
く
俗
名
を
記
す
建
立
は
小
塚

系
と
は
一
線
を
画
す
も
の
が
あ
る
。
「
御
前
」
を
称
す
る
が
そ
の
出
自
は
不
明
。
あ

る
い
は
大
夫
の
息
女
か
。
子
息
と
共
に
葬
ら
れ
た
こ
と
は
出
産
に
伴
な
う
も
の
で
あ
っ

こ
n
o

t
ヵ7

、
藤
原
氏
女
は
留
守
氏
か
ら
の
入
嫁
と
理
解
し
た
。
そ
れ
は
嫡
流
で
あ
る
太
郎

の
妻
な
る
が
故
の
も
の
と
し
た
。
太
郎
死
後
八
年
を
経
て
の
造
塔
で
あ
る
。

8
、
六
郎
の
死
は
二
郎
の
死
亡
よ
り
三

0
年
を
経
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
期
間
大

夫
一
家
は
鹿
又
に
生
活
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

9
、
矢
袋
屋
敷
墓
地
は
お
そ
ら
く
大
夫
が
当
主
と
な
っ
た
時
点
で
新
設
さ
れ
、

先

ず
父
の
た
め
に
盛
土
墓
構
を
築
き
埋
葬
し
た
。
こ
こ
に
は
大
夫
一
家
以
外
に
は
葬
ら

れ
な
か
っ
た
と
み
る
。

1
0
、
従
っ
て
無
紀
年

（
断
碑
）

三
基
に
つ
い
て
も
、
太
郎
・
ニ
郎
ら
の
兄
弟
が
考

え
ら
れ
る
。

1
1、
こ
の
葬
地
風
習
（
盛
土
墓
構
•
先
ず
父
を
祀
る
）
は
そ
の
ま
ま
次
の
小
塚
に

伝
承
さ
れ
た
と
み
る
。
そ
れ
は
太
郎
の
死
亡
に
よ
る
世
代
交
替
に
際
し
て
実
施
さ
れ

こ°t
 

1

、
二
郎
の
死
亡
を
十
五
オ
（
満
•
以
下
同
）
と
す
る
と
そ
の
出
生
は
正
応

三
年

（一―

―九
0
)

2
、
太
郎
は
二
郎
よ
り
五
オ
年
長
と
す
る
と
弘
安
八
年
（

一―

―
八
五
）
生
ま
れ
、
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き 三
七
才
死
亡

3
、
太
郎
の
出
生
を
父
十
七

オ
の
と
き
と
す
る
と
六
郎
の
死

亡
時
父
は
六
七
才

4
、
六
郎
の
死
亡
を
十
五
才

と
す
る
と
生
ま
れ
は
元
応
元
年

（
一
三
二
0
)
、
父
五
ニ
オ
の
と

5
、
太
郎
の
結
婚
を
十
七
才

の
と
き
と
す
る
と
乾
元
々
年

（
一―
―1
0
三
）
、
結
婚
生
活
―
10

年

（資・ 13)

大夫の家族（板碑の銘文以外仮説）

西

紀

-

i

一七
0
|

八
0
|

九
〇

一三
0
0
|

-
0
|
 

―1
0
 

――1
0
 

四
O

ー

大
夫
誕
生

太
郎
誕
生

大
夫
の
父
死
亡
ヵ

二
郎
誕
生

太
郎
結
婚
？

二
郎
死
亡

安
陪
氏
女
逆
修

太
郎
死
亡

乙
鶴
御
前
及
子
息
死
亡

六
郎
誕
生

逆
修
碑
建
立

藤
原
氏
女

六
郎
死
亡

ウ

ー

ン

大

オ

g＼
建
治
二
年
丙
子
十

一
月
七
日

⑪
、
桃
生
町
永
井
八
幡
（
渥
美
辰
雄
氏

引ア

囚
、
河
南
町
鹿
又
・
光
明
寺

二
基
の
建
治
河
南
町
鹿
又
•
光
明

寺
の
最
古
建
治

一
一
年
塔
(
A
)は
裏

二

年

塔

面

を

墓

塔

（

宝

永

八

年

・

一
七
―

-
）
に
改
刻
再
利
用
さ
れ

て
い
る
た
め
そ
の
原
位
置
は
不
明
だ
が
、
寺
の
近
辺
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る

ま
い
。と

こ
ろ
が
こ
れ
と
全
く
同
一
様
式
の
板
碑

(
B
)
が
永
井
八
幡
（
涅
美
辰
雄
氏
）

に
あ
る
。

八
月
九
日
(
―
二
七
六
）

大
オ

丙
丑

建
治
二
年

（マ
マ
）
（
丙
子
が
正
し
い
）
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こ
れ
ら
の
二
甚
を
対
比
す
る
と
き
、

い
く
つ
か
の
共
通
点
が
み
え
て
く
る
。

1
、
種
子
は
台
密
系

2

、
紀
年
は
大
オ
•
干
支
を
附
す

3
、
紀
年
を
縦
一
列
に
記
す
ほ
か

一
切
の
記
述
が
な
い

こ
れ
ら
に
は
頼
文
が
な
い
た
め
、
そ
の
直
接
的
造
立
目
的
を
明
確
に
な
し
得
な
い
。

た
だ
同
一
様
式
の

二
塔
を
約
―

一ヶ
月
の
間
隔
で
造
立
し
た
人
物
、
そ
れ
は
同

一
人
と

解
し
て
可
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

い
ま
造
立
日
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
鹿
又

・
囚
の
造
立
日
か
ら
六
六
日
目

（八

月
小
、
九
月
大
、
十
月
小
。
『日
本
暦
日
原
典
』
）
に
永
井

・
⑪
が
建

っ
た
。
も
し
囚

を
五
七
日
供
養
の
た
め
の
造
立
と
仮
定
す
る
と
、
⑪
は
死
後
百
一
日
目
に
当
た
る
。

一
日
の
誤
差
を
無
視
す
れ
ば
、
(
A
)
・
(
B
)
は
同
一
人
に
対
す
る
五
七
日
・
百
ヶ
日
供
養

の
た
め
の
造
立
と
な
り
得
る
。

つ
ま
り
同
一
人
に
よ
る
同

一
者
に
対
す
る
造
立
と
み
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

そ
の
場
合
五
七
日
塔
が
先
ず
鹿
又
に
建
ち
、
次
い
で
百
ヶ
日
塔
が
永
井
に
建
つ
こ

と
は
鹿
又
が
主
で
永
井
が
従
と
の
関
係
を
意
味
し
よ
う
。
勿
論
そ
れ
は
同
一
人
の
領

有
地
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
条
件
を
満
た
し
得
る
の
は
惣
地
頭
職
で
あ
る
桃
生

山
内
氏
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。
つ
ま
り
鹿
又
が
嫡
流
系
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
何
故
同
一
人
の
供
養
塔
を
鹿
又
と
永
井
に
分
離
し
て
建
て
た
の
か
。
そ
の
場

合
、
⑪
、
が
後
続
す
る
板
碑
を
持
た
ず
単
独
で
建
つ
こ
と
、
ま
た
そ
の
立
地
が
、
当

時
の

一
般
的
な
居
住
地
ま
た
は
墓
地
と
し
て
、
必
ず
し
も
適
切
と
お
も
わ
れ
な
い
こ

と
に
よ
っ
て
、
特
殊
な
目
的
故
に
選
ば
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
は
後
述
す
る
順
列
板
碑
の
さ
き
が
け
と
し
て
、
そ
の
趣
旨
に
則
っ
た
領
有
権

の
宣
言
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

建
治
一

―年
塔
の
被
葬
者
は
―

一度
に
亘
っ
て
造
塔
供
養
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
人
物
は
、
同
系
に
と
っ
て
よ
ほ
ど
の
重
要
人
物
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
あ
る

鹿
又
•
光
明
寺
に
は
希
少
価
値
の
古
向
い
板
碑
が
多
い
。
そ

の
最
た
る
も
の
は
、
キ
リ
ー
ク
種
子
を
大
書
し
て
そ
の
上
位

思
想
（
尊
格
の
思
想
上
の
根
源
と
し
て
の
概
念
）
と
し
て
の
イ
字
三
点
を
冠
し
、
さ

ら
に
種
子
下
位
に
そ
れ
と
対
応
し
て
全
く
同
形
の
二
点
を
配
す
（
蓮
座
に
比
定
さ
れ

る
も
の
か
。
）
さ
ら
に
下
に
梵
字
ダ
ラ
ニ

を
刻
む
。

こ
の
碑
は
下
部
を
埋
没
す
る
た
め
紀
年
が
判
ら
な
い
。
幸
い
「
安
永
風
土
記
書
出

（
安
永
五
年
・

一
七
七
六
）
」
は
こ
の
碑
に
つ
い
て
「
延
宝
五
年
(
-
六
七
七
）
御
書

上
に
正
応
元
年
と
年
号
申
上
候
由」

と
あ
る
。
形
態

・
彫
技
上
こ
れ
を
妥
当
と
認
め

る。
そ
の
法
量
は
同
書
上
に
よ
れ
ば
「
高

一
丈
七
寸
、
巾
二
尺
七
寸
五
分
」

（三

0
三

x
八
0
)
そ
し
て
厚
さ
ニ

―
一糎
の
超
大
型
で
、
し
か
も
埋
没
部

一
メ
ー
ト
ル
が
見
込

ま
れ
簡
単
に
移
動
出
来
る
も
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
原
位
置
を
保
つ
と
考
え
ら
れ

光

明

寺

い
は
こ
の
被
葬
者
は
経
通
で
は
な
か
っ
た
か
。

経
通
の
死
亡
時
期
は
不
明
だ
が
、
文
永
九
年
（
一
＿
一
じ

一
）
実
検
使
を
拝
命
し
て

い
る
か
ら
当
然
そ
の
あ
と
と
な
る
。
ま
た
、
経
通
が
放
生
公
供
奉
人
と
し
て
出
什
す

る
の
が
寛
元
四
年
（
一
―

]四
六
）
、
こ
の
年
令
を
―
-
0
オ
と
仮
定
す
れ
ば
実
検
使
拝

命
は
四
六
オ
の
と
き
、
そ
し
て
建
治
一

一年
(
.
一
七
六
）
に
は
丁
度
五

0
オ
と
な
る
。

年
令
的
に
は
矛
盾
は
な
く
、
後
述
如
来

•

弘
安
九
年
（

一
―
一
八
六
）
蓮
阿
弥
陀
仏
碑

と
考
合
し
て
、
こ
の
被
葬
者
を
経
通
に
擬
定
し
て
も
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い

n
o
 

力
塩
釜
系
譜
・
経
俊
の
項
に
「
嫡
男
経
通
ヲ
桃
生

•
永
井
城
二
住
セ
シ
メ
郡
内
ノ
コ

卜
治
ム
」
と
あ
る
。
と
す
れ
ば
永
井
（
そ
の
近
辺
）
は
経
通
ゆ
か
り
の
地
で
あ
り
、

そ
の
供
養
塔
の
建
つ
こ
と
の
意
義
も
理
解
出
来
る
。

要
す
る
に
惣
地
頭
職
と
し
て
の
嫡
流
系
が
、
そ
の
所
領
を
再
確
認
し
、
後
代
に
も

違
乱
な
き
よ
う
證
拠
と
し
て
二
基
の
同
様
式
板
碑
を
建
て
た
と
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
被
葬
者
は
経
通
に
擬
定
し
て
可
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
後
述

す
る
順
列
板
碑
を
生
み
出
す
先
駆
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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鹿
又
に
は
遺
存
す
る
の
み
で
約
五

0
基
（
無
紀
年
を
含
む
）
の
板
碑
が
認
め
ら
れ

る
。
当
然
そ
の
建
立
の
中
心
と
な
る
寺
堂
の
存
在
が
推
量
さ
れ
る
。

光
明
寺
（
曹
洞
宗
）
の
前
身
は
金
剛
王
寺
と
い
う
天
台
寺
院
と
い
わ
れ
、
応
永
十

七
年
(
-
四―

0
)
の
銘
を
も
つ
胡
銅
（
青
銅
）
雲
版
が
あ
っ
た
と
す
る
（
後
述
）
。

こ
の
金
剛
王
寺
の
開
山
時
期
な
ど
に
つ
い
て
は
詳
細
を
欠
く
が
、
さ
き
の
正
応
元

年
超
大
型
碑
、
建
治
二
年
碑
の
存
在
か
ら
、
当
時
す
で
に
草
堂
が
存
在
し
た
可
能
性

が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、

二
基
の
建
治
二
年
碑
な
ど
建
立
地
設
定
に
当
っ
て
採
ら
れ

た

一
貰
し
た
思
想
（
後
述
•
順
列
板
碑
な
ど
所
有
を
宣
言
す
る
意
味
を
含
ま
せ
た
建

立
地
の
選
択
）
も
、
寺
堂
の
指
導
あ
っ
て
こ
そ
の
実
施
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

地

区

別

板

碑

当

地
方
の
板
碑
は
現
状
を
見
る
限
り
、
一
見
単
に
雑
然
と

造

立

推

移

表

散
在
す
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
仔
細
に
観
る

と
き
、
あ
る
大
き
な
流
れ
の
な
か
で
、
互
い
に
結
ば
れ
関
わ
り
あ
っ
て
存
在
し
て
い

る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
の
根
因
は
造
立
者
の
移
動
に
伴
う
葬
地
の
移
動
、
そ

し
て
庶
子
の
独
立
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

そ
の
関
わ
り
を
知
る
た
め
に
、
こ
こ
に
「
地
区
別
板
碑
造
立
推
移
表
」
を
作
製
し

こ°t
 こ

れ
は
本
編
に
関
連
す
る
地
区
に
つ
い
て
、
そ
の
地
に
所
在
す
る
板
碑
（
有
紀
年
）

を
地
域
ご
と
に
年
代
順
に
表
記
し
た
も
の
で
（
資

•
1
4
)
、
そ
の
地
域
の
造
立
推
移

を

一
見
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
、
他
地
区
と
の
比
較
検
討
を
容
易
に
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。

造

立

の

空

白

る。

鹿
又
村
安
永
風
土
記
書
出
（
安
永
五
年
七
月

・

は
次
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

「当
村
三
、
四
百
年
以
前
に
も
御
座
候
や
河
股
村
と
申
す
名
に
て
繁
昌

つ
か
ま
つ

の
地
に
御
座
候
由
、
追
年
屋
敷
畑
等
普
請
仕
り
候
て
、
四
百
年
前
後
の
古

か
わ
か
こ
い

碑
、
当
村
人
力
に
及
び
難
き
大
石
数
多
堀
出
申
候
。
往
古
は
川
園
な
ど
こ

一
七
七
六
）

―
四

0
0

ニ
O

四
〇

六
O

八
〇

一
五

0
0

ニ
O

四
〇

I I I 1, I I i I I . '・. .' I I 

―----------------------------------------------------------------------------

II 
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れ
な
く
、
水
難
度
々
こ
れ
あ
り
荒
亡
仕
り
一
面
の
野
谷
地
に
罷
り
成
り
、

人
居
も
絶
え
果
て
候
事
に
御
座
候
と
こ
ろ
、
天
正

・
文
禄
の
間
、
諸
方
よ

り
相
集
り
、
文
禄
元
年
(
-
五
九
二
）
貞
山
様
（
伊
逹
政
宗
）
岩
手
山
御

在
城
の
節
、
御
新
田
御
開
発
こ
れ
あ
り
、
高
七
貰
三
百
九
十
五
文
御
百
姓

拾
九
人
に
て
初
て
人
家
相
立
申
候
事
（
略
）
」
。

要
す
る
に
「
昔
は
川
囲
（
堤
防
）
も
な
く
度
々
の
水
害
に
よ
っ
て
人
家
も
絶
え
果

て、

一
面
の
野
谷
地
と
な
っ
て
い
た
が
、
天
正
の
頃
(
-
五
七
一
―
-)
よ
り
よ
う
や
く

人
々
が
集
り
は
じ
め
、
文
禄
元
年
(
-
五
九
二
）
御
百
姓
十
九
人
が
入
植
し
、
は
じ

め
て
人
家
が
建
っ
た
」
と
い
う
。

鹿
又
の
地
は
、
天
正
以
前
は
人
家
も
絶
え
果
て
た
、
一
面
の
荒
涼
た
る
野
谷
地
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

鹿
又
は
北
上
川
な
ど
が
運
ん
で
く
る
、
地
味
豊
か
な
耕
土
に
恵
ま
れ
、
そ
の
た
め

に
早
く
か
ら
開
拓
さ
れ
、
建
治
以
来
の
板
碑
数
十
基
が
遺
存
す
る
。
そ
れ
は
そ
の
時
々
、

多
く
の
人
た
ち
が
こ
の
地
に
住
ん
で
き
た
証
し
で
あ
る
。
そ
れ
が
あ
る
と
き
か
ら
荒

野
と
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

実
は
そ
の
興
亡
の
歴
史
は
、
下
段
の
「
造
立
推
移
表
」
か
ら
も
察
知
す
る
こ
と
が

出
来
る
。

い
ま
（
資
•
1
4
)
に
よ
っ
て
、
光
明
寺
・
道
的
群
お
よ
び
こ
れ
と
立
地
条
件
を
ほ

ぼ
同
じ
く
す
る
小
塚
の
板
碑
群
を
対
比
す
る
と
、
単
独
発
生
ま
た
は
三
群
同
時
期
に

発
生
す
る
造
立
の
空
白
期
に
気
付
く
。

す
な
わ
ち
第

一
次
は
光
明
寺
群
の
み
で
―

一四
年
間
。
第
二
次
は
そ
れ
ぞ
れ
約
一
一六

年
・
三
九
年

・
三

一
年
間
。
第
三
次
は
光
明
寺
群
は
約
七
八
年
と
異
状
に
長
い
。
道

的
群
の
場
合
第
三
次
中
間
に

一
基
（
応
永
十
八
年
二
月
ロ
・
一
四
―

-
）
が
八
幡
神

社
に
あ
る
が
移
立
さ
れ
た
も
の
で
原
位
置
不
明
。
従
っ
て
こ
の
空
白
期
間
は
連
続
す

る
可
能
性
も
否
定
出
来
な
い
。
と
も
あ
れ
三

一
年
と
一――
―
一年
の
二
期
を
合
わ
せ
て
六

三
年
と
長
い
。
こ
の
の
ち
光
明
寺

・
道
的
群
は
、
そ
れ
ぞ
れ
文
安
四
年
(
-
四
四
七
）

•

嘉
暦

一二
年
(
-
四
四
三
）
と
ほ
ぼ
同
時
期
に

一
基
ず
つ
を
建
立
し
た
の
ち
、
長
い

沈
黙
に
入
る
。

（資 ・14)板碑造立推移表

――
―10
0
 

―
二
七

O
八

O
ニ
O

四

O
ハ
0

八
〇

北

系

如来

寺崎

樫崎

北沢

永井（種子）

時 宗

南

系

群

―
群
一
塚

―
屋

一
谷

一
野
一
野
一
越

一
院

¥
n
 

寺

―

―

―

一
ヶ
一

―

_□刑

―
昌

―
勺

I

-
h
日

＿

霰

―

月
―ロ

光
一
道
一
小

―
七

―
合

一
吉
一

飯

―
小
一
林
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ところで三群とも殆ど同時期に空白期を迎える第一一次において、これ

らと近距離に位置する合戦ヶ谷では、変わりなく造立を継続している。

また第三次では、七尾・合戦ヶ谷での造立事情には異変は認められない。

この両者を分けたのは何か。それはそれぞれの地形の違いだったとい

える。

地区別 第一次空白期 第二次空白期 第戸次空白期

光叫寺群 1306, 2 , □ ~1330, 2 , 時正 1341, 3 , 日-1367,2,日 1369, 3 , 日-1447,D
(24) （約26) （約78)

道的群 1331, 8月-1370,7, 日 1380,10,26-1411, 2 ,D 

（約39) （約31)

1411, 2 D-1443, 2 ,D 

小塚 1340,0-1371, 7, 8 (32) 

（約31)

（註）

l、( )内は継続年数

2、道的群、第二次「元徳□年」は最終末年に当てた。

同、第三次「応永十八年 (1411) 2月口」は移立されたもの、原

位置不明

従って第三次空白期は継続する可能性もある。

一
方
小
塚
の
場
合
、
二
次
空
白
期
後
一
三
七

一
・
七
六

・
七
七
年
と
つ
づ
け
ざ
ま

に
三
埜
を
造
立
し
て
消
滅
す
る
。
と
こ
ろ
が
約
九
年
後
の
一

三
八
六
年
に
七
尾
に
造

立
が
開
始
さ
れ
る
。
こ
れ
は
小
塚
系
の
移
動
に
よ
る
と
思
量
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

R
 

鹿
又
•
小
塚
は
、
沖
積
地
帯
を
開
拓
し
た
極
く
低
い
地
盤
で
あ
り
、
七
尾
•
合
戦

ヶ
谷
は
丘
陵
を
背
に
し
た
微
高
地
と
い
え
る
。
こ
の
差
が
両
者
を
分
け
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
元
凶
は
洪
水
で
あ
る
。

濁
流
は
一
夜
に
し
て
田
畑
も
人
家
も
呑
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
復
旧
に
は
長
期
を
要
し
、
そ
の
間
居
住
不
能
と
な
っ
た
住
民
そ
し
て
そ
れ
ら
の
所

当
権
者
で
あ
る
板
碑
造
立
階
層
の
人
々
も
高
台
に
引
き
上
げ
そ
の
地
を
仮
の
住
居
と

し
、
復
旧
作
業
に
励
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仮
の
住
居
と
は
何
処
だ
っ
た
の
か
。

先
ず
光
明
寺
群
の
場
合
。

第

一
次
空
白
期
は
光
明
寺
群
の
み
に
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
こ
の
場
合
対
応
す

る
と
み
ら
れ
る
の
は
、
桃
生
町
神
取

•

林
昌
院
系
の
三
基
（
文
保
二
年
―

―基
、
元
亨

二
年
）
で
あ
る
。
そ
の
な
か
の

一
基
R
（
元
亨
二
年
・
ニ
ニ
ニ
―
-
）
は
荘
厳
性
に
富

み
、
ま
さ
に
惣
領
系
に
相
応
し
い
。
そ
の
直
後
の
小
塚
系
の
造
立
が
開
始
さ
れ
る
の

は
、
嫡
流
系
の
小
塚
へ
の
移
転
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
小
塚
に
順
調
な
造

立
（
嫡
流
系
）
が
み
ら
れ
る
以
上
、
光
明
寺
第
一
次
空
白
以
降
の
造
立
は
、
別
系
と

と
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

た
だ
こ
の
場
合
で
も
道
的
系
は
造
立
を
続
け
て
い
る
。
し
か
し
光
明
寺
系
は
道
的

を
仮
造
立
地
と
し
て
選
ば
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
光
明
寺
系
と
は
別
系
で
あ
る
故

の
も
の
か
。
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小
塚
へ
移
っ
た
嫡
流
系
で
は
あ
っ
た
が
こ
こ
で
も
再
び
被
害
を
う
け
る
。
そ
の
、

第
一
空
白
期
を
神
取
山
ま
た
は
合
戦
ヶ
谷
に
退
去
し
難
を
凌
い
だ
の
ち
ま
た
も
小
塚

に
戻
る
が
、
三
度
目
の
水
害
に
あ
き
ら
め
て
か
七
尾
へ
の
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

第
二
空
白
期
の
道
的
板
碑
群
の
移
動
に
つ
い
て
は
合
戦
谷
板
碑
（
後
期
）
と
の
関

連
も
浮
か
ぶ
が
、
適
確
な
資
料
も
な
く
定
か
で
は
な
い
。

建
立
地
の
移
動
は
原
則
と
し
て
自
領
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
惣
領

系
は
広
い
範
域
を
領
有
す
る
た
め
、
そ
の
対
応
も
容
易
で
あ
る
が
、
所
領
が
限
定
さ

れ
る
庶
流
に
と
っ
て
は
、
仮
に
退
避
す
る
場
所
は
あ
っ
て
も
、
板
碑
造
立
ま
て
に
は

い
か
な
い
事
情
が
あ
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

要
す
る
に
鹿
又
か
ら
神
取
へ
、
あ
る
い
は
合
戦
ヶ
谷
・
小
塚
へ
、
転
々
と
移
り
替

え
建
立
し
続
け
る
こ
と
が
出
来
た
系
統
（
光
明
寺
系
）
は
桃
生
山
内
氏
嫡
流
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
可
能
だ
っ
た
状
況
と
い
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

雲
王

金

寺
の

版

の
銘
を
も
つ
故
銅

鹿
又
•
光
明
寺
（
曹
洞
宗
）
の
前
身
は
、
金
剛
王
寺
と
い

う
天
台
宗
の
寺
院
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
金
剛
王
寺
に
次

（
青
銅
）
雲
版
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
。

「
奥
州
桃
生
郡
河
俣
村
金
剛
王
寺
住
持
比
久
暁
光
応
永
十
七
年
庚
丑
六

月
十
一
日
(
-
四
一

0
)
」
（
安
永
五
年
、
鹿
股
村
風
土
記
書
出
）

惜
し
む
ら
く
こ
の
雲
版
は
そ
の
後
所
在
不
明
と
な
っ
た
た
め
、
そ
の
内
容
の
確
認

は
出
来
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
光
明
寺
の
前
身
と
さ
れ
る
金
剛
王
寺

が
、
応
永
年
代
に
稼
働
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
所
は
、
い
ま

に
遺
る
大
型
板
碑
の
位
置
か
ら
現
光
明
寺
と
同
じ
敷
地
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

る。
こ
の
こ
ろ
鹿
又
は
東
•
西
区
と
も
第

一二
次
空
白
期
に
当
り
、
東
区
で
は
全
く
造
立

が
認
め
ら
れ
な
い
が
、
西
区
で
は
唯
一
応
永
十
八
年
碑
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
た
だ

こ
れ
は
前
述
の
と
お
り
移
立
さ
れ
た
も
の
で
原
位
置
を
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ

の
原
位
置
を
鹿
又
地
内
に
擬
定
す
る
と
き
、
雲
版
に
み
る
金
剛
王
寺
の
健
在
を
裏
付

け
る
―
つ
の
支
証
に
な
り
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
石
巻
地
方
の
板
碑
造
立
第
一
一
の
ピ
ー
ク
期
と
し
て
、
南
北
朝
末
よ
り
室

町
初
期
が
指
摘
さ
れ
、
各
地
と
も
応
永
代
の
造
立
は
も
っ
と
も
顕
著
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
鹿
又
の
場
合
、
僅
か
に
こ
の
一
基
を
み
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
洪
水
の

被
害
甚
大
な
鹿
又
は
、
こ
の
時
期
そ
の
復
旧
未
だ
進
ま
ず
住
民
の
復
帰
も
少
な
く
、

閑
散
と
し
た
環
境
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

再
び
鹿
股
（
又
）
村
風
上
記
書
出
（
安
永
五
年
）
を
引
用
す
る
。

午
頭
天
王
社

誰
勧
請
と
申
す
儀
な
ら
び
に
年
月
共
に
相
知
れ
申
さ
ず
候
。
ひ
と
頃
退

転
仕
り
御
社
地
ば
か
り
こ
れ
有
り
、
槻
の
大
木
御
座
候
と
こ
ろ
、

右
へ
参

詣
つ
か
ま
つ
り
居
り
候
由
（
略
）
元
和
年
御
杜
建
立
つ
か
ま
つ
り
候

ま
た
伊
勢
杜
（
小
名
伊
勢
宮
）
も
「
ひ
と
頃
退
転
」
し
た
が
、
こ
れ
を
鹿
又
開
拓

の
先
駆
者
高
橋
美
濃
が
改
め
て
社
を
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

午
頭
天
王
社
は
現
在
八
雲
神
社
と
し
て
旧
来
の
地
に
祭
祀
さ
れ
、
い
ま
も
槻
の
古

株
が
神
木
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。
同
社
は
あ
る
時
期
大
変
さ
び
れ
、
堂
宇
も
朽

ち
果
て
て
し
ま
っ
た
た
め
、
参
拝
の
人
は
神
木
で
あ
る
槻
の
古
木
を
礼
拝
し
て
い
た

と
い
う
。

洪
水
は
天
王
社
も
襲
い
常
字
一
切
を
流
し
去
り
、
槻
の
大
樹
の
み
の
無
残
な
姿
に

変
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
期
は
板
碑
空
白
期
と
重
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
み
て
、
天
王
杜
に
隣
接
す
る
命
剛
王
寺
も
同
様
の
被
害
を
蒙
っ

た
こ
と
明
白
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
雲
版
に
示
さ
れ
た
応
永
十
七
年
の
時
点
で
、
金

剛
王
寺
が
本
来
の
地
に
在
っ
た
こ
と
は
考
え
難
い
。
銘
の
年
号
に
誤
り
が
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
同
寺
は
安
全
な
場
所
に
避
難
し
て
、
そ
の
地
で
寺
務
を
執
り
布
教
に
当
っ

て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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1
、
鹿
又
の
板
碑
は
光
明
寺
・
道
的
の
二
群
に
分
か
れ
、

矢
袋
屋
敷
板
碑
は
光
明
寺
群
に
含
ま
れ
る
。

2
、
光
明
寺
群
の
最
古
建
治
一
一
年
碑
(
―二
七
六
）
。
こ
れ
と
同
年
・
同
様
式
の

板
碑
が
永
井
に
も
建
ち
、
同

一
人
に
対
す
る
五
七
日
・
百
ヶ
日
供
養
塔
と
推
考
さ
れ

る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
所
は
同

一
人
の
所
領
と
の
見
解
が
可
能
で
あ
る
。

3
、
「
地
区
別
造
立
推
移
表
」
に
よ
っ
て
、
光
明
寺
・
道
的
・
小
塚
の
造
立
状
況

を
み
る
と
殆
ど
時
を
同
じ
く
し
て
長
期
の
空
白
期
が
出
現
す
る
。
こ
れ
に
対
し
合
戦

ヶ
谷
・
七
尾
で
は
同
時
期
で
も
平
常
通
り
の
造
立
が
つ
づ
い
て
い
る
。
前
者
は
沖
積

地
帯
の
極
低
地
、
後
者
は
山
際
の
微
高
地
、
こ
の
立
地
の
差
が
両
者
を
分
け
た
と
い

え
る
。
す
な
わ
ち
洪
水
に
よ
る
冠
水
な
ど
で
退
避
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
造
立
不
能
と

な
っ
た
こ
と
に
よ
る
現
象
で
あ
ろ
う
。

4

、
造
立
代
替
地
と
し
て
、
神
取
•
岩
崎
前
・
合
戦
ケ
谷
•
相
野
谷
・
七
尾
な
ど

が
選
ば
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
光
明
寺
系
の
み
に
ゆ
る
さ
れ
、
道
的
系
に
そ
の
徴
候

は
な
い
。
造
立
は
原
則
と
し
て
自
領
内
に
限
る
も
の
で
、
惣
領
系
は
と
も
か
く
、
庶

流
系
で
は
領
内
に
適
地
が
な
け
れ
ば
転
地
し
難
い
。
従
っ
て
代
替
地
と
し
て
の
そ
れ

ら
の
地
は
、
光
明
寺
系
の
領
知
す
る
区
域
内
で
あ
っ
た
。

5
、
太
郎
・

一
一
郎
・
六
郎
は
大
夫
を
父
と
す
る
兄
弟
で
、
藤
原
氏
女
（
留
守
氏
か
）

は
太
郎
の
妻
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
生
活
の
場
は
鹿
又
に
あ
っ
た
。

6
、
大
夫
は
こ
の
地
に
お
け
る
最
高
実
力
者
の
称
で
あ
ろ
う
。
当
主
と
な
っ
た
時

点
で
矢
袋
屋
敷
に
新
に
墓
地
を
設
け
、
先
ず
父
の
た
め
に
盛
土
墓
構
を
築
き
、
一
家

の
墓
域
と
し
た
。

7
、
し
か
し
洪
水
の
た
め
使
用
不
能
と
な
り
、
太
郎
は
岩
崎
前
へ
、
法
忍
房
（
大

小

結

夫
の
妻
か
）
逆
修
塔
は
源
光
寺
に
、
乙
鶴
御
前
塔
は
小
塚
に
造
立
さ
れ
た
。

8
、
法
忍
房
の
逆
修
塔
碑
は
「
大
施
主
等
」
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
。
大
施
主
と

は
前
例
か
ら
地
頭
職
の
尊
称
と
解
さ
れ
、
こ
の
場
合
太
郎
を
指
す
も
の
と
い
え
る
。

9
、
光
明
寺
系
は
出
水
に
よ
っ
て
造
立
代
替
地
を
求
め
た
が
、
太
郎
の
死
を
機
に

次
代
当
主
は
小
塚
へ
移
り
、
こ
こ
を
拠
点
と
し
矢
袋
屋
敷
の
葬
墓
様
式
を
模
し
た
塚

を
築
い
た
。

1
0
、
以
上
の
状
況
か
ら
推
し
て
、
大
夫
お
よ
び
太
郎
は
桃
生
山
内
氏
嫡
流
に
擬
せ

ら
れ
て
然
る
べ
し
と
考
え
る
。河

北
町
成
田
・
小
塚
宅
地
周
辺
に
は
、
現
在
十
八
基
（
内

紀
年
不
明
六
）
の
板
碑
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
資
•
1
5
)
。

そ
の
最
古
は
元
応
三
年
(
-
三
ニ

―
)
で
、
①
「
ア
ン
種
子
（
阿
弥
陀
如
来
）
．

為
乙
鶴
御
前
井
子
息
等
」
と
す
る
。
子
息
と
と
も
に
葬
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
出
産

に
伴
う
死
亡
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
但
し
こ
こ
に
は
相
当
忌
日
を
記
さ
な
い
。

光
明
寺
系
が
矢
袋
屋
敷
か
ら
小
塚
へ
本
格
的
に
移
転
す
る
の
は
、
大
夫
太
郎
の
死

後
と
解
し
て
き
た
。
そ
の
太
郎
塔
は
矢
袋
屋
敷
造
立
（
居
住
も
）
不
能
の
た
め
、
岩

崎
前
に
建
立
さ
れ
た
（
元
亨
二
年
・
一
三
ニ
―-
）
。
こ
の
乙
鶴
御
前
塔
は
そ
の
前
年

建
立
で
あ
る
。
当
然
こ
の
塔
も
矢
袋
屋
敷
か
ら
退
避
中
の
造
立
と
な
る
。
つ
ま
り
矢

袋
屋
敷
系
と
し
て
そ
の
関
連
を
探
る
の
が
妥
当
と
考
え
た
い
。

乙
鶴
御
前
を
特
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

小
塚
へ
移
転
し
て
最
初
に
建
立
さ
れ
た
の
が
＠
元
亨
二
年
(
-
三
ニ
―

-）

円
性
五

七
日
の
た
め
の
造
塔
で
あ
る
。
現
在
、
古
い
塚
の
傍
ら
に
唯
一
遺
存
す
る
も
の
で
、

阿
弥
陀
三
尊
種
子
を
そ
れ
ぞ
れ
月
輪
に
納
め
、
端
正
な
蓮
座
上
に
安
置
す
る
。
惜
し

概

二、

要

小
塚
の
板
碑
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く
も
左
上

一
部
を
欠
く
が
、
形
・
彫
り
と
も
に
勝
れ
た
逸
品
で
あ
る
。

小
塚
板
碑
の
特
徴
の

一
っ
と
し
て
、
武
蔵
型
の
形
式
を
線
刻
で
模
し
た
板
碑
三
基

が
あ
げ
ら
れ
る
。

一
ヶ
所
か
ら
複
数
例
が
確
認
さ
れ
た
の
は
、
当
地
方
は
じ
め
て
で
あ
る
。

そ
の
素
材
は
武
蔵
地
方
の
青
石
に
似
た
良
質
の
薄
い
井
内
石
（
砂
質
粘
板
岩
）
を

選
び
、
種
子
の
選
択
・
彫
技

・
荘
厳
法
な
ど
も
武
蔵
形
式
を
採
用
す
る
な
ど
、
関
東

地
方
石
工
に
よ
る
作
品
と
感
じ
る
。

鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
初
期
に
か
け
て
、
関
東
石
エ
の
入
来
が
あ
っ
た
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
ろ
う
（
『桃
生
町
史
』
五
巻
）
。

こ
う
し
た
秀
麗
・
希
少
価
値
を
誇
示
す
る
こ
と
こ
そ
、
造
立
者
の
権
威
の
表
出
と

①
 

（資・ 15)

小塚系板碑

No. 紀 年 西紀 種子 （干支）褐 頼 文（その他） 所在地

1 元応 3.3. 4 1321 ア ン 為乙鶴御前井子息ホ聖霊往生極楽也 成田、小塚

2 元亨 2.11.14 1322 判ーク、サ、サ，Owl （壬戌） 当円性幽儀五七日為往生極楽頓証井 ケ、 ケ

3 // 3.2.2 1323 Oキリーク 為亡妻聖霊五ヒ日善根也 ケ 、 // 

4 亮暦 2.12.10 1327 （欠） に=i性円聖霊五七日往生極楽乃至普利也 ケ、 ク

5 ,,, 4 .10. 7 1329 〇ウーン 為悲母幽儀百ヶ日 也 相野谷、本町

6 元徳 3.8. 4 1331 Oキリーク （辛未） 右旨趣者為遊阿□聖霊七七日之也 成田共同墓地

7 建武 2.8. 29 1335 サ （乙亥） 右志者過去幽儀ー百ケ日善根故也 ク、小塚

願以此功徳

8 興国元．口．日 1340 キリーク 右志者施主遵修往生極楽乃至法界平□益 柑野谷、亀ケ丘住宅

， 応安 4.7. 8 1371 力 （辛亥） 右旨趣者為慈灯聖霊五七廿出雛生死頓証舟乃至署利也 成田、小塚

10 永和 2.D.20 1376 （欠） （丙辰） □l:I忌景口修D若D五障□法界平ホ利益也 ケ、 ケ

地獄天宮

11 ク 3.10.17 1377 力 応無所住 右志者為妙生禅門廿五日乃至法界平ホ利益故也 ケ、 ケ

12 天正15.9 .29 1587 サク 十方仏土中 右意趣者妙信禅尼 相野谷旧屋敷
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見
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

興
国
元
年
(
-
三
四

0
)
塔
は
数
少
な
い
南
朝
年
号
の
出
例
で
あ
る
。
造
立
者
自

ら
の
逆
修
供
養
で
あ
る
こ
と
は
、
戦
場
に
向
う
に
当
っ
て
後
顧
の
憂
い
を
な
く
す
る

意
味
で
の
造
立
で
あ
っ
た
か
。

河
北
町
成
田
・
小
塚
宅
地
は
藩
政
時
代
仙
台
藩
成
田
足
軽

の
居
住
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
小
塚
の
名
の
お
こ
り
は
、
町
の

中
ほ
ど
に
い
ま
も
残
る
士
を
盛
っ
た
古
い
塚
（
コ
ッ
カ
）
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
。

成
田
村
風
土
記
書
出
（
嘉
永
―

一年
・
一
八
五

0
)
お
よ
び

『桃
生
郡
誌
」
に
よ
れ

ば
、
高
さ
二
尺
（
約
六
〇
糎
）
周
囲
四
間
（
約
八
米
）
ほ
ど
の
塚
が
あ
り
古
木
が
あ
っ

た
。
藩
政
時
代
に
は
裏
手
に
修
験
覚
明
院
の
屋
敷
が
あ
り
、
小
塚
大
明
神
を
祀
っ
て

い
た
、
と
い
う
。
そ
の
古
い
塚
の
跡
は
い
ま
も
山
内
真
氏
宅
内
に
遺
っ
て
い
て
、
そ

こ
に
元
亨
二
年
板
碑
ほ
か
近
世
大
型
庚
申
塔
一

―基
が
建
ち
、
古
塚
の
雰
囲
気
を
い
ま

に
と
ど
め
る
も
の
で
あ
る
。

矢
袋
屋
敷
板
碑
桃
生
山
内
氏
嫡
系
に
比
定
し
て
き
た
光
明
寺
系
は
、
大
夫

と
の
対
比
の
と
き
矢
袋
屋
敷
に
新
に
墓
地
を
設
け
、
こ
こ
に
大
夫
二
郎

・

六
郎
の
兄
弟
を
葬
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
洪
水
に
よ
っ
て
使
用
（
居
住
）
不
能
に

な
っ
た
た
め
、
太
郎
は
岩
崎
前
に
葬
ら
れ
た
、
と
前
述
し
た
。

で
は
矢
袋
屋
敷
に
代
る
次
の
葬
地
は
何
処
に
設
け
ら
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
次
の
理

由
か
ら
、
小
塚
に
引
き
継
が
れ
た
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

1
、
小
塚
板
碑
⑪
の
顕
著
な
特
徴
と
し
て
、
盛
土
墓
構
（
塚
）
を
伴
う
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
矢
袋
屋
敷
囚
に
そ
の
先
例
を
み
て
き
た
。
塚
を
伴
う
板

碑
の
出
例
は
極
め
て
少
な
く
、
し
か
も
囚
と
⑪
は
距
離
的
に
も
近
い
（
直
距
離
約
四

f
)
。

湘 小

塚

の

由

来

2
、
大
夫
太
郎
の
死
亡
は
元
亨
一
一年

(
-
三一――

-）
十
月
五
日
、
そ
し
て
⑪
円
性

五
七
日
塔
は
同
年
十
一
月
十
四
日
、
そ
の
間
三
八
日
、
同
人
の
五
七
日
忌
に
は
若
干

の
誤
差
が
あ
る
が
、
前
例
も
あ
り
許
容
範
囲
と
見
な
し
得
る
も
の
で
（
註
）、
こ
れ
を

も
っ
て
太
郎
の
五
七
日
塔
と
解
す
る
。
す
な
わ
ち
円
性
は
太
郎
の
法
名
で
あ
り
、
太

郎
の
死
の
直
後
小
塚
へ
の
造
塔
が
開
始
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
小

塚
へ
の
移
転
と
認
め
た
い
。

3
、
(
A
)
正
応
三
年
(
―
二
九

0
)
は
大
夫
の
父
と
し
た
。
父
の
霊
を
祀
り
こ

れ
を
祖
神
と
し
た
。
そ
の
先
例
を
採
り
⑪
に
お
い
て
も
太
郎
（
円
性
）
の
霊
を
祀
っ

こ
°

f
 4

、
願
文
に
つ
い
て
通
例
の
「
右
志

．
．
 
」
を
用
い
ず
、
「
為

．． 
」
と
す
る
簡

略
さ
れ
た
書
出
し
は
特
異
で
、
囚
嘉
元
四
年
(
-
三

0
六
）
元
応
三
年
（

ニニ
ニ
―
)

元
亨
二
年
(
-
三
二
二
）
建
武
―
一
年
二
三
三
五
）
不
明
一
。
⑭
元
亨
二
年
・
同
三

年
・
嘉
暦
四
年
(
-
三

二
九
）
の
各
碑
に
共
通
性
が
指
摘
出
来
る
。

5
、
線
刻
武
蔵
型
板
碑
の
起
用

囚
建
武
―
一
年
(
-
三
三
五）

⑪
元
徳
三
年
(
-
三
三

一
）
お
よ
び
紀
年
不
明
二

6
、
小
塚
の
地
が
光
明
寺
系
の
所
領
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
は

囚
の
代
替
地
と
し
て
小
塚
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

7
、
俗
名
の
使
用
は
囚
に
限
る
も
の
で
（
大
夫
太
郎
・
大
夫
一
一
郎
・
六
郎
・
乙
鶴

御
前
あ
る
い
は
藤
原
氏
女
•
安
倍
氏
女
）
、
（
A
)
と
(
B
)
の
独
立
性
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

（
註
）
前
述
、
伊
藤
唯
真
氏
同
書
に
よ
れ
ば
、

庚
永
四
年
(
-
三
四
五
）
中
原
師
右
の
死
に
当
り
墳
墓
に
石
塔
を
建
て
る
日
時
に
つ
い
て
陰
陽
師
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小
塚
系
に
も
造
立
空
白
期
が
み
ら
れ
る
。
一
三
四

―
_
―

三
七
0
の
三
0
年
間
そ
し
て
、

一
三
七
―

I

七
七
間
に
三
基

の
造
立
が
あ
る
が
、
以
後
全
く
造
立
は
な
い

。
こ
れ
は
鹿
又
に
お
け
る
状
況
と
ほ
ぼ

共
通
し
、
連
続
的
大
洪
水
に
よ
り
全
く
無
人
の
荒
野
と
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し

い
。
そ
し
て
そ
れ
が
近
世
ま
で
継
続
し
た
。

飯
野
川
の
町
づ
く
り
が
は
じ
ま
る
の
は
、
飯
野
川
葛
西
二
代
重
常
（
葛
西
十
七
代

晴
信
弟
胤
重
ー
重
俊
ー
俊
信
ー
重
常
）
の
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

川
村
孫
兵
衛
に
よ
る
北
上
川
改
修
の
大
工
事
が
終
り
、
飯
野
川
の
地
が
商
業
の
中

心
と
し
て
の
将
来
性
に
着
目
し
た
重
常
は
、
承
応
三
年
(
-
六
五
四
）
町
の
建
設
に

着
手
、
寛
文
元
年
(
-
六
六
一
）
に
は
山
崎
館
（
北
方
丘
陵
部
）
か
ら
飯
野
川
の
新

館
に
移

っ
て
い
る
。

ま
た
「
開
墾
の
碑
」
と
称
さ
れ
る
い
し
ぶ
み
（
正
和
三
年
・
一
三
―
四
•
板
碑
の

裏
面
に
刻
む
）
に
、

「慶
長
十
八
年
(
-
六
一
三
）
成
田
谷
地
・
飯
野
谷
地

・
相
野

谷
々
地
、
右
三
ヶ
所
ヲ
見
立
テ
切
リ
起
サ
セ
申
候
人
、
八
島
備
前
守
•
同
主
膳
正
」

と
す
る
元
和
五
年
(
-
六

一
九
）
碑
が
あ
る
。

つ
ま
り
そ
れ
ま
で
は
、
小
塚
を
含
む
飯
野
川
の
地
は
、
未
開
の
荒
野
に
囲
ま
れ
た

さ
び寂

れ
た
地
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
水
害
に
よ
る
荒
撫
化
で
あ
り
、
鹿
又
と
同
じ

環
境
下
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

小

塚

の

荒

廃

に
占
っ
て
貰
い
、
二
月
十
一
日
が
五
七
日
正
当
日
で
あ
る
が
三
月
六
日
に
建
て
て
い
る
。
従
っ
て
円

性
塔
に
つ
い
て
も
紀
年
を
建
立
日
と
解
す
る
と
き
若

1
の
ズ
レ
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
河
北
町

二
輪
田
谷
津

「正
和
三
年
（
三
―
四
）
四
月
日
・
過
去
聖
霊
五
七
日
追
善
」
に
み

る
よ
う
に
必
ず
し
も
忌
日
相
当
日
に
限
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

七
尾
の
板
碑

沙
弥
道
心
（
応
永

七
尾
系
板
碑
群
（
資
•
1
6
)
と
は
七
尾
丘
陵
を
め
ぐ
っ
て

建
つ
板
碑
群
（
有
紀
年
十
五
基
）
を
い
う
。
こ
の
な
か
に
は

桃
生
山
内
氏
所
領
中
最
古
に
当
る
文
永
五
年
碑
（

一―

―
六
八
）
、
さ
き
に
も
触
れ
た

矢
袋
届
敷
系
と
見
な
す
安
陪
氏
女
法
忍
房
（
延
慶
三
年
・
ニ
―
―

I

0
)
、
そ
し
て
私

年
号
永
喜
を
刻
む
同
二
年
碑
（
大
永
七
年
・
一
五
二
七
）
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、

主
要
部
を
成
す
の
は
至
徳
一
―
―
年
(
-
三
八
六
）
に
は
じ
ま
り
、
以
後
連
続
約
七

0
年

間
造
立
が
つ
ゞ
<
+
―

―基
で
あ
り
、
そ
の
大
部
が
相
野
田
・
熊
野
堂
跡
（
渡
辺
重
雄

氏
）
に
所
在
す
る
。

小

塚

系

板

碑

小

塚

系

板

碑

は

永

和

三
年
(
-
三
七
七
）
に
終
焉
し
た
。

に
続
く
も
の
そ
の
後
、
合
戦
ヶ
谷
（
資
•
1
7
)
に
永
徳
四
年
(
-
三
八
四
）

よ
り
ほ
ぼ
順
調
に
、
七
尾
に
至
徳
三
年
(
-
三
八
六
）
以
降
連
続
造
立
が
開
始
さ
れ

る
。
小
塚
系
終
了
後
前
者
は
七
年
、
後
者
は
九
年
を
経
る
も
の
で
あ
る
。
右
の
何
れ

が
小
塚
系
に
連
続
す
る
の
か
。

1
、
立
地
に
つ
い
て
。

七
尾
板
碑
群
の
中
心
と
な
る
相
野
田
・
熊
野
堂
跡
（
渡
辺
重
雄
氏
）
は
、
七
尾
舘

下
の
峡
谷
部
に
あ
り
、
附
近
に
は
水
場
や
当
時
の
武
士
た
ち
の
住
居
跡
と
さ
れ
る

「
大
屋
敷
」
の
名
が
遺
り
、
本
丸
へ
の
登
口
も
こ
こ
に
開
か
れ
て
い
る
。

従
っ
て
こ
れ
ら
の
板
碑
は
、
立
地
上
七
尾
城
主
と
の
関
わ
り
が
考
え
ら
れ
、
そ
れ

は
小
塚
系
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
後
述
す
る
川
前
畑
（
杉
屋
敷
）
の
集
落

は
、
熊
野
党
跡
よ
り
西
へ
約
一
粁
、
七
尾
舘
の
西
麓
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

2
、
銘
文
に
つ
い
て
。

七
尾
板
碑
に
は
明
厳
法
公
庵
主
（
応
永
九
年
・
一
四

0
1―)

概

三、

要
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文
永
五
年
板
碑

本
碑
拓
影
は
本
誌
の

123
頁
参
照

十
五
年
・

一
四
0
八）

・
永
寿
庵
主

（
文
安
四
年
・

一
四
四
七
）
な
ど
、
碑
形
は
小

型
（
時
代
の
風
潮
か
）
だ
が
比
較
的
品
相
の
整
っ
た
、
し
か
も
由
緒
あ
り
げ
な
法
名

が
み
ら
れ
る
。

明
厳
法
公
庵
主
を
特
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
そ
の
法
名
の
「
公
」
の
用
字

は
、
高
位
者
に
多
く
み
ら
れ
、
た
と
え
ば
七
尾
館
主
義
通
（
貞
通
父
）
は
、
隠
居
の

の
ち
月
庭
澄
公
大
居
士
を
称
し
「
公
」
の

一
字
を
用
い
て
い
る
（
「
塩
釜
系
譜
」
）。

ま
た
庵
主
に
つ
い
て
も
、
地
頭
な
ど
が
家
督
を
譲
っ
て
仏
門
に
入
り
、
隠
棲
の
場

所
を
庵
と
称
し
た
こ
と
か
ら
お
こ
っ
た
命
名
と
解
し
た
い
。
永
寿
庵
主
の
永
寿
も
、

長
命
を
顆
っ
て
の
も
の
と
解
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
な
る
。

沙
弥
道
心
も
沙
弥
す
な
わ
ち
仏
門
に
入
っ
た
高
級
武
士
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
合
戦
ヶ
谷
板
碑
群

（第
三
次
）
は
、
殆
ど
頻
文
を
持
た
ず
丁
重
度
を

欠
き
、
品
位
の
劣
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

以
上
の
見
解
か
ら
、
七
尾
の
板
碑
こ
そ
小
塚
板
碑
群
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
り
、

七
尾
舘
下
に
在
る
と
い
う
立
地
と
と
も
に
七
尾
舘
主
（
桃
生
山
内
氏
）
一
族
関
連
が

指
摘
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

河
北
町
中
島
・
川
前
畑
（
通
称
杉
屋
敷
）
に
県
下
第
二
位

の
古
さ
を
誇
る
板
碑
が
、
竹
や
ぶ
の
中
に
唯

一
基
ひ
っ
そ
り

と
建
っ
て
い
る
。
碑
面
の
上
半
（
種
子
部
分
）
は
空
白
で
彫
り
跡
が
な
く
特
異
な
様

式
で
あ
る
。
あ
る
い
は
墨
書
に
よ
る
種
子
な
い
し
は
絵
像
が
あ
っ
た
も
の
か
。
下
半

部
に
次
の
銘
文
が
あ
る
。

右
志
者
悲
母
幽
儀

大

才

一

敬

文

永

五

年

二

月

彼

岸

第

沙

弥

成

仏

戊

辰

番

白

(
―二
六
八
）

往
生
極
楽
故
也

（資 ・16)

七尾系板碑群

No. 紀 年 西紀 種 子 （干支）褐 願 文（その他） 所 在 地

1 文永 5.2. 彼一 1268 ナ シ （大歳戊辰） 右志者悲母幽儀往生極楽故也 中島、川前畑

2 延慶 3.9 .15 1310 ア （庚戌） 右安陪氏女法忍房為逆修善根奉造立石塔 相野谷源光寺

若人欲了知 顔依此功徳法忍現世安穏後生往生極楽證

菩提乃至法界衆生等利

3 至徳 3.9. 6 1386 サ 中野、相野田

4 明徳 3. 11. 日 1392 キリーク 一念弥陀仏 右志者門通禅門故也 源光寺

5 応永 3.ロロ 1396 Jゞ ン 右口 中野、相野田

6 ,, 8. 6. 日 1401 アーンク 一念三千 右志者逐山禅門十三年忌□生極楽乃至□□ ，，，、 ，，， 

7 ,, 9 . 12. 日 1402 キリーク 造作五逆罪 右志者明厳法公庵主三十五日往生極楽故也 ，，，、 ヶ

8 // 15. 8 . 晦 1408 Jゞ ン 是法平等 沙弥道心 ，，， ，，， 

， // 18. 3 .13 1411 キリーク 中島、女子沢

10 ,,, 20. 2. ― 1413 Jゞ ン 如範上座心口 ク、川前畑

11 ,,, 27.10. 日 1420 （欠） 是法平ホ 右志為妙松十三年乃至法界利益故也 中野、相野田

12 永亨 5.11.24 1433 アーク ，，， 右志者批母為七ケ年也 ，，，、 ，， 

13 文安 4.11. 日 1447 力 右旨趣為永寿庵主三十五日乃至法界平利益故也 中島、川前畑

14 康正 2.8 .19 1456 ／ゞ イ
アビラウンケン

妙光禅尼 源光寺
キャカラバア

15 永喜 2.3. 20 1527 バーンク （丁亥） 玉伝金公禅定門《私年号》 中野、牧の巣
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曹
洞
宗
）
に
納
め
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
首
藤
氏
の
守
り
本
尊
と
伝
わ
る
一
一
体
の
仏
像
は
、

観

音

一
時
期
風
雨
に
さ
ら
さ
れ

観音堂の仏像と鰐口

「わがふるさとの町飯野川」より

堂

こ
れ
は
沙
弥
成
仏
が
、
文
永
五
年
春
彼
岸
初
日
を
期
し
亡
き
母
の
極
楽
往
生
を
頓
っ

て
の
建
塔
で
あ
る
。

沙
弥
成
仏
を
特
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
た
だ
鎌
倉
時
代
、
名
の
あ
る
武
士
が

多
く
在
家
の
ま
ま
得
度
し
て
沙
弥
を
称
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
沙
弥
を
名
乗

る
こ
と
が
出
来
る
の
は
極
く
限
ら
れ
た
階
級
の
人
々
で
あ
り
、
地
方
で
は
先
ず
地
頭

級
が
こ
れ
に
当
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

追
波
川
を
は
さ
ん
で
対
岸
の
三
輪
田
・
高
徳
寺
に
は
県
下
最
古
、
文
応
元
年
（
一

二
六

0
)
が
あ
り
、
そ
れ
に
次
ぐ
も
の
で
河
を
は
さ
ん
で
対
応
す
る
点
甚
だ
奇
異
と

い
え
る
。

孤
然
と
建
つ
文
永
五
年
碑
の
近
く
に
観
音
拡
が
あ
っ
た
と

い
う
。
そ
れ
は
こ
の
地
に
隠
れ
住
ん
だ
首
藤
氏
（
桃
生
山
内

氏
傍
系
・
資

•

5
)
の
守
り
本
尊

（
氏
神
）
と
し
て
明
治
の
末
こ
ろ
ま
で
そ
の
子
孫

の
人
々
の
手
に
よ

っ
て
守
ら
れ
祭
り
も
行
わ
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
そ
れ
ら
の
人
び

と
も
立
ち
退
く
こ
と
に
な
り
、
本
尊
―

一体
を
菩
提
寺
で
あ
る
天
星
寺

（
同
町
中
島

・

（資.17) 

合戦ヶ谷板碑群

No. 紀 年 西紀 種 子 （干支）偽 賄 文（その他） 所在地

1 弘安 5.6. 22 1282 ア、サ、サク （壬午） 右志者為過去慈父幽霊出離生死往生極楽 成田、合戦ケ谷 ， 

頻以此功徳 法界平ホ成仏道也 クヽ ク

2 ,,, 8 .12. 日 1285 ア （乙酉） 右志者為過去妻女往生極楽成仏得道也 ク、 ク

3 康永 3.7. 26 1344 キリーク、サ，サク //'  ク

4 // 4 . 11. 27 1345 ア （乙酉） 右志者為悲紐聖霊畠離生死往生匝柴乃至法界衆生桐］利益應 t年 ク、 ク

5 貞治 2.7. ロ 1363 マ ン （口卯） 二者法仏禅門D //' ク

6 ,, 2.11.30 ケ サ ク 諸行無常 '，、 ク

7 永徳 4.2. 日 1384 Jゞ ン ク、 ク

8 至徳 4.2. 21 1387 サ ク （丁卯） ，，，、 // 

， // 4. 2 . 23 ク ク 右志者道願禅門成仏所乃至法界平ホ利益所也 ク、 (, 

10 応永 6.3. 4 1399 ケ ，，， ヽ /,, 

11 ,, 8. 2 .19 1401 キリーク ，，‘ ヶ

12 // 8. 2 .19 ケ 力 ク、 ,, 

13 ,, 13. 11. 欠 1406 // ，，、 ，， 

14 ,, 15. 10. 25 1408 アーク 光明遍照 ，，，、 ク

15 ク 19.3. 日 1412 特 異 応無所往 // ヽ ク

16 ,,, 26.8.14 1419 キリーク ケ 右志口 ク、 ク

17 ク□9. 2 .16 1412、1422 0 サク ク、 ク
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l 

闊函頼盃岱
敷さ貞寺七
i 葬塁
ス

貞天元
ィ吾星和

rl 
ロ寺九

葬塁

悶凰籠い

[}::; ロ孟
男二鸞
男男天信

閃通

男信
依

ー
貞
直

（
同
上
、
の
ち

伊
達
郡
東
根
へ

知
貞

i

頼
嗣

（
相
馬
•
鹿
島

＿
＿
住
ス
）

知
常

（
東
根
住
・
会
津
・

摺
上
原

―ーテ
戯
死
）

（
三

迫

福

岡

村

塩

釜

系

諸

撰

系

譜

作

広
禅
寺
二
袋
ア
リ
）
（
仙
台
国
分
寺
葬
）
（
国
分
尼
寺
葬
）

頼
広

l
知
平

ロ

頼
常

（
浪
人
）

頼
直

ー
知
清

ー
恒
平

ー
重
賢

た
こ
と
も
あ
っ
て
す
っ
か
り
形
貌
を
変
え
、
そ
の
年
代
判
定
も
困
難
な
状
況
で
あ
る

が
、
少
な
く
と
も
中
世
作
が
見
込
ま
れ
、
む
し
ろ
彼
の
義
通
が
修
善
堂
を
新
造
し
て
、

そ
の
本
尊
と
し
た
弥
陀
三
尊
像
の

一
部
で
は
な
か
っ
た
か
と
お
も
わ
れ
る
。
一
体
は

現
在
高
さ
七
―

一糎
、
頭
部
は
丸
く
お
そ
ら
く
如
来
か
。
他
の

―
つ
は
高
さ
五
〇
糎
‘

頭
部
は
菩
薩
を
お
も
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
修
善
棠
は
何
処
に
あ
っ
た
の
か
。

「
塩
釜
系
譜
」
に
よ
れ
ば
、
義
通
は
隠
居
の
の
ち
、
七
尾
城
中
西
舘

（西
尾
舘
）

に
住
し
、
こ
こ
に
祠
堂
を
新
し
く
設
け
修
善
堂
と
名
付
け
た
、
と
あ
る
。

城
中
西
舘
と
す
る
こ
と
は
七
尾
城
の

一
部
か
と
お
も
れ
る
が
、
そ
こ
は
丘
陵
々
線

上
に
在
り
、
い
わ
ば
戦
闘
の
た
め
の
城
塞
で
あ
り
日
常
生
活
に
は
不
便
で
、
平
時
は
、

（
資
•
1
8
)

桃
生
・
山
内
首
藤
氏
（
後
半
期
）
略
系
（
「
塩
釜
系
譜
」
よ
り
作
製
）

知
明

特
に
陪
居
の
身
に
は
山
麗
の
平
地
の
舘
が
当
て
ら
れ
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
杉
部
落
は
七
尾
舘
の
西
麓
に
当
る
。
こ
の
近
く
に
舘
が
あ
り
、
そ
れ
を

西
舘
と
称
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
弥
陀
の
浄
土
の
方
角
（
西
方
）
に
当

り
、
隠
居
し
て
先
祖
を
祀
る
に
は
最
適
の
地
と
い
え
る
。
と
す
れ
ば
観
音
堂
と
の
結

び
つ
き
も
不
自
然
で
は
な
く
、
さ
ら
に
本
尊
の
由
来
に
つ
い
て
も
納
得
し
得
る
も
の

で
あ
る
。

さ
ら
に
観
音
窒
が
な
ぜ
文
永
碑
の
傍
ら
に
建
て
ら
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
単
な
る
偶

然
で
は
あ
る
ま
い
。
い
ま
、
こ
の
板
碑
の
由
緒
を
た
ど
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
曽
っ

て
は
そ
の
来
歴
が
細
々
な
が
ら
伝
承
さ
れ
、
そ
の
故
に
こ
の
地
が
子
孫
の
隠
棲
の
場

と
し
て
選
ば
れ
、
こ
こ
に
同
家
の
守
り
本
尊
を
祀
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
従
っ
て

観
音
堂
の
建
つ
の
は
頼
貞
以
降
、
あ
る
い
は
近
世
に

人
っ
て
の
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
観
音
堂
に
は
太
郎
坊
•
次
郎
坊
と
呼
ば
れ
た

二
本
の
杉
の
古
木
（
樹
令
五
、
六
百
年
）
か
あ
っ
て
、

そ
れ
が
集
落
の
名
の
お
こ
り
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
老
杉
も
い
ま
は
株
跡
さ
へ
も
定
か
で
は
な

い
。
こ
の
古
木
と
年
代
的
に
対
応
し
得
る
の
は
、
彼

の
成
仏
に
よ
る
文
永
五
年
板
碑
の
み
で
あ
る
。

こ
の
老
杉
の
存
在
は
こ
こ
が
霊
地
で
あ
る
こ
と
を

暗
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
年
代
的
に
観
音
宜
で
は
な

＜
板
碑
に
対
す
る
感
覚
で
あ
る
。
つ
ま
り
観
音
堂
が

建
つ
前
、
板
碑
が
祖
霊
と
し
て
奉
拝
さ
れ
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
。
そ
の
故
に
こ
の
老
杉
も
霊
木
と
し
て

大
切
に
保
護
さ
れ
存
続
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た

ろ
う
。
頼
貞
ら
は
そ
の
由
緒
を
漠
然
と
な
が
ら
知
っ

て
い
た
か
ら
こ
そ
こ
の
地
に
執
着
し
、
且
つ
ま
た
氏

祖
の
拝
し
た
仏
様
を
本
尊
と
す
る
観
音
堂
を
建
立
し

た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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父
祖
ゆ
か
り
の
地
七
尾
下
に
観
音
棠
を
守
り
、
ひ
っ
そ
り

と
か
く
れ
住
ん
で
き
た
首
（
須
）
藤
氏
と
は
誰
か

3

そ
れ
は

桃
生
山
内
知
貞
の
次
男
頼
貞
の
末
裔
た
ち
で
あ
る
（
資

•
5
)。

永
正
合
戦
に
敗
れ
た
父
知
貞
は
、
嫡
子
頼
嗣
ら
と
と
も
に
相
馬
へ
去
っ
た
が
、
頼

貞
は
故
里
に
止
ま
り
浪
人
に
徹
し
た
。
塩
釜
系
譜
に

と
あ
る
。
そ
の
場
所
が
い
わ
ゆ
る
杉
屋
敷
で
あ
り
、
観
音
堂
の
あ
る
所
で
あ
る
。

杉
屋
敷
の
東
に
接
し
て
杉
林
が
あ
る
。
こ
こ
に
大
名
墓
と
称
さ
れ
る
首
藤
氏
の
旧

墓
地
が
あ
り
、
―

10
基
ほ
ど
の
苔
む
し
た
墓
石
が
立
ち
並
ぶ
。

そ
の
な
か
に
須
藤
五
郎
術
門
に
よ
る
「
空
皮
□
公
居
士
」
に
対
す
る
丁
重
・
豪
華

な
供
養
塔
（
寛
文
八
年
・
一
六
六
八
）
が

建
つ
。
こ
れ
は
法
名
か
ら
頼
貞
の
孫
に
当

る
須
藤
知
信
（
主
殿
）
が
該
当
す
る
（
資
・

5
)
。

ま
た
大
肝
入
を
勤
め
た
首
藤
儀
兵
衛

（
信
継

・
知
信
の
孫
）
の
墓
（
覚
室
浄
円

偏
士
・
亨
保
十
二
年
八
月
十
七
日
・
行
年

五
九
オ
・
一
七
二
七
）
も
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
墓
塔
は
、
曽
っ
て
こ
の
地
に

首

（
須
）
藤
氏

一
族
が
隠
れ
住
み
、
や
が

て
大
肝
入
を
勤
め
る
人
物
も
出
、
明
治
末

ま
で
続
い
た
歴
史
の
一
端
を
語
る
も
の
で

あ
り
、
さ
ら
に
中
世
ま
で
想
い
を
は
せ
る

よ
す
が
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

杉

其
時
頼
貞
は
桃
生
郡
中
島
村
北
上
川
七
尾
館
よ
り
拾
七
•
八
丁
上
、
中

島
村
の
内
杉
と
云
う
所
へ
家
来
四

・
五
人
に
て
引
籠
、
其
代
よ
り
代
々
主

君
を
求
め
ず
降
参
も
せ
ず
、
代
々
浪
人
に
て
右
の
所
に
住
居
候
也

屋

敷

旧杉屋敷跡

沙
弥
成
仏
の
解
明
が
本
論
の
重
要
な
キ
イ
ポ
イ
ン
ト
に
な

る
こ
と
必
定
で
あ
ろ
う
。

成
仏
板
碑
の
そ
ば
に
観
音
堂
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
杉
屋
敷
に
陀
れ
住
ん
だ
首
藤
氏

（
桃
生
山
内
氏
傍
系
）
の
守
り
本
尊
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
七
尾
城
の
西
方
山
麓
に
あ

り
、
そ
の
場
所
は
西
舘
に
比
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
本
尊
は
修
善
堂
に
祀
ら

れ
た
阿
弥
陀
三
尊
の
一
部
と
の
見
解
も
成
り
立
つ
。
し
か
も
成
仏
碑
は
観
音
盤
以
前

す
で
に
礼
拝
（
祖
霊
？
）
さ
れ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。

沙

弥

成

仏 ゜ ゜

須

藤

五

郎

衛

門

敬

白

相
当
過
去
空
斐
□
公

居
士
為
三
ヶ
念
石
堵

ヽ`＇ー'蓮

一
本
奉
造
立
依
此

座
功
徳
三
界
唯
一
心

水

地

侠

以

阿

（

薬

師

観

音

勢

至

阿

弥

陀

大

日

虚

空

蔵

頓

D
成
仏
者
也

乃
至
法
界
平
等
利
益

悶

干
時
寛
文
八
年
霜
月
拾
二
日

孝

子

丁

亨

保

十

二

天
未

覚

室

浄

厠

倍

士

八
月
十
七
日首

藤
儀
兵
衛

行
歳
五
九
終

空

河
北
町
川
前
畑
四

風

火

信
継

頼
貞
を
は
じ
め
そ
の
末
裔
の
人
々
を
こ
の
地
に
引
き
と
ど
め
た
も
の
、
そ
れ
は
沙

弥
成
仏
の
板
碑
で
あ
り
太
郎
坊
•
次
郎
坊
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
舘
主
と
し
て

父
祖
た
ち
が
拠
っ
た
七
尾
城
の
雄
姿
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

不
動
釈
迦
文
殊
普
賢
地
蔵
弥
勒
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2
、
沙
弥
成
仏
板
碑
の
遮
立
は
、
実
検
使
拝
命
の
四
年
前
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
こ
の
板
碑
は
桃
生
山
内
氏
と
無
関
係
と
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ

深
い
関
わ
り
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
が
故
に
末
裔
が
隠
棲
し
、
観
音
棠
が
建
っ
た
と
み

る
べ
き
で
あ
る
。

以
下
、
成
仏
に
つ
い
て
検
証
す
る
。

1
、
文
永
九
年
(
―
二
七
二）

四
月
五
日
「
関
東
下
知
状
」
（
秋
田
藩
家
文
書
）

は
、
山
内
中
務
三
郎
経
通
・
高
泉
太
郎
信
跨
の
両
名
に
、
宮
城
郡
八
幡
庄
の
境
相
論

の
実
検
使
を
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
て
き
た
が
、
改
め
て
そ
の

要
点
を
記
す
。

イ
、
実
検
使
に
任
命
さ
れ
た
両
名
は
、
お
よ
そ
同
等
の
資
格
を
持
つ
人
物
と
み
ら

れ
る
こ
と

ロ
、
裔
清
水
町
福
現
寺
に
、
弘
安
三
年
(
―
二
八

0
)
季
春
上
旬
平
行
跨
に
よ
る

先
考
（
父
）
の
た
め
の
供
養
塔
が
あ
る
。
こ
の
先
考
（
被
葬
者
）
は
信
跨
に

比
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

ハ
、
倍
跨
は
高
泉
（
高
清
水
）
の
地
頭
職
と
み
ら
れ
、
こ
の
地
で
亡
く
な
っ
て
い

る
こ
と
は
、
こ
の
地
に
住
ん
で
い
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る

二
、
そ
の
こ
と
は
中
務
三
郎
経
通
も
、
当
時
同
じ
く
地
頭
職
と
し
て
現
地

郡
）
に
住
ん
で
い
た
と
み
る
の
が
至
当
で
あ
る
。

3
、
「
塩
釜
系
譜
」
は
、
桃
生
山
内
氏
―
一代
と
し
て
経
通
を
当
て
て
い
る

（
桃
生

4
、
そ
の
経
通
は
先
ず
「
永
井
城
に
住
し
郡
内
の
こ
と
を
治
め
次
い
で
七
尾
に
移
っ

た
」
と
み
る
べ
き
で
あ
る

5
、
三
輪
田
に
県
下
最
古
の
板
碑
（
文
応
元
年
・
―
二
八

0
)
を
建
て
た
の
は
朝

臣
を
名
乗
る
平
資
信
、
こ
の
地
域
を
統
べ
る
舘
主
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
応
す
る
七

尾
の
地
に
あ
っ
て
、
沙
弥
を
称
し
桃
生
最
古
の
碑
を
建
て
た
成
仏
で
あ
る
。
そ
の
地

位
は
郡
地
頭
職
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。

6
、
時
業
（
尼
い
く
わ
ん
の
父
）
の
兄
俊
直
の
法
名
が
「
道
仏
」
で
あ
っ
た

（
『
山
内
文
書
』
）
こ
と
に
照
ら
し
、
沙
弥
成
仏
も
同
系
の
一
族
を
想
定
し
て
も
不
自

然
で
は
な
い
。

以
上
、
経
通
が
実
検
使
に
任
命
さ
れ
た
の
は
高
泉
氏
と
同
じ
く
現
地
に
在
住
し
て

い
た
か
ら
こ
そ
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
身
分
も
同
じ
く
地
頭
職
で
あ
っ
た
が
故
の
も
の

で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
文
永
五
年
の
時
点
で
は
す
で
に
桃
生
に
下
向
し
て
、
こ
の
地
に

生
活
し
て
い
た
可
能
性
は
充
分
に
あ
る
。

地
頭
が
は
じ
め
て
こ
の
地
に
入
り
、

一
家
の
行
事
と
し
て
先
ず
行
っ
た
こ
と
、
そ

れ
は
当
地
方
板
碑
に
み
る
と
こ
ろ
先
祖
と
し
て
当
主
の
父
母
を
祀
る
こ
と
が
恒
例
で

あ
っ
た
。

そ
れ
は
家
運
の
隆
昌
を
祈
る
と
と
も
に
、
一
家
の
団
結
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
し
て

自
ら
の
足
跡
を
し
る
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
の
塔
が
単
独
で
建
つ
こ
と
も
そ
れ
ら

の
意
図
の
反
映
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
文
永
五
年
碑
は
、
経
通
が
地
頭
と
し
て
こ
の
地
に
下
向
し
、
祖
霊
を
祀

る
意
味
で
先
ず
母
の
供
養
の
た
め
に
建
て
た
塔
と
解
し
、
成
仏
は
経
通
の
法
名
（
得

度
名
）
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
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従
来
の
開
山
年

七
尾
の
北
約

一
•
五
粁
、
山
稜
を
背
に
曹
洞
宗
•
花
輪
山

し
ょ
う

天
星
寺
（
河
北
町
中
島
）
が
あ
る
。
こ
の
天
星
寺
に
は
開
基

と
し
て
首
藤
頼
通
の
位
牌
を
祀
る
。

館
主
花
輪
院
殿
太
白
道
知
大
禅
定
門

文
明
八
年
正
月
廿
日
(
-
四
七
六
）

首
藤
太
郎
左
衛
門
頼
通

謡
号
（
生
前
の
徳
行
に
対
す
る
お
く
り

名
）
花
輪
院
殿
は
天
星
寺
山
号
に
由
来
す

る
。
こ
の
こ
と
は
天
星
寺
開
山
に
つ
い
て

経
済
面
で
の
支
援
者
（
開
基
）
で
あ
っ
た

こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

（
「
塩
釜
系
譜
」
は
天
星
寺
殿
太
白
道

智
大
禅
定
門
・
文
明
八
年
正
月
廿
日
・
卒

六
十
オ
」
と
す
る
）。

と
こ
ろ
で
同
寺
の
開
山
年
・
開
山
和
尚

に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。

l
、
『
桃
生
郡
誌
』

遠
田
郡
田
尻
町
東
渓
寺
末
寺
で
天
文
六
年
(
-
五
三
七
）
能
登
の
僧
全
秀
の
開
基

2
、
『
宮
城
県
寺
院
大
総
覧
』
（
註
）

享
禄
三
年
(
-
五
一―10)
女
川
・
照
源
寺
八
世
・
天
山
良
益
開
山

四‘

天
星
寺

河北町中島天星寺

1
、
田
尻
町
・
東
渓
寺

の
記
録
に
は
末
寺
と
し
て

3
、
照
源
―

一世
天
山
舜
易

2
、
女
川
・
照
源
寺
八
世
天
山
良
益

1
、
能
登
の
僧
全
秀

開

山

和

尚

3
、
天
星
寺
過
去
帳

天
正
四
年
(
-
五
七
六
）
照
源
寺
―

一世
・
天
山
舜
易
大
和
尚
開
闘

す
な
わ
ち
そ
の
開
山
年
は
享
禄
三
年
(
-
五
三
0
)
・
天
文
六
年
(
-
五
三
七
）

天
正
四
年
(
-
五
七
六
）
の
三
説
と
な
り
、
そ
の
何
れ
も
が
頼
通
の
位
牌
の
没
年

（
文
明
六
年
・
一
四
七
六
）
よ
り
五
〇
ー

1
0
0
年
下
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果

頼
通
開
基
説
は
疑
問
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

し
か
も
こ
の
時
期
、
桃
生
山
内
氏
は
永
正
合
戦
(
-
五
―

-
|

-―

-）
に
敗
れ
、

す
で
に
こ
の
地
を
退
去
し
て
久
し
く
、
爾
後
桃
生
郡
の
全
域
は
葛
西
氏
が
掌
握
す
る

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
仮
に
天
星
寺
の
開
創
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
敗
将
の
祖
を
開
基
と
し
て
認
め
得
た
か
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

要
す
る
に
以
上
の
開
山
年
に
つ
い
て
は

一
考
を
要
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
註
）
山
形
市
三
日
町
・
東
北
総

合
出
版
社
内
•
宮
城
県
寺
院
総
覧
編
慕
会
・
昭
和
五

0
年
十

一
月
十
五
日
。
昭
和
四
六
年
よ
り
四
九
年
に
か
け
て
、
県
下
の
仏
教
寺
院
の
現
況
を
総
覧
し
た

も
の
て
、
著
述
に
当

っ
て
は
「
住
職
自
筆
の
調
査
書
を

一
応
の
資
料
と
し
て
、

全
ヶ
寺
を
再
調

査
し
、
さ
ら
に
文
献
等
と
照
合
に
つ
と
め
」
た
と
し
て
い
る
。

（
曹
洞
宗
）
は
寛
正
五
年
(
-
四
五
四
）
の
開
山
・
同
寺

「
河
北
町
馬
鞍
•
金
剛
寺
」
が
載
っ
て
い
る
が
、
天
星
寺

次
い
で
開
山
和
尚
に
つ
い
て
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の
名
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
「
天
文
六
年
、
能
登
の
僧
全
秀
の
開
基
」
と
す
る
根
拠

に
つ
い
て
は
全
く
不
明
で
あ
る
。

2
、
女
川
町
浦
宿
・
曹
洞
宗
板
橋
山
照
源
寺
は
長
禄
―

一年
(
-
四
五
八
）
、
矢
本

町
大
塩
•
清
泰
寺
三
世
・
法
山
存
正
の
開
山
で
、
末
寺
と
し
て
洞
仙
寺
（
石
巻
市
桃

浦
）
・
保
福
寺
（
女
川
町
尾
浦
）
そ
し
て
天
星
寺
の
三
ヶ
寺
が
あ
る
。

同
寺
―
一
世
は
天
産
舜
易
で
延
徳
三
年
八
月
廿
八
日
示
寂
(
-
四
九

一
）
•
在
籍
ニ

0
年
と
す
る
。

従
っ
て
天
星
寺
過
去
帳
で
い
う
天
山
舜
易
、

『宮
城
県
寺
院
大
総
覧
』
の
「
八
世
・

天
山
良
益
」
は
何
れ
も
「
照
源
寺
―

一世
・
天
産
舜
易
」
の
誤
り
と
解
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
天
星
寺
開
山
は
そ
の
天
産
舜
易
に
よ
る
と
み
る
の
が
正
し
か
ろ
う
。

天
星
寺
過
去
帳

天
星
寺
過
去
帳
（
初
筆
文
化
三
年
正
月
九
日
・
一
八
〇
六
）

の
冒
頭
に
「
天
正
四
年

二

五
七
六
）
天
山
舜
易
大
和
尚
開

闊
」
と
し
、
以
下
歴
住
和
尚
の
法
名
と
そ
の
示
寂
年
月
日
を
列
挙
し
て
い
る
。
次
に

五
世
ま
で
を
書
き
抜
く
。
但
し
誤
り
と
認
め
る
も
の
は
修
正
し
て
括
弧
内
に
示
す
。

開
山
天
山
舜
易
永
正
三
寅
八
月
廿
八
日
(
-
五

0
六）

（本
寺
記
録
か
ら
延
徳
三
年
八
月
廿
八
日
・
一
四
九
一
が
正
し
い
）

―
一世
不
欠
祝
峯
永
正
十
六
卯
―
一
月
十
六
日
(
-
五

一
九）

三
世
花
度
状
厳
天
文
二
子
三
月
七
日
(
-
五
三
三
）

（
天
文
―

一年
は
巳
年
）

四
世
清
岩
永
朋
天
文
九
戌
六
月
廿
八
日
(
-
五
四

0
)

（
天
文
十
九
戌
の
誤
り
か
、
一
五
五

0
)

五

世

本

室

道

忍

慶

長

―
―
酉
七
月
十
五
日

(
-
五
九
七
）

天
星
寺
過
去
帳
は
開
山
和
尚
の
示
寂
日
を
「
永
正
三
寅
八
月
廿
八
日

（
一
五

0
六）

と
す
る
が
、
本
寺
照
源
寺
記
録
で
は
「
延
徳
三
年
八
月
廿
八
日
(
-
四
九
一
）
示

寂
」
と
あ
る
。

天
星
寺
は
外
護
者
（
桃
生
山
内
氏
）
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
衰
退
し
、
住
職
不

在
の
時
期
が
続
い
た
。
そ
の
結
果
過
去
帳
な
ど
も
散
逸
し
、
現
行
の
過
去
帳
も
文
化

三
年
(
-
八

0
六
）
初
筆
で
あ
る
。
従
っ
て
開
山
和
尚
の
示
寂
年
等
に
つ
い
て
も
、

多
分
に
本
寺
資
料
か
ら
の
書
写
に
よ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
本
寺
の

記
録
す
な
わ
ち
延
徳
三
年
こ
そ
が
も
っ
と
も
信
頼
に
足
る
事
実
と
い
え
よ
う
。

住
職
在
任
期
間

次
に
天
星
寺
初
代
か
ら
五
代
ま
で
の
歴
代
住
職
の
示
寂
年

月
日
（
訂
正
紀
年
に
よ
る
）
に
よ
っ
て
概
略
の
在
住
期
間
を

検
討
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
二
0
年
、
二
八
年
・

一
四
年
・

一
七
年
•
四
七
年
と
な
る
。

四
世
と
五
世
の
間
が
四
七
年
間
と
長
期
に
亘
る
の
は
、
多
分
住
職
不
在
の
時
期
を

含
む
故
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
は
お
お
む
ね
―

10
年
前
後
に
納
ま
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
照
源
寺
の
場
合
に
つ
い
て
も
い
え
、
初
代
か
ら
五
代
ま
で
の
在
職
期
間
は
、

十
三
年
・
ニ

0
年
・
十
九
年
・
十
九
年
・
十
七
年
と
な
り
、
そ
の
年
数
は
天
星
寺
の

場
合
と
大
差
が
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
天
星
寺
近
世
後
半
代
の
在
住
期
間
に
つ
い
て
も

ほ
ぼ
同
様
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
当
時
曹
洞
寺
院
に
お
け
る
住
職
在
住
期
間
は
、

前
後
が

一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

ほ
ほ
―
10
年

以
上
に
よ
っ
て
天
星
寺
は
四
代
ま
で
順
当
に
代
を
重
ね
て

き
た
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
四
世
ま
で
の
実
在
を
証
明
す

る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
当
然
開
山
和
尚
も
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。

そ
こ
で
死
亡
年
（
延
徳
三
年
・
一
四
九
一
）
よ
り
照
源
寺
記
録
に
よ
る
「
在
籍
二

0
年
」
（
満
と
し
て
）
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、
文
明
三
年

二

四
七
一

）
と
な
る
。
こ

れ
が
天
産
舜
易
和
尚
の
照
源
寺
入
山
年
と
な
る
。
そ
れ
は
頼
通
死
亡
年
の
文
明
八
年

よ
り
五
年
早
く
、
当
然
な
が
ら
頓
通
存
命
中
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

開

山

時

期
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で
は
ど
う
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
開
山
年
が
承
伝
さ
れ
て
き
た

の
だ
ろ
う
か
。

外
護
者
で
あ
る
桃
生
山
内
氏
は
永
正
合
戦
に
敗
れ
、
天
星
寺
は
当
然
な
が
ら
衰
微

し
て
い
く
。
四
世
と
五
世
の
間
の
異
状
に
長
い
四
七
年
は
、
お
そ
ら
く
四
世
和
尚
示

寂
後
長
い
無
住
の
期
間
を
含
む
こ
と
に
よ
ろ
う
。
荒
廃
し
た
堂
宇
、
離
反
し
た
人
心
、

そ
う
し
た
な
か
に
五
世
道
忍
が
入
山
す
る
。
懸
命
に
復
興
に
力
を
尽
し
旧
に
増
す
天

星
寺
が
復
活
し
た
。
こ
の
場
合
の
道
忍
か
い
わ
ゆ
る
中
興
の
祖
、
中
興
開
山
で
あ
る
。

道
忍
の
示
寂
が
慶
長
二
年
(
-
五
九
七
）
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
在
住
平
均
年
（
こ

中

興

開

山

こ
の
五
年
の
間
に
は
た
し
て
天
星
寺
間
創
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な

い
か
、
仮
り
に
化
亡
後
で
あ
っ
て
も
そ
の
遺
志
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
嫡
子
の
孝
心

に
よ
っ
て
、
そ
の
日
的
を
逹
成
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
充
分
に
「
開
基
」
の
称
号
を
受

け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
因
み
に
開
山
和
尚
の
入
滅
は
、
頼
通
の
死
よ
り
十
五
年
後

で
あ
っ
た
。

ま
た

「
塩
釜
系
譜
」
は
、
文
亀
元
年
十

一
月
廿
日
(
-
五

0
i

)

頼
通
廿
七
同
忌

予
修
に
当
っ
て
、
「
嗣
子
義
通
修
法
事
、
天
星
禅
寺
海
雲
和
尚
拮
香
唱
法
語
」
と
記

し
て
い
る
。

少
な
く
と
も
こ
の
時
期
、
天
星
寺
は
す
で
に
活
動
期
に
入
っ
て
い
た
こ
と
が
明
白

と
な
る
。
残
念
な
が
ら
天
星
寺
開
山
年
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
十

五
世
紀
末
に
は
そ
の
創
建
が
成
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。

と
こ
ろ
で
不
審
に
思
う
の
は
、
頼
通
法
要
に
お
け
る
海
雲
和
尚
の
役
務
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
天
星
寺
過
去
帳
で
は
二
世
不
欠
祝
峯
の
代
で
あ
る
。
当
山
開
基
の
法
要

に
住
職
の
不
参
は
あ
り
得
な
い
。
何
故
か
、
後
考
に
期
待
し
た
い
。

要
す
る
に
従
来
の
天
星
寺
開
山
説
で
は
、
そ
の
開
山
時
期
が
頼
通
の
死
後
に
当
た

る
た
め
、
頼
通
と
天
星
寺
の
関
係
は
否
定
的
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
そ
の
開
山
時
が

頼
通
生
前
ま
で
さ
か
の
ぽ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
顆
通
の
開
基
説
が
是
認

さ
れ
、
あ
わ
せ
て
七
尾
館
主
と
し
て
の
実
在
が
認
め
ら
れ
、
桃
生
山
内
氏
と
天
星
寺

と
の
結
び
つ
き
が
確
か
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

._
” 

(
2
)
石
巻
市
真
野
•
長
谷
寺

.wq 

山
河
北
町
中
島
・
天
星
寺

こ
で
は
一―一

年
）
を
さ
か
の
ぽ
る
と
天
正
四
年
(
-
五
七
六
）
が
入
山
と
な
り
、
過

去
帳
に
い
う
開
山
年
に
合
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
帳
に
記
す
開
山
年
と
は
中
興

開
山
の
入
山
年
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
。
天
星
寺
は
天
産
舜
易
和
尚
の
と
き
、
首
藤
頼
通
を
開
基
と
し
て
開
か
れ
た
。

そ
し
て
桃
生
山
内
氏
滅
亡
後
寺
院
は
衰
退
し
廃
寺
同
様
に
な
っ
た
が
、
五
世
の
と
き

再
興
さ
れ
、
そ
の
入
山
年
（
天
正
四
年
）
を
も
っ
て
中
興
開
山
を
称
す
る
よ
う
に
な

り
、
そ
れ
が
過
去
帳
に
開
山
年
と
し
て
記
帳
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

天

星

寺

板

碑

天
星
寺
に
は
現
在
四
基
の
板
碑
が
遺
存
す
る
。
何
れ
も
小

型
で
、
う
ち
紀
年
を
附
す
る
の
は
寛
正
―
一年

(
-
四
六
一
）

一
基
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
れ
も
同
寺
裏
の
墓
地
に
あ
る
が
、
そ
こ
が
果
し
て
原

位
置
か
は
判
然
と
し
な
い
。
少
な
く
と
も
寛
正
二
年
塔
が
建
つ
時
点
、
天
星
寺
は
未

だ
開
か
れ
て
い
な
い
。

そ
も
そ
も
天
星
寺
が
在
る
丘
陵
南
麓

一
帯
は
板
碑
の
造
立
が
少
な
く
、
造
立
の
多

い
七
尾
周
縁
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
も
天
星
寺
板
碑
は
、
七
尾
周
辺
板
碑
群

（
私
年
号
永
喜
二
年
・
一
五
二
七
碑
を
除
く
）
終
了
直
後
か
ら
の
造
立
で
あ
る
。

万
目
青
山

心
外
無
法

満
日
青
山

妙
塩
禅
定
尼
十
七
年

天
文
二
季
十

一
月
(
-
五
三
三
）

二
十
五
日

敬
白

孝
子

妙
祐
禅
尼

心
外
無
法
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天
星
寺
板
碑
四
墓
の
う
ち
、
傷
を
か
か
げ
る
も
の

一
基
。
こ
の
傷
の
出
例
は
少
な

く

近
辺
で
は
石
巻
市
真
野

•

長
谷
寺

（曹
洞
宗
）
に
あ
る

の
み

（天
文
二
年

・

一
五

三
三
）
で
あ
る。

心
外

無

法

満

目
青
山

（心
の
外
に
法
は
無
く
満
目

〈み
わ
た
す
か
ぎ
り
〉
青
山

理
想
の
意
〉

た
り）

出
典

・
大
正
大
蔵
経

・
人
天
眼
目
第
四

集
）
加
藤
政
久
氏

『石
仏
傷
頌
辞
典
』

〈
理
・
正
・

（宋

・
智
照

こ
の
傷
は
建
長
寺
開
祖

・
大
覚
禅
師
が
そ
の
語
録
に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、

そ
の
含
意
は
禅
の
真
髄
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
傷
を
持
つ
こ
と
に
よ

っ
て
禅
宗

系
の
板
碑
と
の
認
識
が
可
能
と
な
る
。
さ
ら
に
は
天
星
寺
の
関
与
も
指
摘
さ
れ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
板
碑
①
、
に
は
紀
年
が
な
い
。
長
谷
寺
の
出
例
か
ら
ほ
ぽ
同
時
代
が
想
定
さ

れ
、
そ
れ
は
板
碑
造
立
末
期
に
該
当
す
る
。
こ
の
時
期
、
禅
宗
の
布
教
が
よ
う
や
く

こ
の
地
域
に
も
浸
透
し
て
き
た
証
左
と
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

そ
れ
は
造
立
板
碑
の
内
容
に
明
瞭
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
七
尾
周
辺
に
お
け
る
最

末
年
板
碑

（私
年
号
碑
を
除
く
）
源
光
寺

・
康
正
二
年

(-
四
五
六）

は、

大
日
五

大
種
子
・
大
日
真
言
を
掲
げ
大
日
信
奉
を
明
白
に
表
し
て
い

る
。
さ
ら
に
そ
れ
以
前

の
七
尾
周
辺
板
碑
全
般
に
通
じ
て
濃
厚
な
密
教
色
を
表
出
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
七
尾
周
辺
板
碑
と
天
星
寺
板
碑
は
、
密
教
と
禅
と
い
う
異
質
な
信
仰
を
基

盤
と
し
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
造
立
場
所
の
変
更
も
そ
の
点
に
起
因
す
る
も

の
か
も
知
れ
な
い
。

因
み
に
長
谷
寺
で
は
②
よ
り
若
干
早
い
大
永
六
年

(
-
五
二
六
）
「
種
子
バ
ン

・

直
視
人
身
見
性
成
仏
」
の
褐
が
み
え
、
こ
の
こ
ろ
よ
り
禅
宗
色
の
板
碑
造
立
が
み

え
て
く
る
の
で
あ
る
。

一
方
「
塩
釜
系
譜
」
は
頼
通
・

義
通
に
つ
い
て
「
能
信
仏
教
深
慕
洞
宗
」
と
評

し
、
禅
に
傾
倒
す
る
篤
信
家
と
し
て
の
姿
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
頼
通
の
廿

七
回
忌
に
当
り

湊
•

海
渓
寺
か
ら
極
浦
和
尚
を
招
い
た
こ
と
に
も

表
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
十
五
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
板
碑
よ
り
一
足
早
く
七
尾

城
で
は
頼
通

・
義
通
ら
が
す
で
に
参
禅
に
励
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
や
が
て

禅
宗
色
の
板
碑
造
立
に
結
び

つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
板
碑
の
消
滅
に
つ
い
て

「
禅
宗
特
に
曹
洞
宗
の
普
及
浸
透
に
よ
る
」
と
す

る
見
方
が
強
い
。
そ
の
真
疑
は
と
も
か
く
、
当
地
方
の
実
情
と
し
て
は
、
禅
宗
寺
院

の
開
創

（中
興
を
含
め
て
）

は、

ほ
ほ
板
碑
終
焉
と
期
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
記
し
て
お
く
。

経

囲

の

板

碑

河
北
町
皿
貝

•

曹
洞
宗

•

大
良
山
観
音
寺

（天
正
七
年
開

山
）
の
墓
地
か
ら
、
近
年
倒
伏
埋
没
し
て

い
た
板
碑
が
発
見

右
意
趣
者
奉
為
先
考
法
性
禅
門
幽
儀

（
力

）

貞
和
第
六
年
三
月
十
六
日
孝
子
経
跨
敬
白

（
ニ
ニ
五
O
)

三
十
三
回
之
忌
景
奉
造
立
供
養
石
塔
婆
也

ニ

o
o
x四
0
の
巨
大
な
素
石
の
頭
部
を
丸
め
、
両
側
を
平
行
に
整
え
た
先
考

若
以
色
見
我

._
” 
以
音
声
求
我

是
人
行
邪
道

ll 
.
J

、不能見
如
来

さ
れ
た
。

五、

JIIL 

貝
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（
亡
父
）
法
性
禅
門
の
甘
三
回
忌
の
た
め
の
石
塔
婆
で
あ
る
。

お
お
ん
た
め

大
型
で
あ
り
願
文
が
極
め
て
丁
重
で
、
「
奉
為
」
と
し
し
か
も
孝
子
の

下
に
実
名

（
力
）

経
跨
を
自
筆
署
名
す
る
な
ど
、
高
度
の
尊
厳
性
を
披
露
す
る
も
の
で
、
同
地
最
高
の

品
位
あ
る
板
碑
と
い
え
る
。

こ
の
地
に
は
す
で
に
康
永
四
年
（

ニ
ニ
四
五
）
の
板
碑
の
初
出
が
あ
る
が
、
外
形
・

内
容
と
も
に
こ
の
碑
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。

（
力
）

こ
の
造
立
者
経
跨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
た
だ
、
こ
の
外
観
的
威

容
、
頻
文
に
み
る
畏
敬
度
は
地
域
に
お
け
る
最
高
権
力
者
と
と
ら
え
る
に
充
分
で
あ

り
、
し
か
も
そ
の
実
名
に
み
る
「
経
」
の

一
字
は
、
山
内
首
藤
氏
の
通
字
で
、
さ
ら

に
前
述
小
塚
板
碑
に
お
け
る
円
性
・
性
円
と
す
る
法
名
を
、
桃
生
山
内
氏
嫡
流
と
み

た
そ
の
見
解
に
従
え
ば
、
経
闘
の
父
法
性
禅
門
も
「
性
」
を
共
通
す
る
点
で
、
小
塚

板
碑
に
連
な
る
も
の
が
想
定
さ
れ
る
。

皿
貝
に
は
い
ま
も
数
ヶ
所
に
製
鉄
の
た
め
の
桐
屋
跡
が
み
ら
れ
、
各
所
に
鉄
滓

（
か
な
く
そ
）
の
堆
積
が
残
る
。

地
も
と
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
応
永
年
間
に
こ
の
地
の
草
分
け
で
あ
る
生
出
士
佐
に

よ
っ
て
、
は
じ
め
て
開
発
さ
れ
た
技
術
で
、
特
に
近
世
に
か
け
て
盛
況
の
時
期
を
迎

え
た
、
と
い
う
。

製
鉄
業
の
発
展
に
は
良
質
の
原
鉱
石
と
豊
富
な
森
林
が
も
た
ら
す
木
炭
の
星
産
が

不
可
欠
で
、
そ
の
点
皿
貝
は
適
地
で
あ
り
、
さ
ら
に
優
秀
な
技
術
指
導
者
を
得
て
皿

貝
の
桐
屋
は
盛
況
を
呈
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

生
出
土
佐
は
葛
西
氏
の
家
臣
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
世
情
か
ら
推
し
て

む
し
ろ
桃
生
山
内
氏
の
傘
下
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
桃
生
山
内
氏
と
、

そ
の
大
き
な
財
源
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
鉄
と
を
結
び
つ
け
る
、
貴
重
な
接
点
と
な
る

板
碑
と
い
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
技
術
は
備
後
の
山
内
首
藤
氏
に
先
進
の
形
態
が
あ
っ
た
。
妙
通
（
資
通
）
譲

状
に
そ
の
一
端
を
か
い
ま
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、
（
イ
）
、
池
原
ゆ
き
む

ね
か
ち
や
（
鍛
冶
屋
・
山

5
2
8
•
暦
応
五
年
・

ニ
ニ
四
二
）
（
口
）
、
い
も
の
や
（
鋳
物

や
）
の
境
（
山
•
5
2
9
．
文
和
四
年
・
一
三
五
五
）
（
ハ
）
、
寄
進
鋳
物
屋
御
堂
事
（
山
・

5
3
3
•
延
文
四
年

・

一
三
五
九
）
（
二
）
、
い
も
の
や
の
や
し
き
（
山•
5
3
6・文
和
三
年
・

一
三
五
五
）
な
ど
の
呼
称
に
よ
っ
て
、
こ
の
地
が
胴
屋
業
に
関
し
て
一
歩
先
ん
じ
て

い
る
様
子
を
知
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
経
囲
の
時
代
こ
の
皿
貝
に
爛
屋
業
が
あ
っ
た

と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い

。

ま
た
大
籠
•
首
藤
氏
（
岩
手
県
藤
沢
町
大
籠
）
は
永
正
代
以
降
桃
生
よ
り
移
封

（
後
述
）
さ
れ
て
、
製
鉄
技
術
者
の
集
団
で
あ
る
同
地
爛
屋
十
人
衆
の
一
人
と
し
て

名
を
遺
し
て
い
る
。

同
氏
は
永
正
合
戦
に
敗
れ
た
桃
生
山
内
氏
の
一
族
で
あ
っ
た
が
、
製
鉄
と
い
う
特

殊
技
術
を
持
っ
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
技
能
を
か
わ
れ
敗
将
な
が
ら
転
封
と
い
う
形

で
、
同
じ
く
鉱
山
業
の
盛
ん
な
大
籠
の
地
へ
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
さ
き
の
皿
貝
•
貞
和
六
年
板
碑
が
製
鉄
の
村
、
皿
貝
に
建
つ
こ

と
の
意
義
が
推
測
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
桃
生
山
内
氏
と
製
鉄
お
よ
び
鉱

山
業
が
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

福
地
の
板
碑福

地
の
板
碑
は
立
地
的
に
は
東
区
（
千
照
寺
が
わ
）
と
西

区
（
石
道
人
）
に
大
別
さ
れ
、
系
統
的
に
は
五
種
に
分
類
さ

れ
る
多
様
性
を
持
つ

。
し
か
も
横
川
に
は
現
在
の
と
こ
ろ
一
基
の
板
碑
も
顕
わ
れ
て

い
な
い
。
複
数
の
横
川
舘
主
の
名
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
こ

と
は
横
川
舘
の
人
々
も
、
供
養
（
生
活
）
の
場
と
し
て
は
全
面
的
に
福
地
に
依
存
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
福
地
板
碑
の
多
様
性
は
そ
の
こ
と
に
起
因
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
福
地
•
横
川
は
一
括
宛
行
の
地
で
、

分
け
て
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

福

地

と

横

川

六、

時
に
よ
っ
て
嫡
流
・
庶
流
が
住
み
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3
、
仙
台
・
首
藤
氏
系
譜
（
仙
台
市
台
ノ
原
・
首
藤
武
夫
氏
蔵）

福
地
•
横
川

福
地
の
板
碑
が
数
系
統
か
ら
成
る
こ
と
に
つ

の

舘

主

ぃ

て

は
、
横
川
分
の
造
立
を
含
む
こ
と
も
一
因

と
な
る
が
、
何
よ
り
も
舘
主
が
再
々
交
代
し
て
い
る
事
実
も
見
逃
せ
な

い
。し

し
か
も
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
山
内
首
藤
氏
を
名
乗
る
武
将
を
含
み
、

こ
れ
が
桃
生
山
内
氏
と
混
同
を
来
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

福
地
な
ど
の
地
が
桃
生
山
内
氏
の
所
領
で
あ
っ
た
な
ど
と
い
う
誤
解
を

生
む
要
因
と
も
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
下
、
そ
の
点
を
乳
す
た
め
考
証
を
す
す
め
る
も
の
で
あ
る
。

先
ず
主
た
る
関
係
史
料
を
挙
げ
る
。

1
、
鳳
城
・

首
藤
氏
系
譜
（
登
米
郡
東
和
町
・
首
藤
礼
一
氏
蔵
・
寛

永
十
六
年
九
月
・
一

六
三
九
・
ニ
代
清
右
衛
門
書
改
）

初

代

助

通

文
治
五
年
（
一

―
八
九
）
平
泉
合
戦
ノ
側
、
葛
西
清
重
二
仕
エ
軍
功

（
マ
マ

）

（註｝

ニ
ョ
リ
桃
生
郡
福
地
村
拝
領
、
同
舘
二
居
住
（
略
）

2
、
『
葛
西
家
文
書
』
平
姓
葛
西

一
家
中
舘
氏
系
譜
（
東
北
歴
史
資

料
館
）
（
抜
梓
・
括
弧
内
筆
者
）

葛
西
信
宗
満
儒
（
盛
岡
系
葛
西
九
世
）
長
男
。

応
水
元
年
(
-
三
九
四
）
関
東
管
領
左
馬
頭
氏
満
二
近
士
、
桃
生

郡
二
釆
地

一
千
餘
町
ヲ
分
賜
横
川
邑
二
居
ス
、
永
享
十

一
年
（

一

四
三
九
）
持
信
（
盛
岡
系
葛
西
十
世
）
卜
大
崎
氏
不
和
、
信
宗
参

戦
死
亡
。

（資・ 19)福地の板碑

東Iメ（千照寺がわ） 西区 （石道入がわ）

No. 紀年 西紀 種子 褐 頻文（要旨） No. 紀年 西紀 種子 傷 頻文（要旨）

（第一類） （第一類）

1 建治 2.11. 日 1276 ウン 慈父一周忌 2 建治 3.4. 2 1277 バイ ・ア 父尊軍

4 ク 3.9 .19 1277 ア 父幽儀 3 ,, 3. 4. 8 // ウーン •バン 父幽儀

5 正応 6.2. 日 1293 バン 慈父往生

6 正安 2.8. 日 1300 ア

7 文保（欠） 1317-19 

8 嘉暦 4.10. 4 1329 ア 父幽儀三十五D

（第二類） （第二類）

11 応安 4.8 .11 1371 Oサ 過去幽嵐百ケ日 13 至徳 2.10. 日 1385 バイ 有

△ 12 永徳 3.3. 5 1383 0バイ 逆修妙央禅尼

△ 14 至徳 3.2. 21 1386 キリーク

△ 15 H月徳 2.11.日 1391 サ

（第四類） （第三類）

31 応永16.3 . 24 1409 ウン 妙光禅尼七年 21 応永 5.10. 5 1398 0サ

32 ,,, 17. 2 . 16 1410 （欠） 妙円禅尼三十三年 22 ,, 6. 7. 29 1399 Oサク 是菊禅門一周忌
△ 33 ,,,, 18. 6 . 17 1411 力 妙喜禅尼 23 応永第 6.8. 日 1399 ノゞイ 祖秀
△ 34 ,, 21. 8 . 2 1414 バン 有 直秀正t手適智十三年 24 I心永第 6.8日 1399 力

△ 35 ,, 22. 12. 24 1415 キリーク 有 過去聖翫 25 応永第七（欠） 1400 キリーク 右志者為
△ 36 ク 25.0.日 1418 （欠） 布 26 // 8 . 8 . 12 1401 キリーク 祖秀三年
△ 37 ク□2. 5. 28 1425 （欠） 27 ク 8.11.28 1401 バイ
△ 38 ,,, 33. 4 . 22 1426 バン 妙頭禅尼 28 // 11. 10.18 1404 ギリータ＼サけタ 結衆
△ 39 永享 4.4. 2 1432 サク 有 教念神門 29 ク 22.9 .18 1415 （欠） D室山公慮主七D

30 永享 2.7. 29 1430 タラーク 是菊三十三年

（第五類） （第五類）

41 況、i台3.3. 28 1557 

゜
有 結衆碑

42 永禄 3. (欠） 1560 （欠） 有 見渓受歓禅尼

43 // 5.4.11 1562 ⑮ 有 藤原DD

（註） △印、千照寺新出土分
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6
、
日
形
・
須
藤
氏
系
譜
（
岩
手
県
花
泉
町

矢
作
卯
之
丸
殿

永
禄
八
年
三
月
七
日
(
-
五
六
五
）

晴

信

首
藤
宗
通
（
応
安
四
年
I

康
正
元
年

・一

三
七

v‘
一
四
五
五
）

関
東
管
領
足
利
持
氏
二
仕
工
永
享
十

1

年
(
-
四
三
几
）
奥
州
下
向
、
葛
西
持

信
二
什
工
横
川
住
。
八
五
才
没
。

首
藤
俊
高
（
明
徳
一
一
年
ー
文
安
四
年
・
一
三
九
―
|
―
四
四
七
）

宗
通
三
弟
。
同
じ
く
足
利
持
氏
二
近
仕
、
永
享
十

一
年
持
氏
敗
退
後
筍
西
持
信

二
仕
エ
福
地
邑
二
住
ス
。
五
七
才
没
。
（
紫
桃
正
隆
氏
『
葛
西
家
臣
団
事
典
』
）

（
桃
生
山
内
）
頼
重

同
系
譜
は
義
通
の
弟
（
貞
通
の
叔
父
）
と
し
て
頼
重
を
つ
く
り
、
こ
れ
を
福
地

左
馬
助
と
す
る
。

5
、
葛
西
晴
信
感
状
之
写
（
仙
台
・
葛
西
雅
氏
蔵
）

此
度
者
桃
生
郡
初
陣
、
甚
於
岱
西
前
代
未
聞
之
手
柄
候
依
之
為
忠
賞
桃
生
郡

福
地
之
内
三
千
刈
橋
浦
村
之
内
仁
千
刈
可
被
下
行
者
也
依
為
後
日
証
文
如

件
4
、
「
塩
釜
系
譜
」

『岩
手
県
史
』
―
一巻）

同
氏
相
須
藤
正
左
衛
門
上
野
に
註
書
し
て
「
桃
生
郡
福
地
城
落
城
後
浪
人
二

テ
寺
崎
家
二
出
仕
」
と
す
る
。

河
北
町
福
地
畠
中

7
、
『
葛
西
家
文
書
』
（
東
北
歴
史
資
料
館
）
「
葛
西
真
記
録
」
（
文
禄
年
末
の
作
と

批
定
は
御
．
家
四
老
の
一
人
と
し
て

拙
者
先
祖
往
古
山
内
左
馬
之
介
様
古
家
中
、
福
地
村
住
居
、
直
々
御
百
姓
罷
成
、

天
台
宗
賀
茂
山
永
福
寺
檀
中
罷
成
候
処
、
其
後
曹
洞
宗
千
照
寺
（
天
文
十
五
年
・

一
五
四
六
開
山
）
檀
中
罷
成
候
段
代
々
申
伝
候

9
、
河
北
町
福
地
畠
中
に
結
衆
板
碑
（
弘
治
三
年
三
月
廿
八
日
・

一
五
五
七
）
が

あ
り
、
そ
れ
と
並
ん
で
山
王

一
実
神
道
板
碑
（
永
禄
五
年
三
月
十
二
日
・
一
五
六
二
）

が
建
つ
。
何
れ
も
統
治
の
本
山
派
修
験
三
寿
院
（
加
茂
山
永
福
寺
）
に
よ
る
造
立
が

見
込
ま
れ
る
。
こ
の
前
者
の
銘
文
中
に
「
藤
氏
末
葉
人
伊
口
」
、
後
者
造
立
者
名
に

「
藤
原
闘

D
」
が
み
ら
れ
、
何
れ
も
桃
生
山
内
氏
系
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

笈
有
倍
善
男
女
輩
多
季

D
□
□
清
浮
僧
侶

D
□
妙
典
□
ロ

ロ

唯

有

一

乗

法

今

弘

治

三
年
弥
生
廿
八
日
既
D
D結
願

D
一
字
妙
典
1

ハ
□
日
口

巳

（
）

右
志
者
請
万
衆
供
物
施

17

無
二
亦
無
三

カ
現
世
口

藤
氏
末
葉
人
伊
口

8
、
河
北
町
福
地
、
加
納
茂
氏
所
蔵
文
書
に

「
福
地
織
部
介
居
舘
福
地
村
」
が
あ
る
。

（
一
五
五
七
）
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舘

主

の

変

遷

仏
説
如
是
人

□

了

夫
以

現
世
即
菩
薩

彼
妙
典
者
乃
是
仏
性
之
大
宗
衆
経
之
密
蔵
（
欠
）

万
漏

D
襟
一

心
元
鑑
也
然
於
十
千
部
成
就
功
力

登
誰
計
親
而
求
之
則
口
定
慧
口
而
広
之
則

度
万
行
也
妥
起
四
心
欲
示
宅
中
宝
蔵
再
口
奇

哉
三
恩
大
事
既
全
十
力
能
催
戟
下
魔
軍
故

D

世
長
命
安
穏
而
未
来
仏
果
興
施
者
也藤

原
口
口

永

禄

五

天

壬

戌

卯

月

十

一

日

(

-

五

六

二

）

D
口
密
□

次
い
で
福
地

•

横
川
両
舘
の
主
の
変
遷
に
つ

い
て
若
干
の

見
解
を
述
べ
て
み
た
い
。

1
、
鳳
城

・
首
藤
氏
系
譜
に
よ
れ
ば
、
始
祖
助
通
は
通
義
（
義
通
）
の
第
二
子
隆

通
の
嫡
子
（
資

．

）、
平
泉
合
戦
に
葛
西
清
重
旗
下
と
し
て
軍
功
あ
り
福
地
村
を

拝
領
し
た
と
あ
る
。
助
通
を
祖
と
す
る
福
地
首
藤
氏
の
系
は
、
以
降
十
九
代
約
四
〇

0
年
に
亘
り
世
系
が
続
い
た
と
す
る
が
そ
の
事
績

・
年
代
を
明
確
に
す
る
も
の
は
な

い
。
ま
た
、
同
系
と
さ
れ
る
仙
台
首
藤
氏
系
図
の
記
録
と
も
、

全
面
的
に
趣
を
異
に

す
る
も
の
で
あ
る
。

助
通
は
経
俊
と
は
い
と
こ
同
志
、
ほ
ぽ
同
年
代
と
な
る
か
ら
経
俊
と
同
じ
く
平
泉

参
戦
も
有
り
得
る
。
従
っ
て
福
地
村
拝
領
も
否
定
し
難
い
が
果
し
て
そ
れ
が
い
つ
頃

ま
で
続
い
た
の
か
。
た
と
え
ば
次
に
述
べ
る
首
藤
俊
高
が
永
享
代
福
地
へ
入
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
競
合
は
免
れ
な
い
。

福
地
に
は
確
か
に
建
治

・
正
応
年
号
の
板
碑
も
あ
り
、
そ
の
造
立
者
と
し
て
の
舘

主
の
在
地
が
見
込
ま
れ
る
が
、
あ
る
い
は
こ
れ
が
助
通
系
か
。
そ
の
場
合
横
川
も
併

せ
て
領
有
し
た
も
の
な
の
か
。

と
も
あ
れ
助
通
は
秘
西
氏
家
臣
と
し
て
福
地
に
入
っ
た
も
の
で
あ
り
、
福
地
が
本

来
葛
西
氏
所
領
で
あ
っ
た
こ
と
は
動
か
し
難
い
。

な
お
こ
こ

で
福
地
村
に
つ
い
て
「
桃
生
郡
福
地
村
」
を
称
し
て

い
る
が
、
後
述
の

よ
う
に
中
世
の
福
地
村
は
牡
鹿
郡
に
属
す
べ
き
で
、
桃
生
郡
と
す
る
こ
と
は
書
改
め

の
時
点
（
寛
永
十
六
年

・
一
六
三
九
）
で
の
呼
称
に
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

秘
西
氏
が
桃
生
郡
を
所
領
す
る
の
は
永
正
合
戦
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
た
と

え

一
部
で
あ

っ
て
も
桃
生
郡
を
手
中
に
し
た
と
す
る
記
録
は
な
い
。

2
、
葛
西
信
宗
は
満
信
（
盛
岡
系
葛
西
九
世
）

領
と
し
て
同
十
世
を
継
ぐ
。

信
宗
が
横
川
に
入
る
の
は
応
永
元
年

(
-
三
九
四
）
。
そ
し
て
永
享
十

一
年
三
月

（一

四
三
九
）
持
信
と
大
崎
氏

（持
明
）
が
不
和
に
な
る
。
そ
の
と
き
葛
西
家
隊
長

と
し
て
信
宗
は
志
田
郡
千
石
邑
に
出
陣
す
る
。
先
頭
に
あ

っ
た
信
宗
は
流
れ
矢
に
あ

た
り
戦
死
す
る
。
時
に
五
ニ
オ
。
横
川
在
住
は
四
五
年
に
及
ぶ
。

信
宗
戦
死
の
こ
と
は
五
大
院
葛
西
系
図
の
記
録
に
も
載
っ
て
い
る
。

福
地
の
板
碑

（資
•
1
9)
第
三
類
は
信
宗
の
事
績
と
ほ
ぼ
符
合
す
る
も
の
が
あ
る
。

信
宗
は
横
川
在
住
と
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
と
お
り
第
三
類
造
立
と
す
れ
ば
、
福
地

も
領
知
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

の
長
男
な
が
ら
、
舎
弟
持
信
が
惣

3
、
信
宗
戦
死
後
横
川
は
首
藤
宗
通
に
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
あ
と
を
追
う
よ
う
に

宗
通
の
弟
俊
高
も
来
奥
し
、
葛
西
持
信
よ
り
福
地
を
受
け
て
い
る
。

二
人
は
同
じ
く
足
利
持
氏

（
関
東
管
領
）

に
仕
え
た
が
、
持
氏
が
擾
乱
に
敗
れ
た

（
永
享
十

一
年
）
あ
と
、
葛
西
持
信
を
頼

っ
て
下
向
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

兄
弟
系
相
助
け
て
栄
え
た
が
、
俊
高
の
曾
孫
俊
兼

（
資
•

2
1)
は
宗
通

（横
川
）

系
に
入
り
、
永
正
元
年
二
月

(
-
五

0
四
）
政
信

（盛
岡
系
穏
西
十
三
世
）
に
よ

っ

て
磐
井
郡
黄
海
村
に
移
封
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
福
地

・
横
川
含
め
て
の

移
動
で
あ
っ

た
ろ
う
。

要
す
る
に
籾
西
家
臣
と
し
て
の
移
封
で
あ
る
。
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4
、
俊
兼

（
横
川
系

・
嫡
流
）
ら
が
黄
海
へ
移
っ

た
あ
と
へ
人
っ
た

の
が
頻
重

（
福
地
左
馬
之
介
•
塩
釜
系
譜
）
で
あ
ろ
う
。

こ
の
と
き
頼
重
か
福
地
JT
馬
之
介
を
称
し
て
い
る
こ
と
は
、
福
地
舘
主
と
し
て
俊

兼
の
跡
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
と
解
し
得
る

C

頼
重
は
貞
通
の
叔
父
に
当
り
、
後
の
永
正
合
戦
（
一
次
）
の
敗
北
に
よ
る
貞
通
出

奔
の
際
に
、
「
幼
息
千
代
若
を
家
弟
江
田
七
郎
清
通
、
叔
父
福
地
左
馬
助
頼
重
ら
に

托
し
」
の
福
地
左
馬
助
頼
重
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
と
お
り
、
伯
宗
は
と
も
か
く
首
藤
助
通
に
し
ろ
同
じ
く
宗
通
・
俊

高
に
し
ろ
、
何
れ
も
葛
西
氏
の
家
臣
と
し
て
こ
の
地
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
福
地
•
横
川
の
地
は
本
来
葛
西
氏
の
所
領
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え

る
。
そ
れ
は
次
項
の
福
地
氏
（
源
姓
）
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
一
貰
し
て
変
わ
ら
な

い
。
従
っ
て
山
内
頼
重
も
ま
た
、
桃
生
山
内
氏
所
領
と
し
て
で
は
な
く
、
葛
西
家
臣

と
し
て
の
身
分
で
葛
西
領
で
あ
る
福
地
に
入
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

永
正
合
戦
（
三
次
）
終
了
後
頼
重
ら
は
、
宗
清
か
ら
本
領
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
。

頼
重
の
場
合
そ
の
本
領
と
は
福
地
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
引
き
続
き
舘
主
と
し
て
在

駐
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
桃
生
郡
（
当
時
）
に
彼
の
居
舘
は
な
い
。
そ
の
証
と
し
て

頼
重
は
同
合
戦
の
戦
闘
場
面
に
は
全
く
名
を
出
さ
ず
、
二
次
戦
に
つ
い
て
も
同
様
で

あ
る
。福

地
・
畠
中
の
板
碑
―

―基
（
⑨
）
に
み
る
「
藤
原
氏
」
な
ど
と
す
る
出
自
に
つ
い

て
、
こ
の
時
点
で
考
え
ら
れ
る
の
は
頼
重
系
の
み
で
あ
る
。

ま
た
加
納
氏
文
書
（
⑧
）
に
よ
る
「
山
内
左
馬
之
介
様
御
家
中
」
も
、
千
照
寺
開

山
時
期
(
-
五
四
六
）
前
後
の
こ
と
と
解
し
頼
重
系
を
指
す
も
の
と
考
え
た
い
。
た

だ
し
累
代
緯
名
等
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
頼
重
系
も
永
禄
八
年
晴
信
感
状
（
⑤
）
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
。

こ
の
時
の
騎
乱
が
何
で
あ
っ
た
か
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
⑥
•
須
藤
氏
を
分
析
す
る

と
、
こ
の
福
地
城
落
城
が
晴
信
感
状
の
騒
乱
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
斯

く
し
て
山
王
一
実
神
道
碑
を
建
立
し
て
三
年
後
、
桃
生
山
内
氏
の
残
影
は

一
切
こ
の

地
域
か
ら
消
え
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

（資 ・20)舘主の変遷

―
四

0
0

五
〇

一
五

0
0

五
〇

一
六

0
0

（
横
川
）

（
福
地
）

② 
信宗系

① 
助通系？

③ 
宗通系

③ 
俊高系

④ 
頼重系

千
照
寺
開
山

⑧
 

岱
西
氏
減
ぶ

↓
福
地
織
祁
之
介

―⑦
 

ご―
矢
作
卯
之
丸

山
干
一
実
神
道
碑
造
立

⑨
 

永
正
合
戦

（註）助通系省略
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5
、
矢
作
氏
の
福
地
等
領
有
が
い
つ
頃
ま
で
続
い
た
か
明
ら
か
で
な
い
。

こ
の
あ
と
福
地
氏
と
し
て
名
を
學
げ
る
の
は
、
葛
西
四
家
老
の

一
人
福
地
織
部
介

で
あ
る
。
こ
の
出
自
等
に
つ
い
て
も
各
論
が
あ
る
が
、
福
地
氏
系
図
(
-
関
市
福
地

正
治
氏
蔵
）
に
、
「
四
家
老
の
一
人
福
地
下
穂
守
は
源
姓
、
詭
は
偉
茂
、
天
正
十
八

年

(
-
五
九

0
)
佐
沼
合
戦
で
討
死
。
四

0
オ
」
と
（
紫
桃
氏

『葛
西
家
臣
団
事
典
』
）
。

そ
れ
よ
り
以
前
、
天
正
十
四
年
(
-
五
八
六
）
本
吉
に
兵
乱
あ
り
。
晴
信
出
陣
。

そ
の
折
「
赤
井
•
福
地
ノ
御
家
人
ヲ
以
テ
本
吉
勢
ヲ
防
禦
ス
」
と
そ
の
名
を
み
る
。

赤
井
備
中
守
も
ま
た
福
地
氏
と
同
じ
く
四
家
老
の

一
人
で
あ
っ
た
。

結
論
と
し
て
、
福
地
•
横
川
の
地
は
一
貰
し
て
葛
西
氏
所
領
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た。山
内
首
藤
氏
系

（
資
•
2
0
)は
桃
生
郡
（
当
時
）
と
福
地
方
面
に
居
城
し

武

将

た

ち

た

、

山

内
首
藤
氏
系
武
将
ら
の
略
系
で
あ
る
。
同
根
で
あ
る

複
数
の
そ
れ
ら
が
、
同
時
代
頃
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
に
来
て
住
ん
だ
。
そ
の
こ
と
が
や

や
も
す
る
と
事
績
•
名
諒
に
混
乱
を
生
じ
、
史
実
を
不
透
明
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
。

そ
う
し
た
虞
れ
を
除
く
た
め
に
一
筆
書
き
加
え
て
お
く
と
、

鹿
又
•
小
塚
•
七
尾
を
本
拠
と
し
て
き
た
桃
生
嫡
流
系
、
並
び
に
如
来

•
樫
崎
な

ど
概
ね
桃
生
北
方
に
在
住
し
、
最
終
的
に
大
籠
に
移
封
さ
れ
た
大
籠
•
首
藤
氏
系

（
桃
生
山
内
氏
庶
流
）
は
、
さ
す
が
に
独
立
し
た
国
人
と
し
て
、
そ
れ
そ
れ
の
所
領

を
守
っ
て
営
々
と
し
て
増
産
に
努
め
他
へ
の
進
出
は
な
か
っ
た
。

一
方
、
仙
台
・
首
藤
氏
系
の
祖
通
基
（
元
）
は
、
『
吾
妻
鑑
』
元
久
元
年
（
一
―

―

0
四
）
五
月
六
日
条
、
特
に
同
一
一
年
閏
七
月
廿
六
日
条
に

「
持
寿
丸

（
の
ち
に
六
郎
。

通
基
。
刑
部
大
夫
経
俊
が
六
男
）
」
の
記
述
が
み
え
る
。

こ
の
系
は
本
来
鎌
倉
に
あ
り
、
宗
通
の
と
き
仕
え
て
い
た
関
東
管
領
足
利
持
氏
失

脚
の
た
め
奥
州
に
来
て
、
葛
西
氏
に
仕
え
た
と
す
る
。
敗
者
の
身
と
し
て
は
お
そ
ら

＜
桃
生
山
内
氏
の
縁
を
頼
り
に
こ
の
地
に
逃
れ
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た

主
命
に
よ
っ
て
他
所
へ
移
動
す
る
宿
命
を
持
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
裏
返
せ
ば
、
通
基
は
父
経
俊
か
ら
の
譲
り
の
な
か
に
桃
生
郡
に
関
す

る
條
項
は

一
切
入
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
知
る
も
の
で
お
そ
ら
く
一
括
し
て
重
俊

に
譲
ら
れ
た
可
能
性
が
強
い
。

こ
の
系
も
永
止
合
戦
前
の
永
正
元
年
葛
西
政
信
に
よ
っ
て
黄
海
に
移
さ
れ
彼
の
地

の
祖
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

鳳
城
・
首
藤
系
に
つ
い
て
は
先
述
の
と
お
り
、
史
料
が
少
な
く
不
確
か
で
あ
る
が
、

あ
る
時
期
ま
で
福
地
方
面
に
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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（
資
・

21)刑
部
丞

通
義

（
義
通
）

（桃
生山
内
氏
初
祖
力
）

桃
生
郡
並
に
福
地
地
域
に
お
け
る
山
内
首
藤
氏
の
略
系

註
•
O
印
は
名
譜
省
略

｀
氏
系
）

（
『

山

内

家

文

書

』

）

紫
桃
正
隆
氏

『葛
西
家
臣
団
串
典
』
を
参
考
と
し
て
作
製

（桃
生
山
内
氏
嫡
流
系
）

（
永
正
合
戦
・

＿
一
次
に
敗
れ
退
去）

刑

部

大

夫

中

務

丞

桃

生

山

内

一

俊
通
I

経

俊

重

俊

ー
|
経
通

ー
ー

成
通

ー
ー
0
|
0
|
0
|
0
|
0
-

頼
通
ー
義
通
ー
貞
通
ー
知
通
一
商
命
裕

，
貞
通
ー
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
ー
通
貞
（
い
り
氏
系
）

-

｀

ー

成

通

I

O

I

O
|

。

い

山
内
氏
如

[

/

ー

通

俊
I

俊
兼
:
横

JI
平
）
（
大
籟
へ
移
り
そ
の
祖
と
な
る
）

0
 

:
 

誓
I

俊
長
宗
俊
一
（
福
地
系
）

[
 

[

俊
兼

鳳

城

）

十
五
代

隆

通

助

通

I

O

|

0

|

0

|

0

|

0

|

o

l

o

|

o

l

o

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

保

通

ご

日

藤

氏

系

『
塩
釜
系
譜
』
お
よ
び
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大
森
城
の
帰
趨

は
結
局
の
と
こ
ろ

所
領
と
し
て
の
三
輪
田
•
福
田
地
区
の
帰

属
に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
果
し
て
大
森

城
は
実
際
に
桃
生
山
内
氏
の
治
下
に
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

大
森
城
は
桃
生
郡
（
河
北
町
）
と
石
巻

市
（
旧
牡
鹿
郡
）
を
南
北
に
分
け
る
上
品

山
の
山
陵
を
背
に
、
そ
の
支
陵
段
丘
上
に

築
か
れ
た
中
世
の
山
城
で
あ
る
。
前
面
に

は
北
上
の
大
河
が
流
れ
、
山
麓
に
は
三
輪

田
・
大
森
•
福
田
な
ど
の
集
落
を
か
か
え
、

立
地
上
そ
し
て
規
模
的
に
も
近
隣
に
比
類

大

森

城

大
森
城
は
永
正
合
戦
（
一
次
）
で
葛
西
氏
に
攻
撃
さ
れ
て
い
る
（
永
正
合
戦
記
）
。

ま
た
「
経
俊
、
大
森
へ
居
城
」
と
す
る
家
伝
書
（
後
述
）
の
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ

る
。
こ
れ
を
受
け
て
「
大
森
城
は
桃
生
山
内
氏
の
持
城
で
あ
る
」
が
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
二
次
戦
の
記
録
に
は

一
切
大
森
城
の
名
は
出
て
い
な
い
。

大
森
城
は
堅
城
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
大
森
城
が
桃
生
山
内
氏
の
持
城
な
ら
ば

な
ぜ
、

二
次
戦
に
お
い
て
も
こ
の
城
を
死
守
し
て
反
撃
の
拠
点
と
し
な
か
っ
た
の
か
。

ま
た

一
次
・

―
一
次
を
通
じ
て
、
大
森
城
主
名
は
勿
論
、
桃
生
山
内
方
武
将
と
し
て

た
と
え
ば
三
輪
田
•
福
田
な
ど
、
邑
名
を
名
乗
る
人
物
が
一
人
も
出
て
来
な
い
の
は

な
ぜ
か
、
全
く
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で

あ
る
。 七、

大
森
城

河
北
町
三
輪
田

高
徳
寺
の
板
碑

の
な
い
堅
城
と
評
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
は
背
後
の
山
―
つ
越
え
れ
ば
牡
鹿
郡
（
石
巻
市
）
で
あ
り
、
真
野
•
水
沼
・

高
木
な
ど
中
世
村
落
の
繁
栄
の
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
立
地
が
大
森
城
の
所
属
を
考
え

る
上
で
重
要
な
意
義
を
持
つ
。

さ
て
そ
の
大
森
城
に
つ
い
て
、
河
南
町
鹿
又
・
ニ
軒
谷
地
•
佐
藤

昌

弥
氏
文
書
に

（
桃
生
山
内
氏
は
）
文
治
五
年
軍
功
ニ
テ
相
州
ヨ
リ
下
ラ
レ
桃
生
郡
十

万
石
ヲ
賜
リ
大
森
城
へ
居
城
ヲ
構
工
永
ク
居
住
ス
（
略
）

と
す
る
。
こ
れ
ら
を
受
け
て
桃
生
山
内
氏
に
つ
い
て
「
鎌
倉
•
南
北
朝
·
室
町
時

代
に
亘
る
三
百
二
十
余
年
、
大
森
城
あ
る
い
は
七
尾
城
を
居
城
と
し
て
、
桃
生
郡
北

方
に

一
族
の
繁
栄
を
み
た
豪
族
」
（
『
河
北
町
誌
』
上
）
が
一
般
論
と
し
て
通
用
し
て

い
る
。一

方
、

「
塩
釜
系
譜
」
は

文
治
五
年
七
月
経
俊
、
頼
朝
公
ノ
軍
二
従
イ
功
ア
リ
、
時
二
経
俊
桃
生

廿
四
郷
ヲ
拝
領
ス
（
略
）
、
此
ノ
後
経
俊
桃
生
郡
永
井
城
ヲ
築
ク
、
後
マ

タ
中
島
村
七
尾
山
ノ
地
ヲ
見
タ
テ
築
キ
テ
本
城
ト
ナ
ス
（
略
）

と
伝
え
、
こ
こ
に
は
大
森
城
の
名
は
出
て
来
な
い
。

同
系
譜
に
収
め
ら
れ
た
「
永
正
合
戦
記
」
の
戦
闘
場
面
は
地
域
事
情
に
く
わ
し
く
、

合
戦
体
験
者
に
よ
る
描
写
と
し
て
そ
の
評
価
は
高
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
合
戦
記

に
み
る
大
森
城
の
記
述
は
誠
に
簡
略
で
あ
る
。

「
永
正
八
年
八
月
十
九
日
。
牡
鹿
の
士
卒
ら
二
千
余
騎
、
葛
西
三
郎
重
清

（
宗
清
嫡
男
）
こ
れ
を
将
い
、
南
方
に
至
り
先
ず
諏
訪
森
（
該
当
地
不
明
・

ト
ヤ
ケ
森
か
）
ヲ
攻
め
抜
キ
翌
日
大
森
城
に
向
イ
柴
垣

（
同
不
明
）
二
陣

ヲ
備
工
日
々
戦
イ
ヲ
挑
ム
。」
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「
同
九
月
廿
七
日
。
（
江
刺
・
気
仙
の
軍
勢
ら
）
飯
野
河
•
北
上
河
ヲ

経
テ
七
尾
城
ノ
南
、
大
森
ノ
地
二
至
ソ
テ
陣
ヲ
備
ウ
」

大
森
城
も
し
く
は
大
森
の
地
名
の
出
る
の
は
以
上
の
一
一度
だ
け
、
し
か
も
さ
ほ
ど

の
激
戦
が
展
開
さ
れ
た
様
子
も
な
く
、
当
然
陥
落
し
た
筈
だ
が
落
城
の
様
子
も
語
ら

れ
て
い
な
い
。
七
尾
城
か
ら
北
上
川
を
隔
て
た
対
岸
で
あ
る
三
輪
田

・
大
森
方
面
で

の
戦
闘
場
面
に
つ
い
て
は
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
七
尾
城
に
次
ぐ
堅

城
を
誇
る
大
森
城
の
最
後
と
し
て
は
、
余
り
に
も
疎
略
な
扱
い
で
あ
る
。

第
二
次
戦
（
永
正
九
年
）
に
は
大
森
城
の
名
は
な
く
全
く
無
視
さ
れ
た
形
で
あ
る
。

大
森
城
が
桃
生
山
内
氏
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
何
故
氏
族
の
命
運
を
賭

け
た
決
戦
に
七
尾
主
城
の
前
衛
と
し
て
こ
こ
に
決
起
し
て
、

一
大
攻
防
戦
を
展
開
し

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
も
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
七
尾
に
次
ぐ
副
将
と
も
い
う
べ
き
大
森
城
主
の
名

が

一
度
も
出
て
来
な
い
の
も
不
思
議
で
あ
る
。

さ
ら
に
郡
北
の
郷
村
か
ら
は
、
合
戦
崎
・
牛
田

・
山
田

・
中
津
山
・
神
取
・
飯
野

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
郷
邑
名
を
名
乗
る
武
将
た
ち
が
多
く
出
て
、
謀
議
に
参
画
し
そ
れ

ぞ
れ
の
地
で
奮
戦
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
俣
地
域
の
郷
名
を
名
乗
る
武
将

が

一
人
も
見
当
ら
な
い
の
も
異
常
で
あ
る
。
因
み
に

『葛
西
真
記
録
』
に
「
箕
輪
田

邑
王
箕
輪
田
弥
三
右
衛
門
」
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
が
。
永
正
合
戦
記
録
の
場
に
は

出
て
い
な
い
。
桃
生
山
内
氏
治
下
に
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
事
態
は
明
ら
か

に
異
様
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
果
し
て
こ
の
地
域
は
桃
生
山
内
氏
の
所
領
で
あ
っ
た

の
か
、
改
め
て
疑
わ
し
く
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

①
 

河
北
町
三
輪
田

・上
品
山
高
徳
寺

（
曹
洞
宗
）
に
次
の
板

碑
が
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

（
種
子
欠
失
）

平

姓

板

碑

敬

右
志
者
□

霊

大
オ

D
応

元

年

八

月

廿
日
平
朝
臣
資
信

白

庚
巾

出
離
生
死
證
大
菩
提

ニ

ニ
六
0
)

上
方
を
欠
失
す
る
た
め
種
子
お
よ
び
年
号
の
初
字
が
失
わ
れ
て
い
る
が
、
干
支
•

元
年
そ
し
て
年
号
の
一
―字
目
「
応
」
か
ら
割
り
出
し
て
、
文
応
元
年
(
―

二
六
0
)

と
見
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
板
碑
は
目
下
の
と
こ
ろ
県
下
最
古
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
北
上
川
中
・
下
流
域
、

旧
葛
西
氏
所
領
七
郡
中
、
岩
手
県
川
崎
村
門
崎
•
最
明
寺
（
天
台
宗
）

・

建
長
八
年

丙
辰
二
月
廿
九
日
（
一
―

―五
六
）
の
紀
年
を
記
す
双
式
板
碑
に
次
い
で
、
第
二
位
に

当
た
る
も
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
高
徳
寺
は
、
以
前
は
東
隣
の
竹
の
追
に
在
り
（
嘉
永
三
年

『三
輪
田
村

風
土
記
書
出
』
）
、
こ
の
板
碑
も
ま
た
同
地
附
近
に
建
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
比

較
的
小
型
で
折
損
も
あ
る
が
、
文
字
・
彫
り
と
も
重
厚
で
古
式
に
則
る
も
の
で
あ
る
。

被
葬
者
に
つ
い
て
は
刹
離
に
よ
り
正
確
を
期
し
難
い
が
、
痕
跡
か
ら
「
右
志
者
為
過

去
慈
父

D
霊
」
が
想
定
さ
れ
る
。

高
徳
寺
に
は
さ
ら
に
次
の
板
碑
が
あ
る
。
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建
長
八
年

岩
手
県
川
崎
村
最
明
寺
板
碑

建
長
八
年

④
 

右
為
平
直
重
逆
修
如
斯
也

乙

カ
ー
ン
マ
ン

（
二
重
輪
光
）
正
中
二
年
二
月
時
正

丑二

三
―
一五）

二ハ
O
X
六
0
と
大
型
。
逹
筆
で
棠
々
と
大
書
さ
れ
た
銘
文
。
種
子
カ
ー
ン
マ
ン

（不
動
明
王
）
の
末
端
は
火
炎
の
よ
う
に
勢
い
よ
く
は
ね
、
躍
動
感
に
満
ち
て
い
る
。

原
位
置
は
不
明
だ
が
、
折
損
し
た
頭
部
が
近
年
同
寺
う
ら
の
墓
地
か
ら
発
見
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
寺
域
に
建
て
ら
れ
た
と
み
て
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
鎌
倉
末

期
の
正
中
二
年
(
-
三

二
五
）
春
彼
岸
、
平
直
重
と
い
う
武
将
の
逆
修
塔
で
あ
る
。

同
寺
に
は
さ
ら
に
平
直
重
碑
に
関
連
す
る
と
み
ら
れ
る
碑
面
一
杯
の
線
刻
五
輪
塔

に
大
日
真
―――ロ
ア
ビ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
を
刻
む
次
の

二
塔
が
あ
る
。

LJ-
―
一
世
諸
仏
頭
頂
八
万
法
蔵
之

（
線
刻
五
輪
塔
）
正
応
五
年
中
冬
廿
日
（
一
―
―
九
―
-
）

ア
ビ
ラ
ウ
/
ケ
/

D
蔵
依
之

D徳
為
慈
父
高
恩
故
之
造
立

③
 

正
応
五
年
十
月
廿
八
日
（
一

―
―
九
二
）

（
線
刻
五
輪
塔
）

ア
ビ
ラ
ウ
ン
り

②
 

白 敬
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河
北
町
北
境

・

館
の
法
華
望
に
建
つ
題
目
板
碑
（
資

•
2
2
)の
―
つ
で
あ
る
。
日

蓮
聖
人
の
説
く
お
題
目
を
主
題
と
す
る
板
碑
は
、
石
巻
地
方
で
は
こ
の
地
域
の
み
で
、

近
隣
で
は
登
米
郡
中
田
町
宝
江
•
本
源
寺
、
迫
町
森
•

上
行
寺
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

⑤
、
か
ら
次
の
こ
と
が
分
析
さ
れ
る
。

⑤
 

南
無
妙
法
蓮
華
経

何
れ
も

t
カ
一
部
を
欠
失
す
る
が
大
型
で
、
特
異
な
権
威
あ
る
様
式
は
、
被
葬
者

と
し
て
地
も
と
ト
ソ
プ
ク
ラ
ス
を
包
定
し
て
も
大
過
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
両
碑
は
、
碑
面
構
成
•
紀
年
の
接
近
か
ら
ワ
ン
セ
ッ
ト
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
間
隔
は
二
二
目
（
同
年
十
月
は
小
の
月

『
日
本
暦
日
原
典
』
）
゜
③
、
を
死
亡

Fl

（
墓
じ
る
し
）
と
仮
定
す
る
と
、
④
、
は
三
七
日
の
供
養
日
と
解
し
得
る
。
そ
し
て

④
、
の
銘
文
「
慈
父
高
恩
」
か
ら
父
に
対
す
る
も
の
、
し
か
も
そ
の
年
代
の
へ
だ
た

り
か
ら
、
平
直
重
の
父
に
比
定
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
こ
れ
は
直
重

の
建
立
も
あ
り
得
る
。
そ
れ
が
さ
ら
に
、
「
平
朝
臣
資
儒
」
に
達
す
る
可
能
性
も
想

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

右
意
趣
者
為
平
重
命
同
子
息

義
継
御
幽
霊
頓
證
菩
提
乃
至

大
オ

建
武
元
年

―二
月
十
五
日
死
去

甲
戌

法
界
平
等
利
益
故
也
(
-
三
三
四
）

イ
、
平
重
命
・
義
継
父
＋
の
た
め
の
供
養
塔
で
あ
る
こ
と
。
父
子
同
日
の
死
亡
は

戦
化
の
公
庄
昇
が
強
い
こ
と

C

ロ
、
「
同
子
息
•
御
幽
霊
」
の
用
語
か
ら
家
臣
た
ち
に
よ
る
造
立
が
見
込
ま
れ
る

こ
と
。ハ

、
重
命
は
大
施
主
を
称
す
る
こ
と
、
同
群
板
碑
の
半
数
が
同
氏
関
係
を
占
め
る

こ
と
、
そ
し
て
題
目
板
碑
の
建
立
範
域
か
ら
、
ほ
ぽ
北
境
•
倉
の
迫
を
領
有
す
る
地

頭
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

二
、
こ
の
父
子
の
死
亡
以
降
、
同
地
へ
の
題
目
板
碑
（
有
紀
年
）
の
建
立
は
無
く

な
る
こ
と
か
ら
、
重
命
父
子
の
死
を
も
っ
て
こ
の
系
は
絶
滅
も
し
く
は
退
散
し
た
。

ホ
、
②
、
の
平
直
重
と
「
重
」
字
を
共
有
す
る
。
こ
れ
を
通
字
と
考
え
た
と
き
、

直
重
と
重
命
は
同
族
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
（
『北
上
川
下
流
域
の
い
し
ぶ
み
』

河
北
地
区
教
育
委
員
会
）
。

要
す
る
に
平
重
命
は
、
平
直
重
の
一
系
と
し
て
こ
の
地
の
地
頭
で
あ
っ
た
が
、
鎌

倉
末
の
動
乱
の
た
め
多
く
の
家
臣
を
失
い
、
自
ら
も
子
息
と
も
ど
も
戦
死
し
、
遂
に

は
一
家
断
絶
も
し
く
は
離
散
し
た
模
様
が
う
か
が
え
る
。

さ
ら
に
同
群
板
碑
か
ら
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堀

の

内

と
大
森
城
の
背
後
（
東
が
わ
）
は
切
っ
て
落
と
し
た
よ
う
な

持

領

館

深
い
断
崖
で
、
そ
の
下
に
谷
津
と
い
う
集
落
が
あ
り
、
こ
こ

に
数
多
く
の
板
碑
が
遺
る
（
資

•

2
3
)
。

．． 
や
っ
と
は
「
矢
落
ち
」
の
転
訛
で
あ
る
と
い
い
、
い
か
に
も
古
城
の
歴
史
を
し
の

ば
せ
る
地
名
で
あ
る
。
谷
津
は
そ
の
名
の
と
お
り
、
せ
ま
く
深
く
入
り
込
ん
だ
谷
の

奥
に
位
置
し
、
ひ
っ
そ
り
と
静
か
で
聖
地
に
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
の
東

D
に
当
っ
て
堀

（資 ・22)題目板碑群

No. 紀 年 西紀 題目（要旨） 所在地

1 嘉暦 2.8. 23 1327 信心大施主 倉の追

2 ,,, 2. 9. 19 // 為相当慈父ー百ヶ日□景出離生死 ，， 

3 ,,, 2. 10. 日 // 為相当慈父幽霊ー百ヶ日忌辰奉造立 舘

4 ク 3.8. 17 1328 為相当慈父一周忌 倉の追

5 元徳 2. 6. 4 1330 為悲母ー百ケ日忌景 舘

6 þÿ0�ÿ�ÿ�. 7 . 6 1331 為慈父ー百ケ日 倉の迫

7 // 4. 10. 23 1332 為相当慈父一周忌 舘

8 元弘 2. 10. 29 ,, 為慈父也 'l 

， 正慶 2.2. 28 1333 為慈父第三年也 倉の迫

10 ク 2. 7 . 9 ，， 右志四十九日為也 た礼占且

11 建武元 3. 15 1334 為平重命同子息義継御幽霊 ，，， 

12 元弘 4. 3. ロ ，，， 為生霊之奉建立所也 ，， 

13 建武 2. 2. 25 1335 為慈父一周忌 倉の迫

竹
の
迫
か
ら
谷
津
の
間
に
建
つ
板
碑
は
、
お
よ
そ
堀
の
内
を
境
と
し
て
二
系
に
分

か
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

東
区
（
竹
の
迫
•
高
徳
寺
）
の
板
碑
は

十
基
中
八
基
が
文
応
元
年

・
文
永
十
年
碑

を
含
む
鎌
倉
期
（
残
り
二
基
は
室
町
期
で

連
続
性
が
な
い
）
。

こ
れ
に
対
し
西
区
（
谷
津

•

堀
の
内
）
の

板
碑
（
原
位
置
は
殆
ど
谷
津
と
判
断
さ
れ

る
）
は
、
鎌
倉
期
か
ら
南
北
朝
期
に
亘
る

も
の
で
、
年
代
的
に
は
東
区
よ
り
若
干
お

く
れ
る
が
、
や
や
長
期
に
亘
る
傾
向
を
示

し
、
ま
た
内
容
的
に
は
東
は
丁
重
な
厚
葬

意
識
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
西
は

一

般
普
遍
的
な
様
式
を
採
る
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
谷
津
の
板
碑
は
堀
の
内
居
住
武
士

に
よ
る
造
立
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

河北町三輪田 堀の内観音堂

の
内
の
集
落
が
営
ま
れ
、
さ
ら
に
東
に
の
び
て
持
領
．
竹
の
迫
と
つ
づ
く
。

堀
の
内
に
は
観
音
堂
が
あ
り
、
こ
こ
に
摩
耗
が
は
げ
し
い
が
平
安
時
代
作
と
伝
え

ら
れ
る
、
一
木
造
り
十
一
面
観
音
立
像
、
な
ら
び
に
不
動

・
毘
沙
門
天
の
木
像
三
体

が
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
仏
像
が
い
つ
の
頃
か
ら
こ
の
地
に
在
る
の
か
は
わ
か
ら
な

い
が
、
堀
の
内
集
落
の
成
立
の
古
さ
を
語
る
上
で
、
こ
の
上
な
い
証
左
に
な
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

「堀
の
内
」
と
は
中
世
、
領
主
（
土
豪
武
士
）
の
館
跡
を
い
い
、
ま
た
そ
の
居
所

の
周
辺
に
成
立
し
た
集
落
を
指
す
と
も
い
う
。

三
輪
田
の
場
合
、
堀
の
内
に
館
跡
と

お
ぼ
し
き
所
は
な
く
、
従
っ
て
家
臣
な
ど
の
集
中
居
住
の
地
と
解
す
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
、

る。

地
内
に
造
立
さ
れ
た
板
碑
の
内
容
か
ら
も
推
最
す
る
こ
と
が
出
来
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前
述
の
と
お
り
西
区
、
谷
津
の
板
碑
は
堀
の
内
に
居
住
し
た
武
士
団
に
よ
る

も
の
と
し
、
高
徳
寺
な
ど
東
区
の
板
碑
は
、

西
区
の
そ
れ
ら
よ
り
も
、
厚
葬
意

識
の
強
い
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
場
合
館
主
の
居
所
は
、
当
然
堀
の
内
よ

り
高
徳
寺
寄
り
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

持
領
の
東
端
に
舘
跡
が
あ
る
。
持
領
舘
と
い
う
。

上
品
山
か
ら
せ
り
出
し
た

支
陵
が
集
落
を
包
む
よ
う
に
延
び
た
末
端
部
、

三
0
米
ほ
ど
の
高
さ
の
と
こ
ろ

に
空
堀
を
め
ぐ
ら
せ
た
本
丸
の
跡
が
遺
っ
て
い
る
。
い
か
め
し
い
戦
国
山
城
と

は
ほ
ど
遠
い
甚
だ
小
規
模
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
丘
陵
（
持
領
舘
）
の
東
下
が
竹
の
迫
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
文
永
十
年
な

ど
数
基
の
板
碑
が
現
存
し
、
さ
き
の
平
資
信
（
文
応
元
年
）
碑
も
こ
こ
に
建
て

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
立
地
関
係
か
ら
み
て
舘
主
と
平
資
信
を
直

結
し
て
も
先
ず
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
持
領
の
舘
は
、
東
に
祖
霊
を
祀
る
廟
地
を
設
け
、
西
に
家
臣
団
の

屯
す
る
堀
の
内
を
控
え
る
中
間
に
位
置
し
、
中
世
の
典
型
的
な
城
舘
の
様
式
を

具
備
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

竹
の
迫
は
あ
る
い
は
「
舘
の
追
」

か
ら
生
れ
た
地
名
か
も
知
れ
な
い
。

大
森
城
が
い
つ
ご
ろ
築
か
れ
た

の
か
確
か
な
記
録
は
な
い
。
こ
う

し
た
本
格
的
な
山
城
の
築
造
は
、

概
ね
南
北
朝
期
動
乱
以
降
と
す
る

の
が
通
説
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時

期
大
森
城
は
未
だ
築
か
れ
て
い
な

い
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
が
、

や
が
て
平
資
侶
•
直
重
ら
の
後
裔

が
、
舘
主
と
し
て
入
城
す
る
日
を

迎
え
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
ろ

、つ

河北町 竹の迫の板碑

（資 ・23)

三輪田谷津• 高徳寺近辺板碑

No. 紀 年 西紀 種 子 （干支）褐 願 文 （ そ の 他 ） 所在地

1 文応元.8. 20 1260 （欠） （大文庚申） 右志者□二］霊出離生死証大井 平朝臣資信 高徳寺

東
2 文永10.2 .27 1273 ア （大文発酉） 竹の迫

3 正応 5.10.28 1292 
五輪

高徳寺
アビラウンケン

4 ク 5.11.20 ケ ク に為慈父高恩故之造立 ,;, 

5 正安 4.9 .15 1302 キリーク、 嘉 （王 7J) 為法界衆生平等利益也 竹の迫

6 元応 2.6. 26 1320 キリーク タラーク 即応安楽世
妙経聖霊得脱 ,,. 

タラーク 界

7 正中 2.2. 時正 1325 〇カーンマーン （乙丑） 為平直重逆修 高徳寺

8 嘉暦元.7 .15 1326 キリーク
（大文丙子）

過去道阿弥陀仏 ，，， 

十方三世仏

区 ， 応永16.10. 16 1409 十 仏 ー 牡ハロ不<,(((田宇ォミ 竹の迫

10 享徳元.10.日 1452 サ 為道生禅門 ，，， 

11 弘安 8.2. 20 1285 ア 谷津

12 正和 3.4. 日 1314 （欠） 光明真 言 為過去寂聖霊五七日追善 ク

西
13 元応 2.2. 時正 1320 キリーク 一円聖霊為成仏得道也 ，，， 

14 延亨 2.8. 時正 1322 サ ン 慈父幽霊成仏得道也 ，，， 

15 延元 2.ロ．時正 1337 タラーク し二往生極楽為者也 ケ

16 貞和 3.11. 8 1347 特異種子 夫恨髪有除… 堀ノ内

17 応安 2.2. 日 1369 （欠） 為聖妙禅尼七分□□ 堤崎

区
18 康応元（欠） 1389 キリーク 十方仏土中 谷津

19 応永20.7. 8 1413 （欠） （発巳） 奉為妙喜禅尼七々日忌 堀内

20 // 31. 6 . 16 1424 ウ ン （甲辰） 為浄本禅門三十三年 谷津
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平

朝

臣

資

信

平
朝
臣
資
信
の
系
は
持
領
館
主
に
続
く
も
の
で
あ
り
、
や

が
て
大
森
城
を
支
配
し
た
と
の
見
解
を
示
し
て
き
た
。

一
方
、
桃
生
山
内
氏
は
藤
原
氏
で
あ
る
。
従
っ
て
大
森
城
主
を
桃
生
山
内
氏
と
す

る
従
来
の
説
と
は
相
容
れ
な
い
。

で
は
平
資
信
は
桃
生
山
内
氏
の
家
臣
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
朝
臣
を
名
乗
る
資

信
が
、
始
祖
経
俊
で
さ
え
刑
部
大
夫
と
ま
り
で
あ
っ
た
山
内
首
藤
氏
の
家
臣
で
あ
る

は
ず
が
な
い
。
ま
た
平
直
重
逆
修
碑
、
あ
る
い
は
そ
の
父
と
目
さ
れ
る
正
応
五
年
碑

二
基
に
し
て
も
、
大
型
で
威
容
が
あ
り
、
む
し
ろ
従
来
み
て
き
た
桃
生
山
内
氏
板
碑

と
す
る
も
の
よ
り
も
品
格
が
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
桃
生
山
内
氏
家
臣
の
立
場
の
も
の

と
は
み
な
し
難
い
。
と
す
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
き
た
「
大
森
城
は
桃
生
山
内
氏
の

居
城
」
と
す
る
説
に
は
重
ね
て
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。

こ
の
地
方
で
平
氏
を
名
乗
る
有
力
者
と
し
て
は
、
葛
西
氏

・
千
葉
氏
と
そ
の

一
族

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

さ
き
に
福
地

•

横
川
の
地
区
は
、
舘
主
の
交
代
は
あ
っ
た
が

一

八
ヽ

牡
鹿
•
桃
生
郡
境

こ
こ
で
谷
津
の
南
朝
年
号
延
元
二
年

(
-
三
三
七
）
碑
の
存
在
に
注
目
し
た
い
。

こ

れ
に
つ
づ
く
も
の
と
し
て
同
町
東
福
田
に
線
刻
五
輪
塔

•

延
元
三
年
五
月
廿
四
日

・

妙

日
――十
五
日
塔
が
あ
る
。

当
地
域
で
南
朝
年
号
使
用
は
枯
西
氏
と
そ
の
旗
下
お
よ
び
桃
生
山
内
氏
の
み
で
あ

る
。

そ
う
し
た
な
か
で
延
元
年
号
は
こ

の
ほ
か

、

河
北
町
長
尾
•
長
泉
寺
・
延
元
二

年
が
あ
る
。

谷
津
の
延
元
二
年
碑
と
古
向
徳
寺
の
平
姓
は
、
葛
西
氏
傘
下
の
武
将
を
語
る
も
の
と

し
て
有
力
で
あ
る
。

大
森
城
と
七
尾
城
の
成
立
時
期
を
、
関
連
す
る
と
お
も
わ
れ
る
板
碑
に
よ

っ
て
対

比
し
て
み
る
と
、
大
森
城
は
七
尾
城
よ
り
早
い
築
造
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
桃
生
山
内
氏
が
、
大
森
城
に
入
っ
た
と
す
る
痕
跡
は
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。

貫
し
て
葛
西
氏
所
領
で
あ

っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
延
長
で

あ
る
三
輪
田

・
大
森
な
ど
の
地
域
も
、
む
し
ろ
葛
西
氏
領
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ

る
。で

は
大
森
城
が
桃
生
山
内
氏
の
傘
下
に
あ
っ
た
と
す
る
根
拠
は
何
だ
っ
た
の
か
。

勿
論
永
正
合
戦
で
大
森
城
が
葛
西
軍
に
攻
撃
さ
れ
た
記
述
も
あ
る
が
、
こ

の
地
域
が

近
世
に
桃
生
郡
の
枠
組
み
の
な
か
に
あ
る
状
況
を
中
世
ま
で
さ
か
の
ぽ
ら
せ
、
桃
生

郡
即
桃
生
山
内
氏
所
領
と
の
、
短
絡
的
発
想
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

、
。
カ

逆
に

一
方
の
福
地

・
横
川
の
地
を
葛
西
氏
が
所
有
し
た
こ
と
の
根
拠
は
何
だ

っ
た

の
か
。
少
な
く
と
も
合
戦
な
ど
に
よ
り
他
よ
り
勝
ち
と

っ
た
と
す
る
史
料
は
な
い
。

鎌
倉
幕
府
健
在
の
時
期
、
そ
う
し
た
私
闘
は
禁
じ
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
と
な
る

と
こ
れ
は
も

っ
と
早
い
時
点
に
さ
か
の
ほ
っ
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

葛
西
清
重
が
文
治
五
年
（
―

-
八
九
）
平
泉
合
戦
の
武
功
に
よ
っ
て
、
胆
沢

・
磐

井
な
ど
五
郡
二
保
を
拝
領
し
た
な
か
に
、
飛
地
と
し
て
牡
鹿
郡
を
含
む
も
の
で
あ
っ

こ
°

t
 そ

の
理
由
は

、

戦
時

•

平
時
を
問
わ
ず
北
都
平
泉
周
辺
の
警
固
の
役
を
も
担
う
清

重
と
し
て
は
、
兵
員

・
物
資
の
輸
送
路
と
し
て
の
北
上
川
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と

が
必
須
で
、

そ
れ
は
ま
た
海
路
を
経
て
本
領
下
総
に
通
じ
る
生
命
線
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
場
合
出
入
口
と
し
て
牡
鹿
湊
は
勿
論
、
も
う

―
つ
の
追
波
口
も
ま
た
同
等
の

重
要
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
こ

の
追
波
口
を
穏
西
氏
が
見

逃
す
は
ず
が
な
い
。

追
波
川

（北
上
川
）
が
海
洋
に
出
る
南
口
に
尾
ノ
崎
が
あ
る
。

一
見
小
集
落
に
過

ぎ
な
い
よ
う
だ
が
、
こ
こ
に
弘
安
以
来
の
多
く
の
板
碑
が
遺
存
し
、
さ
ら
に
平
成
十

年
の
発
掘
で
新
に
百
基
以
上
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
内
容
か
ら
、
こ
の
地

が
葛
西
氏
の
支
配
下
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
得
て
い
る
（
『
北
上
川
下

流
域
の
い
し
ぶ
み
』）。

さ
ら
に
先
述
の
と
お
り

、

横
川
•
福
地
も
ま
た
葛
西
氏
の
所
領
と
認
め
て
き
た
。

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
つ
づ
く
追
波
右
岸
の
三
輪
田
・
大
森
の
地
区
も
ま
た
、
葛
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ヌt:
□
性
無
性

西
氏
が
確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
真
の
安
全
は
期
待
出
来
な
い
。

要
す
る
に
福
地

・

三
輪
田

・

大
森

•

福
田
な
ど
追
波
川
（
北
上
川
）
以
南
（
海
岸

部
を
除
く
）
は
、
牡
鹿
郡
域
で
あ
る
が
故
に
葛
西
氏
の
領
有
が
可
能
な
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
平
姓
の
板
碑
の
存
在
の
意
義
が
生
き
て
く
る
の
で
あ

る
。北

上
川
の
河
口
と
し
て
は
牡
鹿
湊
が
知
名
度
が
高
い
。
従
っ
て
湊
口
（
現
在
の
旧

北
上
川
）
が
本
流
と
の
感
じ
に
と
ら
れ
勝
ち
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
追
波
口
が
早
く
開

発
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
河
口
に
遺
存
す
る
板
碑
に
よ
っ

て
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
追
波
D
に
当
る
三
輪
田
に
は
文
応
元
年
（

一――
六
0
)
文
永
十

年
（

一――
七
三
）
が
あ
り
、
対
岸
の
中
島

・
杉
に
は
文
永
五
年
（

一
―
一
六
八
）
と
い

う
、
県
下

一
、
二
番
の
古
さ
を
誇
る
板
碑
が
建
つ
。
特
に
元
応
元
年
碑
は
北
上
流
域

で
は
、
岩
手
県
川
崎
村
最
明
寺

・
建
長
八
年
(
―
二
五
六
）
に
次
い
で
占
く
、
と
も

に
北
上
流
路
の
要
衝
で
あ
り
、
そ
の
防
衛
の
故
に
有
力
武
将
が
配
置
さ
れ
、
結
果
と

し
て
い
ち
早
い
板
碑
造
立
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
理
解
す
る
。

因
み
に
牡
鹿
湊
（
多
福
院
）
で
は
、
建
治
元
年
(
―
二
七
五
）
が
も
っ
と
も
早
い
。

朝
臣
を
名
乗
る
板
碑
の
出
例
は
極
め
て
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
期
せ
ず
し
て
両

河
口
に
出
現
す
る
。

追
波
口
に
は
高
徳
寺

•

平
朝
臣
資
信
（
文
応
元
年
）、

そ
し
て

湊
ロ

・
多
福
院
に
は

地
獄
天
宮

皆
為
浄
土

平
朝
臣

奉
造
立

斎
成
仏
道

沙

弥

充

願

（紀
年
な
し
、
十
三
世
紀
末
か
）

が
あ
る。

両
者
と
も
建
立
者
が
平
姓
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

古
代
の
牡
鹿
郡
の
成
立
は
神
亀
元
年

（七
二
四
）
前
後
と

さ
れ
る
。
そ
し
て
天
平
宝
字
四
年
（
七
六

0
)
桃
生
城
が
築

造
さ
れ
る
と
、
牡
鹿
郡
か
ら
分
離
し
て
は
じ
め
て
桃
生
郡
の
誕
生
と
な
る
。

桃
生
郡
の
初
見
は
『
続
日
本
記
』
宝
亀
二
年
（
七
七
二）

十

一
月
十
一
日
条

「陸

奥
国
桃
生
郡
人
外
従
七
位
下
牡
鹿
連
猪
手
賜
姓
道
嶋
宿
詐
」
が
あ
る
（
『
桃
生
町
史
』

―
一巻）
。

牡
鹿
郡
の
領
域
は
建
郡
当
初
は
現
在
の
石
巻
市
・
桃
生

・
牡
鹿
郡
の
ほ
ほ
全
域
を

占
め
る
も
の
で
あ

っ
た
ら
し
い
。

古
代
律
令
制
の
地
方
行
政
組
織
の
末
端
は
里
で
あ
っ
た
が
、
八
世
紀
前
半
（
七
四

0
年
ご
ろ
）
里
は
郷
に
改
め
ら
れ
、
以
後
郷
制
は
中
世
ま
で
続
く
。

郷
は
年
貢
•
公
事
の
収
取
や

、

諸
役
の
徴
課
の
た
め
の
行
政

・

所
領
の
単
位
と
し

て
お
よ
そ
五
0
戸
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
、
ま
た
郡
は
千
戸
を
限
る
も
の
と
し
た
。

そ
し
て
郷
は
戸
を
も
っ
て
構
成
の
単
位
と
す
る
た
め
、
地
域

（広
さ
）
は
主
要
な

問
題
で
は
な
か

っ
た
。

さ
ら
に
は
山
林
や
原
野
は
郷
の
構
成
の
な
か
に
入
ら
な
い
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
範
域
の
限
定
は
困
難
で
あ
っ
た
。

一
方
、
戸
の
集
団
で
あ
る
村

（
現
在
の
行
政
区
で
は
な
い

）
は
生
産
技
術
の
向
上

に
伴
い
、
各
戸
の
耕
地
空
間
を
広
め
、

あ
る

い
は
そ
の
た
め
の
共
用
地
を
増
し
、
さ

ら
に
は
日
常
的
な
生
活
資
源
を
産
出
す
る
山
野
の
利
用
度
も
高
ま
り
、

自
然
的
に
村
・

郷
を
設
定
す
る
空
間
領
域
は
拡
大
し
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
郡
の
範
域
は
そ
れ
を
構
成
す
る
郷
の
概
念
の
特
性
、
あ
る
い
は
そ
の

単
位
で
あ
る
戸
の
、
土
地
を
含
む
利
用
空
間
の
流
動
性
に
よ

っ
て
常
に
変
動
し
、
こ

れ
を
恒
久
的
に
厳
密
に
地
図
上
に
作
定
す
る
こ
と
は
、

甚
だ
困
難
で
あ
っ
た
と

い
え

る
。

桃

生

・

現
在
、
桃
生
郡

（河
北
町
）
と
牡
鹿
郡

（石
巻
市
）
と
の

牡

鹿

郡

境

境
界
は
、
お
お
む
ね
東
西
に
走
る
上
品
山
系
の
陵
線
に
そ
っ

て
分
け
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
界
線
は
西
端
ト
ヤ
ケ
森

（河
北
町
）
を
過
ぎ
る
と
、
旧

北
上
川
を
越
え
て
曽
波
神
山

（石
巻
市

•

河
南
町
）
付
近
で
再
び
上
陸
、
山
の
中
央

郡

郷
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部
を
横
切
り
さ
ら
に
田
園
地
帯
を
西
向
す

る
も
の
で
あ
る
。

独
立
丘
陵
曽
波
神
山
頂
に
は
、
延
喜
式

内
社
牡
鹿
郡
十
座
の

一
っ
に
数
え
ら
れ
る

曽
波
神
社
が
祀
ら
れ
る
。
現
在
の
郡
界
線

は
辛
う
じ
て
こ
の
神
社
を
牡
鹿
郡
（
石
巻

市
）
が
わ
に
と
り
こ
む
形
と
な
っ
て
い
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
中
世
の
そ
の
頃
、
果
し

て
小
丘
曽
波
神
山
を
二
つ
の
郡
に
分
け
て

領
知
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
っ

た
ろ
う
か
。

先
迩
の
と
お
り
中
歯
の
鹿
又
は
し
ば
し

ば
洪
水
に
見
舞
わ
れ
、
そ
の
結
果
殆
ど
の

耕
土
を
流
失
、
あ
ま
つ
さ
え
居
仕
も
不
能

と
な
っ
た
時
期
が
あ
り
、
特
に
下
流
に
位

置
す
る
曽
波
神
山
周
辺
は
も
っ
と
も
海
抜
が
低
く
、
沼
・
湿
地
帯
が
広
が
り
、
そ
れ

が
自
然
境
界
を
形
成
し
て
い
た
感
が
あ
る
。
吉
田
東
伍
氏
の
い
う
よ
う
に
、
中
世
の

郡
界
は
概
ね
「
河
水
を
も
っ
て
分
つ
」
の
が
常
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
う
し
た
状
況
下
で
、
敢
て
小
丘
で
あ
る
山
を
二
つ
の
郡
に
分
け
る
理
由
は
何
だ
っ

た
の
か
。

更
に
、
式
内
社
と
し
て
の
曽
波
神
山
の
御
神
体
は
何
だ

っ
た
の
か
明
確
に
は
出
来

な
い
が
、
景
観
か
ら
し
て
お
そ
ら
く
自
然
神
で
、
当
時
、
湖
（
水
）
上
に
浮
か
ぶ
三

角
形
を
し
た
象
徴
的
な
島
そ
の
も
の
を
御
神
体
と
し
て
崇
め
、
水
上
交
通
の
安
全
を

祈
頓
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

と
す
れ
ば
こ
れ
を
一

―分
し
た
措
置
は
、
そ
の
神
威
を
忘
れ
加
護
を
必
要
と
し
な
く

な
っ
た
、
近
世
の
こ
ろ
に
な
っ
て
の
所
為
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
の
よ
う
に
み
て
み
る
と
曽
波
神
山
を
分
け
る
、
さ
ら
に
上
品
山
嶺
を
分
け
る
郡

境
は
、
近
世
近
く
に
な
っ
て
の
設
定
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

曽波神山を望む

葛

西

桃

生

郡

大

森

名

寄

帳

こ
°

t
 次

の
事
実
は
こ
の
郡
界
の
成
立
を
考
え
る
上
で
、
参
考
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
輪
田
村
風
土
記
書
出

（
嘉
永
三
年

・
一
八
五

0
)
、
高
木
村
風
土
記

書
出
（
安
永
―
一年・

一
七
七
三
）
、
な
ら
び
に
上
品
山
高
徳
寺
縁
起
に
よ

れ
ば

そ
の
昔
、
上
品
山
上
に
熊
野
権
現
が
あ
り
、
山
麓
の
高
木
村
（
牡
鹿
郡
）
と
三
輪

田
村
（
桃
生
郡
）
の
人
々
に
よ
っ
て
祭
祀
さ
れ
て
い
た
。
近
世
の
は
じ
め
ご
ろ
同
社

地
に
つ
い
て
両
村
の
間
に
境
相
論
が
生
じ
、
結
局
陵
線
を
大
き
く
越
え
て
三
輪
田
が

わ
に
食
い
込
む
形
で
線
引
き
が
な
さ
れ
、
高
木
村
に
編
入
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
か
ら
知
り
得
る
こ
と
、
そ
れ
は
熊
野
権
現
社
地
は
は
じ
め
両
村
何
れ
に
も

属
さ
な
い
い
わ
ば
餌
籍
の
地
で
あ
っ
た
が
、
時
代
が
下
り
開
発
が
進
み
土
地
の
利
用

価
値
の
上
昇
に
伴
っ
て
、
俄
か
に
そ
の
所
有
の
帰
趨
が
論
し
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
こ
の
と
き
は
じ
め
て
村
（
郡
）
境
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
を
語
る
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
仙
台
藩
に
よ
る
文
禄
一
一年

(
-
五

九
三
）
検
地
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
現
行
の
郡
界
は
、
そ
の
検
地
以
降
の
設
定
で
、
そ
れ
以
前
に
は
こ
の
線

引
き
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち

三
輪
田
•
福
地
は
本
来
牡
鹿
郡
に
含
ま
れ

る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
葛
西
氏
の
領
知
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
思
量
す
る
も
の

で
あ
る
。

豊
臣
秀
吉
に
よ
る
太
閤
検
地
は
全
国
規
模
で
行
わ
れ
、
従

来
の
士
地
制
度
を
抜
本
的
に
改
革
す
る
画
期
的
な
施
策
で
あ
っ

そ
れ
は
全
て
の
土
地
（
田
・
畑

•

屋
敷
な
ど
）
を
検
地
（
測
量
）
し
、
生
産
性
に

応
じ
た

一
定
基
準
の
も
と
に
石
高
（
米
の
生
産
高
）
と
し
て
表
示
し
、
こ
れ
に
よ
っ

て
年
貢
•
諸
役
賦
課
の
基
準
と
し
た

。
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そ
の
場
合
、
あ
る
範
域
を
行
政
の
最
小
単
位
で
あ
る
村
と
し
境
界
を
定
め
、
村
の

石
高
は
武
士
の
知
行
発
給
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

さ
て
当
地
方
は
天
正
十
八
年
(
-
五
九
0
)
奥
羽
検
地
が
行
わ
れ
た
と
す
る
が
、

伊
達
政
宗
は
文
禄
二
年
(
-
五
九
三
）
か
ら
領
内
の
独
自
の
検
地
を
実
施
し
て
い
る
。

河
北
町
大
森
地
区
で
は
文
禄
五
年
(
-
五
九
六
）
に
行
わ
れ
た
、
検
地
の
記
録
が

残
っ
て
い
る
。

文
禄
検
地
の
記
録
と
し
て
は
、
ほ
か
に
次
の
一
一
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。

宮
城
郡
利
府
之
郷
名
寄
帳
（
文
禄
四
年
六
月
）

名
取
高
柳
之
内
ゆ
り
あ
け
浜
名
寄
帳
（
文
禄
五
年
二
月
）

こ
こ
で
は
大
森
名
寄
帳
に
冠
す
る
「
葛
西
桃
生
郡
」
に
つ
い
て
考
証
す
る
も
の
で

あ
る
。

大
森
名
寄
帳
と
は
当
時
大
森
村
に
所
属
す
る
田
・
畑
を
耕
作
し
た
各
人
の
持
高
を

集
録
し
た
も
の
で
、
そ
の
大
森
村
は
桃
生
郡
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
現

在
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
桃
生
郡
に
あ
え
て
葛
西
を
冠
し
て

「
勢
西
桃
生
郡
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
、
何
ら
か
の
意
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
呼
称
は
い
ま
の
と
こ
ろ
本
例
の
み
で
あ
る
。

葛
西
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
永
正
合
戦
で
桃
生
山
内
氏
を
征
し
、
桃
生
全
域
を
手

中
に
し
た
葛
西
氏
を
指
す
。
そ
の
葛
西
氏
も
伊
逹
氏
に
敗
れ
（
天
正
十
八
年
・
一
五

九
0
)
、
桃
生
全
域
は
伊
達
氏
の
領
知
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
で
は
な
に
故
に
旧

主
葛
西
の
名
を
冠
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。

こ
れ
は
同
じ
桃
生
郡
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
大
森
村
の
場
合
何
ら
か
の

異
な
る
素
囚
を
持
つ
故
の
も
の
と
推
察
す
る
。
そ
の
こ
と
は
言
外
に
、
桃
生
郡
の
う

葛
西
桃
生
郡
大
森
名
寄
帳

文
禄
五
年
丙
申
正
月
吉
日

北
方
(
+
九
ヶ
村
）

脇

谷

倉

坪

牛

田

永

井

樫

崎

太

田

寺

崎

中

津

山

き
た
か
た

桃

生

郡

北

方

（
以
上
•
桃
生

ち
で
も
特
に
あ
る
地
域
を
区
別
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
う
か
が
え
る

伊
達
氏
に
よ
る
総
検
地
は
す
で
に
文
禄
二
年
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め

に
新
し
い
村
制
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
新
し
い
郡
制
の
施
行
も
あ
っ
た
。

近
世
に
入
っ
て
の
桃
生
郡
は
、
そ
の
領
域
を
大
い
に
拡
大
し
た
。
従
来
の
桃
生
郡

（
旧
桃
生
山
内
氏
所
領
）
に
加
え
て
、
長
江
氏
領
だ
っ
た
深
谷
、
そ
し
て
小
田
郡
の

一
部
（
も
と
追
入
村
な
ど
）
さ
ら
に
牡
鹿
郡
の
一
部
を
含
む
範
囲
が
、
あ
ら
た
に
桃

生
郡
の
領
域
に
入
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
「
牡
鹿
郡
の

一
部

（旧
葛
西
氏
領
）
」
こ
そ
、
こ
こ
で
い
う
「
岱
西
桃

生
郡
」
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
旧
葛
西
氏
領
で
今
度
新
し
く
桃
生

郡
に
編
入
さ
れ
た
」
の
意
を
も
っ
と
解
し
、
具
体
的
に
は
旧
一

―俣
村
・
旧
大
川
村
が

該
当
す
る
も
の
と
考
え
る
。

要
す
る
に
旧

二
俣
•
大
川
村
は
旧
牡
鹿
郡
に
属
し
旧
葛
西
氏
領
で
あ
っ
た
と
解
す

る
所
以
で
あ
る
。

仙
台
藩
の
正
史
と
い
わ
れ
る
『
伊
達
正
統
世
次
考
』
（
元

き
た
か
た

禄
十
五
年
ご
ろ
成
立
）
に

「桃
生
郡
北
方
ハ
首
藤
刑
部
丞
俊

通
ガ
末
子
ヲ
封
ズ
」
と
あ
る
。

俊
通
は
山
内
首
藤
経
俊
の
父
、
そ
の
俊
通
の
末
子
が
桃
生
に
下
向
し
こ
の
地
を
所

領
し
た
と
す
る
も
の
で

（「
塩
釜
系
譜
」
知
平
説
）、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で

述
べ
て
き
た
と
お
り
見
解
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
桃
生
山
内

氏
領
域
に
つ
い
て
、
概
略
な
が
ら
具
体
的
に
桃
生
郡
北
方
と
指
摘
し
た
こ
と
は
評
価

し
得
る
も
の
で
あ
る
。

近
世
仙
台
藩
に
お
け
る
地
方
行
政
は
、
全
区
を
四
つ
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
に
郡
奉

行
を
お
き
、
そ
の
う
ち
桃
生
郡
は
中
奥
部
に
属
し
、
そ
の
中
で
更
に
、
北
方
•
南
方

に
二
分
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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一
見
し
て
判
る
よ
う
に
、
桃
生
郡
を
南
北
に
分
け
る
境
界
は
、
旧
北
上
川
そ
し
て

北
上
川
（
追
波
川
）
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
北
方
と
す
る
区
域
は
、
桃
生
町
の
全
域

（
九
ヶ
村
）
と
河
北
町
北
部
（
八
ヶ
村
）
旧
橋
浦
村
（
三
ヶ
村
）
で
、
南
方
と
す
る

と
こ
ろ
は
、
河
北
町
南
部
六
ヶ
村
と
雄
勝
町
に
含
ま
れ
る
十
ニ
ヶ
浜
を
い
う
。

こ
の
う
ち
桃
生
山
内
氏
は
「
北
方
」
と
す
る
地
域
を
領
知
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

言
い
替
え
れ
ば
、
「
南
方
」
と
す
る
北
上
川
以
南
は
桃
生
山
内

氏
の
所
領
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
三
輪
田
•
福
地
な
ど

上
品
山
北
麓
一
帯
は
桃
生
山
内
氏
所
領
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

但
し
、
桃
生
山
内
氏
所
領
と
し
て
鹿
又
が
脱
落
し
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
当

時
、
こ
の
地
が
水
没
状
態
に
あ
り
、
生
産
可
能
な
領
地
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
る
も
の
か
。

し
か
し
な
が
ら
『
伊
達
正
統
世
次
考
』
が
桃
生
山
内
氏
の
領
域
を
桃
生
北
方
と
限

定
し
た
根
拠
は
何
だ
っ
た
の
か
詳
細
を
欠
く
。

伊
達
氏
は
桃
生
山
内
氏
と
の
間
に
領
地
に
関
し
て
直
接
の
授
受
は
な
い

C

そ
れ
は

永
正
合
戦
に
よ
っ
て
桃
生
山
内
氏
対
葛
酉
氏
に
よ
り
山
内
氏
が
敗
北
、
そ
し
て
そ
の

後
葛
西
氏
対
伊
達
氏
の
関
係
図
で
の
移
譲
で
あ
り
、
そ
の
間
約
1
0
0
年
が
経
る
の

で
あ
る
。
領
土
至
上
主
義
の
当
時
、
し
か
も
一
世
紀
を
満
た
な
い
時
期
に
起
き
た
領

主
の
移
動
に
つ
い
て
の
関
心
は
深
く
、
確
か
な
伝
承
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
信

南
方北

境

福

田

大

森

（
以
上
•
河
北
町
）

ほ
か
雄
勝
町
十
ニ
ヶ
浜

町）
小
船
越

北
町
）橋

浦

長
尾

三
輪
田

福

地

針

岡

釜

谷

浜

長

面

浜

尾

崎

浜

女
川
（
以
上
•
北
上
町
）

飯

野

成

田

相

野

谷

中

島

中

野

皿

貝

馬
鞍

（
以上
•
河

さ
き
に
、
大
森
•

三
輪
田
の
地
域
は
牡
鹿
郡
に
含
ま
れ
る

も
の
で
あ
り
、
総
酉
氏
領
で
あ
っ
た
と
の
見
解
に
達
し
た
。

そ
の
場
合
板
碑
と
関
わ
り
、
更
に
は
永
正
合
戦
に
関
与
し
た
大
森
城
主
と
は
誰
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
大
森
城
主
と
し
て
の
必
須
条
件
を
、
先
述
の
考
証
に

も
と
づ
い
て
挙
げ
る
と

1
、
平
姓
で
あ
る
こ
と

2
、
葛
西
家
臣
で
あ
り
、
し
か
も
重
臣
で
あ
る
こ
と

3
、
こ
の
地
を
長
く
領
知
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

4
、
桃
生
山
内
氏
と
同
心
す
る
（
永
正
合
戦
）
も
の
て
あ
り
、
そ
の
理
由
が
あ
る

こ
と5

、
桃
生
山
内
氏
と
姻
戚
に
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と

6
、

一
族
に
題
目
信
仰
者
を
持
っ
て
い
た
こ
と

7
、
永
正
合
戦
以
後
左
遷
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と

以
上
に
若
干
の
説
明
を
加
え
る
と

1

、
高
徳
寺
に
は
平
朝
臣
資
信
•
平
直
重
を
刻
む
板
碑
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
こ
の

地
の
最
高
権
威
者
す
な
わ
ち
舘
主
と
解
さ
れ
る
。

2
、
こ
の
地
域
を
牡
鹿
郡
す
な
わ
ち
葛
西
領
と
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
然
葛

西
家
臣
と
な
る
。
し
か
も
そ
れ
は
か
な
り
の
有
力
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

理
由
と
し
て

大

森

城

主

ず
る
に
足
る
史
料
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
同
範
域
は
目
下
の
と
こ
ろ
本
稿
が
認
定
す
る
山
内
首
藤
氏
領
域
と
ほ
ぼ
合

致
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
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イ
、
祖
に
朝
臣
を
名
乗
る
実
力
者
が
い
た
こ
と

ロ
、
牡
鹿
湊
の
背
後
の
地
、
そ
し
て
追
波
河
口
を
匝
す
る
重
要
拠
点
を
あ
ず
か
る

も
の
で
あ
る
こ
と

ハ
、
福
地
に
は
こ
の
あ
と
、
四
家
老
の

一
人
福
地
織
部
介
（
下
総
守
）
が
居
城

（言葛
西
直
記
録
』
）
し
た
。
こ
の
地
の
重
要
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る

―
-、
東
福
田
に
寺
を
開
創
し
た
（
板
碑
に
よ
る
。
延
文
代
・

一
三
五
六
こ
ろ
）
と

み
ら
れ
る
こ
と

3
、
県
下
最
古
の
板
碑
の
造
立
に
よ
っ
て
こ
の
地
へ
の
着
任
は
早
く
、
し
か
も
そ

の
後
の
板
碑
の
造
立
経
過
も
順
調
で
中
断
の
様
相
も
な
く
、
ま
た
特
に
争
乱
の
記
録

も
見
当
た
ら
ず
、
概
ね
永
正
合
戦
こ
ろ
ま
で
一
系
が
平
穏
に
続
い
た
も
の
と
み
ら
れ

4
、
永
正
合
戦
（
一
次
）
に
お
い
て
大
森
城
は
葛
西
軍
に
攻
撃
さ
れ
た
。
し
か
し

そ
の
戦
況
は
つ
ま
び
ら
か
に
さ
れ
ず
、
そ
れ
ほ
ど
激
戦
に
は
至
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。

し
か
も
肝
心
の
大
森
城
主
の
名
は
ど
こ
に
も
出
て
来
な
い
。
さ
ら
に
二
次
戦
で
は
、

大
森
城
は
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。

5
、
東
福
田
・
嘉
元
四
年
三
月
廿
一
日
(
-
三

0
六
）
線
刻
五
輪
塔
板
碑
（
藤
原

氏
女
相
当
百
ヶ
日
忌
）
。
こ
の
藤
原
氏
女
は
状
況
か
ら
判
断
し
て
、
桃
生
山
内
氏
女

と
考
え
た
い
。

6

、
北
境
・
題
目
板
碑
（
平
重
命
同
子
息
義
継
）
は
高
徳
寺
•
平
直
重
と
同
姓
、

し
か
も
「
重
」
を
共
通
す
る
点
で
一
族
と
見
込
ま
れ
る

以
上
の
條
件
を
満
す
家
系
こ
そ
が
、
こ
こ
で
い
う
大
森
城
主
像
で
あ
る
が
、
徴
す

べ
き
基
本
史
料
不
足
、
加
え
て
伝
承
す
る
私
家
系
譜
類
の
錯
雑
性
も
災
し
て
、
一
本

に
し
ぼ
り
込
む
作
業
は
極
め
て
困
難
と
す
る
の
が
実
状
で
あ
る
。

る
こ
と

末
永
氏
は
平
姓
葛
西
氏
の
流
れ
で
、
そ
の
始
祖
は
清
泰

（春
）
と
あ
る
。
そ
の
世
系
に
は
異
説
も
あ
る
が
一
例
と
し

て
（
資
•
2
4
)
を
掲
げ
た
。

系
図
に
よ
る
と
永
正
合
戦
時
の
当
主
は
能
登
守
宗
春
（
時
）
で
あ
り
、
弟
と
し
て

筑
後
守
を
記
す
。
こ
れ
は
塩
釜
系
譜
の
合
戦
記
と
符
合
す
る
。
末
永
氏
は
戦
後
処
置

と
し
て
本
吉
郡
最
知
へ
移
封
（
左
遷
）
さ
れ
、
そ
の
跡
目
は
伊
達
系
葛
西
氏
と
い
え

る
清
継
に
引
き
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。

末
永
氏
の
始
祖
は
葛
西
清
重
以
来
と
古
く
、
栖
酉
譜
代
の
重
鎮
と
し
て
、
牡
鹿
湊

の
背
後
の
地
で
あ
り
、
追
波
河
D
を
批
す
る
と
こ
ろ
の
要
衝
を
領
し
、
県
下
最
古
の

板
碑
を
建
て
そ
れ
に
朝
臣
を
刻
む
こ
と
に
、
い
さ
さ
か
も
矛
盾
を
感
じ
な
い
家
系
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

永
正
合
戦
の
発
端
は
、
伊
達
家
よ
り
入
っ
た
宗
清
と
、
末
永
能
登
・
筑
後
兄
弟
を

先
鋒
と
す
る
葛
西
家
旧
臣
た
ち
と
の
相
剋
に
あ
る
。

明
応
八
年
(
-
四
九
九
）
十
月
、
末
永
兄
弟
は
宗
清
の
暗
殺
を
計
る
が
、
事
は
露

顕
し
て
未
然
に
終
わ
り
、
兄
弟
の
剃
髪
・
嘆
願
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
助
命
さ
れ
、

一

応
の
決
着
は
つ
い
た
か
に
み
え
た
が
、
双
方
の
怨
念
は
深
く
容
易
に
消
え
去
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
あ
と
末
永
氏
の
桃
生
山
内
氏
へ
の
急
接
近
が
は
じ
ま
る
。
こ

の
こ
と
は
「
永
正
合
戦
記
」
に
、
「
末
永
ら
ひ
そ
か
に
貞
通
に
好
み
を
通
じ
」
、
ま
た

宗
清
が
わ
と
し
て
は
、
「
末
永
ら
の
我
を
軽
慢
す
る
は
ひ
と
え
に
貞
通
内
助
な
り
」

と
な
る
。
こ
う
し
た
互
の
反
目
印

i

水
正
合
戦
へ
と
導
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

且ォ

そ
も
そ
も
末
永
氏
の
本
領
＞
紺
国
橘
村
は
、
山
内
首
藤
氏
本
領
相
模
国
早
河
庄
に

近
い
。
そ
う
し
た
同
郷
の
よ
し
み
も
手
伝
っ
て
の
接
近
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
何
に
も

増
し
て
近
く
に
住
む
と
い
う
地
縁
が
、
両
者
を
結
び
つ
け
た
と
考
え
た
い
。

す
な
わ
ち
末
永
氏
の
大
森
在
城
で
あ
る
。
桃
生
山
内
氏
は
勿
論
七
尾
城
に
在
り
、

末

永

氏

そ
こ
で
止
む
を
得
ず
、
末
梢
を
廃
し
て
基
本
に
の
っ
と
る
意
味
で
、
も
っ
と
も
近

い
状
況
を
示
す
氏
族
と
し
て
末
永
氏
を
仮
に
設
定
し
て
、
そ
の
考
証
を
試
る
も
の
で

あ
る
。
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葛
西
清
重

末
永
氏

（

泰

）

（

泰

）

（

春

）

（

晴

）

（

欠

）

能

登

寺

（

葛

西

睛

重

弟

）

（

重

）

時
重
ー
重
春

ー
清
春
ー
宗
重
ー
頼
清
ー
清
恒
ー
清
文
ー
清
香
ー
清
正
ー
清
春
I

宗

香

ー

清

勝

ー

宗

清

宗

春

師

清

定

継

ぃ

戦

時

当

主

）

最

知

城

主

重
村

朝
清

清
親

追
波
川
を
隔
て
て
は
い
る
が
互
に
視
野
に
収
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
桃
生
山

内
氏
と
の
縁
組
み
（
東
福
田
・
嘉
元
四
年
•
藤
原
氏
女
百
ヶ
日
塔
）
が
そ
の
結
び
つ

き
を
固
く
し
、
ま
た
大
森
在
住
を
確
か
な
も
の
と
印
象
づ
け
る
。

桃
生
山
内
当
主
貞
通
に
し
て
も
、
境
を
接
す
る
葛
酉
氏
に
対
し
何
ら
か
の
不
満
が

あ
っ
て
も
当
然
で
あ
る
。
か
く
し
て
宗
清
は
末
永
•
山
内
の
両
人
に
と
っ
て
は
共
通

の
敵
と
な
り
、
両
者
は
同
志
と
し
て
結
ば
れ
る
。
そ
の
結
果
「
葛
西
宗
清
卜
不
和
ノ

義
出
来
、
牡
鹿
末
永
•
鬼
越
（
略
）
ヲ
招
き
集
メ
郡
村

ヲ
掠
メ

．． 
」
（
「
永
正
合
戦

記
」
）
と
い
う
事
態
を
招
く
に
至
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
出
る
「
牡
鹿
末
永
」
は
「
牡
鹿
郡
に
所
領
を
有
す
る
末
永
氏
」
の
意
で
こ

の
牡
鹿
を
従
来
渡
波
と
解
し
て
き
た
が
、
大
森
を
牡
鹿
郡
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

大
森
城
主
末
永
氏
の
線
が
濃
厚
と
な
り
、
さ
ら
に
次
の
「
津
谷
村
書
出
」
に
「
末
永

氏
十
五
代
牡
鹿
居
住
」
に
よ
っ
て
、
牡
鹿
に
長
期
(
+
五
代
）
に
亘
り
在
住
し
た
事

実
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
「
こ
の
地
を
長
く
領
知
す
る
こ
と
」
と

す
る
條
件
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
津
谷
村
書
出
に
よ
っ
て
、
末

永
氏
が
永
正
合
戦
以
後
左
遷
さ
れ
た
状
況
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

本
吉
郡
津
谷
村
・
風
土
記
御
用
書
出
（
安
永
九
年
四
月
・

一
七
八

0
)

九
代
相
続
末
永
惣
兵
衛

右
之
者
先
祖
之
儀
ハ
葛
西
壱
岐
守
清
重
公
、
奥
州
探
題
牡
鹿
郡
日
寄
山

二
居
城
之
側
、
末
永
三
郎
左
衛
門
尉
清
泰
右
清
重
公

一
家
ニ
テ
牡
鹿
郡
へ

ま
て

罷
下
り
、
右
三
郎
左
衛
門
清
泰
ヨ
リ
同
苗
能
登
守
宗
時
迄
十
五
代
牡
鹿
郡

二
居
城
、
嫡
男
同
苗
五
郎
三
郎
清
継
本
吉
郡
最
知
村
（
気
仙
沼
市
）
二
移

居
住
、
天
正
十
八
年
(
-
五
九

0
)
葛
西
左
京
太
夫
晴
倍
公
御
陥
落
之
醐
‘

右
五
郎
三
郎
清
継
討
死
（
略
）

こ
れ
に
よ
る
と
末
永
能
登
守
宗
時
（
宗
春
と
も
。
永
正
合
戦
の
こ
ろ
当
主
）
ま
で

牡
鹿
郡
に
居
城
し
た
が
、
嫡
男
五
郎
三
郎
清
継
（
永
正
合
戦
一
次
戦
で
大
森
城
を
攻

撃
し
た
宗
清
嫡
男
重
清
《
晴
重
》
の
弟
）
の
と
き
、
最
知
（
気
仙
沼
市
）
に
三
万
石

を
賜
り
移
封
さ
れ
た
。
こ
こ
に
末
永
氏
は
、
十
数
代
続
い
た
牡
鹿
の
地
を
追
わ
れ
、

北
辺
に
居
を
移
す
。
し
か
も
実
状
は
、
伊
達
系
宗
清
の
次
男
（
五
郎
三
郎
清
継
）
を

（
資
•
2
4
)
末
永
氏
系
図
（
河
南
町
末
永
易
氏
所
蔵写本
）

（
紫
桃
正
隆
氏

『
慇
西
家
臣
団
事
典
』
『
葛
西
箕
記
録
』
平
葛
西
・
末
永
両
家
系
よ
り
合
作
）
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当
主
に
迎
え
て
の
末
永
氏
で
あ
り
、
古
来
の
葛
西
系
末
永
氏
の
血
統
は
、
事
実
上
こ

こ
で
絶
た
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
末
永
氏
兄
弟
反
逆
に
対
す
る
宗
清
ら
の
手
強

い
制
裁
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

最
後
に
題
目
板
碑
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
。

一
般
に
題
目
板
碑
の
造
立
は
地
域
的
に
限
定
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、

当
地
方
で
は

河
北
町
北
境
の
ほ
か
、
登
米
郡
中
田
町
宝
江
•
本
源
寺
、
同
迫
町
森
•
上
行
寺
に
若

干
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。

北
境
は
大
森
城
主
の
管
下
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

一
方
末
永
氏
に
つ
い

て
「
末
永
能
登
守
・
居
舘
善
王
寺
邑
」（
『葛
西
箕
記
録
』
）
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

末
永
氏
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
不
備
の
点
が
多
い
が
、
善
王
寺
在
住
の
時
期
が
あ
っ
た

こ
と
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
地
は
本
源
寺
•
上
行
寺
に
近
く

、
従
っ
て
信
仰
上

何
ら
か
の
接
触
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
一
族
の
な
か
に
熱

心
な
題
目
の
信
者
が
生
れ
る
可
能
性
は
充
分
に
あ
り
得
る
。
つ
ま
り
北
境
の
平
姓
を

刻
む
題
目
板
碑
は
、
大
森
城
主
末
永
氏
説
を
肯
定
し
得
る
要
素
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
大
森
城
主
と
し
て
末
永
氏
を
充
て
る
こ
と
の
妥
当
性
を
述
べ
て
き
た
。
そ

の
こ
と
は
結
果
と
し
て
こ
の
地
が
中
世
に
は
、
牡
鹿
郡
で
あ
り
葛
西
領
で
あ
っ
た
こ

と
を
支
証
す
る
も
の
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

桃
生
町
城
内
・
白
鳥
神
社
に
つ
い
て
、
そ
の
由
来
を
記
す

最
古
の
史
科
「
白
鳥
神
社
来
由
記
」
（
同
社
別
当
•
本
山
派

良
寿
院
卜
七
世
眠
慶
•
享
保
十
九
年
・
一
七
三
四

）
に
よ
れ
ば
、
白
鳥
神
社
は
曽
っ

お

と

の

て
小
鋭
白
鳥
神
社
と
称
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

さ
く

此
ノ
地
二
柵
城
有
り
、
是
レ
ヲ
桃
生
柵
卜
日
フ
、
今
日
ノ
大
館
城
ナ
リ

け

だ

ゆ

其
ノ
西
二
社
ア
リ
曰
ク
小
鋭
白
鳥
神
社
ナ
リ
、
蓋
シ
小
鋭
尊
卜
称
ス
ル
所

小
鋭
白
鳥
神
社

九、

小
鋭
白
烏
神
社

又

ん

た

て

は

こ

と

す

な

わ

以
ハ
鎮
座
ス
ル
吃
矛
ノ
故
ナ
リ
、
鋭
ス
ナ
ワ
チ
矛
ノ
謂
、
是
レ
乃
チ
細
矛

ノ
義
ナ
リ
神
秘
ナ
リ
、
日
ク
細
矛
ハ
軍
器
ニ
シ
テ
宝
剣
ナ
リ
。
（
『
桃
生
町

史
』
第
四
巻
所
載
）

当
村
組
鎮
守
白
鳥
明
神
社
ハ
往
古
除
地
ニ
テ
鶏
頭
山
卜
申
候
。
先
祖
花

厳
宥
雅
、
建
久
年
中
（

一
―
九
O

I
九
九
）
開
山
仕
り
、
白
鳥
神
社
尊
像

ヲ
安
置
仕
り
鎮
守
卜
崇
敬
奉
り
、
右
社
地
ノ
内
二
住
居
仕
リ
別
当
職
相
勤

（略
）」

と
あ
り
、
祭
神
は
日
本
武
尊
。

社
地
は
町
内
の
ほ
ぼ
中
央
部
、
広
い
水
田
の
な
か
の
独
立
丘
陵
西
端
部
に
位
置
し
、

中
津
山
本
郷
と
も
呼
ば
れ
、
南
西
に
白
鳥
古
墳
を
接
し
、
ま
た
社
地
周
辺
に
は
多
量

の
鉄
滓
（
か
な
く
そ
）
の
残
積
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
。

記
録
に
よ
る
と
白
鳥
神
社
の
開
創
は
頗
る
早
く
、
建
久
年
中
（
一

―
九
O
I
九
九
）

と
あ
り
、
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
山
内
首
藤
経
俊
が
桃
生
郡
を
拝
領
し
た
、
文
治
五
年

（
一
―
八
九
）
直
後
の
こ
と
と
な
る
。

は
じ
め
（
享
保
以
前
）
小
鋭
白
鳥
神
社
を
称
し
て
い
た
が
、
約
四

0
年
後
の
「
書

出」

で
は
、
単
に
白
鳥
明
神
社
と
し
て
届
け
出
、
以
後
「
小
鋭
」
の
神
名
は
冠
称
さ

れ
て
い
な
い
。

こ
の
小
鋭
と
は
、
延
喜
式
内
社
桃
生
郡
六
座
の

一
っ
「
小
鋭
神
社
」
を
指
す
か
。

そ
の
場
合
、
延
喜
式
神
名
帳
（
延
長
四
年
・

九
二
七
）
よ
り
お
く
れ
る
開
創
の
白
鳥

明
神
社
（
建
久
年
中
）
は
、
当
然
小
鋭
神
を
勧
請
し
た
と
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
時
期
は
大
士
山
に
あ
っ
た
虚
空
蔵
尊
の
移
転
（
次
項
）
と
同
じ
時
期
（
江
戸
初

期
）
が
考
え
ら
れ
る
。

メ

ま
た
、
安
永
五
年
(
-
七
七
六
）
良
寿
院
書
出
に
よ
れ
ば
、

註
）
当
時
桃
生
柵
は
大
館
城
に
比
定
さ
れ
て
い
た
。
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喜桃

式生

内郡

社延

延
喜
式
内
社
と
は
延
長
四
年

（九
二
七
）
の
延
喜
式
神
名

帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
神
社
で
、
桃
生
郡
に
は
六
社
が
あ
る
。

日
高
見
神
社
（
桃
生
町
太
田
）

飯
野
山
神
社
（
河
北
町
飯
野
）

二
俣
神
社
（
河
北
町
大
森
）

小
鋭
神
社

（河
北
町
福
地
か
）

石
神
社
（
雄
勝
町
大
浜
か
）

気
仙
麻
大
島
神
社
（
気
仙
沼
市
か
）

が
挙
げ
ら
れ
、

こ
れ
ら
の
祭
神
の
多
く
は
自
然
神
で
あ
り
地
主
神
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
式
内
社
の
誕
生
に
つ
い
て
は

「続
日
本
紀
』
宝
亀
十

一
年
（
七
八

0
)
十
二

月
の
条
に
、

「わ
れ
ら
賊
の
た
め
に
囲
ま
れ
、
兵
は
疲
れ
矢
は
尽
き
苦
し

い
戦
い
と

な
っ
た
の
で
、
桃
生

・
白
河
な
ど
の
郡
神
十

一
社
に
祈
願
し
た
と
こ
ろ
、
辛
う
じ
て

囲
を
脱
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
も
し
こ
の
神
力
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
と
て
も
助
か
る

こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
。

ど
う
か
こ
れ
ら
の
神
々
を
弊
社
と
し
て
祀
っ
て
欲
し
い
」

と
進
言
し
て
許
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
十
一
社
名
を
具
体
的
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、

今
あ
る
桃
生
郡
の
式
内

社
の
殆
ど
が
、
こ
の
時
点
で
昇
格
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ

こ
に
、
式
内
社
を
祀
る
意
義
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
式
内
社
創
立
の
意
図
は
、
そ
の
神
威
を
頼
み
征
夷
の
目
的
達
成
に
利

す
る
に
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
桃
生
城

・
牡
鹿
柵
な
ど
蝦
夷
対
策
の
前
進
拠
点

と
な
る
地
に
近
く
、

主
と
し
て
現
地
の
神

（地
主
神
）
を
祀
る
こ
と
が
多
か

っ
た
の

で
あ
る
。

従
っ
て
そ
の
目
的
が
達
成
し
、
前
進
基
地
と
し
て
の
城
・
柵
が
次
第
に
北
進
す
る

に
つ
れ
、
残
さ
れ
た
式
内
社
の
役
目
は
う
す
れ
、
や
が
て
合
祀

・
移
祀
を
繰
り
返
す

過
程
で
、
本
来
の
建
立
思
想
を
失

っ
て
い

っ
た
も
の
も
あ
る
。

今
、
柳
津
虚
空
蔵
是
か
と
い
へ
り
。
ヲ
ト
を
訛
り
ヲ
ウ
ド
と
云
い
黄
土

山
（
或
大
土
が
森
）
の
名
の
こ
る
。
延
喜
式
桃
生
郡
の
官
社
の
一
な
り
。

ヲ
ト
の
名
は
栗
原
郡
の
衷
刀

（表
刀）

・
雄
鋭
の
両
者
に
同
じ

小
鋭
神
社
。
い
ま
柳
津
村
の

東
南
小
鋭
森
に
在
り
。
接
ず
る

に
本
社
い
ま
は
廃
れ
て
寺
あ
り
。

安
置
す
る
虚
空
蔵
仏
は
、

す
な

わ
ち
其
の
故
趾
な
り
。

大
土
山
（
三

一
八

•

三
メ
ー
ト

ル
）

は
津
山
町
大
柳
津
に
在
り
、
そ
の
直
下

に
虚
空
蔵
堂
が
建
つ
。

こ
の
虚
空
蔵
堂

を
所
管
す
る
の
が
柳
津
山
宝
性
院
興
福

寺

（
真
言
宗
智
山
派
）
で
あ
る
。

ま
た
、
神
祇
志
伝
（
『
大
日
本
史
』）

に

大

土

山

と
こ
ろ
で
こ
の
桃
生
六
社
の
な
か
に
二
俣
と
小
鋭
二
社
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の

所
在
地
は
河
北
町
大
森
お
よ
び
同
町
福
地
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
と
な
る
と
前
述
の

二
俣

•

福
地
地
区
を
牡
鹿
郡
と
解
す
る
本
説
と
相
容
れ
な
く
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
述
は
今
回
は
避
け
る
が
、
結
論
と
し
て
闘
語
を
来
す
も
の
で

は
な
い
こ
と
だ
け
を
記
し
て
お
く
。

お
ど
の

桃
生
郡
式
内
社

・
小
鋭
神
社
に

つ
い
て

（
吉
田
東
伍
）
は

『
地
名
辞
書』
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虚
空
蔵
棠
に
つ
い
て
は

封
内
記
―
ム
、
柳
津
邑
虚
空
蔵
堂
本
尊
行
基
菩
薩
前
立
大
黒
尊
弘
法

大
師
所
造
也
不
詳
何
時
削
建
往
古
在
大
土
山
頂
而
有
寺
号
興
福
寺

元
和
元
年
移
干
今
地

柳
津
村
風
上
記
書
出
（
安
永
五
年
）

虚
空
蔵
堂

往
古
大
土
山
ノ
頂
二
相
立
候
テ
、
中
古
右
中
段
二
相
移
シ
候
所
、
元

和
元
年
(
-
六
一
五
）
当
時
ノ
所
へ
御
堂
遷
シ
仕
候
コ
ト

大
土
森
柳
津
村
興
福
寺
跡

右
、
当
村
虚
空
蔵
尊
別
当
真
言
宗
福
満
山
宝
性
院
先
ノ
寺
号
二
御
座

候
所
、
慶
長
年
中
止
寺
有
ル
ノ
儀
二
相
聞
工
候
コ
ト

要
す
る
に
小
鋭
神
社
は
大
柳
津
の
大
士
山
（
小
鋭
森
）
の
頂
上
に
祀
ら
れ
た
が
、

世
相
の
変
転
と
と
も
に
そ
の
役
目
を
終
え
、
遂
に
廃
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
そ

の
古
趾
に
あ
っ
た
法
性
院
（
興
福
寺

・
虚
空
蔵
尊
）
は
元
和
の
こ
ろ
、
大
土
山
の
故

地
か
ら
現
在
の
と
こ
ろ
へ
下
げ
移
さ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

当
時
こ
の
地
が
桃
生
郡
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
隣
邑
山
田
が
桃
生
山

内
氏
領
（
永
正
合
戦
記
）
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
立
証
し
得
る
。

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

小
鋭
神
社
と
は
如
何
な
る
信
仰
の
も
と
に
祀
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
解
釈
が
許

1
、
山
の
神

（大
山
祇
命
）
と
し
て

『
和
名
抄
』
(
+
世
紀
前
半
の
知
識
を
集
め
た
辞
書
）
に
よ
る
と
「
田
釈
名
云
土

巳
耕
者
為
田
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
田
は
土
に
同
じ
、
従
っ
て
小
田
神
は
小
土
神

小
鋭
神
の
性
格

つ
ま
り
小
鋭
は
田
の
神
1
1

山

と
同
義
と
な
り
、
さ
ら
に
小
鋭
に
通
じ
る
と
い
え
る
。

の
神
と
解
し
得
る
。

河
北
町
福
地

•
加
茂
小
鋭
神
社
は
、
現
在
、
桃
生
郡
式
内
社
小
鋭
神
社
に
比
定
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
由
緒
（
『
大
川
村
誌
』
）
に
「
古
代
は
小
田
神
を
と
な
え
た
。
三

宝
院
（
の
ち
一
―
―
寿
院
）
弥
介
の
祖
先
、
福
地
、
山
の
神
山
に
勧
請
、
小
鋭
神
社
と
称

し
た
」
と
あ
る
。

山
の
神
は
単
に
農
民
に
と
っ
て
の
作
神
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
猟
師
・
炭
焼
・

木
こ
り
な
ど
お
よ
そ
山
に
働
く
人
々
全
て
の
守
護
神
で
も
あ
っ
た
。
当
然
鍛
造
方
を

含
む
鉱
山
師
た
ち
に
と
っ
て
も
、
豊
か
な
山
の
幸
を
恵
み
、

山
で
の
作
葉
の
安
全
を

守
っ
て
く
れ
る
神
と
し
て
儒
仰
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
頂

お

と

や

ま

つ

み

2
、
治
金
神
・
鍛
造
神
（
檄
騰
山
津
見
神
）

『
白
鳥
伝
説
』
（
谷
川
健
一
氏
）
は
「
渡
会
延
経
の
『
神
名
帳
考
証
』
に
は
桃
生

郡
の
小
鋭
神
社
も
、
栗
原
郡
の
雄
鋭
神
社
も

『旧
事
本
紀
』
に
い
う
根
騰
山
津
見
神

を
祭
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
神
名
は
『
古
事
記
』
に
も
見
え
る
。
イ
ザ
ナ
ギ
が
十

拳
剣
（
ト
ッ
カ
ノ
ツ
ル
ギ
）
を
抜
い
て
そ
の
子
の
カ
グ
ッ
チ
の
頸
を
斬
っ
た
と
き
、

カ
グ
ッ
チ
の
胸
に
生
れ
た
神
が
オ
ト
ヤ
マ
ツ
ミ
ノ
カ
ミ
で
あ
る
。

『古
事
記
』
の
こ

の
箇
所
の
記
事
は
、
刀
剣
の
鍛
造
を
表
現
し
て
い
る
」
と
す
る
。
す
な
わ
ち
小
鋭
神

社
は
、
い
わ
ゆ
る
オ
ト
系
の
神
と
し
て
刀
剣
の
鍛
造
神
と
さ
れ
る
も
の
で
、
さ
ら
に

広
義
で
は
精
錬
の
神
と
意
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

要
す
る
に
小
鋭
神
と
は
、
鉄
、
金
鉱
採
掘
、
そ
の
精
錬
、
（
胴
屋
）
、
武
器
製
造

（
鍛
冶
）
な
ど
、
鉱
業
全
般
の
広
い
範
囲
の
業
種
の
守
護
神
と
し
て
祀
ら
れ
拝
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

そ
れ
は
征
夷
に
不
可
欠
の
武
器
で
あ
り
財
源
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
戦
い
の
趨
勢
を

決
し
、
ひ
い
て
は
国
の
政
策
遂
行
を
左
右
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
式
内
社
と
し

て
神
威
に
頻
っ
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

斯
く
し
て
桃
生
城
に
近
く
、
金
（
鉄
）
砿
を
産
す
る
大
上
山
が
選
ば
れ
、

上
に
神
霊
を
奉
祀
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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で
は
大
土
山
は
本
当
に
鉱
槃
資
源
を
産
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

「津
山
町
史
』
は
、

虚
空
蔵
堂
近
く
の
大
判
山
の
中
腹
に
旧
金
鉱
跡
が
六
ヶ
所
あ
り
、
近
世
は
じ
め
ま
で

操
業
し
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
近
く
の
山
田
（
桃
生
町
）
で
も
、
戦
前

ま
で
金
や
鉄
の
採
掘
を
行
っ
て
い
た
実
績
が
認
め
ら
れ
る
。
大
土
山
の
場
合
お
そ
ら

く
金
が
目
当
て
で
は
な
か
っ
た
か
。

中
世
代
三
畳
紀
層
を
伴
う
北
上
山
系
の
山
々
で
は
、
近
隣
各
所
に
金
•
鉄
砿
•
砂

鉄
の
産
出
が
み
ら
れ
そ
れ
は
「
平
泉
の
金
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
世
・
古
代

ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
る
歴
史
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

栗
原
郡
栗
駒
町
雄
鋭
神
社
付
近
に
も
大
士
山
と
呼
ぶ
山
が
あ
り
、
最
近
ま
で
亜
鉛

採
掘
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
小
鋭
神
・
大
士
山
は
、
治
金
業
者
に
と
っ
て
職
業

神
と
し
て
古
く
か
ら
信
仰
さ
れ
続
け
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

鳥

神

社

桃

生

町

城

内

字
舘
下
に
あ
る
白
鳥
神
社
は
本
山
派
修
験
良

小

鋭

神

寿
院
十
七
世
眠
慶
の
と
き

（享
保
十
九
年
・
一
七
三
四
）

「
小
鋭
白
鳥
神
社
」
を
称
し
た
が
、
そ
の
四

0
年
後
に
は
単
に
白
鳥
神
社
と
な
り
、

以
後
そ
の
名
称
が
続
い
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
あ
る
時
期
に
、
小
鋭
神
を
合
祀
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
、
合
祀
を

必
要
と
す
る
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

か
つ
て
白
鳥
神
社
裏
手
か
ら
、
鉄
精
錬
の
際
に
生
じ
る
鉄
滓
（
カ
ナ
ク
ソ
）
が
大

量
に
堆
積
し
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
鍛
冶
場
と
お
も
わ
れ
る
場
所

や
、
そ
れ
に
関
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
技
術
者
た
ち
の
居
住
の
跡
と
お
も
わ
れ
る
場
所
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
あ
る
時
期
こ
の
場
所
で
憫
屋
も
し
く
は
鉄
加

工
が
行
わ
れ
た
事
実
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
時
期
が
さ
き
の
小
鋭
白
鳥
神
社
を
称
し
た
時
代
と
重
な
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

・

で
は
そ
れ
は
い
つ
頃
だ
っ
た
の
か
。

小
鋭
神
社
が
大
土
山
（
現
津
山
町
）
か
ら
姿
を
消
し
た
時
期
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

と白

元
和
元
年
(
-
六
一
五
）
虚
空
蔵
堂
が
宝
性
院
に
よ
っ
て
現
在
の
地
に
新
に
建
立
さ

れ
る
が
、
そ
の
際
小
鋭
神
に
つ
い
て
は

一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
小
鋭

神
は
す
で
に
こ
の
地
で
の
役
目
を
終
え
、
新
し
い
地
に
迎
え
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
み

る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
大
土
山
に
お
け
る
鉱
菓
資
源
（
当
時
は
金
か
）
の
枯

渇
、
そ
の
た
め
の
信
仰
の
衰
退
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
「
修
験
書
出
」
に
よ
る
と
、
提
出
時
の
当
住
（
代
）
は

〇
良
寿
院
（
安
水
五
年
・

一
七
七
六
）
当
住
•
十
八
世
伝
慶

〇
宝
性
院
（
安
永
三
年
・
一
七
七
四
当
住
十
二
世
宥
情

と
す
る
。
但
し
宝
性
院
は
中
興
開
山
宥
堅
か
ら
書
き
起
こ
し
、
開
山
時
期
・
氏
名

に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
と
す
る
。

い
ま
こ
れ
を
単
純
に
世
代
数
の
み
で
比
較
す
る
と
、
宝
性
院
の
中
興
開
山
の
時
期

は
、
良
寿
院
七
世
の
代
に
相
当
す
る
。
宝
性
院
は
中
興
開
山
以
前
に
も
い
く
代
か
継

続
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
お
お
む
ね
良
寿
院
と
大
差
な
い
時
代
を
経
過
し
て
き
た

と
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

津
山
町
柳
津
の
虚
空
蔵
堂
と
桃
生
町
城
内
の
白
鳥
神
社
は
距
離
的
に
は
約
六
キ
ロ

で
そ
う
遠
く
は
な
い
。
同
じ
よ
う
な
境
遇
を
生
き
て
き
た
両
院
は
交
流
も
あ
り
、
も

し
小
鋭
神
合
祀
（
移
祀
）
の
必
要
が
あ
れ
ば
快
よ
く
応
じ
て
貰
え
た
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
桃
生
町
城
内
•
白
鳥
神
社
へ
合
祀
さ
れ
た
小
鋭
神
で
あ
っ
た
が
、
や
が

て
時
が
過
ぎ
城
内
に
お
け
る
鉄
の
製
産
•
加
工
が
廃
れ
、
そ
の
守
護
神
と
し
て
の
小

鋭
神
の
信
仰
も
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
あ
る
い
は
爛
屋
（
鉱
山
業
）
の
移
転
と

と
も
に
神
社
も
移
さ
れ
祀
ら
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
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概

一、

況

如
来
板
碑
群

第
二
章

桃
生
山
内
氏
の
動
向
に
つ
い
て
河
南
町
鹿
又
•
河
北
町
小
塚
•
七
尾
な
ど
の
板
碑

を
通
し
て
、
さ
ま
さ
ま
な
考
察
を
重
ね
て
き
た
。

そ
れ
ら
は
当
時
桃
生
郡
と
さ
れ
る
地
域
の
南
半
分
に
当
り
、
桃
生
山
内
氏
惣
領
系

の
領
域
と
の
見
解
に
至
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
さ
き
の
桃
生
郡
各
部
の
板
碑
造
立
推
移
（
有
紀
年
に
つ
い
て
）
を
表
示

し
た
一
覧
表
（
資

•
1
4
)に
よ
れ
ば
、
こ
の
南
部
の
大
き
な
流
れ
に
対
応
す
る
よ
う

に
、
北
に
も
ま
た
、
も
う
―
つ
の
系
流
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。

そ
の
流
れ
は
、
先
ず
牛
田
如
来
に
端
を
発
し
、
こ
こ
に
暫
く
停
滞
し
て
造
立
を
続

け
た
の
ち
、
そ
の
後
尾
に
当
る
鎌
倉
末
期
に
は
、
永
井
•
台
に
時
宗
板
碑
を
造
立
す

る

一
派
を
生
じ
、
さ
ら
に
十
数
年
を
経
て
南
北
朝
初
期
、

一
流
が
樫
崎
に
建
立
を
開

始
す
る
。
そ
し
て
南
北
朝
期
末
ご
ろ
如
来
に
第
二
次
造
立
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
そ

の
ほ
か
単
立
的
な
若
干
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
以
上
の
系
の
派
生
と
見
な
し
て

よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
こ
の
流
れ
は
、
は
じ
め
如
来
に
根
を
お
ろ
し
た

一
系
が
次
第
に
成
長
し
、

周
辺
に
発
展
拡
大
し
て
い
っ
た
姿
を
示
す
と
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

従
っ
て
そ
の
中
に
は
あ
る
氏
族
の
長
い
歴
史
が
埋
も
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
が
、
文

献
史
料
絶
無
の
状
況
の
な
か
で
、
板
碑
の
み
で
は
そ
れ
を
具
体
的
な
事
象
と
し
て
把

握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
僅
か
な
参
考
史
料
を
も
と
に
、
板

碑
に
よ
る
歴
史
考
古
学
的
手
法
を
加
味
し
て
、
中
世
桃
生
の
暗
黒
に
立
ち
向
う
も
の

で
あ
る
。

如
来
板
碑
群
と
は
曽
っ
て
如
来
館
周
辺
に
建
立
さ
れ
、
現

在
同
周
辺
お
よ
び
倉
玲
大
通
寺
並
び
に
円
通
寺
跡
、
脇
谷
・

桃
牛
町
の
板
碑

十
王
庵
跡
な
ど
に
所
在
す
る
板
碑
を
言
う
（
資

．

）。

こ
れ
ら
は
建
立
時
期
に
よ
っ
て
大
き
く
三
期
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
前
期
は

弘
安
七
年
（
一
ニ
八
四
）
よ
り
嘉
暦
三
年
（
一
三
ニ
八
）
ま
で
の
四
四
年
間
。
）
次
い

で
約
六

0
年
の
空
白
期
を
経
て
至
徳
一
一
年
（
一

ーニ
八
五
）
よ
り
享
徳
三
年
(
-
四
五

四
）
ま
で
の
約
七

0
年
間
を
中
期
、
そ
し
て
ま
た
約
四

0
年
の
空
白
の
の
ち
、
後
期

と
し
て
一
―
基
の
出
現
を
み
る
。

こ
れ
ら
の
倍
仰
形
態
を
概
観
す
る
と
、
先
ず
前
期
は
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
囚
．

⑪
・
c
の
一
―一
度
の
展
開
が
あ
る
。

初
発
で
あ
る
囚
、
弘
安
七
年
（
一
―

一八
四
）
ア
・
ロ

・
サ
ク
種
子
（
胎
蔵
界
大
日

如
来
・
（
欠
）
・
観
音
）
は
欠
失
部
を
通
例
に
よ
り
サ
（
観
音
）
と
み
る
こ
と
に
よ
っ

て
密
教
念
仏
と
解
し
得
る
。

か
く
ば
ん

密
教
念
仏
と
は
興
教
大
師
覺
錢
の
提
唱
し
た
密
教
思
想
に
も
と
づ
く
念
仏
信
仰
で
、

大
日
信
仰
に
お
け
る
密
厳
浄
土
と
、
阿
弥
陀
如
来
の
説
く
極
楽
浄
土
は
同
じ
で
あ
る

と
す
る
教
理
に
よ
る
。

次
い
で
⑪
期
は
、
弘
安
九
年
(
―
二
八
六
）
よ
り
応
長
二
年

二
三
―
―

-
)
ま
で

の
二
十
六
年
間
の
六
基
で
、
何
れ
も
阿
弥
陀
種
子
（
キ
リ
ー
ク
）
も
し
く
は
阿
弥
陀

三
尊
の
種
子
（
キ
リ
ー
ク

・
サ
・
サ
ク
）
ま
た
は
同
図
像
を
か
か
げ
る
も
の
で
、
浄

土
門
阿
弥
陀
信
仰
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

と
こ
ろ
が
町
・
弥
陀
三
尊
線
刻
図
像
建
立
（
応
長
一
一
年
・
一
三
―
―
-
)
と
同
年
、

闘
•
ア

（
大
日
如
来
）
種
子
碑
が
建
ち
、
さ
ら
に
翌
正
和
一
一
年
(-
三
二
二

）
ア
種

子
の
建
立
を
み
る
。

こ
れ
は

一
見
信
仰
上
の
変
革
を
お
も
わ
せ
る
。
し
か
し
種
子
は
た
し
か
に
大
日
如

来
で
は
あ
る
が
、
頓
文
に
「
往
生
極
楽
」
を
記
す
と
こ
ろ
は
、
明
ら
か
に
極
楽
志
望

の
表
現
で
あ
り
、
む
し
ろ
初
発
囚
、
の
思
想
に
立
ち
帰
っ
た
も
の
と
い
え
る

C

中
期
に
入
る
と
十
三
仏
信
仰
に
も
と
づ
く
種
子
の
使
用
が
目
立
ち
、
禅
門
（
尼
）

の
出
現
を
み
る
。
願
文
に
生
彩
を
欠
き
極
端
に
省
略
さ
れ
て
く
る
。
そ
う
し
た
な
か

で
大
日
真
言
を
掲
げ
る
出
例
の
多
い
の
は
、
信
仰
土
壌
と
し
て
の
密
教
の
強
さ
を
お

も
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
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（資 ・25)如来板碑群

No. 紀 年 西暦 種 子 （干支 ）1局 願 文 要 綱 所在 地

1 弘安7.11. 20 1284 ア、口、サク （大文甲申） A 如 来

2 弘安9.亡コ 1286 キリーク沖 9サク （大文丙文） 右志者為蓮阿弥陀仏往生極楽

l 
五十鈴神社

決定往生

3 正応 3.7. 7 1290 キリークボサク 右志者為過去 如 来
B 

4 ,,, 4 .11.14 1291 キリーク 右志者三婦幽霊往生極楽

j 

大通寺

則‘’ 5 永仁 3.2. 仁l1295 /,, （乙 未） 右為三婦 大通寺

6 延慶 2.2 .13 1309 亡 右為過去聖霊出離生死往生極楽 脇 谷

期 7 応長 2.C二］ 1312 弥陀三尊同像 （大文壬子）

8 応長 2.2. 22 1312 ア 過去聖霊往生極楽也 l 大通寺， 応長［ I 1311-12 （欠） 右志趣者為過去 如 来

正和 2.亡二］ （大文ロコ）
C 

如 来10 1313 アVvヅ
j 11 嘉暦3.9. 5 1328 （欠）＼ （戌 辰） 亡夫出霊為往生極楽也ー百ケ日 如 来

12 至徳 2.11. B 1385 ／ゞ ン 如 来

13 至徳□. 2. 財 1384 87 // 大通寺

14 明徳元.9. 2 1390 （欠） 元中禅門 倉 弊

15 応永18.10.日 1411 サ、ア、ウン 如 来

16 応永20.4. 日 1413 サ キャカラバアX2 道永禅門 如 来

17 応永20.11.ロ 1413 ／ゞ ン キャカラバア ノ居 碑

中 18 応永29.7. 25 1422 （欠） Iゞン、ウン、タラーク 道祐七年忌逆修善根故 如 来

期 キリーク、アクX2 D 

19 応永30.9. ロ 1423 キリーク 第三年 十王庵跡

20 応永32.3 .15 1425 Jゞ ―ンク 右東濠日公庵主三十三年忌辰故 如 来

21 応永l I I湖 1428 Jゞ ン キャカラバア 大通寺

22 応永［ I ，，， 力 深 山 社

23 永享□. 4. ロ 1429-41 アーンク アラハシヤナ 倉 婢

24 享徳 3.10. 15 1454 サ ク 一周忌 倉 婢

闊
25 延□3 . 11. 25 l他9-91 サ 十王庵跡

26 明応 3.5 .11 1494 キリーク 十方 三世 仏 妙金禅定尼第三年 大通寺

後
期
は
中
期
の
延
長
と

い
え
る
が
、

そ
の
間
四

0
年
ほ
ど
の
空
白
は
何
に
よ

る
も
の
か
。
お
も
え
ば
こ
の
あ
と
十
数

年
で
彼
の
永
正
合
戦
が
勃
発
す
る
の
で

あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
前
期
板
碑
に
つ
い

て
は
同
地
舘
主

一
族
に
よ
る
造
立
が
考

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
止

（空
白
）
は
右
系
の
こ
の
地
か
ら
の
移

動
を
語
る
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
で
は

こ
の
前

・
中

・
後
期
の
舘
主
と
は
誰
を

指
す
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
前
期
の
舘
主
と
し
て
桃
生
山
内

氏
の
有
力
庶
流
が
当
て
ら
れ
よ
う
。
そ

し
て
そ
の
樫
崎
転
出
に
よ
っ
て
空
白
期

を
生
じ
た
と
考
え
る
。

中
期
再
開
は
新
た
な
舘
主
の
転
入
が

見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
舘
主

と
の
関
係
に

つ
い
て
は
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
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（口） （イ）

引
ヌl:

引

合

戦

ケ

谷

と

の

関

わ

り

右
志
者
為
過
去
妻
女

乙

施

王

弘

安

八

年

十

―

一月
日
(
―
二
八
五
）

酉

敬

白
往
生
極
楽
成
仏
得
道
也

頻
以
此
功
徳

平
ホ
施
一
切

同
発
菩
提
心

往
生
安
楽
国

右
志
者
為
過
去

慈
父
幽
霊
出

壬

孝

子

ホ

弘
安
五
年
六
月
廿
―
一
日
(
―
二
八
二
）

午

敬

白

離
生
死
往
生

極
楽
法
界
平

ホ
成
仏
道
也

河
北
町
合
戦
ヶ
谷
に
次
の
板
碑
か
あ
る
。

口
の
種
子
の
組
み
合
わ
せ
は
、
先
の
如
来
の
囚
、
の
完
型
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の

侶
は
回
向
褐
と
し
て
浄
土
門
の
人
々
に
用
い
ら
れ
、
他
宗
と
二
旬
以
下
が
異
な
る
。

す
な
わ
ち
大
日
種
子
を
掲
げ
な
が
ら
明
ら
か
に
往
生
極
楽
を
志
向
す
る
点
で
、
密
教

念
仏
の
所
産
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

板
碑
の
造
立
が
希
少
で
あ
っ
た
当
時
に
、
造
立
時
期
の
近
い
ぃ
・
囚
―
―
基
の
成
立

は
、
お
そ
ら
く
共
通
す
る
僧
の
関
与
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
僧
は
、
ぃ
建
立
の
約
一
一
年
後
如
来
に
来
て
囚
の
建
立
に
た
ず
さ
わ
り
、
さ
ら

に
一
年
を
経
て
再
び
合
戦
ヶ
谷
に
口
を
造
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
被
葬
者
は
（
イ
）
に
お
い
て
は
造
立
者
の
父
、
（
ロ
）
で
は
造
立
者
の
妻
に
当
る
。

こ
の
時
期
合
戦
ヶ
谷
で
は
他
に
建
立
例
の
な
い
こ
と
か
ら
み
て
も
、
~
、
同
の
造

立
者
は
同
一
人
と
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
造
立
者
は
、
通
例
か
ら
合

戦
ヶ
谷
に
お
け
る
邑
（
舘
）
主
と
見
な
さ
れ
る
。

合
戦
ヶ
谷
で
は
そ
の
後
造
立
が
途
絶
え
、
約
六

0
年
の
空
白
が
つ
づ
く
。
当
然
な

が
ら
右
遮
立
者
に
対
し
て
の
供
養
塔
は
こ
の
地
に
は
建
た
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、

こ
の
氏
族
が
何
処
か
へ
移
動
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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(; ）ヽ

祢
jl 

末
法
万
口

余
経
悉
口

弥

nn
 

決
定
往
生

蓮
阿
弥
陀
仏

極
楽
世
界

後
生
菩
提

上
求
下
化

大
頓
円
満

大
オ

弘
安
九
年

丙
戌

D法
界

□
□
利
益

右
志
者
為

蓮

阿

弥

陀

佛

牛
田

•

五
十
鈴
神
社
境
内
に
、
新
に
別
堂
を
設
け
て

一
―基

の
板
碑
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

一
基
は
阿
弥
陀
三
尊
種
子
に
褐

・
決
定
往
生
（
「
念
仏
略
記
」
出
典
）
末
法
万
年

（
「
西
方
要
決
」
よ
り
、
何
れ
も
加
藤
政
久
氏
「
石
仏
侶
頌
辞
典
』
）
を
か
か
げ
、
蓮

阿
弥
陀
仏
の
後
生
菩
提
を
念
じ
る
も
の
。
他
の
一
基
は
阿
弥
陀
仏
三
尊
来
迎
図
（
応

長
二
年

・
一
三
―
―

-
）
を
線
刻
で
表
わ
し
た
も
の
で
、
や
や
稚
拙
の
感
は
あ
る
が
こ

の
種
の
図
像
板
碑
と
し
て
は
早
期
に
属
し
、
浄
士
信
仰
の
実
態
を
示
す
も
の
と
し
て

の
価
値
は
大
き
い
。

い
の
弥
陀
三
尊
種
子
碑
は
、
頭
部
を
ゆ
る
や
か
な
山
型
と
し
、
高
さ
に
比
べ
巾
が

広
く
、
し
か
も
厚
み
も
豊
か
（
法
量
‘

―
ニ

―
-
X
七
六
X
二
四
）
な
ど
っ
し
り
し
た

形
で
あ
る
。
こ
の
形
状
は
、
い
わ
ゆ
る
下
総
型
（
常
総
型
）
板
碑
の
特
徴
と
合
致
す

る
。
し
か
も
整
然
と
し
た
ハ
ヶ
書
種
子
、
優
れ
た
彫
技
も
そ
の
こ
と
を
強
調
し
、
当

地
方
で
は
稀
有
な
逸
品
の

―
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
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こ
れ
は
正
し
く
下
総
板
碑
の
様
式
の
波
及
と
い
え
る
。
こ
の
出
例
は
桃
生
地
域
に

は
他
に
み
ら
れ
ず
、
石
巻
に
二
、
三
を
数
え
る
の
み
で
、
下
総
地
方
の
石
エ
の
入
来

を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
弥
陀
三
尊
線
刻
来
迎
図
像
碑
も
同
じ
体
型
（
七
九

x

八
三
x

六
•
下
方
欠
）

で
、
そ
の
点
右
に
つ
づ
く
下
総
型
と
み
る
。

牛
田
村
風
土
記
書
出
（
安
永
五
年
）

一
、
古
碑
壱
つ
如
来
山

大
日
如
来
碑
高
四
尺
巾
―
一
尺
五
寸

右
文
字
数
多
御
座
候
得
共
見
得
候
分
、
弘
安
九
年
三
月
八
日
と
有
之

候
（
略
）

こ
の
大
日
如
来
碑
と
す
る
も
の
が
そ
の
法
量
・
年
号
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
弥
陀
三

尊
種
子
板
碑
（
ハ
）
、
で
あ
る
こ
と
明
白
で
あ
る
。
大
日
云
々
と
す
る
の
は
種
子
の

理
解
不
足
に
起
因
す
る
も
の
か
。

つ
ま
り
こ
の
碑
は
、
少
な
く
と
も
安
永
五
年
の
時
点
で
は
如
来
山
に
あ
っ
た
。
如

来
山
と
は
同
書
出
に
、
「
一
、
古
舘
壱
つ
如
来
山
如
来
山
舘
」
が
あ
り
、
如
来

の
舘
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
板
碑
は
現
在
、
そ
の
他
の
一
般
板
碑
が
建
つ
如
来
（
西
條
勝
徳
氏
な
ど
の
）

と
造
立
地
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

さ
て
同
碑
に
は
、
被
葬
者
と
し
て
「
蓮
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
法
名
が
刻
ま
れ
て
い

る
。
こ
の
法
名
は
そ
の
二
つ
の
傷
頌
と
共
に
、
正
し
く
浄
土
信
仰
の
表
出
と
と
ら
え

る
こ
と
が
出
来
る
、
し
か
も
石
巻
市
多
福
院
に
お
け
る
蓮
阿
（
認
西
七
代
良
清
•
興

国
四
年
）
に
み
る
よ
う
に
、
上
級
武
士
層
に
多
く
授
け
ら
れ
た
傾
向
を
も
つ
、
気
品

の
あ
る
法
名
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
塩
釜
系
譜
」
に
よ
れ
ば
、
山
内
首
藤
氏
始
祖
経
俊
の
法
名
を
「
蓮
阿

弥
陀
仏
」
と
す
る
。
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
と
は
考
え
難
い
。
平
泉
合
戦
に
参
加
し
そ

の
武
功
と
し
て
賜
わ
っ
た
桃
生
郡
、
そ
の
初
祖
で
あ
る
が
故
に
そ
の
法
名
は
、
何
に

仏
閣
壱
つ
大
日
堂
小
名
如
来

勧
請
当
村
古
館
御
主
誰
御
代
二
候
哉
、

候
事

こ
の
大
日
棠
勧
請
時
期
に
つ
い
て
「
弘
安
年
中
」
と
す
る
根
拠
は
、
お
そ
ら
く
当

時
如
来
山
に
あ
っ
た
（
同
書
出
）
と
さ
れ
る
板
碑
（
弘
安
九
年
・
一
―
一
八
六
）
に
よ

る
と
み
ら
れ
る
が
こ
れ
に
は
不
信
を
感
じ
る
。

大
日
堂
が
あ
る
時
期
、
こ
の
地
の
信
仰
の
中
心
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
め

な
い
が
先
述
し
た
と
お
り
、
前
期
で
は
概
ね
弥
陀
信
仰
に
傾
倒
し
て
い
た
趣
き
が
あ

大

日

堂

も
ま
し
て
尊
ば
れ
代
々
語
り
継
が
れ
て
き

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

し
か
も
そ
れ
は
一
般
墓
域
（
如
来
）
で

は
な
く
、
特
に
館
の
一
画
を
割
い
て
設
け

ら
れ
た
聖
地
に
祀
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
そ
れ
が
如
来
に
入
っ
た
氏
族

の
手
に
よ
る
最
初
の
建
塔
（
順
列
板
碑
を

除
く
）
で
あ
る
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ

る。
そ
れ
は
地
域
の
頭
領
と
し
て
館
を
築
く

に
当
り
、
先
ず
先
祖
の
霊
を
祀
っ
て
子
孫

繁
栄
を
祈
る
と
と
も
に
、

一
族
団
結
の
象

徴
と
し
て
の
意
義
を
負
う
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

こ
こ
に
改
め
て
如
来
舘
主
が
、
経
俊
を
祖
と
す
る
一
族
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る

の
で
あ
る
。

弘
安
年
中
御
勧
請
之
由
申
伝

(
-
)
、
牛
田
村
風
土
記
書
出
（
安
永
五
年
・

一
七
七
六
）
に

平

『塩釜首藤氏系譜』より
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坪心

(
―
-
）
、
牛
田
・
如
来

り
、
大
日
信
仰
が
定
着
し
た
と
み
ら
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
南
北
朝
末
期
に
当
る
中
期
、

お
そ
ら
く
新
し
い
館
主
着
到
後
で
、
そ
れ
は
板
碑
の
内
容
（
大
日
真
言
を
掲
げ
る
四

基
の
出
現
な
ど
）
か
ら
察
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

右
東
濠
日
公
奄
主

敬

応
水
三
十
二
年
三
月
十
五
日

白

三
十
三
年
忌
辰
故

（
一
四
―

一五）

如
来
•
西
條
勝
徳
氏
宅
に
あ
る
上
記
板
碑
は
、
庵
主
の
三
十
三
年
忌
供
養
の
た
め

の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
庵
主
は
お
そ
ら
く
大
日
堂
主
で
は
な
か
っ
た
か
。

河
北
町
尾
崎
•
海
蔵
庵
板
碑
に
「
間
公
庵
主
」
（
延
文
五
年
・
一
三
六
0
)
が
あ

り
、
ま
た
開
山
和
尚
と
し
て
「
洞
斐
仙
公
」
（
永
和
二
年

・
一
三
七
六
）
の
出
例
が

あ
る
。
そ
の
何
れ
も
法
号
に
「
公
」
の
一
字
が
含
ま
れ
て
お
り
、
し
か
も
同
寺
は
当

時
天
台
宗
で
あ
っ
た
。
当
時
の
天
台
僧
は
そ
の
名
に
「
公
」
を
用
い
る
こ
と
が
多
か
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
推
し
て
こ
の
「
公
」
を
附
す
庵
主
も
、
大
日
堂
（
天

台
宗
）
の
庵
主
と
解
し
て
大
過
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
庵
主
の
没
年
は
逆
算
し
て
明
徳
四
年
(
-
三
九
三
）
と
な
る
。
と
す
れ
ば
同

群
中
期
初
頭
に
当
る
至
徳
年
代
の
一

―基
（
褐
認
、
認
）
は
こ
の
庵
主
が
関
与
し
た
公

算
が
高
い
。

こ
の
時
期
、

三
十
三
年
忌
の
造
塔
を
成
す
例
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
従
っ
て
こ

の
場
合
も
、
特
に
庵
主
と
し
て
信
望
を
集
め
敬
愛
さ
れ
た
が
故
の
手
厚
い
供
養
で
あ

り
、
そ
れ
は
後
継
者
（
二
代
）
庵
主
が
健
在
で
あ
っ
た
故
の
孝
養
と
い
え
よ
う
。
因

み
に
こ
の
あ
と
「
庵
主
」
を
記
す
板
碑
は
表
わ
れ
て
い
な
い
。

要
す
る
に
中
期
に
至
っ
て
は
じ
め
て
庵
主
の
板
碑
の
出
現
が
み
ら
れ
、
そ
の
庵
主

ま

と

め

通

平

寺

以
上
、
如
来
板
碑
群
に
つ
い
て
の
見
解
を
ま
と
め
る
。

桃
生
町
倉
弊
•
春
日
山
大
通
寺
（
曹
洞
宗
）
の
由
緒
に

が
特
に
丁
重
な
供
養
を
受
け
て
い
る
点
、
さ
ら
に
こ
の
時
期
に
至
っ
て
よ
う
や
く
大

日
信
仰
の
定
着
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
か
ら
推
察
し
て
、
大
日
堂
の
成
立
は
舘
主
交
代

後
の
時
期
で
こ
の
庵
主
が
初
代
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
認
識
に
達
す
る
の
で
あ

る。

正
応
元
年
(
―
二
八
八
）
創
立
、
春
日
山
通
平
寺
卜
称
シ
天
台
宗
タ
リ

（
略
）
久
シ
ク
荒
廃
二
属
セ
シ
ヲ
明
応
七
年
(
-
四

一
八
）
本
山
十
七
世

慶
闇
明
養
禅
師
之
ヲ
再
興
シ
大
通
寺
卜
改
メ
曹
洞
二
転
ズ
（
略
）
（
『
桃
生

町
史
』
第
四
巻
）
。

伝
承
に
よ
れ
ば
、
こ
の
通
平
寺
跡
と
し
て
大
通
寺
背
後
の
丘
陵
に
あ
る
山
居
（
古

寺
場
）
が
当
て
ら
れ
る
も
の
と
い
う
。
そ
こ
に
は
確
か
に
無
紀
年
小
型
板
碑
―

0
教

基
（
断
碑
を
含
む
）
を
認
め
る
が
、
何
れ
も
室
町
中
期
ご
ろ
の
も
の
で
、
由
緒
に
示

す
年
代
と
合
致
し
な
い
。

一
方
、
通
平
寺
が
開
山
さ
れ
た
と
す
る
正
応
代
、
牛
田
周
辺
に
は
す
で
に
数
多
く

の
板
碑
の
造
立
が
あ
っ
た
。
牛
田
は
桃
生
山
内
氏
初
の
分
家
居
住
の
地
と
目
さ
れ
て

い
る
。
従
っ
て
鹿
又
板
碑
（
桃
生
山
内
嫡
流
系
の
関
与
）
に
お
け
る
造
立
思
想
の
根

源
と
し
て
の
金
剛
王
寺
（
現
光
明
寺
の
前
身
・
天
台
宗
）
と
同
様
、
牛
田
に
も
寺
堂

の
存
在
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
こ
の
時
期
、
牛
田
に
寺
堂
が
存
在
し
た
可
能
性
は
充
分
に
認
め
得
る
が
、

こ
の
寺
堂
を
通
平
寺
と
す
る
根
拠
は
少
な
く
と
て
も
板
碑
か
ら
は
見
出
せ
な
い

。

1
、
如
来
群
初
発
の
囚
、
は
、
合
戦
ヶ
谷
に
は
じ
ま
る
北
部
順
列
板
碑
群
（
後
述
）
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桃
生
町
樫
崎
お
よ
び
太
田
北
沢
に
あ
る
板
碑
の
総
称
と
す

る
。
そ
の
分
布
は
樫
綺
で
は
西
琶
に
当
る
高
附
•
荒
戸
（
特

に
屋
敷
沢
周
辺
）
に
集
中
し
、
そ
の
他
坪
田
・
内
舘
に
二
、
三
基
ず
つ
分
散
す
る
。

現
在
妙
円
寺
に
在
る
板
碑
の
殆
ど
が
、
屋
敷
沢
•
千
葉
均
氏
、
千
葉
慶
志
氏
宅
な
ど

か
ら
移
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

山
田
は
樫
崎
の
対
岸
に
あ
り
、
邑
内
と
し
て
同
じ
生
活
圏
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
っ

た。
北
沢
に
つ
い
て
は
樫
崎
丘
陵
の
南
、
水
田
を
は
さ
ん
で
約
五

0
0
米
距
て
た
太
田

丘
陵
下
に
あ
り
、
立
地
上
や
や
違
和
感
が
あ
る
が
、
そ
の
造
立
時
期
が
丁
度
樫
崎
系

の
空
白
期
に
対
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
系
葬
所
の
移
動
と
認
め

一
括
す
る
こ
と

と
し
た
。

概

二
、

況

に
属
し
、
ま
た
如
来
は
そ
の
第
ー
一
の
起
点
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

2

、
如
来
•
弘
安
九
年
碑
「
蓮
阿
弥
陀
仏
」
は
、
山
内
首
藤
経
俊
法
名
と
解
す
る
。

こ
の
供
養
塔
を
舘
内
に
、
し
か
も
同
族
に
よ
る
最
初
の
塔
（
順
列
以
外
）
と
し
て
造

立
し
た
こ
と
は
、
氏
祖
と
し
て
の
奉
祀
で
あ
り
、
如
来
舘
主
は
そ
の
後
裔
で
あ
る
こ

と
を
証
す
も
の
で
あ
る
。

3
、
前
期
造
立
は
四
四
年
つ
づ
き
、
以
後
樫
崎
へ
移
動
し
た
と
考
え
る
。

4
、
約
六

0
年
の
空
白
を
経
て
二
次
造
立
（
中
期
）
が
は
じ
ま
る
。
新
舘
主
の
入

来
、
そ
し
て
大
日
堂
が
建
立
さ
れ
た
と
み
な
す
。

5
、
明
徳
四
年
(
-
三
九
三
）
大
日
堂
初
代
庵
主
（
か
）
死
亡
す
る
。

樫
崎
板
碑
群

桃生町樫崎妙円寺板碑群

本
群
に
所
属
す
る
板
碑
（
有
紀
年
の
み
）
を
編
年
順
に
列
挙
し
た
の
が
（
資
•
2
6
)

で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
①
・
嘉
冗
三
年

（

三

0
四
）
碑
は

一
甚
の
み
突
出
（
順
列
す
る

板
碑
、
参
照
）
す
る
た
め
別
格
と
し
、
②
、
以
下
造
立
年
代
に
よ
っ
て
前
・
中
・
後

期
の
三
段
階
に
分
類
す
る
。

前
期
と
中
期
の
年
代
的
段
差
は
殆
ど
な
い
が
、
造
立
地
を
全
く
異
に
す
る
。
中

・

後
期
間
は
約
七

0
年
の
空
白
期
が
あ
り
、
そ
の
間
に
永
正
合
戦
を
は
さ
む
も
の
で
、

結
局
後
期
は
樫
崎
城
主
交
代
後
の
蒋
西
氏
領
に
な
っ
て
か
ら
の
造
立
と
み
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
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（資 ・26)樫崎板碑群

No. 紀 年 西紀 種 了― （ 干 支）褐 顎 文 （要約） 所在地

l 嘉元 3.8. 時正 1304 lゞ ン 也 樫 崎 高 附

2 康永D. D. 27 
1342-

タラーク -, 方仏 上 中 栄西大姉三十三年敬白 樫崎荒戸
45 

3 貞和 3 10 15 134 7 ノゞ ン 樫 崎 高 附

4 延文 4 2 16 1359 力 樫崎妙円寺

5 貞治 2.I 1363 イ 若人欲了知 右志趣者為二十五同忌 樫崎妙円寺

6 // 7. 2 . 20 1368 Jゞ イ （戌申）我此名号 樫崎新南崎

一則 右志趣為者過去悲母幽儀妙阿
7 応安 3. 3. 14 1370 （ 欠） （大文庚戊）光叫真言

禅尼三十二年忌
樫崎妙日寺

期
8 ,, 7. 3. 15 1374 サ ク ー・ 念弥陀仏 右意趣者 樫崎妙円寺

9 ガ＜禾廿 2. 9. 27 1376 サ
右志相当過去道玄禅門一百ヶ

樫崎妙円寺
日

10 康暦 2. 8. 日 1380 （欠） （庚申）諸行価常 わ志者為戒公禅帥五七日 樫崎荒 戸

11 ,, 3 . 2 . 27 1381 （欠） 一 切有為法
右志趣者ロニ忌辰出離生化

樫崎妙円寺
こ

12 /,, 3. 「一 ，，， キリーク 'vvJ 応無所住 右志為□□ 三十三ロコ 樫崎妙円寺

13 至徳 3.2. 11 1386 サ 樫 崎 高 附

14 ,,, 3. I ，，， サ ク （丙演）卜方仏上中 過去慈父教永ネ単門相当ロニ 樫崎荒戸

15 嘉慶 2. 2. 12 1388 （欠 ） 諸行無常 太田・北沢

16 明徳 2. 11. 2口 1391 ノゞ ン
右意者為明□□年忌乃至法界

樫 崎 玲 田
平ホ利益也

17 応永元. 8. 17 1394 Jゞ ク

゜
今 此三界 右志為者慈父聖霊 樫崎内館

18 ヶ 5. I 1398 （欠 ） 十方仏土中 樫崎妙円寺

19 ク 8.2. 日 1401 アーンク 是 法 'I' 等 右志者為円妙禅尼七年忌 太田・北沢
中

20 ,, 16. 12. 5 1409 力 右志□山禅尼 樫崎山田

期
21 /, 20. I 1413 ア ー ンク 右志為 樫崎妙円寺

22 ク 23.11. l:l 1416 サ ク （丙申）是法平等 右志者口阿一周忌之為也

23 ,,, 26. 2. D 1419 lゞ ン 応無所住 太田・北沢

24 ,,, 29. 10. 9 1422 キリーク 太田 ・北沢

25 ,,. 33. 12. 日 1426 （欠 ） 過去妙金大姉 太田・北沢

26 永享 3. 11. 6 1431 （欠） D帰故教酉禅門三十三こニ 太田・北沢

r 
27 文安 5.□ . 16 1448 アーンク （ 十 辰 ） 右主志第者三為十相二年当過意去趣玉也I奄消必I奄 樫崎山田

後 28 享徳 4. 4. 10 1455 タラーク (LI亥）応肛所住 了西神門 樫崎妙円寺

期 29 大永 3. 4. 17 1523 ウ ン 万法 一 如 花岩省公禅尼七J古］忌 押鯰妙円寺

l 30 享禄 2.8. 日 1529 サ 妙林禅尼ー）関忌 樫崎妙円ミり

220 



「
仙
台
領
古
城
書
上
」
に
よ
れ
ば
、
内
舘
城
（
樫
崎
城
）

と
し
て
、
「
東
西
三
八
間
、
南
北
二
四
間
、
城
主
男
沢
内
膳
」

と
す
る
。
永
正
合
戦
後
の
新
城
主
で
あ
る
。

内
館
城
は
樫
崎
丘
陵
の
東
南
端
を
占
め
、
山
田
城
と
対
向
す
る
。
現
在
そ
の
間
を

流
下
す
る
北
上
川
は
、
大
正
時
代
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
開
削
工
事
に
よ
っ
て

成
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
同
城
築
造
の
立
地
と
し
て
何
故
こ
の
地
が
選
ば
れ
た

か
を
考
え
る
と
き
、
大
河
の
流
路
と
の
関
連
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

い
み
じ
く
も
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
は
、
樫
崎
の
条
に
「
往
昔
は
北
上

の

一
派
柳
津
よ
り
樫
崎
•
太
田
の
峡
中
を
流
過
し
た
り
と
い
う
」
と
す
る
。
す
な
わ

ち
あ
る
時
期
、
柳
津
か
ら
ほ
ぼ
現
在
の
流
路
を
南
下
し
て
き
た
北
上
川
が
、
樫
崎
城

の
地
点
で
直
角
に
流
路
を
変
え
て
樫
崎
•
太
田
丘
陵
間
を
西
流
し
た
と
す
る
も
の
で
、

た
し
か
に
地
図
上
に
そ
の
流
路
の
痕
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
河
道
と
し
て
の
河
川
の
規
模
•
時
期
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
樫
崎

城
に
真
向
っ
て
手
の
届
く
ば
か
り
に
山
田
城
が
位
置
す
る
こ
と
は
、
暗
に
そ
の
間
に

河
流
の
存
在
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
河
路
と
し
て
の
北
上
川
が
な
け
れ
ば
、
山
田
城

の
存
在
の
意
味
は
な
い
。

樫
崎
城
（
合
戦
崎
城
）
は
永
正
合
戦
第
一
次
（
永
正
八
年
・
一
五
―

-
）．―

一次

戦
（
同
九
年
）
を
通
じ
て
、
本
城
七
尾
の
前
衛
と
し
て
熾
烈
な
戦
闘
が
繰
り
広
げ
ら

れ
た
場
所
で
あ
る
。
特
に
二
次
戦
で
は
、
岱
西
方
は
登
米
城
そ
し
て
如
来
舘
を
攻
略

し
た
余
勢
を
か
っ
て
一
気
に
樫
崎
城
に
迫
り
、
つ
い
に
「
城
主
入
道
・
山
田
城
主
次

郎
入
道
・
交
谷
（
合
戦
ヶ
谷
か
）
十
郎
父
子
、
其
外
当
家
一
族
従
臣
戦
ッ
テ
死
ス
者

百
余
人
」
（
永
正
合
戦
記
）
を
数
え
落
城
し
た
。

す
な
わ
ち

一
、
二
次
戦
を
通
し
て
、
樫
崎
城
は
北
の
護
り
と
し
て
君
臨
す
る
も
の

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
城
主
は
配
下
の
部
将
を
指
揮
し
て
密
戦
し
、
よ
く
そ
の
誇
り
を

完
う
し
た
。
そ
の
行
動
か
ら
見
て
、
七
尾
城
（
嫡
流
系
）
に
次
ぐ
地
位
と
実
力
を
感

ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
庶
流
第
一
の
家
系
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

樫
崎
に
お
け
る
連
綿
す
る
板
碑
の
数
々
も
、
そ
の
こ
と
を
謳
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ

の
流
れ
は
、
如
来
系
を
引
き
継
ぐ
形
態
を
み
せ
る
も
の
で
あ
る
。

樫

崎

城

如

来

か

ら

如
来
で
の
造
立
を
中
断
（
前
期
）
し
た
如
来
系
は
、
次
は

樫

崎

へ

樫

崎

に

再

興

の

地

を

求

め

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

の

こ

と
は
そ
の
後
の
樫
崎
氏
の
行
動
（
特
に
永
正
合
戦
に
お
け
る
）
に
、
そ
の
後
継
者
と

し
て
の
証
し
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

ま
た
、
樫
崎
に
お
け
る
板
碑
の
様
態
も
そ
の
こ
と
を
肯
定
し
、
再
興
の
タ
イ
ミ
ン

グ
も
時
機
に
適
い
、
距
離
的
に
も
、
ま
た
施
政
上
の
立
地
と
し
て
も
中
分
な
い
。
何

よ
り
も
樫
崎
以
外
、
こ
の
環
境
に
ま
さ
る
適
地
は
見
当
ら
な
い
。

で
は
何
故
移
動
の
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
移
転
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た

と
お
も
わ
れ
る
事
情
が
あ
っ
た
。

「
大
籠
首
藤
氏
系
図
」
（
後
述
）
に
よ
れ
ば
、
経
俊
か
ら
八
代
の
当
主
基
通
の
と

こ
ろ
に
「
建
武
四
年
(
-
三
三
七
）
奥
州
将
軍
北
畠
顕
家
公
二
仕
、
延
元
三
年
（
南

朝
年
号
・
一
三
三
八
）
五
月
廿
二
日
泉
州
阿
倍
野
合
戦
討
死
」
の
傍
註
が
あ
る
。

こ
の
大
籠
首
藤
氏
と
は
経
通
か
ら
の
分
れ
、
長
男
成
通
は
嫡
流
と
し
て
鹿
又
へ
‘

二
男
貞
通
は
牛
田
如
来
へ
と
分
れ
た
系
で
、
永
正
合
戦
後
大
籠
に
所
領
を
宛
行
わ
れ

移
封
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
次
項
）
。

南
北
朝
初
期
、
牡
鹿
の
葛
西
宗
清
•
清
貞
父
子
は
奥
州
に
お
け
る
南
朝
方
の
有
力

武
将
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
葛
西
直
轄
の
地
で
あ
る
牡
鹿
湊
（
石

巻
市
）
に
南
朝
年
号
の
使
用
が
目
立
ち
、
ま
た
葛
西
領
と
し
て
の
三
輪
田
•
福
田
に

も
そ
の
出
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。

桃
生
山
内
領
内
で
も
鹿
又
•
小
塚
（
桃
生
山
内
氏
嫡
流
系
）
に
興
国
元
年
·
同
一
―

年
(
-
三
四
0
•

四
一
）
の
板
碑
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
基
通
の
南
朝
方
出
陣
も
一
応

肯
定
出
来
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
基
通
の
戦
死

（
延
元
三
年
・
一

三
三
八
）
は
、
如
来
前
期
造
立
終
末

（
嘉
暦

三
年
・
一
三
一
―
八
）
か
ら
一

0
年
後
に
当
る
。
従
っ
て
大
籠
首
藤
系
図
に
よ
る
限
り
、

当
時
の
如
来
舘
主
は
基
通
と
解
し
得
る
。
こ
の
当
主
基
通
の
不
在
が
板
碑
の
造
立
を

中
断
し
、
さ
ら
に
そ
の
戦
死
が
、
樫
崎
へ
の
移
転
の
端
緒
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
か
。
当
主
交
代
に
よ
る
居
住
地
の
変
更
、
ひ
い
て
は
葬
地
の
変
更
は
、
さ
き
に
鹿

又
か
ら
小
塚
へ
移
っ
た
嫡
流
系
に
そ
の
実
例
を
見
て
き
た
ば
か
り
で
あ
る
。
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も
う
―
つ
如
来
か
ら
樫
崎
へ
の
移
転
の
理
由
と
し
て
、
平
城
よ
り
山
城
が
有
利
で

あ
る
と
す
る
戦
術
的
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

如
来
舘
は
殆
ど
平
地
に
等
し
い
一

0
米
ほ
ど
の
丘
で
、
南
北
朝
動
乱
の
実
戦
体
験

に
よ
っ
て
、
山
城
へ
の
移
城
が
望
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
無
視
出
来
ま
い
。

そ
し
て
前
項
で
述
べ
た
河
道
北
上
川
の
要
衝
の
地
で
あ
る
樫
崎
•
山
田
の
掌
握
が

主
な
目
的
だ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

大
籠
首
藤
岩

手
県
東
磐
井
郡
藤
沢
町
大
籠
•
首
藤
康
夫
氏
所
蔵
系
図

氏
系
図

（寛
永
十
六
年
・

一
六
三
九
•
正
月
廿

三
日
、
首
藤
三
右
衛

門
書
写

•
以
下
大
籠
首
藤
氏
系
図
と
称
す

・

資

•
2
1
)は
桃
生
山
内
氏
の
分
流
で
あ

る。
大
籠
首
藤
氏
系
図
は
、
初
代
経
俊
、
二
代
経
通
ま
で
は
塩
釜
系
譜
と
同
じ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
三
代
に
至
っ

て
成
通

（桃
生
郡
嫡
流
系
）
と
貞
通
（
大
籠
系
）
と
分
れ
る

（
但
し
塩
釜
系
譜
は
大
籠
系
図
に
つ
い
て
一
切
記
述
が
な
い
）
。
こ
の
こ
と
は
、
両
系

は
経
通
か
ら
の
分
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

経
通
の
奥
州
下
向
は
す
で
に
壮
年
期
に
至
っ
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

経
通
が
中
務
三
郎
と
し
て
は
じ
め
て

『吾
妻
鑑
』
に
名
の
で
る
の
は
寛
元
四
年

（一

―
一四
六
）
放
生
会
供
奉
人
と
し
て
で
あ
り
、
そ
し
て
実
検
使
を
拝
命
す
る
の
が

文
永
九
年
（
一
―

―
九
一
）
で
、
こ
の
間
す
で
に
二
五
年
を
経
て
い
る
。
成
通
・
貞
通

と
も
に
成
人
に
達
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
鹿
又
の
建
治
二
年
碑
を
経
通
の
た
め
の

も
の
と
仮
定
す
る
と
、
実
検
使
役
か
ら
五
年
後
の
死
亡
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
の
ち
の
大
籠
首
藤
系
は
経
通
の
奥
州
下
向
後
に
お
い
て
は
じ
め
て
成
さ

れ
た
分
家
独
立
で
あ
る
。
そ
れ
は
桃
生
郡
の
北
部
地
域
を
領
知
し
て
、
合
戦
ヶ
谷
そ

し
て
如
来
に
配
さ
れ
た
筆
頭
庶
流
の
家
柄
で
あ
る
。

で
は
大
籠
系
図
を
も

っ
て
如
来
系
に
当
て
る
こ
と
の
根
拠
を
考
え
て
み
た
い
。

l

、
塩
釜

•
大
籠
両
系
図
は
、
経
通
か
ら
分
か
れ
る
一

―系
を
示
し
て
い
る
。

五
七
日
小
塚

永
井

五
七
日
小
塚

三
十
三
廻
口
皿
貝

2
、
旧
桃
生
郡
の
板
碑
の
流
れ
が
鹿
又
系
と
如
来
系
の

二
派
と
な
り
、

も
そ
の
流
れ
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

3
、
板
碑
の
内
容
か
ら
鹿
又
（
嫡
流
）
、
如
来
（
庶
流
）

―
-流
の
傾
向
が
み
え
る
。

4
、
永
正
合
戦
に
お
け
る
主
城
（
七
尾
城
）

そ
の
城
主
の
立
場
を
推
測
出
来
る
。

順
列
板
碑

5
、
永
正
合
戦
後
葛
西
宗
清
は
山
内
方
一
族
の
多
く
に
旧
領
を
安
堵
し
た
。
樫
崎

城
主
も
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
た
が
、
復
権
は
な
ら
な
か
っ
た
。
大
籠
移
封
は
そ

の
代
替
か
。

6

、
樫
崎
城
主
は
領
内
の
太
田

・

山
田
な
ど
に
金
•
鉄
な
ど
の
鉱
山
を
も
っ
て
い

た
。
大
籠
移
封
は
そ
の
鉱
山
に
関
す
る
知
識
・
経
験
を
買
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

（
通
貞
）
。

7

、
同
時
代
の
法
名
か
ら
鹿
又
•
如
来
系
の
近
親
性
が
う
か
が
え
る

。

元
亨
―
一
年
(
-
三
二
二
）
円
性

々
四
年
(
-
三
二
四
）
覚
性

嘉
暦
二
年

(
-
三
二
七
）
性
円

貞
和
六
年

(
-
三
五

0
)
法
性

8

、
大
籠
系
図
•
基
通
の
戦
死
（
建
武
四
年

）
が
如
来
か
ら
樫
崎
へ
移
る
―
つ
の

転
機
と
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
。

副
城
（
樫
崎
城
）
の
関
係
か
ら
、
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大
籠
首
藤
氏
祖

①
通
貞

（
相
模
守
）

（
資
•
2
7
)

大
籠
首
藤
氏
系
図

大

籠

移

封

②
重
通

③
徳
通

へ④ 大

誓政嘉
-通匠

ii』口t敷

桃
生
山
内
氏
の
分
族
の
大
籠
首
藤
氏
系
図

(II)
（
資
・

28)
に
よ
れ
ば
、
同
氏
は
相
模
守
（
通
貞
）
の
と
き
「
葛
西

家
ヨ
リ
本
吉
郡
大
籠
郷
一
一
千
刈
拝
領
大
籠
へ
引
移
ル
是
レ
首
藤
氏
ノ
元
祖
也
」
と
し
、

次
の
黒
印
状
が
あ
る
。

寛
永
十
六
年
(
-
六
三
九
）
正
月
廿
三
日

首
藤
三
右
衛
門
書
写
（
大
籠
•
首
藤
康
夫
氏
蔵
）

経
俊
ー
経
通

（
―
-
九
二）

七
尾
首
藤
二
代
目
、
建
久
三
年
)
ー
＇
貞
通
ー

＇
通
勝

ご
始
而
桃
生
七
尾
城
居
住

誓
-----桃 康 ＾
生 元 ご
七 元 五
尾 年 さ

!f 
ヽ

; 

□七

｀ 

（
資
•
2
8
)

大
籠
首
藤
氏
系
図

(II)
寛
永
十
六
年
(
-
六
三
九
）
首
藤
三
右
エ
門
書
写

（
『
葛
西
家
臣
団
事
典
』
紫
桃
正
隆
）

今
度
其
許
餘
儀
な
く
御
奉
公
は
し
り
め
く
り
忠
節
を
抽
之
儀
先
例
之
通

リ
本
吉
郡
大
籠
之
内
弐
千
刈
桃
生
之
保
（
深
力
）
谷
ノ
内
釆
地
五
千
刈
之

所
宛
行
も
の
也
、
伯
而
如
件

永
正
元
年
正
月
十
一
日
(
-
五
0
四）

政
信

首
藤
相
模
守
殿
（
大
籠
•
首
藤
康
夫
氏
文
書
『
岩
手
県
中
世
文
書
』
）

葛
西
家
ヨ
リ
本
吉
郡
大
籠
郷
二
千
刈
拝
領
)

政
通
ー
照
通
ー
徳
通
I

胤
通
I

忠
通
ー
通
貞
-
大
籠
へ
引
移
ル
是
レ
首
藤
氏
ノ
元
祖
也
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因
み
に
政
偏
は
盛
岡
系
葛
西
氏
系
図
、

十
三
代
当
主
。
こ
れ
を
仙
台
系
図
で
は
十

三
代
宗
清
に
当
て
る
。
た
だ
こ
の
発
給
年
永
正
元
年
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
り
、
当

時
の
状
況
か
ら
推
し
て
む
し
ろ
、
永
正
合
戦
に
よ
る
知
行
召
上
、
そ
の
後
の
移
封
で

は
な
か
っ
た
か
と
の
見
解
が
強
い
。

大
籠
は
仙
台
藩
に
お
け
る
製
鉄
濫
腸
の
地
と
さ
れ
る
。

伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
千
葉
土
佐
ら
が
備
中
へ
赴
き
千
松
大
八
郎
に
師
事
し

て
、
荒
鉄
の
吹
き
方
延
べ
鉄
の
打
ち
方
な
ど
を
伝
授
さ
れ
、
帰
国
後
早
速
桐
屋
を
開

い
た
が
期
待
し
た
成
果
は
得
ら
れ
ず
、
結
局
永
禄
の
こ
ろ
(
-
五
五
八
ー
七
0
)
改

め
て
千
松
兄
弟
を
招
請
し
、
新
に
同
志
を
結
集
し
て
胴
屋
経
営
に
当
た
っ
た
。
そ
れ

が
い
わ
ゆ
る
桐
屋
八
人
衆
で
、
慶
長
・
寛
永
時
代
、
成
長
期
に
あ
っ
た
仙
台
藩
の
鉄

需
要
を

一
手
に
賄

っ
た
山
師

（山
先
）
た
ち
で
あ
っ
た

（
「
藤
沢
町
史
』
）
。

こ
の
八
人
衆
の
な
か
に
、

首
藤
伊
豆

（沢
屋
敷
）

・
須
藤
相
模
（
千
松
屋
敷
）
が

含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
両
人
は

（資
•
2
8)
に
み
る
通
貞

（さ
き
の
永
正
元
年
政
信
黒
印
状
の
受
給

者
、
首
藤
相
模
守
）
よ
り
五
代
目
、
⑤
利
通
と
そ
の
弟
吉
通
に
当
る
か
。
そ
れ
は
伊

百
予

相
模
の
官
途

（通
称
？

）
が
同
系
に
先
例
が
み
ら
れ
、
し
か
も
屋
敷
名
を
同
じ

く
す
る
こ
と
に
よ
る
。

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
大
籠
へ
移
っ
た
首
藤
氏
は
、
爛
屋
八
人
衆
の
一
人
と
し
て
爛
屋

業
に
か
か
わ

っ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
以
前
に
す
で
に
製
鉄
の
経
験

者
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
量
さ
れ
る
。

そ
も
そ
も
首
藤
氏
は
な
ぜ
選
ば
れ
て
大
籠
へ
招
か
れ
た
の
か
。

千
葉
士
佐
ら
が
千
松
兄
弟
を
招
き
最
初
に
胴
屋
を
開
い
た
の
は
、
実
は
福
地
村
に

お
い
て
で
あ
っ
た
と
い
う
。

桃
生
郡
福
地
村
（
近
世
）
な
ら
び
に
同
郡
女
川
村
・
鞍
間
根
村

（馬
鞍
村

か
）
橋
の
浦
へ
相
立
て
、
右
両
人
（
千
葉
土
佐
・
封
馬
）
の
者
弟
子
に
罷

り
成
り
、
御
鉄
吹
き
方
始
め
て
試
み
候
由
に
御
座
候
事

（『藤
沢
町
史
』
）

樫
崎
の
道
花
山
妙
円
寺
（
曹
洞
宗
）
に
は
現
在
多
数
の
板

碑
を
み
る
が
、
同
寺
は
正
保
元
年
(
-
六
四
四
）
の
開
山

（
『
桃
生
町
史
』
巻
四
）
で
あ
る
た
め
、
同
所
ま
た
は
近
辺
に
あ
る
板
碑
と
の
直
接
的

結
び
つ
き
は
あ
り
得
な
い

。

し
か
し
な
が
ら
妙
円
寺
の
建
つ
以
前
、
樫
崎
に
清
覚
寺
と
い
う
寺
が
あ
っ
た
こ
と

清

覚

寺

彼
ら
が
奥
州
に
来
て
最
初
の
試
作
の
地
と
し
て
桃
生
郡
を
選
ん
だ
こ
と
の
理
由
、

そ
れ
は
当
時
こ
の
地
に
原
鉱
石
が
あ
り
、
し
か
も
旧
式
な
が
ら
す
で
に
鉄
の
生
産
が

行
わ
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
あ
る
ま
い

。
し
か
も
原
材
は
右
以
外

（郡
内
）
の
地

（
皿
貝
•
山
田
・
太
田
な
ど
）
で
も
採
掘
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
時
期

は
葛
西
氏
以
前
、
つ
ま
り
桃
生
山
内
氏
の
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
の
伝
承
が
あ
る

（
皿
貝
•
生
出
氏
）。

つ
ま
り
こ
れ
ら
の
地
を
領
知
し
た
桃
生
山
内
氏
は
、
製
鉄
に
関

す
る
技
術
集
団
を
擁
し
、
自
ら
も
そ
の
知
識
を
会
得
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

、つ
と
こ
ろ
で
葛
西
氏
そ
し
て
伊
達
氏
に
し
て
も
、
千
松
兄
弟
に
よ
る
進
歩
的
な
技
術

導
入
に
至
ら
な
い
以
前
、
領
内
の
鉄
の
需
要
は
殆
ど
他
領
か
ら
の
輸
入
に
依
存
し
て

い
た
。
し
か
も
そ
の
必
要
鼠
が
急
増
し
て
い
く
な
か
で
、
俄
に
自
給
の
要
に
迫
ら
れ

て
い
た
。

大
籠
に
お
け
る
桐
屋
の
先
駆
者
千
葉
土
佐
に
し
て
も
、
実
は
枯
西
の
臣

（登
米
郡

東
和
町
落
合
城
主
）
を
伝
え
、
憫
屋
業
を
志
し
た
の
も
葛
西
当
主
の
内
命
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
点
首
藤
相
模
守
の
場
合
と
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
時
期

的
に
も
大
差
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
こ
に
相
模
守
起
用
の
動
機
が
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。

要
す
る
に
大
籠
首
藤
氏
は
、
同
系
図
に
み
る
と
お
り
経
通
か
ら
の
分
か
れ
、
鹿
又

系
の
庶
流
に
当
た
り
、
合
戦
ケ
谷
・
如
来
か
ら
樫
崎
に
移
り
、
永
正
合
戦
に
は
郡
北

の
大
将
と
し
て
樫
崎
城
に
拠
り
勇
戦
し
た
樫
崎
氏
に
つ
な
が
る
系
統
と
の
見
解
を
と

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
樫
崎
氏
が
敗
れ
て
の
ち
、
胴
屋
技
術
を
見
込
ま
れ
て
葛
西
氏

に
よ
っ
て
大
籠
に
封
じ
ら
れ
た
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
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が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
嘉
永
三
年
(
-
八
五

0
)
樫
崎
村
風
土
記
書
出
に
「
経
塚
壱

ヶ
所
、
経
壇
、
但
四
方
山
清
覚
寺
口
候
由
二
申
伝
候
也
」
と
あ
り
、
清
覚
寺
の
実
在

が
語
ら
れ
、
ま
た

言
桃
生
村
誌
』
に

「樫
崎
の
東
、
古
寺
囲
と
云
う
所
に
清
覚
寺
と

号
す
る
真
言
密
宗
の
古
刹
あ
り
、
後

一
條
天
皇
寛
仁
四
年

(1
0
二
0
)
高
野
山
の

僧
了
海
の
開
創
と
伝
わ
る
」
。

こ
の
清
覚
寺
開
創
時
期
に
つ
い
て
は
後
考
に
侯
つ
と
し
て
、
そ
の
移
行
に
当
っ
て

一
時
期
両
寺
競
合
す
る
場
面
が
あ
り
、
い
ま
も
そ
の
悲
愴
な
様
相
が

一
部
古
老
の
間

に
語
り
継
が
れ
、
現
に
妙
円
寺
内
に
遺
る
六
世
住
職
に
よ
る
次
の
供
養
塔
は
、
そ
の

こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

乙
当
邑
清
覚
祠
堂
檀
那
三
界
万
霊
塔

宝
暦
四
年
二
月

(
-
七
五
四
）

当
山
六
世
微
参

因
み
に
養
玄
微
参
は
宝
暦
四
年
七
月
四
日
没
（
『
桃
生
町
史
』
巻
四
）

一
方
、
清
覚
寺
が
在
っ
た
と
す
る
坪
田
・
古
寺
に
は
現
在
、
地
取
り

・
礎
石
を
含

め
て
そ
れ
ら
し
き

一
片
の
遺
物
も
止
め
ず
、
ま
た
同
寺
に
関
わ
る
と
お
も
わ
れ
る
墓

石
も
附
近
に
見
当
ら
な
い
。
さ
ら
に
は
板
碑
に
つ

い
て
も
、
同
寺
関
与
を
思
わ
せ
る

造
立
は
発
見
出
来
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
清
覚
寺
は
、
板
碑
造
立
時
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
る

も
の
で
は
な
く
、
短
期
に
終
焉
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

板

碑

と

寺

堂

樫
崎
に
お
け
る
板
碑
の
遮
立
は
、
前
・
中
期
を
通
じ
て
連

綿
且
つ
順
当
に
経
過
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
地

に
は
、
そ
の
ほ
か
当
然
の
こ
と
と
し
て
木
製
塔
婆
の
造
立
も
あ

っ
た
は
ず
で
、
そ
の

結
果
僧
侶
の
常
住
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
の
寺
堂
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
る
も
の
と

な
る
。

と
こ
ろ
が
樫
崎
で
は
、
妙
円
寺
•
清
覚
寺
と
も
に
板
碑
年
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
も

①
、
荒
戸

・

屋
敷
沢
•

千
葉
慶
志
氏

の
で
は
な
く
、
他
に
寺
堂
が
創
立
さ
れ
た
と
す
る
伝
承
も
な
い
。
た
だ

「封
内
風
土

記
」
（
安
水
元
年

・
一
七
七
二
）
は
「
薬
師
堂
継
子
所
在
」

を
挙
げ
、
そ
れ
が
現

在
の
出
雲
神
社
の
社
地
に
あ
っ
た
と
い
う
。
継
子
沢
は
い
ま
屋
敷
沢
と
呼
ば
れ
、
樫

崎
中
も
っ
と
も
板
碑
の
集
中
す
る
所
で
あ
る
。
し
か
も
こ

の
薬
師
堂
も
果
し
て
板
碑

と
結
び

つ
く
の
か
確
證
は
な
い
。

そ
う
し
た
折
た
ま
た
ま

一
甚
の
板
碑
に
出
会
う
。

（
種
子
欠
）

右
志
者
為
戒
公

胃
常
禅
師
五
七
日

□

生

滅

法

施

主

康
暦
二
年
直
八
月
日

(
-
三
八
O
)

田

々

已

敬

白
乃
至
法
界
平
ホ

国
閾
]
為
楽

利

益
故
也

南
北
朝
後
期
、
こ
こ
で
戒
公
禅
師
な
る
僧
が
逝
去
し
、

そ
の
五
七
日
に
当

っ
て
の

供
養
塔
で
あ
る
。
禅
師
と
は
本
来
、

禅
宗
の
高
僧
に
対
す
る
尊
称
で
あ
る
が
、
こ
の

時
代
や
や
普
遍
的
に
禅
宗
僧
へ
の
敬
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
銘
文
に
み
る
丁
重
さ
は
単
な
る
旅
の
僧
な
ど
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
お

そ
ら
く
こ
の
施
主
と
す
る
造
立
者

（後
継
者
か
）
の
師
に
相
当
す
る
人
物
で
、
長
く

こ
の
地
に
住
み
地
域
の
住
民
の
教
化
に
た
ず
さ
わ
っ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
こ
こ
屋
敷
沢
に
寺

（堂）

が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る。

一
方
、

千
葉
慶
志
氏
宅
の
前
方
（
東
）
斜
面
に
熊
野
堂
（
同
所
千
葉
均
氏
氏
神
）
が
あ
る
。

丘
の
中
腹
の
十
坪
ほ
ど
の
平
場
に
建
ち
、
そ
の
堂
の
裏
手
に
樹
齢
六
、
七

0
0
年

と
も
お
も
わ
れ
る
桜
の
古
木
が
あ
り
、
す
で
に
芯
部
空
洞
化
し
な
が
ら
も
な
お
わ
き
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こ
れ
も
妙
円
寺
に
あ
る
が
原
位
置
不
明
。
屋
敷
沢
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

無
紀
年
で
年
代
判
定
に
迷
う
が
②
、
よ
り
さ
ら
に
お
く
れ
る
も
の
か
。
庵
主
に
つ
い

郭 ③
 

原
位
置
は
不
明
だ
が
同
寺
板
碑
の
大
半
が
屋
敷
沢
か
ら
の
移
立
と
い
う
か
ら
、
お

そ
ら
く
こ
の
板
碑
も
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
可
能
性
が
高
い
。

文
雙
口
和
尚
は
そ
の
肩
書
「
前
住
」
か
ら

「前
の
住
職」

と
解
し
得
る
。
そ
の
こ

と
は
こ
の
地
に
寺
が
あ
り
僧
が
常
住
し
、
教
化
と
と
も
に

一
切
の
寺
務
を
執

っ
て
い

た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
戒
公
禅
師
か
ら

（あ
る
い
は
そ
れ
以
前

か
ら
）
文
雙
和
尚
に
至
り
、
さ
ら
に
続
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
右
の

二
碑
か
ら
、
屋
敷
沢
に
寺
が
あ
り
、
何
代
も
続
い
て
僧
侶
が
住
ん
で
い
た
事
実
を
知

る
の
で
あ
る
。

三
字
法
名
（
②
）
で
あ
れ
ば
禅
宗
が
考
え
ら
れ
る
。
寺
の
名
は
伝
わ
ら
な
い
。

ヌt:②
 

寿
公
庵
主

而
生
其
心

応
無
所
住

前
住
文
雙
口
和
尚

枝
に
僅
か
に
花
を
つ
け
て
、
長
い
時
代
を
生
き
抜
い
て
き
た
神
秘
を
た
ゞ
よ
わ
せ
て

い
る
。
さ
き
の
禅
師
五
七
日
塔
も
こ
の
老
桜
の
直
下
ぐ
ら
い
に
位
置
す
る
。

こ
の
古
木
こ
そ
往
時
の
寺
（
堂
）
の
跡
を
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
桜
木

が
い
く
世
紀
か
を
生
き
長
ら
え
た
の
も
、
単
な
る
偶
然
と
は
い
え
ず
、
お
そ
ら
く
霊

（神
）
木
と
し
て
伐
る
こ
と
を
お
そ
れ
拒
ん
だ
住
民
の
信
仰
心
が
あ

っ
た
か
ら
に
ほ

か
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
熊
野
堂
の
社
地
に
は
寺
堂
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
妙
円
寺
に
は
次
の
板
碑
が
あ
る
。

坪心
④
 

て
の
解
釈
も
さ
ま
ざ
ま
に
分
か
れ
る
が
、
あ
る

い
は
庵
が
寺
に
と

っ
て
代
わ
っ
た
も

の
か
。

山
田
に
お
け
る
板
碑
初
見
は
応
永
十
六
年

(
-
四
0
九
）
□
山
禅
尼
に
対
す
る
も

の
で
、
そ
の
後
約
四
0
年
を
経
た
文
安
五
年

(
-
四
四
八
）
、
玉
庵
清
必
庵
主
の
三

十
三
年
忌
塔
が
建
つ

。

第
三
十
三
年
意
趣
也

右
志
者
相
当
過
去
玉
庵
清
必
庵
主

文
安
五
年
土
辰
□
月
十
六
日

(
-
四
四
八
）

こ
の
庵
主
の
素
姓
は
不
明
だ
が
、
こ

の
地
に
縁
を
得
て
仏
事
に
当

っ
て
き
た
僧
で

あ
る
こ
と
は
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
も
ま
た
堂
の
後
継
者
た
る
も
の
に
よ

っ
て
供

養
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
死
亡
日
を
た
ど
れ
ば
応
永
―一
三
年
(
-
四
一
六
）
に
当
る
。
そ
れ
は
戒
公
禅

師
の
死
よ
り
三
六
年
お
く
れ
る
。
こ
の
僧
は
当
然
山
田
に
お
け
る
初
塔

（応
永
十
六

年
）
の
造
立
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
庵
の
創
立
に
よ

っ
て
板

碑
造
立
が
開
始
さ
れ
た
例
は
、
さ
き
に
如
来

（
中
期
）
で
も
み
て
き
た
。
さ
ら
に
は

こ
の
頃
山
田
氏

（永
正
合
戦
に
樫
崎
城
に
籠
っ

た
山
田
次
郎
入
道
系）

の
独
立

（樫

崎
系
か
ら
？

）
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
同
じ
く
如
来
の
前
例
か
ら
の
推
量
で
あ
る
。

樫
崎
後
期
二
甚
は
中
期
終
末
か
ら
お
よ
そ
七
0
年
を
経
る
も
の
で
、
そ
の
間
こ
の

地
で
は
永
正
合
戦

(
-
五

―
-
）
が
あ
っ
た
。

中
期
末
に
な
る
と
す
で
に
当
地
方

一
帯
の
板
碑
造
立
の
気
運
が
う
す
れ
、

各
所
に

造
立
中
止
の
萌
し
が
み
え
は
じ
め
た
こ

ろ
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
の
空
白
期
全
て
が
永

正
合
戦
に
関
わ

っ
て
生
じ
た
空
白
と
は
な
し
難
い
。
と
も
あ
れ
樫
崎
氏

（桃
生
山
内

氏
如
来
系
）
の
退
散

（大
籠
転
出
）
の
あ
と
を
受
け
て
、
新
し
い
城
主
を
迎
え
て
の

造
立
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
え
よ
う
。
新
城
主
は
男
沢
内
膳
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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居

舘

と

板

碑

枢

崎

に

お

け

る

板

碑

造

立

は

、

は

じ

め

貰

し

て

四

地

区

造

立

地

に

の

み

行

わ

れ

（
前
期
）
、
そ
れ
が
あ
る
時
期
、

一
変
し
て

東
地
区
（
北
沢
を
含
む
）
を
転
々
と
す
る
分
散
刑
土
（
中
期
）
と
な
る
。

前
期
に
お
け
る
そ
れ
ら
は
、
内
容
的
に
も
数
量
的
に
も
城
主
一
族
を
主
体
と
す
る

造
立
を
お
も
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
前
期
・
中
期
を
分
け
る
造
立
間
隔
も
短
く
ほ
と

ん
ど
差
は
な
い

C

こ
の
連
綿
と
続
い
て
き
た

一
族
の
造
立
地
が
、

一
朝
に
し
て
そ
の
所
を
変
え
る
要

因
を
考
え
て
み
る
と
、
造
立
者
樫
崎
氏
の
居
城
な
い
し
居
舘
の
移
転
に
伴
な
う
葬
地

の
移
動
と
の
推
量
が
浮
ぶ
。

本
稿
で
は
樫
崎
氏
は
如
来
（
桃
生
山
内
氏
庶
流
）
か
ら
の
転
入
と
の
見
解
を
と
っ

て
き
た
。
如
来
に
お
け
る
同
氏
は
館
に
接
近
し
て
供
養
の
場
を
設
け
、
こ
こ
に
造
立

を
行
っ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
如
来
在
城
中
一
貰
し
て
一
ヵ
所
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
居
城
が
一
定
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
。

樫
崎
に
お
け
る
飢
期
（
約
四

0
年
間
）
は
ま
さ
に
こ
の
如
来
の
状
況
に
通
じ
、
そ

の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
こ
に
如
来
と
樫
崎
の
板
碑
造
立
に
対
す
る
認

識
の
共
通
性
、
ひ
い
て
は
同
族
性
を
感
じ
と
る
も
の
で
あ
る
。

永
正
合
戦
の
激
戦
の
地
合
戦
崎
（
樫
崎
）
城
は
内
舘
城
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
樫

崎
氏
が
い
つ
頃
か
ら
内
舘
城
に
入
っ
た
か
は
つ
ま
び
ら
か
で
な
い
。
前
期
板
碑
の
立

つ
場
所
と
内
舘
城
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
城
に
在
住
し
な
が
ら
板
碑
は
屋
敷
沢
に
造

立
し
た
と
は
、
距
離
的
に
み
て
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
造
立
地
が
東
区
に
移
動
し
た

の
は
、
内
舘
城
へ
の
移
転
に
伴
な
う
現
象
と
考
え
た
い
。

で
は
前
期
造
立
中
、
そ
の
居
城
は
何
処
だ
っ
た
の
か
。

樫
崎
に
は
さ
き
の
樫
崎
城
（
内
舘
）
の
ほ
か
、
檀
の
森
館
・
負
竜
渕
館
・
陣
ヶ
森

館

・
山
田
館
な
ど
の
中
世
城
舘
の
遺
構
を
伝
え
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
右
の
條
件
に

叶
う
も
の
と
し
て
檀
の
森
舘
を
挙
げ
た
い
。

屋
敷
沢
か
ら
酉
に
向
っ
て
高
附
が
あ
り
、
こ
こ
に
順
列
板
碑
（
後
述
）
と
す
る
①

．

嘉
元
三
年
(
一
三
〇
四
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
③
・
貞
和
三
年
(
一
三
四
七
）
が
あ
る
。

こ
れ
ら
が
建
つ
丘
は
棺
の
森
舘
の

一
部
を
な
す
。
こ
の
早
期
板
碑
が
建
つ
檀
の
森
舘

こ
そ
、
樫
崎
氏
が
こ
の
地
に
移
り
最
初
に
築
舘
し
た
場
所
で
は
な
か
っ
た
か
。

高
附
と
は
「
ぎ
」
は

「城
」
、
「
つ
」
を
格
助
詞
と
判
ず
る
と
き
「
高
い
城
」
の
意

と
解
す
こ
と
が
出
来
、
そ
れ
は
同
所
の
西
に
当
る
台
地
「
中
津
山
」
の
名
称
と
対
応

し
、
あ
る
い
は
経
通
最
初
の
居
舘
に
附
さ
れ
た
名
称
よ
り
発
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま

し
カ

樫

崎

城

の

如
来
系
は
南
北
朝
期
は
じ
め
ご
ろ
如
来
か
ら
樫
崎
丘
陵
ヘ

特

殊

意

義

移
っ
て
き
た
。
そ
の
当
初
は
お
そ
ら
く
丘
陵
西
端
部
檀
の
森

舘
に
居
住
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
や
が
て
反
対
が
わ
の
東
の
突
端
部
に

築
城
さ
れ
る
内
舘
城
（
樫
崎
城
）
へ
移
動
す
る
。
そ
の
理
由
は
そ
の
地
が
北
上
川
の

要
衝
に
当
っ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
あ
る
ま
い

。

吉
田
東
伍
氏
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
は
樫
崎
の
項
に
「
往
昔
は
北
上
の

一
派
柳
津

よ
り
樫
崎
•
太
田
の
峡
中

を
流
通
し
た
り
と
い
ふ
」
の

一
文
を
記
す
。
古
流
北
上
川

の
東
派
が
柳
津
よ
り
南
流
し
て
樫
崎
城
附
近
で
急
転
し
、
太
田

・
樫
崎
丘
陵
間
を
西

へ
向
っ
た
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
時
期
は
定
か
で
は
な
い
が
地
勢
は
確
か
に
そ
の
言

葉
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
古
老
の

D
承
に
も
大
洪
水
の
折
田
圃
が
流
れ
た
と
す
る
浮
田
（
註
1
)
の
話

な
ど
、
曽
っ
て
こ
の
峡
路
を
大
河
が
流
過
し
た
事
実
を
物
語
る
話
題
に
こ
と
欠
か
な

、。と
す
れ
ば
内
舘
城
は
北
上
川
が
九

0
度
急
展
開
す
る
丁
度
そ
の
地
を
占
め
る
こ
と

に
な
る
。

内
館
城
へ
入
城
を
果
す
の
は
屋
敷
沢
造
立
が
中
止
さ
れ

一
時
北
沢
へ
の
建
立
が
み

ら
れ
た
の
ち
、
本
格
的
に
樫
崎
東
、
す
な
わ
ち
内
舘
城
周
辺
へ
建
つ
よ
う
に
な
る
そ

の
時
期
こ
そ
‘
事
実
上
の
入
城
と
見
な
す
も
の
で
あ
る
。

因
み
に
こ
の
内
舘
入
城
時
期
は
、
奇
し
く
も
桃
生
嫡
流
七
尾
入
城
と
ほ
ぼ
時
を
お

な
じ
く
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ
る
。

す
な
わ
ち
板
碑
に
見
る
限
り
、
七
尾
ふ
臼
舘
入
場
後
の
初
塔
が
そ
れ
ぞ
れ
至
徳
一
――

年
（

ニ
ニ
八
六
）
、
嘉
慶
二
年
(
-
三
八
八
）
で
、
そ
の
差
は
二
年
に
止
ま
る
こ
と
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に
照
ら
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

桃
生
嫡
流
が
七
尾
へ
移
城
の
理
由
、
そ
れ
は
勿
論
洪
水
等
の
被
害
を
避
け
る
こ
と

に
大
き
な
意
味
が
あ
る
が
、
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
例
え
ば
本
格
山
城
の
構
築
な

ど
も
挙
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
殊
に
は
郡
内
を
め
ぐ
る
北
上
川
の
河
道
掌
握
も

大
き
な
眼
目
と
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

七
尾
•
内
舘
の
両
城
は
共
に
北
上
河
畔
に
あ
り
、
し
か
も
郡
内
同
川
の
ほ
ぼ
南
北

出
入
口
を
棚
す
る
位
置
に
あ
る
。
し
か
も
両
城
と
も
展
望
に
勝
れ
殊
に
内
舘
城
は
東

は
柳
津
か
ら
の
流
路
、
南
は
小
池
方
面
ま
で
を
視
野
に
入
れ
同
川
を
監
視
・
警
固
す

る
に
最
適
の
立
地
で
あ
る
。
そ
れ
は
軍
事
上
の
最
重
要
課
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
経

済
的
な
潤
い
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

確
証
は
な
い
が
南
北
両
城
相
侯
っ
て
、
郡
内
同
川
通
航
の
舟
船
に
対
し
、
何
ら
か

の
名
目
で
口
銭
（
料
金
）
を
課
す
な
ど
の
行
為
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
む
し

ろ
そ
の
た
め
の
内
舘
城
の
立
地
と
と
ら
え
た
い
。
（
註
2
)

こ
の
こ
と
は
樫
崎
対
岸
に
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
山
田
城
が
築
か
れ
た
と
見
る
こ

と
と
関
連
す
る
。

こ
の
山
田
城
は
大
河
を
も
っ
て
本
城
と
距
つ
た
め
地
形
的
に
孤
立
し
、
戦
術
的
に

は
む
し
ろ
負
の
面
が
大
き
い
。
そ
の
こ
と
は
永
正
合
戦
に
お
い
て
も
山
田
城
主
入
道

は
樫
崎
城
に
籠
り
、
山
田
城
で
の
戦
闘
場
面
は
画
か
れ
て
い
な
い
（
永
正
合
戦
記
）

こ
と
で
も
了
知
し
得
る
。
こ
の
一
事
か
ら
推
し
て
も
山
田
城
の
主
た
る
目
的
は
、
内

舘
城
と
相
対
し
て
口
銭
徴
収
な
ど
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

斯
く
し
て
七
尾
・
樫
崎
相
提
携
し
て
ほ
ぽ
同
時
に
河
川
管
理
を
名
目
と
す
る
口
銭

徴
収
を
実
施
し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
た
め
の
立
地
と
し
て
内
舘
の
地
が
選
ば
れ
た

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

籾
西
氏
が
永
正
合
戦
（
二
次
）
に
期
待
し
た
も
の
、
そ
れ
は
勿
論
領
地
の
拡
大
に

ほ
か
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
河
道
北
上
川
の
制
覇
に
あ
っ

た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
二
次
戦
の
行
動
に
表
わ
れ
て
い
る
。
先
ず
良
代
・
登
米
城
を
陥
し

入
れ
、
次
い
で
樫
崎
・
七
尾
を
攻
め
こ
れ
を
抜
い
て
い
る
。
何
れ
も
北
上
河
畔
に
位

1
、
あ
る
範
域
内
の
数
群

（
地
区
）
に
つ
い
て

2
、
そ
れ
ぞ
れ
の
群
（
地
区
）
の
最
古
（
初
）
の
板
碑
の
造
立
地
が

3
、
そ
の
紀
年
に
従
っ
て

4
、
あ
る
基
点
か
ら
あ
る
方
向
性
の
も
と
に
展
開
し
、
年
代
的
序
列
を
つ
く
る
も

の
で
あ
る
こ
と

（
仮
称
）
。

本
書
の
場
合
次
の
條
件
を
設
定
し
た
。

順
列
す
る
板
碑

三、

こ
こ
で
い
う
順
列
板
碑
と
は
、
あ
る
特
別
な
條
件
の
も
と

に
、
一
定
の
序
列
に
従
っ
て
造
立
さ
れ
て
い
る
板
碑
を
い
う

順
列
板
碑

置
す
る
要
衝
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
事
後
、
牡
鹿
湊
か
ら
奥
の
諸
郡
に
至
る
に

一
切
他
国
の
領
域

を
経
る
こ
と
な
く
通
航
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
重
要
性
を
裏
書
き
す
る
事
実
と
し
て
次
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

永
正
合
戦
以
後
七
尾
城
に
は
葛
西
六
郎
が
、
樫
崎
城
に
は
男
沢
内
膳
が
入
り
こ
の

地
を
堅
守
し
た
。
合
戦
後
桃
生
山
内
氏
方
の
多
く
の
武
将
が
旧
領
を
安
堵
さ
れ
復
職

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
城
の
み
に
は
敢
え
て
籾
西
氏

一
族
ま
た
は
譜
代
の

臣
が
入
り
、
敵
性
の
支
配
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
。

（
註1
)
圃
場
の
耕
土
そ
の
も
の
が
葦
•
茅
の
堆
積
物
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、

洪
水
な
ど
の
と
き
田
圃
全
体
が
浮
き
上
り
、
時
に
は
動
き
流
さ
れ
る
場
面
も
あ
っ
た
と
い
う
。

（註
2
)
帆
別
銭
武
蔵
の
守
護
上
杉
憲
春
が
品
川
・
神
奈
川
以
下
こ
の
国
の
浦
々
に
出
入

す
る
船
か
ら
帆

一
反
当
り
三

0
0
文
の
帆
別
銭
を
徴
収
し
た
。
永
和
四
年
(
-
三
七
八
）

（
『
大
系
日
本
の
歴
史
•
六
』
永
原
慶
二
）
。
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こ
れ
ら
は
後
続
を
得
て
複
数
も
し
く
は
群
に
成
長
す
る
も
の
も
あ

る
が
、
単
基
で
終
わ
る
も
の
も
あ
る

C

こ
の
結
果
桃
生
山
内
氏
領
と
し
て
の
桃
生
郡
に
お
け
る
順
列
板
碑

は
、
南
系
・
北
系
の
二
流
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
南
系
は
光
明
寺

を
、
北
系
は
如
来
を
基
点
と
す
る
。
や
が
て
そ
れ
ら
は
そ
れ
そ
れ
小

塚
・
樫
崎
へ
と
転
出
す
る
が
、
転
出
の
の
ち
は
こ
の
動
き
は
み
ら
れ

な
い
。
ほ
ぼ
鎌
倉
期
に
お
け
る
行
動
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
と
い
え
る

（資

．

）。

北
系
（
主
と
し
て
桃
生
町
）
の
場
合
、
先
ず
合
戦
ヶ
谷
に
は
じ
ま

る
が
、
す
ぐ
如
来
に
飛
び
、
以
下
こ
の
地
を
基
点
に
八
幡
山
・
樫
崎

と
次
第
に
南
へ
向
っ
て
移
動
す
る
流
れ
を
み
せ
て
い
る
。
但
し
永
井

・

建
治

―
一年
碑
は
先
述
の
よ
う
に
鹿
又
•
同
年
碑
と
ペ
ア
の
造
塔
で
、

厳
密
に
は
順
列
板
碑
の
趣
旨
か
ら
外
れ
る
も
の
で
あ
る
。

南
系
は
光
明
寺
に
は
じ
ま
り
次
に
道
的
へ
、
さ
ら
に
北
上
川
を
越

え
て
河
北
町
小
船
越
•
鶴
家
へ
と
進
む
。
た
だ
中
島
・
延
慶
四
年

（
一
三

―
-
）
一
基
が
東
方

へ
の
進
出
の
形
を
と
る
。
こ
れ
は
あ
る

い
は
道
的
か
ら
分
れ
て
、

一
流
は
小
船
越
ー
中
島
へ
、
他
の

一
流
は

鶴
家
ー
吉
野
ー
林
昌
院
の
コ
ー
ス
を
と
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ

な
い
。な

お
五
十
五
人

・
弘
安
元
年
碑
は
墓
塔
に
改
刻
さ
れ
た
も
の
で
移

立
が
考
え
ら
れ
列
外
と
す
る
。

順
列
現
象
は
極
め
て
希
少
で
あ
り
多
く
の
示
唆
を
含
む
も
の
と
お

も
わ
れ
る
。
こ
こ
に
建
て
ら
れ
た
板
碑
は
単
に
一
般
的
な
菩
提
供
養

だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
特
殊
な
目
的
を
荷
う
も
の
と
見
込
ま
れ
、

以
下
検
証
を
加
え
て
み
た
い
。

（資 ・29)順列板碑

地区 順位 群名 紀 年 西紀 種子 褐 頻 文 所在地

1 合戦ケ谷 弘安 5.6. 22 1282 ア、サ、 頻以此功徳 右志者為過去慈父幽霊 i屑北町合成ケ谷

北 サ ク 出離生死往生極楽

2 如 来 弘安 7.10. 2 D 1284 ア、サ、 牛田 ・如来

サ ク

3 八幡 山 // 9 . こニニ 1286 （欠）vvv 右志者一白聖霊 守崎八幡 111

4 樫 崎 嘉元 3.8. 時正 1304 Iゞ ン □□]也 樫崎高附

5 永 井 正和 2.2. 21 1313 線刻五輪 若有善男子 右造立所者為大全 永井八雲神社

系 キヤカラハア 賄以此功徳 聖霊三十五日忌

6 台 元亨 4.2 .19 1324 キリーク、サ、サク 諸行無常 為覚性聖霊往生極楽也 永井• 台

1 光明寺 建治 2.8. 29 1276 ア 鹿又光明 、)

南 2 道 的 正応 3.3. 8 1290 （欠） 右志者相当先批幽儀口］忌景 ヶ作楽神社

3 小船越 ク 6.8. 時正 1293 ノゞ ン 右□□幽儀往生極楽也 小船越延命寺

4 鶴 家 正安 3. 11.16 1301 カーンマン 鶴家赤山

5 中 島 延慶 4.7 .15 1311 線刻五輪 願以此功徳 為慈父周忌焉 河北町中島

キヤカラハア

6 吉 野 正和 3.3. 下旬 1314 線刻五輪 諸行無常 所奉造立者 飯野・境

系 キヤカラハア 為法界平ホ利益

7 林昌院 文保 2.1. ロ 1318 ア 若有重業障 右志者為過去幽儀四十九日也 桃生町拾人町
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2
、
造
立
者
が
そ
の
地
に
住
ん
で
い
な
い
。

北
系
5

（
永井
•
正
和
2

年
・
一
三
一
三

）

大
全
に
対
す
る
三
十
五
日
忌
は
五
輪
塔
を
線

刻
し
、

二
種
の
傷
を
掲
げ
る
な
ど
頗
る
格
式

の
高
い
扱
い
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
地
へ

の
続
け
て
の
造
立
は
な
い

。

ま
た
、
南
系
5

（
中
島
・
延
慶
四
年

・
一

三―

-
）
こ
れ
も
同
じ
く
五
輪
塔
を
線
刻
し

慈
父
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
続
碑
が
認

め
ら
れ
な
い
。

こ
れ
ら
は
孝
子
に
よ
る
造
立
と
お
も
わ
れ
る
が
単
基
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
と
に
続

＜
孝
子
（
造
立
者
）
が
こ
の
地
に
住
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
そ
の
こ
と

は
、
造
立
者
た
ち
の
生
活
の
場
か
ら
か
け
離
れ
た
所
に
建
て
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

あ
る
い
は
北
系
4

（
樫
崎
・
嘉
元
三
年

・
一
三

0
四
）
で
は
次
の
造
立
ま
で
約
四

0
年
の
空
白
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
後
は
つ
づ
け
て
造
立
さ
れ
る
。
こ
れ
も
そ
の
間

造
立
者
を
含
め
た
後
継
者
た
ち
が
、
同
地
に
住
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で

（資 ・30)順列板碑の造立趣旨分類

項 目 北系 (No) 南系 (No)

イ 廂文なし 2 1、4

ロ 彼岸日の造立 4 3 

Iヽ 対称が不特定多数 6 

被供養者を特定 1、3、5、6 2、7、5

な
る
。

造

立

趣

9
日

(No.)は（資・ ）に よる

北
•
南
系
順
列
板
碑
の
頻
文
（
趣
旨
文
）
は
必
ず
し
も

一

律
的
で
は
な
い
。
そ
の
顔
文
を
分
析
す
る
と
（
資

•

3
0
)と

1
、
死
者
供
養
を
絶
対
と
す
る
も
の
で
は

な
い
。

こ
れ
ら
の
う
ち
い
、
受
益
者
を
平
等
多
数

（
南
系
6
)
と
す
る
思
想
を
含
む
こ
と
、
さ

ら
に
い
、
願
文
な
し
の
三
基
の
内
意
を
含
め

て
、
順
列
板
碑
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
死
者

供
養
を
唯
一
絶
対
の
目
的
と
す
る
も
の
で
な

い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
こ
れ
ら
は
同
時
期
の
一
般
の
葬
地
か
ら
離
れ
て
造
立
さ
れ
た
も
の
と
み
る

こ
と
が
出
来
、
そ
れ
は

北
系

•

南
系
と
も
に
共
通
す
る
。
従
っ
て
そ
れ
ら
を
含
む
順

列
板
碑
の
特
性
の

一
っ
と
し
て
、
「
と
び
離
れ
て
建
つ
こ
と
に
意
義
が
あ
る
」
と
理

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

3
、
こ
れ
ら
順
列
板
碑
の
う
ち
、
死
者
供
養
を
直
接
の
目
的
と
し
な
い
も
の
を
含

む
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
他
の
被
供
養
者
を
記
す
も
の
に
つ
い
て
も
、
単
に
追
善
供

養
の
み
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
追
善
供
養
の
他
に
さ
ら
な
る
目
的
を
も
っ

と
考
え
て
よ
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
順
列
板
碑
の
造
立
地

は、

一
般
の
墓
地
を
離
れ
て
建
つ
こ
と
の
意
義
が
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。

当
時
、
墓
地
（
供
養
の
地
）
が
ど
の
よ
う
な
基
準
で
選
ば
れ
て
い
た
の
か
つ
ま
び

ら
か
に
は
出
来
な
い
。

そ
も
そ
も
当
地
方
で
は
寺
院
の
開
創
が
お
く
れ
、
寺
域
に
墓
地
を
持
つ

こ
と
が
稀

だ
っ
た
。

一
族
の
た
め
の
葬
地
は
自
領
内
の
適
地
に
設
け
る
の
が
基
本
で
あ
り
、
当

然
造
塔
供
養
も
そ
の
地
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
裏
返
せ
ば
、
供
養
塔
（
板
碑
）

の
建
つ
区
域

一
帯
は
、
そ
の
造
立
者
の
所
有
（
事
情
が
変
わ
ら
な
い
限
り
）
で
あ
り
、

板
碑
は
そ
れ
を
示
す
標
識
と
の
見
か
た
も
出
来
る
。
そ
し
て
そ
れ
が

一
般
的
に
認
め

ら
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

特
に
父
（
母
）
の
供
養
塔
を
建
て
た
場
合
、
そ
れ
は
孝
子
イ
コ

ー
ル
後
継
者
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
、
そ
の
地
を
譲
り
受
け
た
新
し
い
所
有
者
で
あ
る
こ

と
を
公
に
宣
言
す
る
場
で
も
あ
っ
た
。

従
っ
て
板
碑
の
造
立
（
特
に
早
期
の
も
の
に
つ
い
て
）
に
は
、
お
の
ず
と
そ
う
し

た
領
有
権
を
主
張
す
る
意
味
も
含
む
も
の
と
解
さ
れ
る
。
特
に
順
列
板
碑
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
点
を
強
調
し
た
造
立
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

開

拓

と

地

頭

中
世
の
は
じ
め
、
北
上
川
の
河
口
に
位
置
す
る
桃
生
郡
は
、

そ
の
面
積
の
多
く
が
、
葦

•

茅
の
茂
る
氾
濫
原
で
あ
っ
た
。
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そ
し
て
そ
の
生
活
の
場
は
、
僅
か
に
広
が
る
丘
陵
沿
い
の
低
地
や
谷
あ
い
に
あ
っ
た
。

や
が
て
海
退
な
ど
自
然
環
境
の
変
化
に
伴
な
っ
て
、
徐
々
に
大
地
が
広
が
り
を
見

せ
て
く
る
。
そ
れ
は
洪
水
な
ど
に
よ
っ
て
再
び
水
没
す
る
お
そ
れ
は
あ
る
が
、
極
め

て
肥
沃
な
士
地
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
未
開
の
大
地
は
い
わ
ば
無
籍
で
あ
る
。
さ

ら
に
幕
府
も
ま
た
地
頭
の
新
田
開
発
を
奨
励
す
る
政
策
を
と
っ
た
。

当
時
地
頭
は
、
貢
祖
•
公
事
に
対
す
る
所
当
権
を
持
つ
が
、
下
地
に
つ
い
て
は
職

田
以
外
直
接
の
権
限
が
な
く
、
唯
一
開
拓
に
よ
っ
て
の
み
開
発
領
主
と
し
て
そ
の
所

有
を
認
め
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
権
利
は
、
譲
状
の
安
堵
に
よ
っ
て
子
孫
に
ま
で
及
ぶ

も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
の
開
発
は
文
字
ど
お
り
二
所
懸
命
“
と
な
ら
さ
る
を

得
な
い
。

北
系
の
場
合
、

一
た
ん
合
戦
ケ
谷
に
足
を
止
め
た
北
の
頭
領
（
桃
生
山
内
氏
庶
流
・

如
来
氏
と
仮
称
）
だ
が
、
急
遠
牛
田
如
来
へ
移
動
し
、
北
か
ら
の
開
発
が
は
じ
ま
る

（
板
碑
か
ら
の
推
測
）
。

如
来
か
ら
八
幡
山
の
移
動
ま
で
は
一

―年
間
で
あ
る
。
こ
の
期
間
が
比
較
的
短
期
だ
っ

た
の
は
、
こ
の
地
が
す
で
に

一
部
開
発
が
進
ん
で
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

八
幡
山
に
は
二

白
“
の
供
養
塔
を
建
て
た
。
こ
の
人
物
が
誰
で
あ
る
か
は
定
め
が

た
い
が
、
法
名
そ
し
て
板
碑
の
荘
厳
性
か
ら
み
て
、
如
来
氏
の
先
主
に
比
定
し
得
る

も
の
で
あ
る
。

板
碑
が
開
拓
エ
リ
ア
を
示
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
前
説
か
ら
す
る
と
こ
の
碑
を

建
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
開
拓
地
が
造
立
者
つ
ま
り
一
白
の
嫡
子
の
領
有
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
こ
と
に
な
る
。

寺
崎
八
幡
山
の
次
に
は
樫
崎
の
開
発
へ
と
す
す
む
が
合
戦
ヶ
谷
に
は
じ
ま
っ
て
こ

こ
ま
で
約
二

0
年
を
要
し
た
。
（
こ
れ
は
洪
水
等
に
よ
る
工
事
遅
延
も
あ
っ
た
か
）
。

樫
崎
は
軍
事
的
に
も
重
要
な
拠
点
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
や
が
て
こ
の
地
へ
本
格
的
に

移
転
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
意
識
し
て
の
事
業
で
あ
っ
た
ろ
う
。

さ
ら
に
約
一

0
年
後
に
は
表
永
井
へ
。
さ
ら
に
裏
永
井
•
台
方
面
へ
進
出
す
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
本
拠
は
相
変
わ
ら
ず
如
来
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
地
に
は
前
進

基
地
と
し
て
の
仮
屋
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
各
地
域
ご
と
に
開
拓
が

一
段
落
し
た
度
に
、
そ
の
所
有
を
示
す
意
味

で
時
々
に
応
じ
て
適
宜
板
碑
造
立
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
開
拓
終
了

時
期
と
建
立
日
は
多
少
の
ズ
レ
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

斯
く
し
て
次
第
に
私
有
地
は
拡
大
す
る
。
そ
れ
に
つ
れ
て
一
族
の
分
家
独
立
も
は

か
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

順
列
板
碑
を
開
発
に
よ
る
新
開
地
の
所
領
宣
言
に
あ
る
と

す
る
根
拠
に
つ
い
て
、
判
り
易
い
北
系
を
例
に
説
明
す
る
。

1
、
順
列
の
方
向
（
北
か
ら
南
へ
）
が
こ
の
地
域
の
地
盤
の
高
低
に
よ
っ
て
進
め

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

昭
和
三
0
年
頃
の
水
田
の
高
度
測
量
に
よ
れ
ば

イ
、
倉
埣
•
明
神
前
　
五
•
一

ロ
、
糠
塚
の
西
四
•
五

ハ
、
北
沢
と
高
附
の
中
間
―
―-
・
O

二
、
宮
前
（
袖
沢
）
ニ
・
七

ホ
、
小
池
―

一
•

一

へ
、
高
屋
敷
（
河
北
町
）

と
北
か
ら
南
へ
順
次
低
下
し
、
そ
の
落
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
あ
る
程
度
圃
場

整
備
の
な
っ
た
段
階
で
さ
え
こ
の
差
を
生
じ
て
い
る
こ
と
は
、
自
然
の
ま
ま
の
中
世

の
頃
を
想
定
し
た
場
合
、
そ
の
差
は
さ
ら
に
著
し
か
っ
た
こ
と
が
思
量
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
海
退
も
し
く
は
河
川
の
流
路
の
変
化
な
ど
に
よ
っ
て
次
第
に
水
位

が
下
が
り
、
湿
原
地
が
北
の
方
か
ら
順
次
干
潟
化
し
陸
地
化
し
て
い
く
姿
を
形
方
形
弗
さ

せ
る
。
順
列
板
碑
の
間
隔
が
長
く
な
る
の
は
、
お
そ
ら
く
地
盤
が
低
い
た
め
水
深
が

深
く
開
発
が
難
工
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
い
・
ロ
間
は
ほ
ぼ
二
年
程
度
の
短
期
で
済
ん
だ
。

順

列

板

碑

と

開

発

八 (
m
)
 

し
か
し
樫
崎
へ
は
二
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5
、
比
較
的
高
所
に
建
つ
も
の
で
あ
る
こ
と

0
年
を
要
し
た
。
こ
の
こ
と
は
い
附
近
が
特
に
低
い
地
盤
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
ろ
う
。

事
実
こ
の
地
点
で
順
列
の
南
下
が
停
止
す
る
の
も
そ
の
こ
と
に
因
る
も
の
か
。

こ
の
開
拓
の
進
展
が
、
板
碑
造
立
隆
盛
の
機
運
と
合
致
す
る
事
実
も

一
考
に
価
す

る
も
の
と
い
え
よ
う
。

2
、
造
立
間
隔
が
概
し
て

一
0
|
―10
年
と
長
期
に
亘
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

前
述
に
関
連
す
る
が
工
事
の
難
行
は
ひ
と
え
に
低
地
故
の
様
々
な
障
害
に
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
若
し
単
に
既
得
所
有
権
の
確
認
の
た
め
の
み
で
あ
る
な
ら
ば
、
殆
ど

一
斉
に

お
そ
ら
く
数
年
内
に
各
所
の
造
立
が
完
了
す
る
筈
で
あ
る
。
人
力
の
み
に
よ
る
治
水
・

干
拓
工
事
の
難
し
さ
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

地
頭
ク
ラ
ス
に
比
定
し
て
も
許
さ
れ

3
、
板
碑
の
様
態
は
何
れ
も
格
式
が
高
く
、

る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
地
域
の
開
発
は
殆
ど
地
頭
一
族
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
た
も
の
ら
し
く
、
他

族
の
進
出
を
お
も
わ
せ
る
状
況
は
見
出
せ
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
所
有
者
と
し
て
の

意
志
表
示
は
怠
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
場
合
、
孝
子
と
し
て
先
の
当
主
（
父
）
を
供
養

す
る
形
を
と
る
こ
と
こ
そ
も
っ
と
も
理
に
叶
う
。

北
系
の
場
合
、
(
1
)
・
為
慈
父
、
(
3
)
・
一
白
聖
霊
、
(
5
)
・
為
大
全
、
(
6
)
為
覚
性
、
何
れ

も
そ
の
趣
旨
に
合
致
す
る
も
の
と
い
え
る
。

4
、
一
般
の
葬
地
を
離
れ
て
建
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
。

北
系
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
六
基
が
建
つ
間
、
最
初
の
合
戦
ヶ
谷
の

一
時
を
除
く
と
、

そ
の
本
拠
地
は

一
貫
し
て
牛
田

・
如
来
に
あ

っ
た
。
如
来
に
定
住
し
、
そ
こ
に
代
々

先
祖
の
供
養
を
営
み
な
が
ら
、
さ
ら
に
転
々
と
開
発
し
な
が
ら
そ
の
時
ど
き
の
領
主

と
お
も
わ
れ
る
人
物
の
た
め
の
造
塔
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
れ

ら
の
塔
の
も
つ
特
殊
な
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。

宣
言
の
目
的
の
た
め
に
も
、
ま
た
そ
れ
を
長
期
に
亘
り
継
続
さ
せ
る
意
味
か
ら
も
、

高
所
の
方
が
有
効
で
あ
り
安
全
で
あ
る
。
(
3
)
・
八
幡
山
、
(
4
)
・
高
附
、
(
5
)
・
台
が
そ

れ
で
あ
る
。

開

拓

の

軌

跡

北
か
ら
は
じ
ま
っ
た
開
拓
は
次
第
に
南
下
す
る
。

一
方
南

系
は
鹿
又
か
ら
始
ま
り
北
上
し
、
小
船
越
・
中
島
あ
る
い
は

鶴
家
・
吉
野
•
神
取
へ
と
進
展
す
る
。

結
局
北
•
南
系
の
接
点
は
吉
野
（
太
田
）
丘
陵
に
行
き
着
く
。
た
し
か
に
太
田
方

面
の
追
立
開
始
は
、
十
貰
•
応
永
十
六
年
(
-
四
0
九
）
と
驚
く
ほ
ど
お
く
れ
、
し

か
も
数
は
七
基
と
少
な
い
が
、
そ
の
後
約
一

0
0
年
と
永
正
合
戦
（
永
正
八
年
・

一

五

―
-
）
直
前
（
永
正
三
年
）
ま
で
続
く
。
他
地
区
で
は
す
で
に
大
か
た
の
造
立
が

中
止
さ
れ
て
い
る
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
つ
ま
り
板
碑
を
建
立
す
る
と

い
う
風
潮
の
お
く
れ
も
勿
論
だ
ろ
う
が
、
こ
の
地
へ
の
北
系
の
開
拓
の
手
が
甚
だ
お

く
れ
て
い
た
こ
と
を
、
如
実
に
示
す
も
の
と
い
え
る
。

因
み
に
太
田
丘
陵
の
西
端
小
池
附
近
の
水
田
は
、
桃
生
町
内
で
最
も
海
抜
が
低
く

（
さ
き
の
測
量
結
果
で
は
二
•
一
米
）
最
近
ま
で
腰
ま
で
つ
か
る
よ
う
な
深
田
で
あ
っ

た
と
い
う
。
北
上
川
の
古
流
路
に
当
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
開
拓
を
お

く
ら
せ
た
第
一
の
理
由
と
見
な
さ
れ
る
。

北
か
ら
南
へ
、
あ
る
い
は
南
か
ら
北
へ
、
互
に
歩
み
を
進
め
る
よ
う
に
建
て
ら
れ

て
い
っ
た
順
列
板
碑
は
、
そ
の
ま
ま
開
拓
の
軌
跡
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
し
か
も

そ
の
事
業
は
ほ
ぼ
鎌
倉
期
を
も
っ
て
そ
の
役
目
の
大
略
を
終
了
し
た
。

建
治
以
来
共
有
の
施
策
の
も
と
に
、
一
貫
し
て
実
施
し
て
き
た
開
拓
事
業
に
よ
る

成
果
は
、
当
然
桃
生
山
内
氏

一
族
の
所
領
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
時

の
桃
生
郡
全
域
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
み
る
限
り
大
き
な
他
族
の
侵
入
は

な
か
っ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
開
拓
終
了
の
時
期
を
も
っ
て
、
桃
生
郡
の

所
領
の
配
分
の
基
礎
は
ほ
ぼ
完
了
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
如
来
か
ら
樫
崎
へ
移
っ

た
の
は
こ
の
時
期
で
あ
り
、
開
拓
か
ら
充
実
へ
の
新
た
な
時
代
へ
の
展
開
を
意
味
す

る
も
の
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
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時
宗
は
一
遍
上
人
を
開
祖
と
し
、

一
心
に
念
仏
を
唱
え
ひ

た
す
ら
阿
弥
陀
仏
に
帰
依
す
る
絶
対
他
力
の
信
仰
で
あ
る
。

時
宗
板
碑
に
は
大
き
な
特
色
が
あ
る
。
主
題
と
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
名
号

を
掲
げ
る
が
、
こ
れ
に
は
楷
書
と
草
書
の

二
体
が
あ
り
、
特
に
草
書
体
は
独
特
の
く

ず
し
を
用
い
、
ま
た
法
名
は
□
阿
弥
陀
仏
（
略
し
て
□
阿
）
、
女
性
は
ロ

―
房
ま
た

は
口
仏
房
な
ど
独
特
で
、
一
見
し
て
時
宗
と
認
知
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

桃
生
町
の
時
宗
板
碑
（
資

•
3
2
)は
永
井

•

台
（
高
橋
一
雄
氏
）
を
中
心
に
、
糠

塚
（
高
橋
諫
氏
）
・
仁
田
森
旧
墓
地
・
妙
円
寺
・
坪
田
そ
し
て
近
接
す
る
津
山
町
柳

津

・
堂
前
な
ど
に
、
有
紀
年
―
―
―
基
、
無
紀
年
九
基
が
あ
る
。

当
地
方
の
時
宗
板
碑
の
出
例
は
少
な
く
、
石
巻
市
鹿
妻
・
専
称
寺
跡
に
四
七
基

（
元
弘
元
年

・
一
三
三

―
I

文
亀
元
年

・
一
五
0
-
）
ほ
か
河
北
町
な
ど
に
散
在
す

る
数
基
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。

時

宗

種

子

板

碑

四、

板

碑
永
井
の
板
碑永

井
の
種
子
板
碑

（
資
•
3
1)
は
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し

て
は
、
唯

一
、
台
・
時
宗
板
碑
と
混
在
す
る
若
干
の
み
で
、

そ
の
他
は
一
、
二
基
ず
つ
広
い
範
囲
に
散
在
し
、
群
と
す
る
に
至
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
う
ち
最
も
早
い
建
治
二
年
碑
は
先
述
の
と
お
り
鹿
又
•
光
明
寺
同
年
碑

と
対
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
順
列
板
碑
と
し
て
八
雲
神
社
・
正
和
―

一年、

台
・
元
亨
四
年
は
そ
れ
ぞ
れ
地
域
の
最
古
に
当
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
時
宗
板
碑
と
混
在
す
る
種
子
板
碑
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
と
お
り
時
宗
板
碑

の
間
隙
に
当
っ
て
建
立
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（資 ・31)永井種子板碑

紀 年 西紀 種 子 （干支）｛怜 願 文（要約） 所在地

建治 2.11. 7 1276 ウ ン （大文丙子） 永井八幡

（芙 丑 ） 奉造立所者為大全聖霊三十五日 八 雲 神社

正和 2.2. 21 1313 線刻五輪塔 若有善男子

キャラカバア 頼以此功徳

元亨 4.2 .19 1324 キリーク 訊ク （甲 子 ）

正中 3. 12.10 1326 （欠） 諸行無常 為覚性聖霊往生極楽 ムロ

康暦 3.2. 8 1381 ケ （丙 寅） 岩 ノ 沢

永徳 2.ロニニ］ 1382 （欠） 台

応永 4.4 .10 1397 サ 知性禅門百ケ日 観 音 下

,, 18. 2 . 17 1411 バーンク 0 十 二 仏 逆修善根性幸敬白 観 音 下

// 25. 2 . 日 1418 キリ ー ク 岩 ノ 沢

,, 26. I I 1419 バイ 、キリーク 妙玄禅尼 台

永享 7.12.23 1435 ／ゞ イ 二 性明大姉四十九日造立 岩 ノ 沢

文安 5.12. 10 1448 力 法性善門故 ムロ

明応10.3 .25 1501 （不明）辛酉 五 輪種子 奉潔山清公禅定門廿一年 永井、仁門□
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（資 ・32)時宗板碑群

紀 年 西紀 種 子 干支 （褐） 頼文要約 所在地

元徳 2.11.20 1330 （欠） 庚申 右志者為見阿過去往生極楽 妙円寺

,, 2 . し二］ ,, ク 二二］乃至法界平ホ利益 ムロ

// 3 . 2 . 日 1331 名号 辛未 為空阿百ヶ日忌欧 /,, 

康永 3.9 .18 1344 ，，， 甲申 為悲母聖霊三十三年 糠 塚

貞治 5. 12. 10 1366 // 丙午 師阿弥陀仏一周忌 仁田森

,, 6 . 正.20 1367 ，，， 為神一房一周忌 台

,,, 7. 4 .o 1368 /,, 名阿弥陀仏七年 台

応安元.9. 1 1368 ，，， 重阿弥陀仏第三年 仁田 森

,, 2. 8. 4 1369 ，， 為相当心阿三十三年 台

至徳 3.2 .11 1386 ，， 成阿弥陀仏 ,, 

応安 2.12. 9 1369 ,, 過去幽儀七々日 仁田 森

応永 5.□二］ 1398 ，， 戌寅 為十七年 ，， 

永享 3.8. 20 1431 ，，， 肌仏坊 ム口

ク 6.5. 日 1434 // 妙仏 ク

嘉吉 3.9. 21 1443 ケ 平ー坊第三年 ク

文明 2. 12. 25 1470 // 乃弥陀仏廿一年 /,, 

,,, 5. 8. 6 1473 ,, 酉阿弥陀仏第三年 ，，， 

,, 8.2.5 1476 ,, 道阿弥陀仏 ，，， 

宗
以
前

永
井

•

台
に
お
け
る
時
宗
板
碑
の
最
も
早
い
の
は
元
徳
一

―

板

碑

年
(
-
三
三
O
)
、
し
か
し
そ
れ
よ
り
早
く
、
す
で

に
同
地

に
は
種
子
に
よ
る
阿
弥
陀
三
尊
碑
（
元
亨
四
年
・

ニ
―――

一四
）
が
あ
っ
た
（
順
列
板

卑
）。
T
 さ

ら
に
柳
津

・
堂
前
に
は
弥
陀
三
尊
来
迎
像
碑
（
元
亨
二
年

・
一
三
ニ
ニ
・
う
す

肉
彫
）
が
あ
る
。
こ
の
時
期
堂
前
も
桃
生
郡
に
含
ま
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
当
然
時
宗
板
碑
の
先
駆
を
な
す
も
の
と
い
え
る
。
つ
ま
り
時
宗
板
碑
が
建
つ
前

に
、
こ
こ
に
は
す
で
に
浄
土
門
阿
弥
陀
偏
仰
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
目
を
転
ず
る
と
牛
田
・
如
来
舘
に
は
、
弘
安
九
年
(
―二
八
六
）
・
正
応

三
年
（

一―

―九

0
)
の
弥
陀
種
子
三
尊
塔
、
正
応
四
年
・
永
仁
三
年
（
一
―
―
九
五
）

の
弥
陀
種
子
一
尊
塔
、
そ
し
て
応
長
二
年
(
-
三
―
二

）
線
刻
弥
陀
三
尊
来
迎
像
塔

の
建
立
が
み
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
こ
の
よ
う
に
、
板
碑
に
弥
陀
信
仰
を
表
示
す
る
傾
向
は
す
で
に
武
蔵
板

碑
の
特
徴
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
信
仰
形
態
が
当
地
方
の
初
期
板
碑
に
影
響

を
与
え
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
、
そ
れ
も
や
が
て
正
応
代
(
―
二
九

0
こ
ろ
）
に
入

る
と
俄
然
ア
・
バ
ン
な
ど
台
密
系
種
子
の
氾
濫
に
と
っ
て
代
る
（

『歴
史
考
古
学
]

の時

津
山
町
柳
津
堂
前

阿
弥
陀
三
尊
線
刻
図
像
元
享
二
年
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る と種

の゚子

混板

在碑

や
が

畠

3
2
．
勝
倉
）
。

こ
の
こ
と
は
如
来
で
も
、
応
長
一

一年
（

ニ
―-
．． 

一
）
弥
陀
三
怜
像
の
造
立
と
同
じ

年、

一
方
で
ア
種
子
の
出
現
を
み
る
。
念
仏
か
ら
密
教
念
仏
へ
急
転
直
下
の
切
り
替

え
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
如
来
に
は
じ
ま
っ
た
弥
陀
儒
仰
が
、
永
井
•
台
へ
受
け
継
が
れ

、

て
時
宗
の
教
化
を
呼
び
入
れ
る
に
至
っ
た
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
時
宗
板
碑
は
種
子
板
碑
と
混
在
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
を
対
比
し
て
表
示
し
た
の
が
（
資

•

3
3
)で
あ

す
な
わ
ち
、
時
宗
板
碑
は
必
ず
し
も
連
綿
す
る
も
の
で
は
な
く
、
組
別
で
み
る
よ

う
に
造
立

•

空
白
期
を
繰
り
返
し
、
そ
の
空
白
期
の
間
隙
を
埋
め
る
よ
う
に
種
子
板

碑
が
散
立
す
る
。

こ
の
状
況
か
ら
空
白
期
は
時
宗
僧
（
聖
）
の
不
在
を
示
し
、
そ
の
間
一
時
的
に
密

教
僧
（
修
験
）
等
に
よ
る
供
養
が
な
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
の

地
に
寺
が
あ
っ
た
と
は
お
も
わ
れ
ず
、
法
要
な
ど
は
堂
宇
（
堂
前
の
阿
弥
陀
棠
な
ど
）

ま
た
は
道
場
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
の
道
場
の
存
在
を
お
も
わ
せ
る

言
葉
と
し
て
、
「
ド
ジ
ョ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
屋
敷
名
の
伝
承
が
あ
る
。
そ
の
場
所
は

字
糠
塚
の
地
内
で
、
台
と
は
小
丘
を
一
っ
距
つ
立
地
で
あ
る
が
、
時
宗
関
連
と
み
て

大
過
な
い
だ
ろ
う
。

混
在
す
る
種
子
板
碑
の
最
古
で
あ
る
元
亨
四
年
(
-
三
―

四
）
碑
の
被
葬
者
は
覚

性
で
あ
る
。
こ
の
（
法
名
）
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
小
塚
（
嫡
流
系
）
の
円
性

（
元
亨
―
一年
・

一
三
二
二
）
、
性
円
（
嘉
暦
二
年
・

ニ
―――

一七
）
と
「
性
」
を
通
字
と

す
る
こ
と
で
一
致
し
、
し
か
も
年
代
的
に
も
近
い
。
さ
ら
に
同
碑
が
順
列
す
る
板
碑

の

―
つ
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
と
併
わ
せ
て
、
覚
性
は
如
来
系
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
人
物

が
比
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
覚
性
は
如
来
系
か
ら
分
れ
て
台
に
独
立
し
、
念
仏
信
仰
を
つ
づ
け
て
い
た

が
や
が
て
子
孫
の
代
に
至
り
時
宗
の
洗
礼
を
受
け
、
同
板
碑
の
造
立
に
切
り
替
わ
っ

（資 ・33) 永井、 台、時宗板碑、種子板碑、対比表

時 宗 板 碑 種 子 板 碑

組 No. 摘 要 紀 年 西紀 西紀 紀 年 摘 要 種 子 ¥Jc,. 

1324 元亨 4. 2 . 19 為覚性 キリーク、サ、サク 1 

A j 
1 見 阿 元徳 2.11.20 1330 
2 元徳 2. 1330 
3 空阿百ヶ日 元徳 3.2. 日 1331 
4 空阿七年 延元元年（力） 1336 
5 悲母 二十三年 康永 3.9 .18 1344 

6 
I 

7 帥阿 一 周忌 貞治 5. 12. 10 1366 

B 8 神一房一周 忌 // 6. 正.20 1367 ， 名阿七年 ヶ 7.4. — 1368 
10 重阿 3 年 応安元.9. 1 1368 
11 心阿 33 年 // 2.8.4 1369 
12 成 阿 至徳 3.2 .11 1386 1381 康暦 3. 2 . 3 
13 過去幽儀 応安 2.12. 9 1369 1382 永徳 2. 4 

C t 
14 為 7 年 ク 5. 1398 

1419 応永26. 妙口禅尼 ハイ、キリーク 5 

D l △ 15 勝阿 7 年 応永32.6. 24 1425 
1424 ,,, 31. 明金禅尼 バーンク 6 

16 朋 仏 房 永享 3.8. 20 1431 
17 妙仏 13 年 ,, 6. 5. 日 1434 
18 平 一 房 3年 嘉吉 3.9. 21 1443 

E { 
19 乃阿 21 年 文明 2. 12. 25 1470 1448 文安 5.12.10 法 正 禅 門 力 7 

20 西阿 3 年 ヶ 5.9. 1 1473 I 
21 道阿 33 年 ,, 8. 2. 日 1476 

1501 明応10.3.25 雲山清公21年 不 咀Is ! 
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又

系

と

桃
生
町
神
取
・
曹
洞
宗
竹
峯
山
林

対

応

昌
院
は
鹿
又
・
光
明
寺
の
西
北
約
八

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
北
上
川
を
越
え
た
神
取
山
の
西
麓
に
在
る
。

両
者
の
間
に
は
平
坦
な
沖
積
耕
土
に
よ
る
び
よ
う
び
よ
う
た

る
水
田
が
広
が
る
。

林
昌
院
群
と
す
る
板
碑
は
現
在
神
取
山
中
段
の
同
院
墓
地

と
、
同
山
附
近
か
ら
移
立
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
も
の
が
、
給

人
町
吹
上
墓
地
に
建
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
板
碑
は
、

通
常
の
生
活
地
盤
か
ら

一
段
と
高
い
、
洪
水
に
際
し
て
も
安

全
な
位
置
に
建
立
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
も
の

で
あ
る
。

林
昌
院
群
の
文
保
二
年
(
-
三
一
八
）
―

-基
と
元
亨
―

一年

（
一
三
―
――-
）
碑
は
、
鹿
又

•

光
明
寺
系
前
期
空
白
期
（
ニ

八
年
間
）
に
、
文
和
四
年
（
力
）
（
一
三
五
五
）
と
康
安
二

年
(
-
三
六
二）

の
二
基
は
、
同
じ
く
中
期
空
白
期
(
-
―六

年
間
）
に
ピ
タ
リ
と
対
応
す
る
。

ま
た
林
昌
院
板
碑
群
は
順
列
板
碑
と
し
て
南
系
に
属
し
、

吉
野
に
次
ぐ
位
置
を
占
め
る
（
資

•

3
4
)

の鹿

五、

た
と
み
る
も
の
で
あ
る
。

永
井

•

台
へ
の
造
立
開
始
（
元
亨
四
年

．
―
-三

一四
）
は
如
来
前
期
造
立
終
結

（
嘉
冗
三
年
・

一
三
二
八
）
よ
り
四
年
早
く
、
樫
崎
（
初
発
康
永
□
年

・
ニ
ニ
四
ニ
ー

四
五
）
よ
り
約
二
0
年
早
い

。
お
そ
ら
く
如
来
系
か
ら
の
最
初
の
分
家
独
立
で
、
そ

の
後
延
々
と
、
永
正
合
戦
直
前
（
明
応
一

0
年

・
一
五

O
I

)

ま
で
約
一
七

0
年
間

つ
づ
く
。

林
昌
院
板
碑
群

新墾神社板碑と近世塔

（資 ・34)林昌院板碑群

紀 年 世紀 種 子 偲 頴 文 所在地

文保 2.1. ロ 1318 ア 過去幽儀四十九日也 新墾神社

,, 2 . 6. 25 ,, キリーク 慈父聖霊第三年 林 昌 院

元亨 2.こ二 1322 ァ0、 （花瓶厨子型） 新墾神杜

文和 4.(力） 1355 カーン ［二禅門 林昌院

康安 2.4 .19 1362 キリーク 十方三世仏 逆修善根 ケ
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嫡

流

系

と

の

結

び

つ

き

こ
れ
ら
が
鹿
又
嫡
流
と
結
び
つ
く
こ
と
を
示
す
証
左
と
し

て
以
下
を
挙
げ
る
。

1
、
板
碑
の
荘
厳
性

林
昌
院
群
に
あ
る
鎌
倉
期
の
三
基
は
、
何
れ
も
時
代
の
特
徴
を
発
揮
し
権
威
を
表

出
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
③
、
元
亨
―
一年
碑
は
下
方
を
欠
失
し
て
い
る
が
、
そ

の
荘
厳
性
は
突
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
意
匠
は
極
め
て
丁
重
且
つ
希
少
を
極
め
る
も
の
で
、
線
刻
で
厨
子
型
を
つ
く

り
中
に
一
―
重
月
輪
放
射
光
つ
き
ア
（
胎
蔵
界
大
日
如
来
）
種
子
、
蓮
座
に
花
瓶
一
対

を
供
え
る
。
こ
の
荘
厳
は
近
隣
に
例
を
み
な
い
超
一
流
の
豪
華
さ
で
あ
る
。

2
、
共
通
す
る
特
異
種
子
の
使
用

光
明
寺
系
と
の
関
連
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
共
通
す
る
特
異
種
子
の
使
用
が

あ
げ
ら
れ
る
。

特
異
種
子
に
つ
い
て
は
『
桃
生
町
史
』
巻
五
に
詳
述
し
て
い
る
の
で
、

似
点
に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
と
、

簡
単
に
相

種
子
（
鹿
又
•
正
応
三
年
・
一
二
九
〇
)

（
林
昌
院
・
無
紀
年
）

命
種
子

（鹿
又
・
文
保
三
年

・
一
三一

九
。
但
し
、
道
的
系
の
た
め
参
考

と
す
る
）

（
林
昌
院
・
無
紀
年
。
但
し
、
さ
ら
に
修
行
点
を
附
加
す
る
が
同
義
と
す

る）

こ
の
よ
う
に
使
用
例
の
極
め
て
稀
な
特
異
種
子
が
鹿
又
と
林
昌
院
に
揃
っ
て
建
立

さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
両
者
の
格
別
な
関
連
が
示
唆
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

3
、
明
王
種
子
の
多
用

明
王
種
子
（
カ
ー
ン
マ
ン
不
動
明
王
、
ウ
ー
ン
大
威
徳
明
王
な
と
）
の
使
用
は
特

に
記
す
に
は
当
た
ら
な
い
が
、
そ
の
多
用
と
な
る
と
一
考
す
る
要
が
あ
ろ
う
。

次
表
（
資

•
3
5
)は
鎌
倉
期
に
お
け
る
鹿
又
お
よ
び
そ
の
近
辺
（
そ
の
系
列
に
）

と
林
昌
院
群
の
明
王
種
子
の
出
現
状
況
を
比
較
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
先
ず
ウ
ン

（
ウ
ー
ン
）
に
は
じ
ま
り
、
次
に
カ
ー
ン
マ
ン
に
転
じ
て
い
く
様
子
が
わ
か
り
、
特

異
種
子
委
の
使
用
も
あ
る
い
は
こ
の
思
想
の
延
長
上
に
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
も
出

来
る
。こ

れ
ら
を
こ
の
時
期
の

造
立
思
想
の
傾
向
と
み
る

と
き
、
こ
の
影
響
下
に
あ

る
地
域
は
同
系
列
下
に
あ

る
と
み
な
し
て
支
障
な
い

も
の
と
い
え
る
。

要
す
る
に
林
昌
院
郡
の

文
保
二
年
―

―基
と
元
享
―
―

年
碑
は
、
そ
の
造
立
タ
イ

ミ
ン
グ
、
造
立
場
所
、
荘

厳
性
、
そ
し
て
種
子
の
偏

向
性
な
ど
を
考
合
す
る
と

き
、
鹿
又
嫡
流
系
が
水
害

に
よ
り
本
来
の
同
氏
墓
地

へ
の
造
立
不
能
と
な
り
、

そ
の
た
め
に

一
時
的
避
難

の
処
置
と
し
て
建
立
さ
れ

た
板
碑
と
の
解
釈
を
可
能

と
す
る
も
の
で
違
和
感
も

な
く
、
ま
た
他
地
区
に
こ

（資 ・35)明王種子の多用

光明寺系 林昌院群

紀年 西 紀 所在地 紀年 所在地

ウー ン 弘安 8.7. 21 1285 光明寺

特異種子 正応 3.12. 日 1290 矢袋屋敷 無紀年 林昌院

ウー ン ヶ 4.7. 日 1291 光明寺

カーンマン 永仁元I I 1293 ,, 無紀年（鎌倉期） 神取山

ク 正安 3.11.16 1301 鶴 家

ウー ン 嘉元 2.11. ロ 1304 小船越

カーンマン ,, 4.2.D 1306 光明寺

237 



八
幡
山
の
頂
上
、
神
社
近
く
に
順
列

板
碑
に
該
当
す
る
弘
安
九
年
（
一
―

一八

六
）
碑
が
あ
り
、
ほ
か
境
内
に

一
基、

神
社
北
麓
に

一
基
が
あ
る
（
資
•
3
6
)
。

こ
の
順
列
板
碑
は
如
来
に
お
け
る
蓮

阿
弥
陀
仏
碑
と
同
年
の
造
立
で
あ
る
。

蓮
阿
弥
陀
仏
碑
に
つ
い
て
は
如
来
へ
人

城
後
最
初
の
造
塔
と
の
見
解
を
前
章
で

述
べ
た
が
、
そ
の
同
じ
年
に
八
幡
山
に

も
造
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
蓮
阿

弥
陀
仏
を
鼻
祖
経
俊
と
解
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
八
幡
山
の
こ
の
塔
は
如
来
へ

移
転
後
最
初
の
死
者
（
造
塔
）
供
養
塔

に
当
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
白
＂

と
い
う
格
式
あ
る
法
名
、
板
碑
の
様
式

か
ら
舘
王
と
の
見
方
も
可
能
で
あ
り
ま

た
矢
袋
屋
敷
か
ら
小
塚
へ
移
っ
た
先
例

が
示
す
よ
う
に
先
の
舘
主
が
死
亡
し
た

の
を
機
と
し
て
居
住
を
合
戦
ヶ
谷
か
ら

如
来
へ
移
し
た
と
の
考
え
も
否
定
し
難

い
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
期
に

如
来
へ
来
て
住
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
重

ね
て
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

六、

（資 ・36) 八幡山 板碑群

No. 紀 年 西紀 種子 （｛局）頴 文 摘要 所在地

1 弘安 9.I I 1286 （欠） 右志者一白聖霊 連 座 八幡山

2 延慶 2.10. 20 1309 （欠） ニ母三十五日 往生極楽故也 界線アリ J¥肌斎ネ車ネ士

3 応永 3.3. 日 1396 Jゞ ン （応無所住）為長元禅師 八幡山

桃
生
・
寺
崎
八
幡
山
の
板
碑
に
つ
い
て

れ
と
競
合
す
る
造
立
も
見
当
た
ら
な
い
。

（註）他に無紀年 3基《内 2基は推定鎌倉期》

終
章
に
当
り
こ
れ
ま
で
の
論
旨
を
整
理
し
読
者
の
理
解
の
便
と
な
る
こ
と
を
願
っ

て
基
調
と
な
る
項
目
（
鹿
又
•
如
来
系
の
世
代
、
そ
の
居
舘
な
ど
）
に
つ
い
て
要
結

を
記
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
説
明
の
都
合
上
一
部
重
複
す
る
部
分
の
あ
る
こ
と
を
御

了
承
頻
い
た
い

。

1
、
平
泉
合
戦

（
文
治
五
年
）
の
戦
功
と
し
て
、
桃
生
郡
を
拝
領
し
た
の
は
山
内

首
藤
経
俊
で
あ
る
。

（
『
吾
妻
鑑
』

•
弘
安
九
年
板
碑
（
蓮
阿
弥
陀
仏
）

『山

2
、
そ
れ
は
他
の
所
領
と
と
も
に
重
俊
に
譲
ら
れ
た
（
『
山
内
首
藤
家
文
書
』
に

よ
る
推
考
）

3
、
重
俊
は
桃
生
郡
の
一
部

（
『
山
内
首
藤
家
文
書
』
）

七、

要

結

（
吉
野
村
）

「
塩
釜
山
内
系
譜
」

〇
桃
生
山
内
氏
世
代
に
つ
い
て

を
長
男
俊
業
の
子
時
業
に
譲
っ
た

4
、
吉
野
村
一
分
地
頭
職
は
、
時
業
I

尼
い
く
わ
ん
ー
時
通
ー
通
忠
へ
と
順
次
譲

ら
れ
、
通
忠
の
備
後
系
復
帰
に
伴
な
い
備
後
系
に
吸
収
さ
れ
た

（
『
山
内
首
藤
家
文
書
』
）

5
、
重
俊
の
第
三
子
と
し
て
経
通
（
中
務
三
郎
）
が
い
た
。
（
『
吾
妻
鑑
」

内
首
藤
家
文
書
』
）

6
、
経
通
は
文
永
九
年
(
―

二
七
二
）
高
泉
相
模
守
と
と
も
に
国
分
領
境
相
論
の
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11
、
イ
、
七
尾
へ
移
転

ロ
、
頼
通
以
前
不
明

7
、
そ
れ
は
高
泉
氏
と
同
様
、
地
方
に
在
住
す
る
故
の
任
命
で
あ
っ
た
と
考
え
る

（
「
塩
釜
山
内
系
譜
」
・
文
永
五
年
板
碑
）

8

、
経
通
は
水
井
・
七
尾
•
鹿
又
と
転
住
し
た
と
お
も
わ
れ
る
（
建
治

二
年
板
碑

―
―基

・
文
永
五
年
碑
の
成
仏
に
当
た
る
か
）

9
、
経
通
以
降
頼
通
の
間
名
諒
不
明
（
「
塩
釜
山
内
系
譜
」
に
よ
る
歴
代
は
疑
間
）。

そ
の
間
板
碑
に
よ
る
次
の
関
係
事
禎
が
認
め
ら
れ
る

イ
、
大
夫
を
称
す
る
当
主
が
い
た
。
鹿
又
嫡
流
当
主
と
考
え
ら
れ
る
。
妻
女

は
安
陪
氏
女
法
忍
房
か
。

ロ
、
矢
袋
屋
敷
に
盛
土
墓
構
を
つ
く
る

ハ
、
墓
碑
の
最
古
は
大
夫
の
父
と
お
も
わ
れ
る

（
力
）

二
、
そ
の
子
（
大
夫
太
郎
）
は
藤
原
氏
女
（
留
守
氏
か
）
と
結
婚
、
父
よ
り

も
早
く
死
亡
。
鹿
又
出
水
の
た
め
岩
崎
前
に
葬
ら
れ
た

ホ
、
矢
袋
屋
敷
墓
地
に
は
大
夫
二
郎
・
六
郎
と
藤
原
氏
女
逆
修
碑
が
建
つ

へ
、
鹿
又
洪
水
の
た
め
避
難
、
板
碑
も
丘
陵
地
へ
建
て
ら
れ
た
（
大
夫
太
郎
・

安
陪
氏
女
法
忍
房
・
乙
鶴
御
前
）

10
、
イ
、
鹿
又
か
ら
小
塚
へ
移
転
、
こ
こ
に

一
族
の
た
め
の
墓
域
を
整
備
し
た
。

ロ
、
そ
れ
が
鹿
又
と
同
様
式
の
盛
土
墓
構
で
あ
り
先
ず
円
性
（
大
夫
太
郎
か
）

を
祀
っ
た
こ
と
は
矢
袋
屋
敷
の
旧
習
に
な
ら
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ハ
、
皿
貝
へ
法
性
供
養
塔
を
建
て
る
（
板
碑
）

二
、
洪
水
に
見
舞
わ
る
。
（
板
碑
）

実
検
使
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
（
『
秋
田
家
蔵
文
書
』

ハ
、
頻
通
は
天
兄
寺
聞
山
に
貢
献
し
た
（
天
星
守
関
係
文
書
）

認
、
イ
、
義
通
は
七
尾
城
西
舘
へ
修
善
棠
を
つ
く
る

ロ
、
父
頼
通
の
十
七
回
忌
法
要
を
催
す
（
文
亀
元
年
・
一
五

0
I

)
 

ハ
、
修
善
堂
落
慶
を
修
す
（
文
亀
二
年
）

（
以
上
•
塩
釜
首
藤
系
譜
）

認
、
イ
、

貞
通
、
葛
西
宗
清
と
争
う
（
永
正
合
戦
一
次
•
永
正
八
年
・
一
五

―
-
）

ロ
、
同
合
戦
に
敗
れ
桃
生
の
内
十
郷
を
割
き
降
る
。

ハ
、
貞
通
、
跡
を
千
代
若
へ
譲
り
薙
髪
し
て
高
野
山
へ
去
る

二
、
貞
通
弟
義
利
も
共
に
退
散
（
以
上
•
塩
釜

首
藤
系
譜
）

1
4
、
イ
・
知
貞
（
千
代
若
丸
）
は
、
叔
父
清
通
（
江
田
七
郎
）
ら
の
進
言
を
入
れ

再
び
葛
西
氏
と
争
う
（
永
正
合
戦
二
次
•
一
五
一
二
）

ロ
、
知
貞
ら
敗
れ
相
馬
へ
落
ち
る
（
異
説
あ
り
）
（
以
上
•
塩
釜
首
藤
系
譜
）

15
、
永
正
合
戦
三
次
に
つ
い
て

イ
、
塩
釜
首
藤
系
譜
「
永
正
十
二
年
(
-
五

一
五
）
宗
清
の
急
襲
に
よ
り
知

貞
敗
走
」
と
あ
る
。

ロ
、
し
か
し

『伊
逹
正
統
世
次
考
』
で
は
こ
れ
を
認
め
ず
二
次
戦
を
も
っ
て

終
結
と
す
る
。

16
、
永
正
合
戦
以
後
（
力
）
樫
崎
系
（
如
来
系
・
桃
生
山
内
氏
庶
流
）
は
葛
西
氏

に
よ
り
大
籠
へ
移
封
さ
れ
た
。
（
『岩
手
中
世
文
書
』
政
信
黒
印
状
。
大
籠
首

藤
氏
系
図
）
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1
、
経
通
に
は
一
一
人
の
男
子
が
あ
り
、
長
男
成
通
（
塩
釜
首
藤
系
譜
）
は
宗
家
を

継
ぎ
、

二
男
貞
通
は
の
ち
の
大
籠
首
藤
氏
の
初
祖
（
大
籠
首
藤
氏
系
図
）
す

な
わ
ち
如
来
系
へ
と
分
か
れ
た
と
考
え
る
。

2

、
鹿
又
•
光
明
寺
と
永
井
に
建
つ
一

―基
の
建
治

一
一
年
碑
の
分
析
か
ら
、
造
立
者

は
両
所
を
統
轄
所
領
す
る
人
物
す
な
わ
ち
惣
地
頭
職
が
推
定
さ
れ
る

3
、
さ
ら
に
こ
の
碑
の
被
葬
者
は
経
通
に
比
定
さ
れ
、
そ
の
こ
と
か
ら
鹿
又
（
光

明
寺
系
）
嫡
流
、
永
井
（
如
来
系
）
庶
流
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。

4
、
順
列
板
碑
か
ら
想
定
す
る
と
桃
生
郡
（
当
時
）
は
南
系
・
北
系
に
分
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の

一
っ
南
系
は
鹿
又
•
光
明
寺
系
で
北
系
は
牛
田
・
如
来
系

で
あ
る
。

5
、
如
来
系
は
如
来
へ
移
っ
て
ま
っ
先
に
（
順
列
板
碑
を
除
く
）
舘
内
に
蓮
阿
弥

陀
仏
（
経
俊
の
法
名
•
塩
釜
首
藤
系
譜
）
の
供
養
塔
を
建
て
た

。

こ
れ
は
開

祖
と
し
て
の
経
俊
を
先
ず
祀
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
裔
で
あ
る
こ
と
を

立
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

6
、
如
来
系
は
樫
崎
へ
移
り
樫
崎
城

（
合
戦
崎
城
）
を
築
い
た
。
そ
の
時
期
は
嫡

流
の
七
尾
入
城
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
追

波
川
・
北
上
川
の
領
内
の
通
航
権
を
確
保
し
た
。

7
、
永
正
合
戦
の
本
城
は
七
尾
城
で
合
戦
崎
（
樫
崎
）
城
は
副
城
の
役
割
を
果
た

し
た
。
す
な
わ
ち
嫡
流
・
庶
流
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

0
鹿
又
•
光
明
寺
系
と
如
来
系
の
成
立

1
、
塩
釜
系
譜
に
よ
れ
ば
、
経
通
は
先
ず
永
井
に
住
み
、
の
ち
七
尾
へ
移

っ
た
と

あ
る
。
永
井
の
建
治
一
一
年
塔
は
そ
の
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
の
造
塔
で
あ
っ
た

も
の
か

2
、
経
通
は
永
井
か
ら
七
尾
城
へ
移
っ
た
と
す
る
。
当
時
城
郭
を
成
し
て
い
た
か

〇
居
舘
に
つ
い
て
（
一
部
想
定
）

8
、
七
尾
で
敗
退
し
た
嫡
流
の
曽
つ
て
の
本
拠
を
逆
に
た
ど
る
と
、
七
尾
ー
小
塚
I

光
明
寺
と
な
り
、
光
明
寺
系
が
嫡
流
で
あ
る
証
左
と
な
る
。

9
、
イ
、
光
明
寺
系
（
矢
袋
屋
敷
墓
地
）
に
は
大
夫
を
称
し
た
人
物
が
居
た

ロ
、
大
夫
は
盛
士
墓
構
を
築
き
先
ず
父
を
祀
っ
た

ハ
、
さ
ら
に
家
族
を
葬
っ
た
（
大
夫
―

一郎
・
六
郎
•
藤
原
氏
女
逆
修
塔
《
太
郎
の

妻
か
》
）

二
、
安
陪
氏
女
法
忍
房
は
大
夫
の
妻
か

ホ
、
大
夫
太
郎
の
碑
は
洪
水
の
た
め
河
北
町
岩
崎
前
に
建
つ

へ
、
矢
袋
屋
敷
系
は
全
て
俗
名
を
も
っ
て
葬
ら
れ
て
い
る

ト
、
武
蔵
型
線
刻
板
碑
の
造
立
が
は
じ
め
て
出
現
す
る
。

10
、
光
明
寺
系
は
当
主
交
代
に
伴
な
い
小
塚
へ
移
転
し
た
。
そ
の
証
左
と
し
て

イ
、
先
代
と
同
じ
く
盛
士
墓
構
を
つ
く
り
父
（
力
）
円
性
を
祀

っ
た

ロ
、
武
蔵
型
線
刻
板
碑
の
連
用
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
光
明
寺
系
以
外
の
地
に
は
建

た
な
い
。
矢
袋
屋
敷
形
式
の
踏
襲
と
考
え
ら
れ
る
。

11
、
樫
崎
系
（
如
来
系
）
は
永
正
合
戦
後
（
力
）
、
葛
西
氏
に
よ
り
大
籠
へ
移
封

さ
れ
憫
屋
職
に
就
き
、
大
籠
首
藤
氏
の
祖
と
な
っ
た
（
大
籠
首
藤
氏
系
図
）
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は
疑
問
で
あ
る
が
同
所
・
杉
に
あ
る
文
永
五
年
碑
は
お
そ
ら
く
経
通
に
よ
る

桃
生
最
初
の
建
塔
で
、
孝
子
成
仏
は
経
通
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

3
、
七
尾
か
ら
ほ
ど
な
く
鹿
又
へ
移
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
光
明
寺
お
よ
び

永
井
の
建
治
二
年
碑
の
二
基
は
年
代
か
ら
推
し
て
経
通
に
対
す
る
供
養
塔
の

公
算
が
大
き
い
。

4
、
鹿
又
へ
移
り
経
通
が
亡
く
な
っ
た
時
点
で
牛
田
の
如
来
系
が
分
立
し
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
。

5
、
鹿
又
系
は
矢
袋
屋
敷
に
墓
地
を
設
定
し
た
。
し
か
し
洪
水
の
た
め
度
々
造
立

不
能
と
な
り
、
山
陵
部
に
代
替
地
を
求
め
た
。

6
、
嫡
流
は
鹿
又
か
ら
小
塚
へ
移
っ
た
。
こ
こ
で
も
ま
た
水
害
に
災
い
さ
れ
て
七

尾
へ
退
去
し
た
。
こ
れ
よ
り
さ
き
皿
貝
ヘ
一
碑
を
建
立
し
て
い
る
こ
と
は
、

鹿
又
な
ど
の
失
地
の
代
替
と
し
て
、
皿
貝
の
鉱
業
に
転
換
を
示
し
た
証
左
か

も
知
れ
な
い
。

7
、
七
尾
城
は
桃
生
山
内
首
藤
氏
に
と
っ
て
始
め
て
の
本
格
的
な
山
城
で
あ
る
。

こ
の
立
地
そ
し
て
入
城
時
期
と
も
に
樫
崎
の
場
合
と
相
似
す
る
。
す
な
わ
ち

領
内
北
上
川
（
追
波
川
）
の
南
北
の
出
入
口
を
匝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

通
航
権
を
確
保
し
、
口
銭
を
徴
収
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

8
、
義
通
（
貞
通
の
父
）
の
代
に
舘
の

一
部
を
修
復
し
あ
る
い
は
修
善
党
を
造
る

な
ど
の
業
績
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
経
済
的
な
ゆ
と
り
を
感
じ
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
。

9
、
貞
通
の
代
に
さ
ら
に
そ
の
実
力
が
増
し
た
。
そ
の
富
の
故
に
反
葛
西
（
あ
る

※
永
正
合
戦
の
貞
通
と
は
同
名
異
人

い
は
反
伊
達
）
の
対
抗
馬
と
し
て
、
か
つ
が
れ
て
永
正
合
戦
に
突
入
し
て
い
っ

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

1
0
、
如
来
系
に
つ
い
て

イ
、
七
尾
か
ら
鹿
又
へ
移
っ
た
こ
ろ
（
経
通
死
亡
？
）
経
通
の
一
一
人
の
男
子
（
成

通

・
貞
通
）
が
そ
れ
ぞ
れ
嫡
流
と
如
来
系
に
分
か
れ
た
（
大
籠
首
藤
氏
系
図
）

ロ
、
如
来
系
は
は
じ
め
合
戦
ケ
谷
に
入
り
板
碑
（
弘
安
五
年
）
を
建
て
た
あ
と
牛

田
如
来
へ
移
っ
た
ら
し
い
。

ハ
、
如
来
へ
移
っ
た
あ
と
次
第
に
南
に
向
っ
て
開
発
を
す
す
め
、
八
幡
山
・
樫
崎

と
次
々
に
順
列
板
碑
を
建
て
た
が
そ
の
間
の
居
住
の
本
拠
は
如
来
で
あ
っ
た
。

二
、
樫
崎
へ
移
る
の
は
南
北
朝
は
じ
め
ご
ろ
、
当
主
基
通
が
南
朝
方
と
し
て
戦
死

（
大
籠
首
藤
氏
系
図
）
に
よ
る
世
代
交
代
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
か

ホ
、
内
館
入
城
は
七
尾
入
城
と
ほ
ぽ
同
時
期
で
あ
り
、
そ
の
任
務
も
同
じ
で
あ
っ

た
と
考
え
る
。

へ
、
同
じ
こ
ろ
山
田
城
も
築
か
れ
た

ト
、
内
館
城
は
永
正
合
戦
で
は
北
の
護
り
と
し
て
奮
戦
し
、
一
族
郎
党
の
多
く
が

戦
死
し
た
。

チ
、
こ
の
系
は
の
ち
（
お
そ
ら
く
永
正
合
戦
後
）
葛
西
政
信
に
よ
っ
て
磐
井
郡
大

籠
へ
封
ぜ
ら
れ
、
爛
屋
八
人
衆
の
一
人
と
し
て
活
躍
し
た
。
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―
四
九
九

永
正
1
2
•ロ
ロ

9
.
3
 

8 7 7 
．．． 

15 28 16 

永
正
8
.
8
.
4

永
正

9
.
7
.
9

天
文
5
•
□
□

8
.
1
1
 

ク

9
月
中

1
0
.
8
 

// ク

8
.
9

文
亀
冗
・

1
1
.
2
0

ク

2
.
l
.
2
0

明
応
8
.
1
0
.
6

末
水
兄
弟
、葛
西
床
清
を
殺
害
せ
ん
と
し
て
露
罰

す
る

C
)

義
通
、
父
頼
通
の

二
十
七
回
忌
を
修
す
る
。

義
通
修
善
堂
落
慶
を
修
す
る
。

宗
清
、
貞
通
を
討
っ
た
め
兵
を
畢
げ
る
。

樫
崎
城
を
攻
め
る

樫
崎
落
城

七
尾
城
攻
防
戦
を
展
開

貞
通
桃
生
の
内
十
郷
を
割
い
て
和
を
請
う

千
代
若
(
+
三
オ
）
へ
跡
を
譲
り
高
野
山
へ
去
る
。

太
水
二
年
三
月
廿
七
日

(
-
五
二

二）

貞
通
死
去
・

五
五
才

江
田
七
郎
太
田
城
な
ど
を
攻
め
と
る

（第
二
次
永

正
合
戦
）

宗
清
、
嫡
子
重
清
を
し
て
登
米
•
桃
生
を
攻
め
る

牛
田
城
落
る

葛
西
勢
樫
崎
を
攻
め
こ
れ
を
陥
す

山
内
方
敗
北
、

江
田
七
郎
ら
追
放
、
千
代
若
安
泰

宗
清
、
七
尾
城
を
急
襲
し
て
落
す
（
第
三
次
永
正

合
戦
）

知
貞
出
奔
相
馬
へ

知
貞
病
死
三
八
才
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（
嫡
流
系
）ニ

ニ

ニ

五

）

（

三

四

二

）

（

―
二
七
六
）
？
（
三
九

O
)
成

通

？

（

？

）

（

一
＿―ー
ニ
ニ
）
円
性
？
（
一
＿
―ー
ニ
七
）
（
一
四
七
六
）
（
一
五

0
五）
9

（
一
五
二
二
）
（
一
五
三
六
）

①
経
俊
ー
②
重
俊
ー
③
経
通
ー
④
大
夫
の
父
ー
⑤
大
夫
太
郎
－
⑥
大
夫
太
郎
ー
⑦
？
性
円
・
・
・
頼
通
－
義
通
－
貞
通
－
知
貞

(
-
＝
二
八
）

9

,

＇
．
法
性
ー
経
口

桃
生
山
内
氏
想
定
系
図

（
附
録
）

如
来
系

(
＿
二
八
六
）
貞
通
？
（
一
三
＿
三
）
（
一
＿
＿三
四
）

ー

＿

白

大

全

I

覚
性

A
・
嫡
流
系

1
、
④
・
「
大
夫
の
父
」
は
塩
釜
系
譜
の
成
通
か

2

、
⑥
•
小
塚
•
円
性
は
死
亡
年
か
ら
大
夫
太
郎
か
。
そ
の
場
合
⑥
•
円
性
と
法

性
は
法
名
の
通
字
、
死
亡
年
の
近
似
か
ら
兄
弟
と
も
考
え
ら
れ
る
。

3
、
法
性
と
い
う
名
が
刻
ま
れ
た
板
碑
が
皿
貝
に
建
つ
こ
と
は
中
島
・
和
泉
沢
の

線
刻
五
輪
塔
（
延
慶
四
年
・
ニ
―
―
―
-
）
と
関
連
す
る
も
の
な
の
か

4
、
法
性
の
孝
子
経
口
は
そ
の
通
字
「
経
」
か
ら
み
て
桃
生
山
内
嫡
流
系
の
も
の

ヵ

5
、
⑦
・
性
円
は
円
性
の
子
か

6
、
性
円
以
下
頼
通
ま
で
数
代
（
約

一
五
0
年
）
名
諒
不
明
だ
が
継
続
は
し
て
い

た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

7
、
頼
通
以
下
に
つ
い
て
は
塩
釜
系
譜
の
と
お
り
（
該
当
板
碑
不
明
）

（註）本
系
図
は
「
山
内
首
藤
家
文
書
」
「
塩
釜
大
籠
首
藤
氏
系
譜
」
を
ベ
ー
ス
に
、
板
碑

に
よ
る
人
名
（
法
名
）
・
死
亡
年
月
日
（
括
弧
内
数
字
推
定
も
含
む
）
を
充
当
し
て
作

製
し
た
。

B
・
如
来
系

大
籠
首
藤
氏
系
固
を
基
本
と
し
た
。
経
通
の
第
一
一
子
貞
通
を
も
っ
て
祖
と
す
る
が
、

年
代
的
に
整
合
し
な
い
部
分
が
あ
る
。

1
、
桃
生
町
寺
崎
の
八
幡
山
に
建
つ
・
「
一
白
」
の
板
碑
は
大
籠
系
譜
貞
通
を
指

す
も
の
か
。

2
、
同
町
永
井
•
八
雲
神
社
に
建
つ
・
「
大
全
」
の
板
碑
は
如
来
系
二
代
に
当
る

も
の
か

3
、
同
じ
く
永
井
・
台
の
・
「
覚
性
」
の
板
碑
は
三
代
に
当
た
る
か

4
、
以
下
に
つ
い
て
は
個
名
不
明
。
但
し
永
正
合
戦
末
ま
で
連
綿
と
し
て
継
続
し

た
と
認
め
ら
れ
る
。
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平
成
二
年
七
月
刊
行
し
た
「
桃
生
町
史
」
第
三
巻
第
八
章
地
名
考
の
中
に
「
寺
崎
」

と
い
う
一
項
が
あ
る
。

ま
た
同
章
の
中
に
「
寺
崎
沢
山
城
と
中
津
山
城
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
と
い
う
項

が
あ
る
。

地
名
考
「
寺
崎
」
で
は
、
関
東
か
ら
葛
西
氏
の

一
族
で
あ
る
寺
崎
清
次
が
来
た
た

め
に
、
地
名
が
寺
崎
に
な
っ
た
と
い
う
説
と
、

葛
西
系
の
清
次
が
寺
崎
に
来
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
寺
崎
氏
を
称
し
た
と
い
う
説
と
を
あ
げ
、
真
偽
は
不
明
で
あ
る
と
し
て

い
る
。

こ
の
考
察
の
書
か
れ
た
平
成
二
年
当
時
は
史
料
等
も
少
な
く
、
主
と
し
て
岩
手
県

史
・
気
仙
沼
市
史
・
花
泉
町
史
な
ど
を
基
本
資
料
と
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
す
で
に
通
説
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
な
ぞ
る
と
い
う
形
と
な
り
、
疑

問
を
残
し
な
が
ら
の
登
載
と
い
う
経
過
が
み
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
当
町
の
板
碑
の
調
査
が
す
す
み
、
そ
れ
を
梢
査
し
て
い
く
と
、
そ
こ
に

あ
る
種
の
「
動
き
」
が
み
え
て
き
た
。

前
編
既
述
の
と
お
り
、
文
治
五
年
奥
州
合
戦
に
よ
る
源
頼
朝
の
勝
利
に
よ
る
論
功

行
賞
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
深
谷
保
を
除
く
桃
生
郡
北
方
は
山
内
首
藤
氏
、

登
米
郡
は
小
野
寺
氏
、
本
吉
庄
は
熊
谷
氏
が
拝
領
し
た
こ
と
は
基
本
的
な
事
項
で
あ

る
。そ

の
後
一――
―
10
年
を
経
た
永
正
八
(
-
五
―

-
）
年
に
桃
生
山
内
首
藤
氏
が
葛
西

氏
に
よ
っ
て
滅
ほ
さ
れ
る
ま
で
、
桃
生
郡
は
山
内
首
藤
氏
が
郡
地
頭
職
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
桃
生
山
内
氏
領
地
内
に
、
ど
う
し
た
わ
け
か
、
葛
西
系
氏
族
と
み

ら
れ
る
寺
崎
氏
、
そ
れ
か
ら
本
吉
庄
を
拝
領
し
た
は
ず
の
熊
谷
氏
が
地
頭
と
し
て
入
っ

て
い
た
と
す
る
記
述
が
散
見
さ
れ
、
不
思
議
な
こ
と
と
は
思
い
な
が
ら
も
こ
れ
ま
で

見
過
ご
し
て
き
た
。

当
町
の
中
世
史
料
は
全
く
と
ぼ
し
く
て
、
今
後
も
新
史
料
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
は

寺

崎

氏

考

あ
ま
り
期
待
出
来
な
い
。

し
か
し
幸
い
に
も
、
板
碑
が
小
さ
い
群
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
生
か
す

こ
と
に
よ
り
、
本
論
を
導
き
出
す
に
至
っ
た
。

ま
ず
、
寺
崎
氏
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
一
族
の
奥
州
来
住
は
鎌
倉
期
末
と
い

わ
れ
、

①
清
次
I

②
清
邑
I

③
清
義
（
桃
生
寺
崎
氏
の
祖
と
さ
れ
る
。
）

I

④

清
治
ー
⑤
清
次
ー
⑥
盛
清
I

⑦
清
氏
I

⑧
清
基
I

⑨
清
運
（
連
）

ー
⑩
常

清
I

⑪
倫
重

と
つ
づ
く
が
、
九
代
清
運
、
も
し
く
は
十
一
代
倫
重
の
時
に
花
泉
の
峠
城
に
移
住

し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

峠
城
移
住
の
時
期
は
永
正
元
(
-
五

0
四
）
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
間
お

よ
そ
一
七

0
年
ほ
ど
当
町
寺
崎
の
沢
山
城
（
八
幡
山
）
に
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
沢
山
城
付
近
に
現
存
す
る
板
碑

を
み
る
と
最
古
の
も
の
は
弘
安
九
年
（

一

ニ
八
六
）
の
も
の
が
あ
る
。

そ
の
他
鎌
倉
期
の
も
の
と
し
て
は
延
慶

―
-
（
三
一
〇
九
）
年
が
あ
り
、
そ
の
後
は

室
町
初
期
、
応
永
三
(
-
三
九
六
）
年
と

つ
づ
く
。

本
誌
前
述
の
”
八
幡
山
の
板
碑
“
で
は

こ
れ
ら
の
板
碑
を
山
内
首
藤
系
の
も
の
と

し
て
い
る
。

寺
崎
氏
が
鎌
倉
期
末
乃
至
南
北
朝
初
期

に
桃
生
寺
崎
に
来
住
と
し
た
場
合
、
弘
安

や
延
慶
の
板
碑
造
立
は
あ
り
得
ず
、
寺
崎

氏
と
沢
山
城
の
板
碑
の
か
か
わ
り
は
な
い

北上川の支流金流川の船着場

（この後の山一帯が寺森）
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も
の
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

次
に
寺
崎
氏
の
前
に
熊
谷
直
能
が
在
住

し
た
と
い
う
説
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
熊

谷
氏
は
文
治
の
合
戦
の
恩
賞
と
し
て
本
吉

庄
を
拝
領
し
た
。

熊
谷
氏

一
族
に
は
「
熊
太
系
譜
」
と
い

わ
れ
る
享
保
時
代
に
書
写
さ
れ
た
系
譜
が

あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
貞
応
一
一
(
―二

二
三
）

年
、
熊
谷
直
宗
の
代
に
本
吉
郡
一
千
余
町

と
桃
生
郡
一
一
千
余
町
を
拝
領
し
た
。
と
あ

る
。そ

の
数
代
を
経
た
鎌
倉
末
元
徳
二
（

一

三
三
0
)
年
に
熊
谷
直
能
が
寺
崎
村
に
一

―

百
余
町
を
譲
ら
れ
居
住
し
た
と
な
っ
て
い
る
。

貞
応
二
(
-
三

一三
）
年
、
熊
谷
直
宗
が
桃
生
寺
崎
村
に
居
住
し
た
こ
と
が
事
実

で
あ
る
な
ら
ば
、
弘
安
九
年
の
板
碑
造
立
と
熊
谷
氏
が
結
び
つ
く
可
能
性
は
高
く
な

る。
し
か
し
次
に
掲
げ
る
傍
証
は
、
上
記
の
寺
崎
村
熊
谷
氏
居
住
説
を
否
定
せ
ざ
る
を

得
な
い
論
証
な
の
で
あ
る
。

『石
巻
の
歴
史
第

一
巻
通
史
編
上
』
に
よ
る
と
、

①
「
既
に
別
系
の
地
頭
職
が
知
行
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
何
等
の
か
か
わ
り
も
な

い
他
の
御
家
人
が
新
恩
を
賜
っ
て
入
っ
て
く
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」

②
「
鎌
倉
期
の
葛
西
領
に
は
登
米
•
桃
生
•
本
吉
高
鞍
な
ど
の
地
域
は
ふ
く
ま
れ

て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
地
域
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
地
頭
が
任
命
さ
れ
て

い
た
。

金流川から寺森を望む

た
と
え
ば
登
米
郡
に
は
小
野
寺
氏
、
桃
生
郡
に
は
山
内
首
藤
氏
、
本
吉
庄
に
は
熊

谷
氏
と
い
う
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
の
体
制
が
健
在
の
う
ち
は
こ
れ
ら
の

諸
氏
を
勝
手
に
攻
め
滅
ぼ
す
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
」

③
「
鎌
倉
後
期
に
は
地
頭

一
族
に
よ
る
分
割
相
続
が
進
行
し
て
、
他
家
に
嫁
い
だ

女
子
に
郷
村
地
頭
職
（
一
分
地
頭
職
）
が
分
譲
さ
れ
、
そ
の
土
地
が
そ
の
息
子
ら
に

相
伝
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
他
家
の
勢
力
が
入
り
込
む
こ
と
が
あ
り
得
る
」
と
な
っ

て
い
る
。

以
上
①
⑦
③
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
熊
谷
氏
が
山
内
首
藤
氏
の
領
分
に
勝
手
に
入
っ

て
こ
ら
れ
る
わ
け
が
な
い
。
只

―
つ
残
さ
れ
た
可
能
性
は
③
の
場
合
で
あ
る
が
、
現

在
管
見
さ
れ
る
資
料
で
は
山
内
首
藤
氏
と
熊
谷
氏
の
婚
姻
関
係
は
見
ら
れ
な
い
。

桃
生
寺
崎
村
に
熊
谷
氏
居
住
の
実
態
は
現
時
点
で
は
知
り
得
な
い
。

こ
こ
で
本
誌
の
原
点
で
あ
る
板
碑
に
か
え
っ
て
「
石
巻
の
歴
史
」
の
説
を
併
せ
て

み
る
と
、
寺
崎
沢
山
城
に
建
つ
板
碑
は
山
内
首
藤
氏
と
の
関
連
以
外
に
考
え
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
寺
崎
氏
や
熊
谷
氏
が
桃
生
寺
崎
に
居
住
し
た
と
い
う
説
が

生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
寺
崎
氏
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
熊
谷
氏
に
お
け
る

「熊
太
系
譜
」
と
同
様

に
寺
崎
氏
に
も
「
小
野
文
書
」
と
呼
ば
れ
る
史
料
が
あ
る
。

こ
の
文
書
の
寺
崎
に
関
す
る
事
項
と
し
て

「…
寺
崎
次
郎
左
衛
門
尉
、
此
人
奥
州
下
向
」
「
寺
崎
下
野
守
倫
重
、
後

沙
弥
了
満
と
云
々
、
此
人
寺
崎
よ
り
船
に
て
御
出
船
渡
よ
り
上
り
峠
村
寺

崎
森
二
被
成
御
座
…
…
」

と
あ
る
。

そ
れ
に
は
寺
崎
よ
り
来
た
と
は
あ
る
が
、
桃
生
寺
崎
か
ら
峠
城
に
行

っ
た
と
は
ど
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と
あ
る
。

後
半
に
は

こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

従
来
の
説
で
は
寺
崎
氏
は
鎌
倉
末
期
関

東
か
ら
、
桃
生
の
寺
崎
に
来
て
、
そ
の
後

永
正
元
年
(
-
五
0
四
）
に
花
泉
の
峠
城

に
移
動
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

前
述
し
た
と
お
り
末
期
と
は
い
え
、
鎌

倉
時
代
に
他
の
地
頭
の
領
分
に
異
分
子
が

勝
手
に
入
り
込
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の

で
あ
る
。

次
に
鎌
倉
期
以
後
の
寺
崎
氏
居
住
地
に

つ
い
て
の
傍
証
を
し
よ
う
。

「
薄
衣
申
状
」
（
仙
台
市
薄
物
館
所
蔵
、

石
巻
の
歴
史
登
載
」
と
い
う
文
書
が
あ
る
。

こ
の
文
書
に
は
年
号
が
な
い
が
、
近
年
文
明
元
年
（
一

認
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

文
中
の
前
半
に
は

四
六
九
）

の
も
の
と
ほ
ぱ

「
…
…
此
刻
、
江
判
（
刺
）
之
三
河
守
。
寺
崎
下
野
守
以
両
人
謀
、

（
薄
衣
）
入
道
公
方
之
領
御
免
許
候
処
、
無
幾
程
候
而
…
…
」

「
防
計
可
有
力
量
候
哉
、
以
寺
崎
下
野
守
、
千
厩
辺
打
浮
奥
玉
相
語
、
日
々
夜
々

東
山
放
火
仕
候
ハ
ん
、
浜
口
之
要
害
其
外
破
城
者
、
不
堪
破
却
可
仕
与
存
候
…
…」

老松 苅明館（峠城）遠景

「
桃
生
町
史
」
第
二
巻
登
載
の

花泉町日形 中神の部落

「
永
正
の
合

と
あ
る
。

こ
の
文
書
に
は
「
寺
崎
下
野
守
」
の
名
が
―

一度
出
て
く
る
が
、
桃
生
寺
崎
な
ど
と

は
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
文
中
に
出
て
く
る
舘
主
の
名
前
は
東
磐
井
郡
、
西

磐
井
郡
の
人
々
で
あ
る
。
前
の
部
分
に
は
渾
衣
入
道
の
出
自
が
葛
西
氏
一
族
で
あ
る

こ
と
、
入
道
が
か
つ
て
大
崎
公
方
の
勘
気
を
被
っ
た
際
、
江
刺
三
河
守
と
寺
崎
下
野

守
が
力
を
併
せ
て
薄
衣
入
道
を
助
け
て
く
れ
た
云
々
。
後
段
で
は
、
こ
れ
か
ら
、
当

面
の
敵
で
あ
る
柏
山
を
滅
亡
さ
せ
る
た
め
の
作
戦
が
い
ろ
い
ろ
と
書
か
れ
て
い
る
が
、

薄
衣
城
（
現
岩
手
県
川
崎
村
）
を
中
心
に
考
え
た
場
合
、
文
書
中
の
「
寺
崎
氏
に
千

厩
辺
を
打
チ
ウ
ガ
イ
日
夜
東
山
辺
に
放
火
さ
せ
」
る
た
め
に
は
、
寺
崎
氏
が
桃
生
に

い
た
の
で
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
時
期
、
寺
崎
氏
は
磐
井
方
面
に
居
住

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
気
が
か
り
な
点
を
あ
げ
る
が

戦
記
」
（
仮
称
）
末
尾
に
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「
一
、
永
正
年
中
桃
生
領
主
門
葉
ノ
牢
人
、
寺
崎
殿
ヨ
リ
磐
井
郡
日
形
村

之
内
二
而
中
神
二
給
居
住
ス
」

と
あ
り
、
こ
の
内
容
は
「
こ
の
合
戦
記
録
を
書
い
た
者
は
、
永
正
年
中
に
桃
生
領
主

の
一
族
の
者
（
山
内
首
藤

一
族
か
）
で
、
寺
崎
殿
よ
り
磐
井
郡
日
形
村
の
中
神
と
い

う
と
こ
ろ
を
も
ら
っ
て
、
そ
こ
に
居
住
し
た
、
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。

寺
崎
氏
と
山
内
氏
の
関
係
は
寺
崎
氏
か
ら
山
内
氏
方
へ
嫁
に
来
た
者
が
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
山
内
氏
の
領
地
で
あ
る
桃
生
寺
崎
村
を
寺
崎

氏
に
分
け
た
と
い
う
こ
と
は
疑
間
で
あ
る
。

総
西
氏
と
山
内
首
藤
氏
が
永
正
合
戦
の
以
前
に
特
に
険
悪
で
あ
っ
た
こ
と
は
記
録

に
な
い
。

籾
西
氏
に
伊
達
氏
の
勢
力
が
入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
旧
葛
西
系
の
人
々

の
不
満
が
代
表
格
の
末
永
氏
に
よ
っ
て
山
内
首
藤
氏
に
持
ち
込
ま
れ
、
山
内
首
藤
氏

と
末
永
氏
が
契
約
す
る
。

そ
の
結
果
生
じ
た
永
正
合
戦
で
あ
っ
た
が
、
結
果
は
山
内
首
藤
氏
が
敗
北
し
、
桃

生
郡
は
勝
利
し
た
葛
西
氏
領
と
な
っ
た
。

寺
崎
氏
や
か
つ
て
葛
西
氏
と
戦
っ
て
敗
れ
そ
の
傘
下
に
入
っ
た
熊
谷
氏
が
、
桃
生

郡
に
入
っ
て
く
る
の
は
こ
の
戦
の
後
で
あ
ろ
う
。

永
正
の
合
戦
か
ら
お
よ
そ
八
十
年
後
の
天
正
十
八
年
(
-
五
九

0
)
豊
臣
秀
吉
に

よ
る
奥
州
仕
置
が
行
わ
れ
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
葛
西
氏
は
滅
亡
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
の
記
録
が
「
葛
西
真

記
録
」
と
し
て
文
禄
年
中
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
寺
崎
氏
の
名
が
二
人
出
て

来
る
が
、
一
人
は
和
渕
に
陣
を
取
っ
た
者
と
し
て
、
寺
崎
城
主
寺
崎
伊
予
守
が
あ
る
。

も
う
一
人
は
佐
沼
城
に
立
て
籠
っ
た
人
々
の
中
の
寺
崎
石
見
守
（
居
舘
峠
村
）
で
あ

る。
佐
沼
城
の
石
見
守
は
近
習
衆
で
あ
り
、
寺
崎
伊
予
守
よ
り
家
格
は
上
で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
で
は
ど
ち
ら
が
ど
う
と
は
い
え
な
い
が
峠
城
系
が
主
流
で
、
そ
れ
か
ら

分
流
し
て
き
た
桃
生
寺
崎
系
の
格
が
下
で
あ
る
の
は
当
然
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

観音堂 屋敷跡（花泉）

こ
こ
で
従
来
の
説
、
桃
生
寺
崎
氏
が
嫡
流
で
峠
城
へ
移
動
説
を
採
っ
た
場
合
、
そ

の
移
動
の
意
図
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

石
巻
河
口
近
く
、
北
上
川
下
流
域
に
開
け
た
桃
生
郡
は
、
葛
西
氏
に
と
っ
て
も
重

要
な
地
域
な
は
ず
で
あ
る
。
峠
城
が
い
か
に
北
上
川
中
流
域
の
要
の
場
所
と
は
い
い

な
が
ら
、
桃
生
を
す
て
て
花
泉
峠
城
へ
移
動
す
る
意
味
が
わ
か
ら
な
い
。

本
稿
の
結
論
を
す
る
と
、

一
、
寺
崎
沢
山
城
（
現
八
幡
山
）
の
板
碑
は
山
内
首
藤
氏
関
連
の
も
の
で
あ
り
、

葛
西
系
寺
崎
氏
関
連
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
永
正
合
戦
以
前
、
寺
崎
氏
が
八
幡
山
に
居
住
し
た
と
は
認
め
が
た
い
。

従
っ
て
寺
崎
氏
は
関
東
か
ら
桃
生
寺
崎
に
来
住
し
た
の
で
は
な
く
、
関
東
か
ら
花

泉
日
形
寺
森
に
着
き
、
そ
の
後
峠
城
に
移
動
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

永
正
八
年
の
合
戦
の
後
葛
西
氏
が
桃
生
郡
の
地
を
領
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
寺

崎
氏
の
庶
流
が
（
天
正
合
戦
記
に
出
て
く
る
寺
崎
伊
予
守
の
系
か
）
が
沢
山
城
に
入
っ

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
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従
っ
て
桃
生
寺
崎
氏
の
移
動
は
関
東
ー
桃
生
寺
崎
ー
岩
手
県
花
泉
で
は
な
く
、
関

東
ー
岩
手
花
泉
（
地
区
内
で
の
移
動
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
）
ー
桃
生
寺
崎
と
い
う

順
で
あ
る
と
結
論
し
た
い
。

二
、
寺
崎
氏
以
前
に
沢
山
城
に
入
っ
た
と
さ
れ
る
熊
谷
氏
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、

単
純
に
板
碑
か
ら
だ
け
見
た
場
合
は
年
代
と
し
て
は
必
ず
し
も
否
定
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
の
ル
ー
ル
に
従
え
ば
、
深
谷
保
を
除
く
桃
生
郡
を
拝
領
し
た

と
さ
れ
る
山
内
首
藤
氏
を
差
し
置
い
て
、
勝
手
に
寺
崎
村
に
居
住
出
来
る
わ
け
が
な

、i
o

し

熊
谷
氏
沢
山
城
居
住
説
を
肯
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
治
五
年
の
論
功
行
賞
そ

の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

蛇
足
で
あ
る
が
熊
谷
氏
は
馬
籠
の
合
戦
に
敗
れ
て
葛
西
氏
の
配
下
に
な
る
の
で
、

も
し
桃
生
の
地
を
領
し
た
と
す
る
な
ら
、
寺
崎
氏
同
様
永
正
合
戦
以
降
で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
寺
崎
氏
に
し
ろ
熊
谷
氏
に
し
ろ
ど
う
し
て
「
寺
崎
村
」
な
の
だ

ろ
う
か
。

桃
生
郡
に
は
村
数
が
多
数
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
江
戸
期
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
一

―
つ
の
系
図
に
両
方
と
も
寺
崎
村
が
出
て
く
る
こ
と
が
少
々
解
せ
な
い
感
じ
は

す
る
。三

、
最
後
に
寺
崎
村
に
関
係
の
あ
っ
た
武
将
と
し
て
、
西
條
栄
加
に
つ
い
て
ふ
れ

て
お
く
。

西
條
氏
は
平
泉
藤
原
氏
の
臣
で
沢
山
城
を
築
き
四
代
で
没
落
し
た
。
と
さ
れ
て
い

る
。
平
泉
藤
原
氏
の
代
数
と
丁
度
符
合
す
る
が
、
没
落
し
た
と
は
山
内
首
藤
氏
の
臣

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
。

そ
の
後
三
百
年
余
を
す
ぎ
て
、
山
内
首
藤
氏
と
葛
西
氏
が
戦
っ
た
永
正
合
戦
で
、

西
條
氏
が
葛
西
方
に
寝
返
っ
た
た
め
に
、
山
内
首
藤
方
が
敗
れ
た
と
い
う
伝
え
が
あ

る
が
、
今
回
本
稿
で
は
採
ら
ず
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
た
。

も
う
一
点
、
寺
崎
と
い
う
地
名
は
案
外
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
地
名
で
あ
る
。

そ
の
多
く
は
寺
の
先
に
あ
る
の
で
寺
崎
、
と
い
う
の
が
主
流
で
あ
る
。

石
巻
市
稲
井
地
区
の
大
瓜
に
寺
崎
と
い
う
地
名
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
当
然
の
こ
と

な
が
ら
粘
西
領
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
地
域
に
寺
崎
氏
が
入
っ
て
来
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
う
余
地
は
全
く

な
い
。こ

こ
に
は
南
北
朝
初
期
の
板
碑
も
あ
り
、
関
東
か
ら
奥
州
入
り
し
た
寺
崎
氏
が
最

初
に
根
を
お
ろ
し
た
場
所
と
し
て
は
大
変
妥
当
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

今
後
の
課
題
と
し
よ
う
。

参
考
文
献
•
岩
手
県
史
、
気
仙
沼
市
史
、
本
吉
町
史
、
花
泉
町

史
、
登
米
町
誌
、
石
巻
の
歴
史
、
河
北
町
誌
、
葛

西
家
臣
団
辞
典
、
北
上
川
下
流
域
の
碑
、
中
津
山

村
誌
、
桃
生
村
誌
•
桃
生
町
史
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し
ょ
う

i

士斗

厳エ・

出し主種ゴR
っ

離る 迦

死し尊子じ来

五

輪

塔

五花t結偲f交い孝バ逆:
つつく

頌し
ヘ

大瓶；衆雙笙子修し

紀願干t月誓界¢

せ
ん線

配
（
円
相
）し支文銘

年

阿

弥

陀

如

来

用

五ロ――――ロ

西
方
極
楽
浄
土
の
教
主
。
信
者
の
臨
終
に
当
た
り
聖
衆
と
と
も
に

来
迎
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

碑
面
に
引
か
れ
た
線
で
結
界
・
荘
厳
を
意
味
す
る
。

円
満
•
清
浄
心
を
表
す
円
形

十
干

十
二
支
の
組
合
せ
。
紀
年
に
附
す
。

造
立
の
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
。

板
碑
に
記
さ
れ
た
年
月
日
。

一
般
に
造
立
日
を
記
す
が
被
葬
者
の

死
亡
日
を
示
す
場
合
も
あ
る
。

生
前
に
あ
ら
か
じ
め
死
後
の
供
養
を
行
う
こ
と
。
予
修
。

親
の
供
養
を
行
う
喪
主
を
特
に
い
う
。

多
数
の
人
名
を
並
べ
記
す
こ
と
。

仏
の
徳
を
褒
め
た
た
え
る
言
葉
。
詩
句
の
形
を
と
る
。

信
仰
を
同
じ
く
す
る
人
々
の
襲
団
。

仏
前
に
花
を
供
え
る
た
め
の
っ
ぱ
。

仏
教
で
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
構
成
す
る
五
つ
の
要
素
、
空
・

風
•
火
•
水
・
地
を
い
う
。

五
大
思
想
を
方
・
円
•
三
角
・
半

円
·
宝
珠
の
形
に
象
徴
化
し
積

み
上
げ
た
も
の
。
五
大
の
種
子
を
刻
む
。

仏
教
の
開
祖
。

諸
仏

•
諸
尊
を
あ
ら
わ
す
梵
字
。

碑
面
に
祀
ら
れ
た
主
格
と
な
る
仏
尊
。

生
死
を
繰
り
返
す
迷
い
の
世
界
を
離
れ
る
こ
と
で
悟
り
の
世
界
に

入
る
こ
と
。

け
び
ょ
う

仏
に
供
え
飾
る
こ
と
。
天
蓋
・
環
路
・
蓮
座
•
花
瓶
な
ど
全
て
荘

解

説

厳
具
で
あ
る
。

死
者
の
霊
魂
を
い
う
。

ダ
ラ
ニ
。
本
尊
の
教
理
を
説
く
こ
と
が
多
い
。

布
施
を
す
る
人
。
板
碑
造
立
の
場
合
、
孝
子
以
外
は
施
主
と
す
る

こ
と
が
多
い
。

亡
く
な
っ
た
両
親
。
生
前
は
父
母
と
い
い
死
後
は
考
・
砒
と
い
う
。

彫
り
く
ぼ
め
た
線
で
形
を
表
現
す
る
技
法
。

法
名
の
下
に
附
し
仏
門
に
婦
依
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
称
号
。

法
華
経
の
こ
と
。

真
言
密
教
の
教
主
。
宇
宙
の
一
切
の
事
象
を
仏
格
化
し
た
根
本
仏

で
、
一
切
の
諸
仏
・
菩
薩
も
こ
の
仏
体
よ
り
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

仏
の
頭
上
を
飾
る
傘
状
の
荘
厳
具
。

仏
教
以
外
の
神
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
護
法
神
と
な
っ
た
も
の
。

修
行
を
完
成
し
た
人
。
完
全
な
人
の
意
。
如
来
は
粗
末
な
訥
衣
を

身
に
つ
け
る
だ
け
で

一
切
の
装
身
具
を
身
に
つ
け
な
い
。

朴
書
と
も
い
う
。
板
碑
種
子
は
殆
ど
こ
の
書
き
方
に
よ
る
。
う
す

く
や
や
巾
広
の
筆
具
（
朴
筆
）
を
斜
め
に
保
っ
た
ま
ま
書
く
た
め

斜
め
の
線
は
細
く
縦
横
線
は
太
く
な
る
。

陽
刻
の
一
種
。
体
の
厚
み
の
半
分
を
浮
き
出
さ
せ
る
彫
り
方
。

出
家
援
戒
に
当
た
り
俗
名
に
代
わ
っ
て
授
け
ら
れ
る
も
の
。

自
ら
の
悟
り
の
た
め
、
ま
た
衆
生
教
化
の
た
め
修
行
中
の
人
を
い

、つ迷
い
を
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
智
恵
。
俗
に
冥
福
の
意

味
に
用
い
る
。

ほ
っ
か
い
し
ゅ
じ
ょ
う
び
ょ
う
と
う
り
や
く

法
界
衆
生
平
等
利
益
法
界
（
世
界
）
の
す
べ
て
の
人
々
に
等
し
く
利
益
（
功
徳
）

を
分
け
与
え
る
願
意
を
こ
め
た
言
葉
。
板
碑
願
文
の
末
尾
に
常
套

的
に
使
わ
れ
る
。

み
ぎ
こ
こ
ろ
ざ
し
は

右
志
者
（
右
趣
旨
者
）
こ
の
板
碑
を
建
て
る
趣
旨
は
の
意
。

菩

提

菩法半

肉

彫

薩 名 り

J¥ 

ケ

書

き

如天天

来部蓋

大大禅線先£

乗考；
ノ

如妙門
彫．

へ 先応

来典邑り応

施せ真聖

日 霊
（
幽
霊
）言し

ゅ主
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ゲ

吾
妻
鑑
（
永
原
慶
―
-
、
昭
和
五
十
八
年
、
新
人
物
往
来
社
）

山
内
首
藤
家
文
書

（
大
日
本
古
文
文
書
、
家
わ
け
十
五
）

利
府
、
首
藤
義
雄
氏
所
蔵
文
書

岩
手
県
藤
沢
町
、
首
藤
康
夫
氏
所
蔵
文
書

余
目
旧
記

（
餘目
紀
録
写
•
宮
城
県
史
・
三
十
）

宮
城
県
史
（
二
十
六
・
ニ
十
八
・
三
十
二
）

水
沢
市
史

（
二
）
昭
和
五
十
一

年

石
巻
の
歴
史

（
巻
四
、
六
、
八
）
平
成
四

桃
生
郡
誌

（
大
正
十
二
年
）

牡
鹿
郡
誌

（
大
正
十
二
年
）

桃
生
町
史

(-
I
五
巻
）
平
成
八
年

参

考

文

献

ン

侍しI各？彫文

明 密

王 教

一
般
の
仏
教
（
顕
教
）
に
対
し
特
に
真
言
・
天
台
密
教
を
指
し
て

、つ
l
>
 

教
化
の
難
し
い
衆
生
を
威
力
を
も
っ
て
仏
法
に
従
わ
せ
教
化
す
る

た
め
如
来
が
化
現
し
た
と
す
る
も
の
で
殆
ど
怠
怒
相
（
怒
っ
た
面

相
）
に
つ
く
ら
れ
る
。

板
碑
に
刻
ま
れ
た
文
字
類
の
全
て
。

断
面
が
V
字
型
に
な
る
彫
り
方
。

天
蓋
な
ど
に
ド
げ
る
荘
飾
具
。

一
般
に
三
尊
仏
と
し
て
本
尊
の
脇
に
侍
す
る
二
仏
を
い
う
。
阿
弥

陀
仏
に
対
す
る
観
音
・
勢
至
の
二
菩
薩
は
も
っ
と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

で
あ
る
。

河
北
町
誌
（
上
・
下
）
昭
和
五
十
年

河
南
町
誌

高
清
水
町
誌

中
新
田
の
歴
史

仙
台
市
史

（
資
料
編
、
古
代
、
中
世
平
成
七
年
）

仏
教
語
大
辞
典
（
中
村
元
、
昭
和
六
十
年
、
東
京
書
籍
）

新
仏
教
辞
典
（
中
村
元
監
修
、
昭
和
五
十
五
年
、
誠
信
書
房
）

密
教
辞
典
（
佐
和
隆
研
、
昭
和
五
十
六
年
、
法
蔵
舘
）

葛
西
家
臣
団
事
典
（
紫
桃
正
隆
、
平
成
二
年
）

葛
西
四
百
年
史
（
佐
藤
正
助
、
平
成
四
年）

『景
観
に
さ
ぐ
る
中
世
変
貌
す
る
村
の
姿
と
荘
園
史
研
究
』
服
部
英
雄

一
九
九
五

『
室
町
動
乱
期
に
お
け
る
山
内
首
藤
氏
の
領
主
権
拡
大
』
武
田
祐
三

。
「
日
本
史
大
辞
典
」
平
凡
社

一
九
九
五
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「
板
碑
」
と
い
う
言
葉
が
学
術
用
語
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

そ
う
古
い
時
期
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
特
に
桃
生
町
民
の
間
で
「
板
碑
」
と
い
う
用

語
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
桃
生
町
史
第
一
巻
が
出
来
た
昭
和
六
十
年

以
降
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ま
で
は
古
い
墓
石
と
板
碑
を

一
目
で
見
分
け
ら

れ
る
人
は
多
く
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

板
碑
に
比
べ
て
庚
申
塔
な
ど
の
近
世
塔
は
、
身
近
に
多
く
あ
り
「
講
」
な
ど
の
組

織
化
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
文
字
や
図
像
な
ど
わ
か
り
や
す
い
点
で
は
板
碑
と
は
比

較
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

板
碑
が
造
立
さ
れ
た
時
代
は
五
百
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
り
、
近
世
塔
と
は
経

過
し
て
き
た
年
数
も
大
幅
に
異
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
磨
耗
も
は
げ
し
く
剥
離
し
た

り
折
断
し
た
り
で
判
読
不
明
な
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。

従
っ
て
精
通
者
で
な
け
れ
ば
解
読
出
来
な
い
部
分
が
多
い
の
で
す
。
幸
い
、
今
回

の
場
合
は
桃
生
町
史
第
一
巻
を
執
筆
さ
れ
た
日
本
石
仏
協
会
員
、
勝
倉
元
吉
郎
氏

（
石
巻
市
）
が
町
史
編
纂
終
了
後
も
町
内
の
板
碑
の
調
査
を
続
け
ら
れ
、
そ
の
結
果

と
し
て
板
碑
か
ら
み
た
桃
生
町
の
中
世
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

桃
生
町
の
中
枇
は
山
内
首
藤
氏
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
で
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
後
秘
西
氏
に
凌
駕
さ
れ
た
た
め
に
、

三
百
年
余
続
い
た
山
内
首
藤
氏
よ

り
も
九
十
余
年
の
葛
西
氏
の
方
が
よ
り
大
き
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
や
に
見
受
け
ら

れ
ま
す
。

そ
れ
は
秘
西
氏
の
方
が
年
代
的
に
も
よ
り
近
世
に
近
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ

う
が
、
残
さ
れ
た
文
書
な
ど
も
葛
西
氏
の
方
が
断
然
多
い
か
ら
で
す
。

滅
亡
す
る
者
の
常
と
し
て
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
三
百
年
余
も

桃
生
に
在
り
な
が
ら
そ
の
存
在
を
あ
ま
り
語
ら
れ
な
い
山
内
首
藤
氏
に
光
を
当
て
て

み
た
い
と
い
う
思
い
は
、
今
そ
の
地
に
在
る
も
の
と
し
て
、
当
然
の
願
い
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

後

記

そ
し
て
丁
度
、
そ
れ
を
推
考
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
史
料
が
実
在
す
る
板
碑
で
あ
る

こ
と
に
思
い
至
っ
た
の
で
す
。

近
年
の
墓
域
の
整
備
や
、
山
地
の
開
発
な
ど
で
、
原
位
置
か
ら
の
移
動
や
紛
失
も

あ
り
ま
す
が
、
と
に
か
く
小
さ
い
団
塊
と
し
て
板
碑
が
多
数
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注

目
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
導
き
出
さ
れ
た
の
が
本
説
で
す
。

板
碑
は
性
質
上
多
く
の
こ
と
を
そ
の
碑
面
に
残
し
て
は
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
そ

れ
を
今
回
の
よ
う
に
大
胆
に
使
っ
て
論
考
す
る
と
い
う
こ
と
は
多
分
に
異
論
も
多
い

こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
敢
え
て
そ
れ
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
の
功
も
罪
も
お
認

め
の
上
、
ご
一
読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
思
い
ま
す
。

勝
倉
氏
は
こ
の
稿
を
起
こ
す
に
当
た
り
、
桃
生
郡
、
本
吉
郡
、
栗
原
郡
、
岩
手
県

内
関
係
市
町
村
を
く
ま
な
く
調
査
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
板
碑
を
根
本
史
料
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
桃
生
山
内
氏
の
開
発
の
足

ど
り
が
推
測
さ
れ
た
こ
と
。
中
世
桃
生
郡
の
エ
リ
ア
の
推
測
が
出
来
た
こ
と
。
小
鋭

白
鳥
神
社
の
推
考
が
出
来
た
こ
と
な
ど
、
従
来
の
説
と
は
異
な
る
分
も
多
く
な
り
ま

し
た
。

但
し
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ご
批
判
も
多
々
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。

中
央
史
と
違
い
、
地
方
史
の
中
世
は
ま
だ
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ

ん
。
本
誌
を
た
た
き
台
と
し
て
、
よ
り
正
確
な
地
方
の
中
世
が
解
明
さ
れ
て
い
く
こ

と
を
心
か
ら
顔
う
も
の
で
す
。

終
わ
り
に
な
り
ま
し
た
が
、
執
箪
者
の
勝
倉
氏
を
初
め
と
し
て
、
ご
協
力
下
さ
っ

た
た
く
さ
ん
の
方
々
、
そ
し
て
こ
の
本
を
上
梓
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
下
さ
っ
た
行

政
関
係
上
司
に
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。
な
お
原
稿
作
成
に
当
た
り
、
ご
教
示
い
た
だ

き
ま
し
た
方
々
に
記
し
て
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

•
服
部
英
雄
（
九
州
大
学
教
授
）
・
武
田
祐
三

（
広
島
県
庄
原
市
）
．

谷
本
寛
（
庄
原
市
教
育
委
員
会
）

・
大
石
直
正
（
東
北
学
院
大
学
教

授
）
・
入
間
田
宣
夫
（
東
北
大
学
教
授
）
紫
桃
正
隆

（河
北
町
在
住

郷
土
史
家
・
作
家
）
•
藤
沼
邦
彦
（
弘
前
大
学
教
授

）
・
浅
野
鉄
雄
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（
河
南
町
前
教
育
長
）・
菅
野
正
道

（仙
台
市
史
編
纂

室
）
•

石
黒
伸

一
郎

（村
田
町
教
育
委
員
会
）

・
木
村
良
順
（
岩
手
県
花
泉
町
大
祥

寺
住
職
）

・
首
藤
義
昭
（
利
府
町
）
・
小
野
寺
光
雄
（
花
泉
町
涌
津
）

・

日
野
市
立
図
書
館
・
花
泉
町
立
図
書
館

・
天
星
寺
（
河
北
町
）
・
高

徳
寺
（
河
北
町
）
・
光
明
寺
（
河
南
町
）•
源
光
寺
（
河
北
町
）

•

福

現
寺

（
高
清
水
町）

・
虚
空
像
尊

（津
山
町
）
・
専
称
寺
（
石
巻
市
）
．

多
福
院

（
石
巻
市
）
・
林
昌
院
・

大
通
寺
…
…

（順
不
同
敬
称
は
略
し
ま
す
）

以
上
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

•

題
字
桃
生
町
教
育
長
遠
山
博
久

平
成
十

一
年
二
月
十
日

桃
生
町
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
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年 号 表

ケ建ノチ長ョウ 1249- 55 
エンゲン テンショウ カンセイ

（鎌 倉） 延元 1336- 39 （室 町） 天正 1573- 91 寛政 1789- 00 

寿ジュエ永イ 1182- 84 康コウゲン コウコク
メ明イ徳トク 1390- 93 文プ／禄ロク 1592- 95 

キョウワ
元 1256 興国 1340- 45 享和 1801- 03 

ゲ元ンリ暦ヤク 1184 ショウカ シ9ウヘイ プンカ
正嘉 1257- 58 正平 1346- 69 (1392合ー） （江 戸） 文化 1804- 17 

プ文ン治ジ1185- 89 
ショウゲン

ケ建ン徳トク 1370- 71 応オウエ永イ1394-1427 嵐長 1596-1614
プンセイ

正元 1259 文政 1818- 29 

ケ建ンキ久ュウ 1190- 98 プ文ン応オウ 1260 
プンチュウ ショりチ3ウ ゲンナ

テ天ンボ保ウ1830- 43 文中 1372- 74 正長 1428 元和 1615- 23 

正ンョ治ウジ 1199-1200 
コウチョウ

テ天ン授ジュ 1375- 80 エ永イキ享ョウ 1429- 40 寛ヵ／エ永イ1624 - 43 
コウカ

弘長 1261- 63 サム1ヒ1844- 47 

ケ建ン仁ニン 1201- 03 プ文ンエ永イ 1264- 74 弓コ人ウ禾ワ廿 1381- 83 
カキッ ショウホウ

嘉カエ永イ 1848- 53 嘉吉 1441- 43 正保 1644- 47 

ゲ元ンキ久ュウ 1204- 05 
ケンジ ゲンチュウ プン,-'-.女アン ヶ慶9安ァン 1648- 51 

アンセイ
建治 1275- 77 元中 1384- 92 文 1441- 48 安政 1854- 59 

ケ建ンエ永イ 1206 コ弘ウア安ン 1278- 87 ホ宝ウ徳トク 1449- 51 承ショウ応オウ 1652- 54 
マンエン

（北 朝） 万延 1860

ショウゲン ショウオウ ゲン伸ト,cク, キ享aウ徳トク 1452 - 54 
メイレキ

応又 1861- 63 承元 1207- 10 正応 1288- 92 元 1329- 31 明暦 1655- 57 

ケ建ンリ暦が9 1211- 12 エ永イ仁ニン 1293- 98 正,,, キ慶’’ 1 3 3 2 - 3 3 康コウシ正ョウ 1455- 56 
マンジ ，，ンジ
万治 1658- 60 元治 1864

ケ建ン保ポウ 1213- 18 正ンョウ安アン 1299- 01 建ケン武ム 1334- 37 
チョウロク

寛カンプ文ン1661- 72 慶ケイ応オウ 1865- 67 長禄 1457- 59 

ジ3ウキュウ 乾ケンゲン リャクオウ カンショウ エンボウ
承久 1219- 21 元 1302 暦応 1338- 41 寛正 1490- 65 延宝 1673- 80 

ジ貞ョウ応オウ 1222- 23 
カゲン

康コウエ永イ 1342- 44 プ文ンソ正ョウ 1446 テン ナ
嘉元 1303- 05 天和 1681- 83 

ゲンニン
徳トク討ジ台 1306- 07 

ジョウワ
応おう仁1こん 1467- 68 貞；ョウキ享3ウ1684- 87 元仁 1224 貞和 1345- 49 

嘉カ禄ロク 1225- 26 エ延ンギ慶ョウ 1308- 10 観カン応ノウ 1350- 51 
プンメイ ，，，ン禄ロク
文明 1469- 86 元 1688-1703 読み方ば慣例に

安アンテ貞イ 1227- 28 
オウチョウ プンワ

チ長サキ享,,1487- 88 ホウエ永イ よってだいたい
応長 1311 文和 1352- 55 宝 1704- 10 

正しいと思われ

寛カン喜ギ 1229- 31 
ショウワ

エ延ンプ文ン 1356- 60 エ延ン徳トク1489- 91 
ショウトタ

正和 1312- 16 正徳 1711- 15 るものによった

ジ貞ョウ永エイ1232 プンボウ コウアン メイオウ
キ享ョ保ウ＊ 1716- 35 

が、必ずしも 一
文保 1317- 18 康安 1361 明応 1492- 00 

定したものでな
テンプク ゲンオウ

ジ貞ョ治ウジ 1362- 67 プン亀キ ゲンプン
く文献によって天福 1233 元応 1319- 20 文 1501- 03 元文 1736- 40 

プ文ンリ暦ャク 1234 ゲン巳コ丁ウ 応オウア安ン 1368- 74 
エイショウ 寛カンボウ

まちまちなもの

元 1321- 23 永正 1504- 20 保 1741- 43 
が少くない。数

嘉カテ禎イ 1235- 37 
シ3ウチュウ

エ永イ和ワ 1375- 78 大タイエ永イ1521- 27 
エンキョウ 字は継続した西正中 1324- 25 延享 1744- 47 

暦時代。末年 は
暦リャタ仁ニン 1238 嘉カリ店ャク 1326- 28 康コウリ暦ヤク 1379- 80 キ享ョウ禄ロク 1528- 31 寛カンエ延ン1748- 50 

改元の年を含ま

エンオウ ゲン徳トク エ永イ徳トク1381- 83 テ天ンプ文ン1532- 54 ホ宝ウ暦レキ 1751- 63 ないが、明治大
延応 1239 元 1329- 30 

正のように 明ら
ニンジ ゲンコウ

至シ徳トク 1384- 86 コサムウiジ台1555 - 57 メ明イ和ワ1764- 71 仁治 1240- 42 元弘 1331- 33 かに改元の 日に

カ寛ンゲン 嘉カケ慶イ1387- 88 エ永イ禄ロク 1558- 69 ア安ンエ永イ1772- 80 よって区別した
元 1243- 46 （南 朝）

ものは改元の年

ホ宝ウ治ジ 1247- 48 ケ建ン武ム 1334- 35 康コウ応オウ 1389 ，，ン亀キ テンメイ
元 1570- 72 天明 1781- 88 をも含めた。
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